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第１部 市長からの説明 

 【全地域共通】 
 

 

 

  



2 

 

 

 



3 

 

 

 

 



4 

 

 

 
 



5 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 



7 

 

 

 



8 

 

 

 



9 

 

 

 



10 

 

 

 



11 

 

 

 

 



12 

 

 

 



13 

 

 

 



14 

 

 

 



15 

 

 

 
  



16 

 

第１部 市長からの説明に対する意見・質疑 

【玉縄地域】 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

私は市役所移転に賛成なのですけど、条例提案に反対の１０のところに書いてある「移転に向けて

の動きが分かりにくい」、「市民への情報共有が不足している」ということについて私は全く賛成でし

て、この先どうしようとしていくのかがよく見えない。片や、鎌倉市役所に行ったときに１階、２階

とぐるっと歩いたのですが、非常に狭いところに職員の方がぎゅうぎゅう詰めになって気の毒だなと

思ったわけですけど、私が会社に入社した頃の昭和５０年代のオフィスにすごく似ているなとも思い

ました。違うのはパソコンが机の上にあることと灰皿がないことで、相変わらず書類もいっぱい置い

てあるし、特に１階の場合、箱がずらっと並んでいてものすごい数が置いてあるわけですね。紙とい

うのは結局捨てるわけですし、ごみの元になるわけでして、この事務所のまま新庁舎に移転するのか

なと漠然とした懸念を持ったわけです。 

その理由がいくつかありまして、私のところの民間会社の事務所ですと、コロナ禍を挟んだこの５

年間とそれ以前の３５年間で、職場環境と働き方が天と地ほど変わったというのが実情でして、職場

環境で言うと、個別の机は全部廃止してフリーアドレスになりました。個人が保管している紙も、必

要なものは電子化してサーバーに保存しますけれど、あとは全部廃棄。したがって置いてあるのはパ

ソコンしかないということです。フリーアドレスで、部課長も含めて同じところに座っているという

わけですね。今までそういうふうに何故しなかったのかということですが、それが今の市役所でどの

ように実現しようとしているのかが分からないところです。 

また、別な観点から言いますと、総務省の進めているデジタル田園都市国家構想、これは経産省も

絡んでいますけれども、これを受けて日経が年２回、「デジタル立国ジャパン」というフォーラムをや

っていまして、これは日経チャンネルのアーカイブで誰でもご覧になれます。その話題の３分の１く

らいは自治体ＤＸなんですね。今回、ＤＸの話が全然出てきませんでしたけれども。移転の話、ＤＸ

の話、スマートシティの話、すべて連携してくる話だし、加えてまちづくりをなぜ行うのかというと

ころに、人口減少とか少子高齢化等も関係してくる。あるいは財政基盤の強化ということを書いてあ

るのは、やっぱり人々を呼び込むということ。そういうまちづくりをしていくという意味だと私は理

解したのですけど、デジタルネイティブの方も２０代、３０代になってきましたが、今の日本の行政

のデジタルってどれほど魅力を感じていただけるのか。デジタル立国ジャパンで地方都市の方も出て

いらっしゃいまして、前橋市とか奈良市、あとは金沢市とかも出ていましたけど、例えば奈良市で言

うと、ここのＣＩＯ（最高情報統括責任者）の方が民間出身の方で強烈にＤＸを進めています。輪を

かけて市長が号令をかけている。それでＣＩＯの方が全部窓口になって、おかしいところは全部知っ

ている。彼らが目指しているのは奈良デジタル市役所ということなのです。 

そうすると、いま移転するという場合に、２０２８年にはＤＸをこういうふうにしたい、こういう

ふうな自治体にしたい、それで想定される人口みたいなことがあって、あるべき姿に対してバックキ

ャスティングで２０２３年はどうする、２０２４年はどうするのと。そのマイルストーンみたいなも

のをきちっとつくって、それを市民の方に見せて、ＰＤＣＡでもってトライアップしていくみたいな

ことがないと、ここの質問に対する回答にはなかなかならない。だから、私も今日、移転は分かりま

した。でも、どうなるのと言われると、漠然と言葉として説明されただけで、明確なロードマップが

ないというのを強く感じました。ぜひデジタル立国ジャパンに出演していただいて語れるようなＤＸ

の進め方なりをやっていただければと思っております。 
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＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。応援していただけているということで受け止めさせていただきますけれど

も、実は我々は、最初、市役所に行かなくていい市役所をつくるというコンセプト、私はそういう言

い方をさせていただいていました。これだけデジタルが進んでいく中では、令和１０年ということを

想定していますけれども、ちょっと議会が止まっていますからもうちょっと遅れてしまうかもしれま

せんけれども、市役所に来なくていいというのが当たり前になっているというのはおいおい想像がで

きます。 

なので、市役所が深沢にあろうがどこにあろうが、市民の皆さんにとっては全然不便にならないと

いうことは想定できるのですけれども、最初に私がそれを言い過ぎたものですから、それについてい

けない人たちはどうするんだという厳しいご批判をたくさんいただいてしまいましたので、ちょっと

そこはあまり具体的にはそこまで言わなくしているのですが、新しい市役所で想定していますのはフ

リーアドレスですし、ペーパーレスですし、手続なども市役所に来なくていいというのを前提として

います。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

もし、そういうふうなお考えがあるのでしたら、そういうのを前面に出して、それに向けてどうし

ていくという絵を示していただけると、もう少しなるほどというのがあるのじゃないかなと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。そういう意味では、市役所を新しく造るための詳細設計ができて初めて具

体的に皆さんにお示しができる形になります。ですが、私の力不足で、いま議会の同意をいただけて

いませんので。同意をいただければ詳細設計に入ります。その詳細設計の中では、どういう市役所に

なるということを具体的にお示しができますので、逆に言うと、それがないのにあまり勝手なことを

言っても誤解を招きますので、今そこまで詳細は示せないということです。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

それはいつ頃を想定しているのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

いつ出すのだということは６月議会でもご質問いただいて、まだそれは決まっていませんというよ

うにお答えをしています。というのも、結局２票足りないという状況ですから、議員２人の方が賛成

に回っていただくことが必要になりますので、きちんとその見通しが立った時点で、当然、議会にも

う一回挑戦するということになりますけども、いま現在それに向けてさまざまな調整をしているとい

う感じです。 

 

＜観音山町内会 塩田相談役＞ 

戸別収集が随分進んできたというお話でしたが、具体的にいつ頃から行われるのか。何年後とか分

かれば教えていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 

＜松尾市長＞ 

具体的なスケジュールですけれども、まだ正確に何年何月からスタートということについては決定
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していない状況です。いま審議会で議論していただいておりますけど、今年度中に議論いただいてそ

の結果をいただく上で、それには市民の皆さんのご理解が必要不可欠ですので、そこの調整をしなが

ら見通しを立ててまいりたいと。ですので、１つの目標とすると、来年のどこかのタイミングで、そ

のご理解をいただけるところまでできるよう、いま鋭意努力をしているところです。 

 

＜関谷向ケ丘自治会 古川会長＞ 

いろいろ決まっていないことが多い中で、唯一決まったのが新駅の翌年度からの着工ということで

すけれども、完成はいつになるのでしょうか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

令和６年度から着工して、工事は８年間という見込みですけれども、ＪＲ東日本さんからはそのよ

うに伺っておりますので、令和でいきますと１４年に完成見込みでございます。 

 

＜関谷向ケ丘自治会 古川会長＞ 

市役所移転に関してなのですけど、ある報道で、深沢という名前はもともと沢で、水がたまって、

あまり地盤もよろしくないのではないかという報道があったのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

まず深沢という名前についてですが、吾妻鏡を紐解くところでは、深沢の場所というのは今の湘南

モノレールの湘南深沢駅辺りではなく、もう少し広く長谷の辺りまで深沢という地名が使われている

というのが、事実として確認ができるところです。ですので、いかにも今のあの場所が深い沢という

ように捉えがちですけれども、そこは誤解が生じているということが１つございます。 

もう１つ、ではあの場所の安全性はどうなのかというところです。こちらは１００分の１想定とか

１０００分の１想定という、大雨が降ったときの浸水想定というのが出ています。１００分の１想定

という比較的に頻繁に起こり得るというところでいきますと、深沢のあのエリアは、特に浸水はほん

の一部だけになっています。ただ、１０００分の１想定という、実はこの想定はかなり大きな被害が

出る雨量なのですけど、それについては深沢のまちのところはすっぽり浸水するという形にはなりま

すが、１０００分の１想定で鎌倉市全体を見ますと、今のこの場所もそうですし、大船駅の東口で言

うと小坂小学校の辺りまで全て浸水するという大規模な浸水想定になっています。 

でも、これも絶対来ないとはもちろん言えなくて、むしろ来る可能性があるというものの想定には

なっているところです。それについては、被害そのもの自体を全てなくすことは難しいのですけど、

当然そういう被害が起きても、深沢のあの場所に災害の司令塔があってもしっかり機能することを検

討して造っていくということで進めているところです。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

いま市長のおっしゃった最後の部分ですけれども、新しい庁舎を造る場所は深沢の事業区域の北東

の部分ですけど、市役所の庁舎については、１０００分の１確率の２４時間当たり６３２ミリという

すごい雨が降っても浸水しない、という設計をする予定でございます。 

 

＜第九地区民生委員児童委員協議会 平井会長＞ 

水害のことでちょっとお話を伺いたいのですけど、昔は必ず小学校というのが私たちの頭に入って
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いたのですけども、私の記憶にある限り、コロナ禍が起きてからは支所も避難場所になっていたよう

な気がします。玉縄地域のみで大丈夫なのですけど、市立小学校と行政センター、玉縄では避難所と

してどこを開けていただけるのか。その時の災害によって違うのでしょうけど、どこが開くのかだけ

教えていただければと思います。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

基本的には、避難所は今までどおり、風水害の時には玉縄小学校、植木小学校、関谷小学校、それ

らの体育館を中心に避難所を開設させていただくという考えは変わっておりません。その中で、避難

指示までいかないとか、お住まいのところの地形によってちょっと心配でどこか避難できないかとい

う相談がある時があります。そういうのに対応するために小学校を全て開けるというのはなかなか現

実的ではない場合もありますので、そういう時には、ご自宅から離れるということもあるかとは思い

ますが、支所を開けさせていただくという対応も想定させていただきたいということで、今回提案さ

せていただきました。 

ですから、被害があるような大雨になることが天気図とか予報で分かっている時には、今までどお

り小学校を避難所としてタイミングを図って開けていきたいと思っております。 

 

＜第九地区民生委員児童委員協議会 平井会長＞ 

地震の時は２５校で、水害の時は１６校とここに書いてあるので、どこか削られるのかなとか、行

政センターも前は玉縄支所が開いたので一応は開くんだなという理解をしているのですけど、民生委

員として、独り暮らしの人たちの避難とかそういうことがとても重要になってきますので、玉縄地区

の小学校は小さな規模でも状況によっては開くと理解してよろしいですか。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

風水害の時には小学校を開けます。地震の時はそれにプラスして中学校を開けるということで、地

域小学校が１６校、中学校は９校なので、合わせて２５校になるということです。風水害の時には今

までどおり小学校を開ける考えですので、どこかを選んで、この小学校を開けるとか、この小学校は

開けないとか、そういうわけではないので、そのようにご理解いただければと思います。 

 

＜ラシェール鎌倉岡本ハイライズ自治会 細井会長＞ 

先ほどの新駅の予算のところで土地売却益は３７億円とのことですが、これは具体的にどこを想定

されているのかを教えていただきたい。それと、新庁舎のスペースの面積、それから移転後の職員の

数に変化があるのかないのか。特に職員１人当たりの面積が、先ほど村上様からも話がありましたが、

今は出勤しなくてもいいとか、できるだけ少数でできるという話があるはずなので、移転後の１人当

たりの面積はどういうふうに考えていらっしゃるのかを教えていただきたいです。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

先ほど、新駅の整備費用４１億２，５００万円を鎌倉市が負担するうちの約３７億円に深沢のまち

づくりの保留地の処分金を充てると申し上げました。これは土地区画整理事業という手法の中で、大

規模権利者でありますＪＲ東日本さん、それから鎌倉市も出しますけれども、あとは西側の権利者の

方々から少しずつ、道路ですとか公園ですとか雨水調整池にする公共の部分の土地と、それから保留

地減歩とあります。公共減歩と保留地減歩があるのですが、その保留地として皆様から頂いた土地を
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売却して得た利益、その内の一部ということで３７億円を新駅に充てていくと。これは藤沢市の村岡

地区と鎌倉市の深沢地区、これを一体で区画整理を行うのですけれども、その一体区画整理の中で造

る新駅という公共施設というものについて、保留地を売った売却益を充ててもよろしいというルール

がございますので、その中で売却益を充てていきます。売却益の見込額は約184億円であり、その内か

ら充てていくという考え方でございます。 

 

＜ラシェール鎌倉岡本ハイライズ自治会 細井会長＞ 

ということは、現庁舎とか現有の施設が、例えば移転によって更地になってそこを売却することと

は違うわけですね。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

はい、そうではございません。 

 

＜ラシェール鎌倉岡本ハイライズ自治会 細井会長＞ 

ということは、他のそういうエリアはどういうふうになるんですかね。例えば、今ある施設が新施

設に移ったら、その跡地、現市庁舎はそこに書いてありましたけれども、例えば図書館とかいろいろ

なものがたぶん移ると思うのですが。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

そうですね。深沢につきましては、行政センターの機能が新しい庁舎の中に入りますから、今の深

沢行政センターの土地建物について、これは貸していくのか売っていくのか、その処分というものを

今後検討していくことになると思います。 

それから、庁舎の面積というご質問をいただいたのですけれども、以前の検討では、延べ床面積を

総務省の基準に基づいて約３万平方メートルというふうに見ていた時期がありました。それを見直し

て２万５，０００平方メートル。現在では、さらに新型コロナウイルスの影響や働き方改革というこ

ともあって、テレワーク率を３０％にするとか来庁者の数の減少という中で、庁舎の面積については

２万平方メートルを考えています。それから消防本部や深沢の学習センターであるとか図書館の部分

については、約４，３００平方メートルというものをいま考えています。ですから、新庁舎というこ

とでは２万平方メートルを考えています。 

職員の人数につきましては、これは職員数適正化計画に基づいて進めていくことになるのですが、直

接的には結びついてはおりませんが、現在の市庁舎の職員１人当たりの面積は非常に少ないです。総

務省基準に当てても。いま資料がなくて申し訳ないのですが、今よりも職員１人当たりの面積は増え

るのですが、だからといって職員の部分ばかりがどんどん増えるということではないです。 
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第１部 市長からの説明に対する意見・質疑 

【大船地域】 

＜南ケ丘自治会 菅会長＞ 

鎌倉市役所の移転に関しまして、移転に関する条例が否決されましたけれども、否決されたことに

よってこの計画がどの程度阻害され、ないしは否決されても計画どおりやっていくのか。どうもその

辺の整合性がよく分からないので、ちょっとご説明いただけますか。 

 

＜松尾市長＞ 

ちょっと詳しく説明をしますと、市役所の位置を移転させること、住所の変更について議会の３分

の２以上の賛成が必要という議案でございまして、これを議会にかけました。これが否決されている

という状況では、新しい市役所の詳細の設計にこれから入っていこうというところの手前で、議会に

位置条例の賛成をいただくということを考えて、そういう手順で進めているという状況でございます。

ですので、賛成が得られなければ新しい市役所の詳細設計には入れないと考えておりまして、今そこ

でストップしているという状況です。 

この議会の議決が得られない期間が長引けば長引くほど、新しい市役所の開庁時期が遅れるという

のが影響としてはそこが一番大きいところです。私ども鎌倉市としましては、住所の否決をされまし

たけれども、市役所移転という計画は変更せずに、より住民の皆さんや議会の理解を得られるように

繰り返し説明させていただきながら、賛成が得られるように努力していくという考え方でいま進めて

います。 

 

＜山ノ内中町北町内会 古川会長＞ 

いま市長の方から、位置条例が否決されたということは、移転地のことをおっしゃっているかと思

うのですが、そこが反対されているということは、当然反対の中には位置の指定を変更する意思はな

いようなお話ですが、見直すということの反対の中での提案は全くなかったのでしょうか。位置条例

の反対に対する対案というものは全くないのでしょうか。検討の余地が全くないのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

検討の余地がないというのは、鎌倉市としてないかどうかですね。鎌倉市としては、これまで検討

してきた経過の中で、この深沢に新しく市役所を造るということの手段というのが一番いいという結

論を導き出しておりまして、これをやらないとなった時に、市役所を今の場所で建て替えられるのか

どうか、もしくは耐震補強してやるのかどうかというところについては、我々とするとほぼ現実的で

はないという結論を持っておりますので、そこに立ち返るということはないと考えています。議会で

否決をされましたけれども、その反対のご意見の中で言えば、いま一度それを戻すということではな

くて、その先の不安のことをおっしゃられていたりします。 

先ほど申し上げたように、まだ市民が知らないじゃないかというそもそも論の話もございました。

さらに言うと、今の市役所の場所が全く何もなくなってしまうのではないかという不安ですとか、今

の市役所の周りの方が市役所の手続が今までは近くでできたのにそれができなくなるという不安があ

る。そこについて、そうじゃないよという説明をちゃんとすべきではないかというご意見もいただい

ているところですので、反対意見をいただいているものをクリアできるように１つ１つできるところ

についてはできる限り明確に今後の計画で示していくということを現在やっているところです。 
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＜山ノ内中町北町内会 古川会長＞ 

結論的にまとめますと、反対の意見の中には、代替地の提案でとりあえず検討をするテーブルに載

るものはなかったということでよろしいですか。 

 

＜松尾市長＞ 

 そういうふうに考えています。 

 

＜小袋谷町内会 朝香会長＞ 

戸別収集のところでメリット、デメリットとありまして、メリットは分かるのですが、デメリット

のところで収集に要する経費が増えるというのがあります。これはどれぐらいを予想していて、それ

は充分クリアできる、理解も得られるという判断で進めているのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

実は前回、戸別収集を検討して理解が得られなかった時の試算の費用負担が、２倍以上収集費用が

増えるという見通しが出ていたものがございました。この間、近隣他市ですとか、戸別収集が導入さ

れる自治体がかなり増えてきました。我々もそういうところを研究させていただく中では、２倍に増

えているという自治体はまずありません。大体１．２倍から１．５倍ぐらいの間で増えているという

ところが中心的なものになってきています。我々とすると、なんとかそれくらいに抑えられるように

収集ルートや収集回数の工夫ですとかをさまざまに検討して、なるべく費用負担を抑えていくという

ことを考えています。まだ具体的にいくらになるというところまでの結論は出ておりません。 

 

＜小袋谷町内会 朝香会長＞ 

それに関係してですが、当町内会の場合はほとんどネットボックスを設置したのです。将来的にこ

ういった形になると、私の考えでは燃やすごみに関することだと思うのですが、そうすると容器包装

プラスチックあるいは他の収集ごみに関してはボックスを使えるのであればいいなとは思っているの

ですが、最終的にはボックスを撤去したいということでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

ここも実は１つポイントにはなります。おっしゃるように燃やすごみだけを戸別収集するのか、も

しくは全品目を戸別収集するのかというところは、大きく分かれるところです。まだ議論していると

ころでありまして、私としては最終的には全ての品目について戸別収集をしていくというところを目

指していきたいと考えておりますが、それはいっぺんにできるというところは難しいかなと考えます。

段階的にそこを目指していくということが望ましいと考えているところです。 

 

＜小袋谷町内会 朝香会長＞ 

おそらく各町内会で説明会なんかがあると思うのですが、それはきっと話に出ると思います。市民

の人たちがお金を出し合って、町内会からも負担してつくったものですよね。設置するのはそれでい

いのですけど、今度はそれを撤去、廃棄するとなった場合に、廃棄費用が当然かかるわけですね。そ

ういったことに関しての説明もきっと求められると思うのです。ですから、それに関してもきちんと

した回答できるようにしておいていただいて説明会をしていただければなというのは１つあります。

よろしくお願いします。 
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＜今泉台町内会 山本会長＞ 

先ほどの話にちょっと戻りますが、市役所の移転、それから深沢のまちづくりですね。ご説明の中

に道路事情についての説明がなかったのですが、位置条例の反対の中にもアクセスの問題を取り上げ

ている議員がいたと思います。まちづくりの一番肝になるのがやっぱりアクセスの問題ですよね。ま

ちづくりの中身そのものの問題ですけれども、道路事情をどういうふうに改善するのかしないのか、

その辺の説明を改めて聞かせていただきたいと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

ご指摘のとおり、議会の中でも道路事情についてはかなり議員からも意見が出ているところで、我々

もそこについて議論してきたところです。具体的な取組としては、深沢小学校の前の道路のところが

大変車道も狭く歩道も充分でないという状況がございます。ここにつきましては、現在、詳細の設計

をして道路整備をしていくという方針で、今年度予算をつけて進めているということが１つございま

す。もう１つが、全体で見ますと深沢のまちづくりの周辺ですね。三菱電機の周辺を含めて、道路と

してはきちっと整備をしていくというところは、このまちづくりの中で進めていくということがあり

ます。 

それから、もうちょっと周辺でいいますと、藤沢から深沢を通る県道がありますけれども、こちら

についてもかなり渋滞をしているという状況があります。その課題解消に向けては、手広の交差点な

どは右折レーンが充分でないようなところがありますので、これは神奈川県の所管にはなるのですが、

鎌倉市としても用地取得の問題ですとかそういうところをしっかりと一緒になって取り組みながら、

右折レーンをつけるなど具体的に進めていくということをやっていきます。あとはバスベイですね。

バス停があるところで渋滞が起きないようにバスベイをつくるための用地買収を、本来は神奈川県で

やる部分もありますけれども、鎌倉市としてもしっかり用地交渉に入りながらというようなところを

具体的に進めているところになります。 

 

＜今泉台町内会 山本会長＞ 

 見通しを聞きたいのですけど、本当にそれができるのかどうか。用地買収の話が出ましたけど、用

地買収は簡単な話ではないですよね。挫折することが結構多いのですけど、その辺の見通しはかなり

ついていると思ってよろしいですか。 

 

＜松尾市長＞ 

具体的には、手広の交差点で言わせていただきますと、ほっともっとの前は既に広がっていて、そ

の先が詰まっているというところがありますので、そこについてはまだ承諾を得られていませんけれ

ども、きちっと話し合いに向けて交渉していくということになります。特に何か建物が建っていると

いうわけではありませんので、大きな障害はないと捉えておりますので、しっかりと交渉して結論を

出したいと思います。 

 

＜大船仲通町内会 権頭会長＞ 

私は大船の者の代表をしているわけではないですけど、個人的には市役所がどこへ移転しても大船

については何かあれば鎌倉の本庁舎に行くわけだから、それが深沢に動くだけで、別にそれはどうで

もいい話だと思っています。ただ、駅の移転について、最初に駅の移転を希望した藤沢市と同じ金額
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の負担というのがまず１つあって、なおかつその３７億円は新しいまちづくりで得る利益を使うとい

うような話でしたけれども、去年でしたかね、まちづくりの説明会に出た時に、鎌倉市民がこの駅を

使うのが、どこかに調査させたら６割だとか７割だとかそんなようなことを言われたと思うのですけ

ど、例えば鎌倉の人が大船に来て、大船から東海道線に乗り換えて、そこから歩いて新市庁舎まで１．

６キロを歩きますかと。だったらモノレールかバスでしょう。あるいは大船の人がモノレールで行け

るのに、わざわざ東海道線に乗って新駅から歩いて行きますかと。どうも利用者数のパーセントがち

ょっと信用できないというのもあるし、ましてやその利益３７億円も、もし使わなければ他の道路の

方にも使えるでしょうしね。どうもよく分からない。 

まちづくりで、そこへ来る人たちが使うのに利用できるのかどうかもよく分かりませんけれども、

湘南モノレールの湘南深沢駅があるのに、それがないといろいろな人員の移動ができないから電車を

使うために駅をつくるんだというなら分かりますけれども。なおかつ、駅の方には車は入れないと。

駅まで行ってもフラワーセンター側には行けないとか、この駅をつくるメリットというのが、どうも

そこに藤沢市と同じように合計４１億円を払うというのもよく理解できないですね。どうなのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

深沢のまちづくりをしていく中においては、これは湘南モノレールさんもおっしゃっているのです

けど、モノレールだけではキャパが充分ではないとおっしゃっています。深沢のまちづくり、村岡も

含めてこのまちをつくっていく中では、やはり公共交通という意味では新しい駅というのが必要にな

りますし、深沢のまち全体の価値を高めていくというところでは、この新しい駅があるということは

非常に重要だと思っています。 

価値が高まる。これは旧来的な考え方と言われればそういう要素としてはあるかもしれませんけれ

ども、土地の価値が上がっていく中において、その利益を導入していくという考え方になります。結

局、元の原資というのはどういうことかですけれども、先ほど申し上げましたように、深沢のまちの

６割はＪＲが持っている土地ですので、これは減歩という言い方をするのですけど、持っている土地

から少し土地を頂いて、それを売却したお金が売却利益。それをこのまちに充てるわけなのですけど、

大きな土地を持っているところから、かなり大きな土地を頂くという形になっていくという、こうい

うつくりになります。そういう意味では、まちをつくっていく、そして全体の価値を高めてまちづく

りを成功させていくという意味では、駅とセットでつくっていくというのは大事なことだというふう

に考えます。 

 

＜大船仲通町内会 権頭会長＞ 

別にここに駅をつくったことで仲通り商店街が廃れてしまうとか、そういうことで言っているわけ

ではないのですけど、ただこれはもう別の話になってしまうのですけど、どうも大船地域の体育館と

か消防署とかが全部そっちへ行ってしまって、大船からどんどんいろいろなものがなくなってしまう

のではないかと、そういう心配が非常にあります。 

 

＜松尾市長＞ 

ご指摘のとおり、消防についてはいま大船にあるものを深沢の方へ移転させて、消防本部を深沢に

設置するという考え方で進めています。消防については実はこれだけではなくて、由比ガ浜にござい

ますもともと消防本部だった場所を廃止して、鶴岡八幡宮に近い雪ノ下の方に移転するということを

進めて、全体の消防署の再編を進めているところです。大船地域の皆さんのご心配というのはこれま
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でもお声をいただいてきたところでございますので、そこについては引き続き協議をさせていただい

て、何か具体的にカバーできる方法については協議をさせていただきたいと思います。 

 

＜大船仲通町内会 権頭会長＞ 

 体育館はどうですか。 

 

＜松尾市長＞ 

体育館につきましては、現在は大船と鎌倉にある２つの体育館を深沢に１つにするということを公

共施設再編計画の中でうたっておりますので、大船と鎌倉にある体育館は今後なくなるという計画で

す。体育館をいくつも鎌倉市で持ち続けるというのはなかなか難しいと考えていますが、具体的な案

についてまでは、現在、検討には至っていないという状況です。 
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第１部 市長からの説明に対する意見・質疑 

【深沢地域】 

※第１部から第２部まで市からの一括説明後質疑、懇談 
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第１部 市長からの説明に対する意見・質疑 

【腰越地域】 

＜下町町内会 杉山会長＞ 

いま市長がご説明になった戸別収集、これは何年か前に議論されて、最終的に実施されなかった経

緯がございます。市長のお話の中では何点か要点があると思うのですが、これがあったがために実施

されなかったという地域では、費用の問題が一番大きな問題になるのでしょうか。それとも、複合的

にいろいろな要素が絡み合った中で実施ができなかったのか。今回もやるような話であれば、必ずや

るような形で実施するようにお願いしたいと思うのですが、それについて再度ご説明をお願いできま

すでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

さまざまな費用の問題が一番大きな問題ではありますけど、他にも、例えばふれあい収集を今は実

施しておりますけれども、ふれあい収集との兼ね合いがどうなるのだというところなどは、前回議論

の１つとしてありました。市としても充分に整理できていなかった部分も実はあったのですが、現時

点でというか今後の見通しも含めてですが、ふれあい収集は並行してこれは実施をしていくと。なぜ

かというと、ふれあい収集はどちらかというと各家庭の要介護者の方も含めた見守りという要素を強

く持っておりますので、そこはなくすべきではないだろうと考えております。先般、ふれあい収集を

させていただいたお宅で、ご高齢の方が倒れているのを市の職員が発見して、直ちに救急車を呼んだ

というようなこともございました。ということで、ふれあい収集はどちらかというと見守りという機

能ということで、並行して実施していくということです。 

費用負担がやっぱり一番大きいと申し上げていますのは、前回試算した時、今の収集費用よりも２

倍以上かかるというような試算でご説明させていただいてきました。実はこの間７年ぐらい経つので

すけれども、全国で戸別収集を実施する自治体がどんどん増えてきています。そういうところを実際

に我々も視察させていただいてお話を聞くと、２倍まで増えているところはほとんどなくて、大体１．

２倍から１．５倍ぐらいの費用の増加となっています。近隣で言うと、葉山町は、あれだけ山があっ

ても実は直営でやっているということもあるのですが、特に職員を増やしたわけでもなく費用負担と

しては増えておらず、お隣の藤沢市では大体トータルで１．２倍ぐらいの増加であると。こういうと

ころなども参考にさせていただきながら、我々も適正な費用で実施できるように検討を進めておりま

す。 

その他、ちょっと細かいことを申し上げれば、余計にカラスの被害が出るのではないかとか、交通

渋滞の問題ですとか、今は人が集まらないですとか、そういう課題はいろいろあります。ありますけ

れども、それは１つずつ解決できる問題であると考えておりますので、そういう意味でぜひ実施をし

てまいりたいと考えています。 

 

＜腰越地区町内自治会連合会 新津会長＞ 

今の戸別収集についてもうちょっと詳しくお伺いしたいのですが、先ほど市長からのご説明の中で、

審議会で審議してというお話がありましたけれども、大体それの期間がどのくらいかかり、一応のタ

ーゲットとしていつ頃から始まるような考え方なのか。少しそういう目標を教えていただければと思

います。 

 

＜松尾市長＞ 
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審議会は、今年度中に答申をいただくという予定で計画をしているところです。その答申をいただ

ければ、来年度、市民の皆さんへの説明、そしてご意見を伺いながら、来年から再来年に向けて実施

ができるように進めてまいりたいと考えているところです。 

 

＜市営諏訪ケ谷ハイツ管理組合 清水会長＞ 

高齢者とか、集合住宅とかアパートとか、そういうところはどういう感じで進めていこうと思って

いるのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

それぞれのアパートやマンション、集合住宅の形態にもよるのですけれども、既に１か所に集めて

いるような場所でしたら、そこで変わりなく集めていただくという形になります。というのも、戸別

収集のメリットとして、今は朝にしか出していただく時間がないのですけれども、それを２４時間い

つでも出していただけるという形になっていきます。集合住宅の１か所に集めている場合は、きちん

といつでも出せるという形になっていると認識しておりますので、その場所で出していただいてとい

う、そこは変更なくやっていただきたいと思っているところです。 

 

＜七里ガ浜二丁目自治会 菅原会長＞ 

市役所の移転、新駅をつくるというところで、実質４億円の負担ということでしたが、４億円が大

きいか小さいかはよく分からないのですけれども、現在の市役所の土地を売却するという選択肢はな

いのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

公共施設全体の再編計画というのを鎌倉市はつくっております。といいますのも、先ほど申し上げ

ました中央図書館ですとか鎌倉生涯学習センターですとか、公共施設がどんどん老朽化しているとい

う問題があります。それらを現在の場所で全て建て替えるということを仮に実施した場合には、とて

も現在の予算の範囲内では実施することが不可能であるという試算を出しております。ですので、よ

り効率的に公共施設を新しく更新していく必要があるというのが前提としてございます。 

そういう中で計画をつくってきたわけですけれども、今の市役所の場所は確かに一等地でとても高

い価値があるのですが、そこに図書館、生涯学習センターという老朽化した施設を移すことで、それ

が元々あった土地、生涯学習センターもまさに駅前ですけれども、あそこも実は市の土地ではなくて

借地で年間何千万円という費用が発生しておりますので、そういう費用を発生させなくするとか、ご

指摘のとおり、そこの空いた土地を貸したり売ったりということでの費用を捻出していくという、こ

ういうことをセットにして全体を更新していくという考え方です。 

 

＜鎌倉グランドエステイツ自治会 宮会長＞ 

同じく新駅の負担のところなのですが、土地の売却益が３７億円ということを予定されております

が、これはやはりちゃんと売却できないと、それが全部市の負担になってくると思われるのですけど、

その辺はいかがなのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

ちょっとここのところが分かりにくくて、分からなければもう一度ご質問いただければと思うので
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すが、深沢のまちづくり自体が区画整理事業という枠組みを使って進めます。この区画整理事業の枠

組みとはどういうものかということですが、深沢の土地の所有者の方が複数いらっしゃいまして、６

割ぐらいはＪＲが持っているのですけど、そういう土地を持っている方たちの土地を少しずついただ

き、それを売却し、その売却益でまちづくりをするという考え方になります。 

おっしゃるように、この土地区画整理事業で皆さんからいただいた土地をまとめたものが売れなか

ったらという心配は確かにあるのですけれども、売れる価値をより高めていくために魅力的なまちを

つくっていくということ、それは新駅があるということも１つの要素になるということで進めており

まして、そういう意味では恵まれた場所ではございますので、非常に高い価値でそこの売却はできる

と見込んでいる部分はございまして、売れないということは決してないというところではございます。

ただ、いくらで売れるかというのは、これは上限、下限いろいろと予想はありますけれども、そこを

しっかりと高い価格で売れるようにということをこの事業としては目指していくという形になります。 
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第１部 市長からの説明に対する意見・質疑 

【西鎌倉地域】 

＜西鎌倉住宅地自治会 海老坪会長＞ 

ちょっと何点か質問させていただきたいのですが、市役所の移転、これは必要なことだと思います

ので、ぜひ進めていただければと思います。商業施設とかいろいろな他の施設も併設されるというこ

とだと思うのですが、その辺の主体者というのは鎌倉市なのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

深沢のまちづくりなのですけれども、そもそも区画整理事業という手法を使っています。これは、

土地の所有者の方が持っている土地を区画で整理して、新しくあてがったところでさまざまな活用を

していただくという形になります。対象地の約６割はＪＲが土地所有者として持っています。ですの

で、区画整理後にどう使うかというのは、およそ６割を持つ、実際にはもうちょっと減るのですけど、

どういう商業施設にするかとかはＪＲが決めていきます。 

 

＜西鎌倉住宅地自治会 海老坪会長＞ 

 いわゆる民間主導ということですね。 

 

＜松尾市長＞ 

 そういうことになります。 

 

＜西鎌倉住宅地自治会 海老坪会長＞ 

そうなるとこれから言うことも変わってくるのですが、私ども、私どもというのは私を含めた西鎌

倉自治会の意見の大多数が一番懸念しているというか唯一と言っていいか、ただでさえ手広の交差点

の渋滞がひどい状態ですので、さらなる車の流入があると道路の整備というかその辺をきちんと対応

していただかないと日常生活に支障があると思っているのですよ。その辺はどういう計画なのでしょ

うか。 

 

＜松尾市長＞ 

深沢のまちづくりを進めていく中で、周辺の道路整備はしっかりと行っていくということがひとつ

あります。現実的には、柏尾川沿いの道路などもかなり拡幅をしていくことなどです。 

 

＜西鎌倉住宅地自治会 海老坪会長＞ 

 それは川を埋め立てるというか、その上に道を造るということですか。 

 

＜松尾市長＞ 

いえ、埋め立てることはないのですけど、道路の幅を広げていくというようなことですとか、南北

だけでなく東西にも、いまの湘南町屋駅からちょっと、セブンイレブンがありますけれども、そこを

降りると三菱電機の工場があるところですが、そこから柏尾川に抜けるところにも道路整備を予定し

ています。あわせて、ご指摘の手広の交差点、この後もちょっと議論になりますけれども、そこにき

ちっと右折車線を造るような改善をしていくことですとか、藤沢鎌倉線の県道にバスベイを新たに設

置するよう県に協力するなどしてなるべく渋滞が起きにくいようにするとか、周辺の道路整備を含め
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て並行して進めていくことになります。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

若干補足をさせていただきます。 

深沢地域のまちづくりについては、冒頭、市長が申し上げた通り、昭和６２年に国鉄改革で清算事

業団用地ができた時からずっと検討しているのですか、平成１６年に深沢地域の新しいまちづくり基

本計画というものをつくっています。その中で、当然、土地区画整理事業で進めましょうということ

と、近隣の周辺道路のネットワークについても検討しています。当然、将来的なものとして示してき

たのですが、都市計画決定は令和３年度に、ようやくできたところなんですね。 

先ほど商業施設のご質問をいただいたのですけれども、民間のビル、商業施設であるとか、共同住

宅であるとか、いろいろなものを計画しています。それがどういう用途になってくるのかというのは、

平成１６年の時にはまだ分からなかったのですね。これがだんだん固まってきたのと併せて、基本的

な道路のネットワーク、東西、南北、大船西鎌線と腰越大船線、いま市長が申し上げた東西のネット

ワークと、それからどういうような業務とか用途のものが入ってくるのかというのが大まかに分かる

ようになってきたので、深沢地域の周辺の道路整備実行計画的なものとして整備計画というのを今年

度策定することとして、現在取り組んでいるところでございます。 

 

＜西鎌倉住宅地自治会 海老坪会長＞ 

ありがとうございます。あと１つだけお願いします。ごみの戸別収集の件なのですが、支持はちょ

っとできない。私どもの自治会からすると、現状、クリーンステーションの維持、清掃で何の問題も

ないのです。逆に景観の問題、例えば道路にごみ箱からはみ出したり、あるいは今まできちんと整っ

ていたところにごみを出されるとか、そっちの心配の方が多いのですが、例えば自治会ごとに個別に

する、今までどおりにする、そういう使い分けというのでしょうか、そういうことは可能なのでしょ

うか。 

 

＜松尾市長＞ 

現時点では、自治会ごとにそれを選んでいただくということは、制度としては想定していないとこ

ろです。けれども、実施していく中においては、全市いっぺんにできるかどうかというところがござ

いますので、例えば、希望が強いところから進めていくとか、進め方の順番は、今後さらに検討して

まいりたいと考えております。 

 

＜西鎌倉住宅地自治会 海老坪会長＞ 

例えば、今回の戸別収集の大きな趣旨のひとつであります、それぞれがごみの責任というのでしょ

うか、きちんと分別するというのも大きいかと思うのですが、こういう言い方をするとちょっと角が

立って恐縮なのですけど、マンションとかアパートとか賃貸とかの方がそういうケースが多いと思う

のですよ、一般的には。まとめて回収するわけですね。マンションとかアパートは引き続き。そちら

の方を改善しない限りは目的の半分ぐらいしか達成できないんじゃないかと思うのですが、きちんと

クリーンステーションを管理してちゃんとやっているところよりも、戸別にできないところの方が問

題の出る可能性が高いのではないかと個人的には思うのですけど、その辺はどのようにお考えでしょ

うか。 
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＜松尾市長＞ 

実際には、いまご指摘いただいたマンションですとかアパートでは大きな問題にはなっていなくて、

むしろマンションなどは１か所にまとめる場所があってそこに２４時間出せるという状況で、むしろ

マンションでしっかりと管理していただいているところもあります。 

 

＜西鎌倉住宅地自治会 海老坪会長＞ 

いや、それでいうと私たちのところもきちんと管理していると思うのですけど、また違うのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

そういう意味ではありません。何が言いたいかというと、マンションの方は、戸別収集する、しな

いにかかわらず、やり方も変わらないので特に問題も起きていないという状況です。 

 

＜西鎌倉住宅地自治会 海老坪会長＞ 

 逆に他の地域は問題が起きているということですか。 

 

＜手広町内会 佐藤副会長＞ 

私、ずっとごみ減量化推進員をやらせていただいておりますが、手広町内会で一番困るのは、ごみ

のポイ捨てです。その町内会の皆さんには申し訳ないのですけれども、藤沢方面・大船方面に通勤さ

れる方が、通勤途中にごみステーションにごみをポイ捨てするのです。かなり数が多くて、名越クリ

ーンセンター及び今泉クリーンセンターの職員の方々とも協議しながら回収をしているのですが、如

何ともし難い。解決してもすぐにごみを捨てられる。そちらの方はうちのクリーンステーションは大

丈夫だとおっしゃるのですけど、手広はその通勤途中のごみのポイ捨てが問題です。 

 

＜西鎌倉住宅地自治会 海老坪会長＞ 

いや、僕が言っているのはそうじゃなくて、そういうことがあるから、だから個別に決めた方がい

いんじゃないですかと言っているのです。そういうことがあると思いますので、非常にご迷惑をかけ

ていると思います。地域ごとに現状が違うわけですから、地域ごとに決めるべきじゃないかと思うの

ですが。一律じゃなくて。それだけです。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。ご指摘のとおり、ステーションで全く問題なくできているという地域もも

ちろんあると認識します。ただ、現実に起こっていることとすると、先ほど申し上げたように、その

ステーションの中でのトラブルですとか、もしくはステーションに出せなくなってきているというよ

うな世帯の方が増えてきたりしています。いまご提案のように、その自治会、町内会ごとに、「いや、

うちはもう戸別収集は要らないんだ」ということがまとまるというようなことがあれば、そういうこ

とが尊重できるかどうかというのは、ちょっと今後この戸別収集を実施する中で、併せて検討してま

いりたいと思います。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会・第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

深沢に市役所移転というのは非常に期待しております。ぜひ進めていただきたいと思っているので

すけれども、今まで何度かの説明会とかいろいろな場面でお話を伺ってきました。林部長にも何度か
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伺ったりしているところですけれども、その度にまだ決まっていることではありませんというような

お話で、具体的な話がなかなか伺えなかったということがあるかと思います。それで今日のお話を伺

いまして、大分いろいろなこと、具体的なことを説明していただいていますので、大変心待ちにして

いるところなのですが、ひとつそこで気になるところとしては、例えば説明の９ページの３番の「つ

ながる」のところとか、あるいは１１ページの「活力を生む民間スペース」、その部分が細かいところ

までお話しできていなかったかなと思うのですね。これをぜひとも市民の意見を聞いて、どういうと

ころがどういう要望を持っているかということを聞いていただいて、具体的なことを進めていただけ

たらいいなと思います。 

理由としましては、例えば自治会ですとかいろんな団体、社会福祉協議会もそうですけれども、若

い方がなかなか出てきてくださらないということが問題になっていると思いますが、実際には若い方

も含めて、老人の方も、私も高齢者ですけれども、いろいろなところで小さなグループというかいろ

いろな活動を始めていると思うのですね。目に見えていないけど。そういう人たちが集う場所がない。

この間も、ちょっとそういうことについてお話しする機会があったので申し上げましたけど、例えば

ここですとガストで話し合いをしたりしています。行政センターも青木支所長が随分尽力してくださ

って、お借りできるようになっていますけれども、なかなか場所がないのでガストの方が面倒くさく

なくていいやといって行っちゃう。ガストのような場所、いつでもちょっと行って、数人で１５分だ

け使える。ちょっと前までは結構Ｚｏｏｍでお話ができたのですけれども、今は直接会ってというの

が多くなってきているので、そういうちょっと集まれる、ロビーのようなちょっとしたコーナー、ブ

ースがいくつかあるというような場所でもたくさんつくっていただけるといいなと思います。それを

少し検討していただけると、いろんな団体に要望を聞いていただけるといいなというふうに思います。 

それから、ごみの問題のお話が出ましたけれども、私、民生委員もしていましてよくお話を聞くこ

となのですが、高齢になって分別とかが難しくなってきて、ごみが出しにくい。曜日を間違えちゃう

とか、あるいは新聞なんかを資源ごみとして縛っても資源ごみのステーションまで持っていけない。

段ボールも縛れない。息子が１か月に１回来たときに全部段ボールは縛ってもらうなんて方もいらっ

しゃるのですね。ふれあい収集で見てくださってはいますけれども、鎌倉市はかなり分別が厳しいで

すから、他の都市から来ると、これはどこに捨てるの、これはプラごみでいいの、これは燃やすごみ

なの、ということで分からなくなってしまうなんていうこともあるのですが、その辺をもうちょっと

高齢の方にも優しくというか高齢の方も出しやすいことを考えていただけるといいなと思います。 

それから、最後に「きらきら」の話が出ましたけれども、いま私、具体的な数字が手元にありませ

んしよく分からないのですが、主任児童委員さんからの要望として、西鎌倉地区では保育所の問題が

あるのです。仕事をしながらちょっと預ける、普段は預けなくてもいいんだけど何かの時にちょっと

預けられるところが見つからないと。こんな言い方は非常に失礼な言い方ですが、うさんくさいとい

うか心配になるようなところに預けざるを得ないというような場面が多々あるんだと。子どもを育て

る時にその部分がすごく心配なんだという声をちょっとここのところいくつか聞きましたので、その

保育所の問題、無認可とかいろいろあると思いますけれども、その辺について、せっかくこのきらき

らとかで非常に動いてくださっているので、もう一息動いていただければいいなと思いました。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。新しい市役所、今の市役所の跡地活用もそうなのですが、ご指摘のような

市民活動をする皆さんが、ちょっとした少人数で集まったりすることが気軽にできるような、そうい

う居場所のスペースをつくっていくということをぜひ実現したいと考えておりますので、より多くの
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皆さんにご意見を伺いながら事業を進めてまいりたいと考えています。 

ごみの戸別収集につきましては、ふれあい収集がどうなるのかということをご質問いただくことが

多いのですが、ふれあい収集はふれあい収集で必要なことですので、これはしっかり残していきます。

要介護になっていく中では見守りも含めて、ふれあい収集はしっかりと残して進めてまいりたいと考

えています。 

保育園の一時利用につきましては、実は鎌倉市は神奈川県内の中でも保育の待機児童がちょっと多

い自治体でございまして、これは我々が想定していたよりもかなり多くの人の入所希望が増えている

という実態がございます。これは国全体の話ですけれども、お母さん、お父さんの就労を問わずお子

さんを預けられるということを目指している中でありますから、我々もそこに後れをとらないよう、

しっかりとより充実できるように進めてまいりたいと考えております。 

 

＜御所ヶ丘自治会 谷口会長＞ 

戸別収集については、いま御所ヶ丘自治会の中でもクリーンステーションの維持管理を自治会で負

担していくみたいな方針があるとお聞きしていますが、近い将来、戸別収集にシフトしていくという

お話もあるので、その時期感といいますか、大体これぐらいに戸別収集を始めると、結論から言うと

スケジュールを簡単に教えていただければと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

先ほどご説明しました審議会を今年度実施しておりまして、その中でひとつの結論を導き出してい

きたいと考えております。それをいただいてから、来年度以降、住民の皆さんへの改めての説明を実

施しながら本格的な実施につなげてまいりたいと考えておりまして、早くて来年から再来年にかけて

くらいの時期になんとか実施できればと考えているところです。 
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第１部 市長からの説明に対する意見・質疑 

【鎌倉地域（東地区）】 

＜山王台自治会 岩田会長＞ 

貴重なご意見ありがとうございます。私から２点だけ質問したいのですが、今の市長の説明でどう

しても納得できないところがありまして、庁舎移転の話のところで現庁舎が災害時に機能を果たせな

いというお話だったわけですが、私自身もちょっと見ているわけですけど、こちらの第３分庁舎、こ

の上に災害対策本部がありまして、かなりしっかりした対策本部になっています。そこには市内の全

地図があり、どこでどういう災害が起きたかをすぐ図示できるような体制になっており、自衛隊から

のさまざまな支援体制を取れるための連絡先一覧表もあります。非常にすばらしい災害対策本部がこ

の上にあるわけですけど、こちらの場所は耐震補強もしっかりされていると聞いているわけです。で

すから、災害時にこの上の対策本部が機能を果たせると私は聞いているのですが、先ほどの市長の説

明だと、災害時にこちらでは機能を果たせないので深沢に移転しなければならないということだった

のですが、この点をもう一度確認したいと思います。 

それから、現庁舎の跡地利用に関して、つい先日、中間報告の取りまとめができたと聞いているの

ですが、これもどうしても分からないのですが、先ほどの市長の説明でこちらの庁舎は埋蔵文化財の

包蔵地で、それから風致地区の第３種の規制があって高さが１０メートルまでしか建物が建てられな

いと。そういうことで、こちらの場所では新しい庁舎を整備することは難しいので深沢に移転すると

いう説明だったのですが、そうすると、どうしても分からないのは、先ほどの説明で中央図書館の機

能、生涯学習センターの機能をこちらに持ってきて、すばらしい施設を造りたいと。それと、いま発

表されているのはホールの機能、ギャラリーの機能、集会室の機能、さらに図書館の機能、そして今

の庁舎の中で残せるものは窓口機能と聞いているわけですが、それらのものを全て入れた建物がどう

してここにできるのかということが全く分からないですね。これが現庁舎利活用の基本構想の時に発

表された資料ですけど、埋蔵文化財の包蔵地の図がここにあるわけですけど、こちらの敷地がほとん

ど全て重要な埋蔵文化財の可能性があると図示されていまして、つまり掘ったら、今の庁舎は建って

いるからいいですけど、他のところを堀ったら重要な文化財が出てくるので深くは掘れないと。どう

してここにホールと図書館と集会室、そして窓口機能を全て入れた建物ができるのか。どうしても理

解できないですね。高さ制限も１０メートル。図書館だけでも相当なスペースですよね。そこにホー

ルが入ってギャラリーが入ってさらに集会室も入って、ＮＰＯセンターの機能も入って、そして庁舎

機能も入ります。つまり、この庁舎がここでは埋蔵文化財があって建てられないから深沢に持ってい

きますという市長の説明だったわけですけど、どうしてこちらの現庁舎の跡地にそういったものを集

約したものができるのかということが全く理解できないのですね。だから、災害本部が上にあるとい

う点と、現庁舎の利活用について埋蔵文化財と高さ制限があるから移転というのだけれども、ここに

新しい大きなものを造るという説明がどうしても理解できない。その２点を改めて確認したいと思い

ますが、よろしくお願いします。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。まず災害対策本部は確かにこの上にございまして、この建物につきまして

は耐震について本庁舎よりもしっかりとした建物になっています。災害対策本部としては確かにご指

摘のとおりなのですが、申し上げていますのは市役所の本庁舎の機能について、災害時にその後継続

して職員が仕事をするには充分な耐震になっていないということで、市役所とすると、災害対策本部

だけが生き残っていても、市民の皆さんへの的確な支援ということに関してはなかなか難しいと思っ
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ています。やはりもう職員総力戦で市民の皆さんの支援に当たらなければなりませんので、市役所本

庁舎を含めての耐震ということが必要だということでございます。 

それから、跡地利用で図書館やいろいろなものが来るのではないかということで、これは市役所に

ついては予定では２万平方メートルを必要としています。それを１０メートルという高さの中で造る

ということはなかなか充分なものが難しいところですけれども、中央図書館、生涯学習センター、Ｎ

ＰＯセンターというところを全て含めた大きさで約８，３９０平方メートルを予定しておりまして、

これは市役所本庁舎を造るよりも床面積でいうとかなり少ないということになり、充分それぞれの機

能が果たせます。むしろそれを複合化することでより魅力ある施設を目指せると考えているところで

ございます。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

先ほど岩田会長から、現在地の利活用の基本計画についての中間取りまとめのお話がありました。

確かに、令和５年度に現在地の利活用の基本計画をつくるということで作業を進めています。それに

ついての中間取りまとめを８月頃にお見せできるよう作業を進めていますが、まだできていません。

中間取りまとめはまだできていないということをまず確認させていただきたいと思います。 

それから、ボリュームのお話ですが、市長申し上げましたけれども、現在の市役所の４階建ての庁

舎、これは約１万２，０００平方メートルでございます。それから、この第３分庁舎の建物であった

り、ＮＰＯセンターであったり、そういったものを足していくと、大体１万４，０００平方メートル

ぐらいであろうかと思います。 

市役所については総務省などの基準があるのですが、それで計算していって前は２万５，０００平

方メートルぐらいの床面積の市役所が必要だろうということだったのですが、その後のコロナの対応、

オンラインでの対応、それからコンビニ交付などいろいろありますけれども、そういったものの進展

を考えていくと、市役所の執務室の面積は２万平方メートルでいけるだろうと考えています。消防本

部であるとか災害対策本部であるとか、それから深沢行政センターにある図書館機能、学習センター

機能、そういったものを入れると大体５，０００平方メートルぐらいです。ですから、深沢に整備す

る新しい庁舎は２万平方メートルと約５，０００平方メートルで約２万５，０００平方メートルぐら

いのものを計画しています。 

現在のこの場所についてはどうかと申し上げますと、先ほど申し上げましたように、合計１万４，

０００平方メートルぐらいは建てられるだろうと。これについては、２階建てであった場合であって

も地下の部分を活用することを含めてそれぐらいできるだろうと。生涯学習センター、中央図書館、

ＮＰＯセンター等の現在の面積を考えていった時には、他にも付随してくる防災倉庫等もあるのです

が、それらを入れても現状の面積が大体８，３９０平方メートルぐらい。若干増えたとしても、１万

４，０００平方メートルの床面積ができる中では、先ほど岩田会長としてもそのボリュームが分から

ないということだったのですけど、収まるということで計算をしているところでございます。 

 

＜山王台自治会 岩田会長＞ 

 では、埋蔵文化財は大丈夫だろうかというところは答えられないですか。 

 

＜松尾市長＞ 

私の言い方で少し誤解があったかもしれませんが、埋蔵文化財を掘らないということではなく、な

にか建物を建てるということを改めて行う場合には、発掘調査を必ずやります。御成小学校の時もそ
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うだったのですが、埋蔵文化財を壊すわけにはいかないという判断がありますので、全てそのままの

状況で埋め戻して、かつそこを壊さないように、要は柱とかを深く入れていくと壊れてしまいますか

ら、そういうことをしない形で御成小学校を造ったという経過がございます。この場所についても、

同じようにやることになるだろうということを想定しております。 

 

＜雪ノ下岩谷堂町内会 梶田会長＞ 

市長の最初のお話で、市庁舎移転に関する条例を提案しましたと。それで、賛成１６、反対１０、

出席議員の３分の２以上にならなくて否決されましたと。否決されたことをどんどん進めてほしくな

いです。やっぱり議員も私たち市民が選んだ人たちです。その人たちの３分の２にいかずに否決され

たわけですから、我々が払っている税金を使ってそのまま勝手な形でどんどんお金を消費したり、下

請業者に出したり、調査に出したりしているらしいですが、その辺のことは非常に先走ってしまって

困ったものだなと私は思っています。 

いま、災害が非常に多くて、ニュースで見ていてもお分かりでしょうけれども、私は土木工学科を

卒業しましたので、いろいろ治山治水についても勉強しています。水は高いところから低いところへ

流れます。そして溜まります。その状態をニュースで見ていて、皆さんもお分かりだと思いますが、

深沢というところは低いところなのです。だから水が溜まります。災害が来たときに。線状降水帯な

んか来たら大変なことになります。そうすると島状態になります。周りはみんな水浸しになります。

そんなことを考えて、前から何度も何度も同じことを言っていますのでもう分かっていると思うので

すけど、そういう方向に進めてはいけないよと市議会議員の人たちが否決したわけです。それをどん

どん進めたら、全くおかしな話だと私は思います。その点、ちょっと考え直してほしいです。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。梶田会長には、毎年この場でご意見をいただいておりますし、そのご意見

については承知をさせていただいているところです。確かに議員の皆さんも市民から選ばれている立

場での発言をされているわけでございます。なので、我々もなぜ反対されたのかというところについ

ては細かく分析をさせていただき、市民の皆さんの不安な点ですとかを解消していく必要があること

などをご指摘いただいたことも多数ありますから、そういうところを一つ一つきちんと解消をして進

めてまいりたいと思っております。 

深沢の地は、確かに年超過確率１００分の１程度の降水確率での被害というのはほとんどないので

すけど、年超過確率１０００分の１程度の降水確率でいくと浸水の被害については予測をされている

土地というのは確かにそうなのですけれども、ただその状況でもしっかりと災害時に機能する市役所

として建設をしていくことができると、我々はさまざまな専門家の方にも確認をさせていただいて進

めているところでございますので、そこはぜひご理解をいただければと思っております。 

 

＜雪ノ下岩谷堂町内会 梶田会長＞ 

いま市長は建設と言いましたが、建設はできますよ。その後の維持管理といいますか、日々の生活

に市民が不便を来さないでやれるように。それで、何回も言っているけど、利活用、利活用って、よ

っぽどいい言葉を覚えたみたいに言うのだけれども、それはちょっとおかしい。当然やらなければい

けないことなのですよ。やっていない、怠っているから、そういう言葉で濁して市民を巻き添えにし

てしまおうと、こんな考え方を持っているのではないですか。 
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＜松尾市長＞ 

すみません、ちょっと私自身が理解できていなくて。利活用というのは、どういう側面から私が申

し上げているところがいけなかったか。もう一度すみません。 

 

＜雪ノ下岩谷堂町内会 梶田会長＞ 

岩田さんも言いましたけど、この地の今の建物が不便を来たすとかそういうことじゃなくて、構造

上、地耐力だとか耐震構造だとか、そういうものに震度７以上が来たら大変なことになるとかという

脅しをしておいて、こっちにはまた新しく利活用できるような場というものを造る。そんなことに話

を逸らさないでほしい。やっぱり今あるところをいかに、それこそ具体的に耐震構造をして安心して

仕事ができる場にすればいいし、今は建築の内部を明るく仕事がしやすいような形にするのは建築家

がきれいにやってくれますから、そんなことは心配しなくていいです。新しいものを深沢の地に造っ

たら、それこそＮ値とかは言っても分からないと思いますが、要は地耐力だとか地面が杭で動かせる

とかいう方法もあるけれども、莫大な金がかかります。そのお金がかかったところだけは丈夫です。

だから、造るのは平気です。ところが、その場合は全然フニャフニャになって田んぼの中を歩いてい

るような状態になりますので、やっぱりいまある地盤、この地域、我々がいまいるところ、その辺が

一番安全じゃないかなと考えています。だから、もうちょっと土木学会とかそういうところと相談し

て本気で考えてほしいと思います。 

 

＜鎌倉ハイランド自治会 鴨田会長＞ 

新しい村岡新駅について、今ちょっと詳しい新聞の切り抜きを持っていないのだけれども、県と鎌

倉、藤沢両市とＪＲ東日本で乗降者数、それから経済効果を発表したと思いますけれども、乗降者数

は市民の利便性を反映したものだと思います。何人乗ったかというのは市民の方がどれだけ便利にな

ったかという指数だろうと思います。あと、経済効果は読んで字のごとくです。もし、それが達成で

きない場合は、誰がどういう形で責任を取るのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

見込みどおりにいかなかった場合ということでございます。これはあくまでも見込みでございます

から、我々とするとそれ以上をしっかりと目指して深沢のまちづくり、そしてこの地域を含んだ土地

の価値の増進を含めた魅力を高めていくということを精いっぱいやっていくところでございます。も

し、それが全く目標に届かないというようなことがあれば、それは鎌倉市ではトップである私の責任

ということになります。 

 

＜鎌倉ハイランド自治会 鴨田会長＞ 

普通、一般企業で新しい支店とか工場を造る場合、理不尽ではあると思うのですけれども、これを

預かった方がなんらかの形で、例えばボーナス査定が悪くなるとか、具体的な形で責任を取らされる

と。もし目標以上にいけばボーナスが増えるとか地位が上がるとか、そういう形で具体的に賞罰があ

るわけですけれども、お役所はそういうのはないのですよね。どうもそういうのをはっきりしていた

だきたいというのが希望です。今ここでお答えいただかなくて結構です。 

 

＜小町三丁目フクロウ小路自治会 三矢会長＞ 

先ほどの市庁舎移転の話ですけれども、一番の対策は大震災に対することなのだと思いますけれど



39 

 

も、確かに大震災に備えていかなければいけないと思います。けれども、市庁舎を残す、その機能を

残す、ということは頭脳ですよね、人間の体で言えば。頭は守っていきたいと。これはひとつだと思

います。中枢機能として、指令を出す司令塔として。これは分かるのですけど、この市全体で大災害、

大震災、我々が見て経験しているのは、そういう瞬間ですよね。建物が崩れ、津波が来て、その後だ

と思うのです。そこからだと思うのです。一番は。そこから１週間、２週間の話じゃないですよね。

何か月間。そういう話だと思います。つまり食料の問題、水の問題、それから必ず仮設住宅が必要に

なってくると思うのです。津波のシミュレーションを見ても、ほとんどが海に面しているところ、一

体何世帯あるのか知りませんけれども、津波にやられたところの方たちにどこかに住処を提供してい

かなければいけない。仮設住宅を造っていかなければいけない。この辺の計画が全く示されていない

のですよ。だから、その瞬間、頭は残るけれども、じゃあ体はどこに行ってしまうのですかと。こう

いうことだと思うのですね。体、つまり市民であり鎌倉市全体だと思いますけど、ここをどう考えら

れているのですかと。そこが抜けているので、どうなのかな。それで４１億円が市の負担ということ

だと思いますけれども、その後ですよね。そこら辺の費用、または仮設住宅、深沢でもどこでもいい

のですけど、どこに造るのですかと。この辺のところの説明がないと。その瞬間はわかっているので

すよね。市庁舎を残す、頭を残す、あとはどうするのですかと。だから、そこの説明がないので、や

はり私は納得できないですよね。なぜこんなことをやらなければいけないのかと。全体像が見えてい

ませんねと。こういうことなのですけどね。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。確かに今日の説明は市役所の機能というところをお話しさせていただきま

した。いまご指摘のお話、全体をどうするかということにつきましては、これはもう東日本大震災以

降、防災計画をずっと充実をさせて計画してまいりました。ですので、ご指摘のような仮設住宅、も

しくは災害ごみですとか、また災害時にどう対応していくか、避難所の運営を含めて、これは住民の

皆さんともしっかりと連携していかなければいけない部分も多々あるわけなのですけれども、その辺

りをしっかりとシミュレーションしながら計画全体をつくっておりますので、それら全体を含めての

災害に強い鎌倉のまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 

＜葛西ケ谷保郷会 竹中会長＞ 

ちょっと視点を変えまして、市長からの報告の（２）番、戸別収集の実施検討についてのところで

すけれども、こちらはモデル事業を行ってアンケートを実施されたところで、その内容が、交通渋滞

が起こらない、動物被害も起こっていない、ということなのですけれども、それでも実施を行わない

ということは、先ほど市長から経費が非常に膨らむからとの説明がありましたけれども、では今後ど

うしていくのかということですね。このモデル事業というのはもう数年間にわたっていろいろ行われ

ていますけれども、今後ただひたすら検討するだけなのか、それとも、検討も実際やめて今までどお

りやっていくのか、というようなところの方向性をまず説明いただきたい。 

実際、私たちの自治会でも、ごみ減量対策課に伺って相談したところ、クリーンステーションを増

やす、細分化していった方がいいのではないですかというふうな意見を賜りました。ただ、細分化を

するということはそれだけクリーンステーションの場所が増えるわけですから、要は戸別収集に近い

ような状況になっていくのではないかなと私は思います。それに伴いまして、実際の現場で職員の方

たちの負担が増えるということだとは思うのですけれども、実際に現場の方たちはどのようなこと言

っていらっしゃるのかということを、ちょっと分かる範囲で結構ですので教えていただきたく思いま
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す。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。モデル地区として七里ガ浜、山ノ内、鎌倉山の３か所で行ってきたのです

が、現在は行っておりません。その予算が議会の方でお認めいただけなかったという経過があって、

いったんストップをしております。現在モデル事業をやっていない中ではあるのですけれども、検討

は進めているというのは、当初費用がかかると申し上げてきた予想と想定の中では、大体現在のステ

ーション収集に比べて戸別収集にすると２倍以上の費用がかかるということが試算として出てきたと

いう経過がございました。果たしてどれくらいかかるのかというのは全市でやってみないと正しいと

ころは出ないのですが、もっとそこを抑えられないかという検討をしています。 

実はこの１０年間ぐらいで、自治体で戸別収集を実施しているところがかなり増えてきています。

我々はそういうところを視察させていただく中で、どれぐらい従前従後で費用が増えているかという

ところも研究させていただいてきているところです。そういう中では、２倍ほど増えているというの

はほとんどなくて、近くで言いますと、例えば葉山町も戸別収集を実施していますけれども、葉山町

もかなり山が多いところではありますが、そこは直営の収集ということもあるのですが、特に体制と

かを変えずに結果的には費用は増えずに実施できているということがありました。お隣の藤沢市も全

体とすると約１．２倍の費用の増加で収まっているということが藤沢市の状況だと確認できています。

他市の状況を確認しながら、鎌倉市でより効率的な費用負担を抑える方法をいま研究しているという、

こういう状況でございます。 

 

＜環境部 能條部長＞ 

現場の状況ですが、いま収集自体は委託に出しておりまして、制度構築の方を職員で検討をしてい

る状況になります。当然検討のために職員を配置しておりますので、なんとかできる方向で検討を進

めているところになります。具体的に費用をどうやって落としていくかですけれども、戸別収集の経

費は結局、車と人件費がメインになるのですけれども、車をどういうルートでどこをどう回っていっ

たら車の台数が何台で済むか、何回転で人数がどのぐらいで済むか、その効率性を追求するために実

際に地図で落としてそれをもとにいま収集業者といろいろと話し合いをしているところでございます。 

他市の状況を見ますと、戸別収集を全品目やっているところと、一部の品目をやっているところが

あるのですけれども、例えば一部の品目について戸別収集を実施している自治体については、資源物

についてはクリーンステーションの数をもうギュッと減らして拠点収集にして費用を生み出したりと

か、収集の頻度の少ない品目については収集の回数を見直したりとか、併せ収集と言って品目ごとに

個別に収集するのではなくて複数の品目をいっぺんに収集することができないかとか、そういった検

討をして経費を生み出している状況もありますので、そこも含めて検討をしているところでございま

す。 

ステーションのトラブルですが、いま市内に５，１００か所あるのですけれども、毎年ここ数年は

年間１００か所ずつ増えているような状況になっております。やはり調整が難しくて、分割するお話

もいただいておりますし、動物被害ですとかステーション管理の状況が悪いところも町内会長さんか

らご相談をいただいております。大小はありますけれども、５，１００か所のうち大体半分ぐらいは

何らかのトラブルのご相談をいただいているような状況でございます。 

 

＜雪ノ下岩谷堂町内会 梶田会長＞ 
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ごみ減量化推進員を僕は１５年やっています。例えば深沢の支所に集まったり、腰越に行ったり、

いろんなところでいろんな話を聞きますけど、収集場所でのトラブルというのをみんなそれぞれ工夫

しながらどのステーションでもなんとなく流れているような感じで、時に本当に困るというところも

あるのでしょうけど、私は１５年やっていて全部当番制にしています。クリーンステーションの清掃

とか残されたごみについて。今日は誰が当番かというのをステーションに全部貼ってありますし、自

分たちも持っていますから、全部責任を持ってやっています。だから、市民の人にちゃんと勉強して

もらってやってもらう。トラブルはできるだけ減らすことを、指導する側が、山のてっぺんにいる市

の職員が、こういう方法はどうですか、こういう方法にしたらどうですか、そういうアドバイスをし

ながら進めていなければいけないのですよ。 

要は、一般会計でやらなければいけない仕事を、有料袋を使わせたりしてお金を市民に払わせてい

るわけです。そんなようなことも含めて、ごみの問題を本気になって、何回も言いますが、やっても

らわなければ困ります。毎日出るごみですから。市民の人それぞれの健康状況も見られるのですよ。

ステーションに行けばね。ああ、この人、ごみ捨てに来たなとか。そういうことも分かるし。だから、

やっぱり有料化で困ったなと思っていたのが、また戸別収集になったら誰が住んでいるのかさえ分か

らなくなってしまう。あそこのおばあちゃん大丈夫なのかなとか、そんなことも分からない。そうい

うやり方は、やっぱり悪い方に進めているような行政に思われてしようがないですね。他所の市を真

似しても駄目。自分の市独自でちゃんと考えなければ。そういうふうにいつも思っています。 

 

＜松尾市長＞ 

 ありがとうございます。ご意見として賜ります。 

 

＜大蔵自治会 立川会長＞ 

戸別収集の件でお話ししますが、おばあさんが杖を突いてごみを出そうとしているのですよ。おば

あさんの家からごみの収集のところまではちょうど坂道なのですよ。それを坂道だから、おばあさん、

転がしているのですよ、ごみの収集袋を。それを見たら、ちょっと僕も胸の詰まる思いがして、おば

あさんのごみを持ってあげました。結構ごみが重たかったので、おばあさんが持ち切れなかったのも

あったのかなと思って。そういう杖を突いた、もう８０歳前後のおばあさんだと思うのですが、僕も

よく見かける方ですけど、そういう方々が出しているというのは結構我々の自治会、皆さんの自治会

でも何人か結構高齢者の方もいると思うので、戸別収集というのをなるべく便宜を図って進めていた

だきたいなと思っております。  
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第１部 市長からの説明に対する意見・質疑 

【鎌倉地域（南地区）】 

＜大町四丁目自治会 中村会長＞ 

分かりやすい説明で、ああそうだと頭の中でまとまらせていただきました。私たち大町四丁目自治

会でも、会員の皆様と相談をしながらやっていくというのをすごく大事にしているテーマでもありま

す。また、「かまくらこども相談窓口きらきら」というのが、こどもみらい部によってワンストップの

先がけになるのだと思っております。それで、実際４月に開庁して、相談件数とかは増えているので

しょうか。周知はされているというのは分かるのですが、実際に市民の相談意欲というのが深まらな

いとなかなかそこに結びつかないかなと思っています。実際に開いてみて、今の状況や件数の伸びと

かを教えていただけるとありがたいと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。ちょっと件数が、いま手元になくてすみません。それでしたら後ほど連絡

させていただきます。相談件数とすると、１日あたり大体７件くらいで推移していると記憶するとこ

ろです。気軽に来ていただいて、かしこまって相談窓口に行くほどでもないのだけれども、日常会話

の中で実は身内の人のこういう発言や行動が困るのよね、みたいな気軽なことを話しいただいて、そ

こからいろいろと市役所側が察知していくというようなことが実際に起きていると、現場から報告を

受けているところです。まだまだ「かまくらこども相談窓口きらきら」をご存じないという方もいら

っしゃると思いますので、しっかりと皆さんにまずは知っていただけるよう周知については引き続き

行ってまいりたいと思います。 

 

≪後日回答 こどもみらい部 こども支援課≫ 
1 利用者数等の推移（令和 5 年 10 月 31 日まで）は、次のとおりです。  

 利用者数 
（延べ） 

相談者数 
（延べ） 

※相談件数 
（延べ） 

1 日あたり平均 
利用者数 

4 月 320 人 68 人 37 件 16 人 
5 月 343 人 87 人 49 件 17 人 
6 月 365 人 93 人 57 件 17 人 
7 月 274 人 84 人 50 件 13 人 
8 月 315 人 82 人 53 件 14 人 
9 月 320 人 88 人 52 件 15 人 
10 月 379 人 103 人 64 件 17 人 

合計 2,316 人 605 人 362 件 16 人 
    ※相談件数：こども相談窓口きらきらと連携した各課の相談件数の合計（連携先 14 課＋児童相談所） 
 
２ 主な相談内容（令和 5 年 10 月 31 日まで）は、次のとおりです。なお、相談 1 件に関して、複数の職員・課が

対応することがあるため、こども相談窓口きらきらと連携した各課の相談件数（362 件）とは合計が一致しま
せん。 

主な相談内容 件数 
家族関係 156 件 

育児について 75 件 
保育園等について 107 件 
学校生活について 23 件 

発達について 24 件 
貧困等について 25 件 

その他 21 件 
 （合計）432 件 

 
３ 運営について 

 併設する、鎌倉子育てメディアスポット保育コンシェルジュによる子育て支援情報の提供時や窓口の各相談
員の言葉かけを通じて困りごと等を伺い、相談へと繋がるケースが少なからずありました。この様に、「相談」
をメインとした来所ではありませんでしたが、やり取りを通じて潜在的なニーズ（困り感・悩み等）を引き出す
ことができ、結果として具体的な相談につながるという流れがとても大切であると考えています。 
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＜名越自治会 花輪会長＞ 

今日から夏休みに入って、子どもたちものびのびしているのですけれども、朝にはラジオ体操が普

通はありますよね。ラジオ体操は、前は体育振興会というようなところが主催でやっていて、お寺と

かの拠点でやっていたのですが、今年はそういうのがなくて。１月頃になにか文書で、体育振興会で

はやりません、各自治会でやりなさい、というような感じで。自治会には体操のインストラクターと

かいませんからね。勝手にやるといってもあれだし。今まで子どもは、ハンコを押してもらい、何か

をもらうことを楽しみに行ったのですけれども、それが各自治会に任せられちゃって、宙に浮いてい

るところも半分以上あります。積極的に子ども会が主催でやっていただいているところもありますけ

れども、多分半分以下じゃないかなと推測します。ですから子どもの視点に立った活動というのが今

まではされていたのが、このコロナ明けからか分かりませんけれども心配な面があります。ですから、

これをもうちょっと行動していただきたいというのが僕の本音です。 

 

＜松尾市長＞ 

ラジオ体操は、地域によっていろいろと皆さんが、本当にご負担がある中でやっていただいており、

ご指摘のとおり、なかなか開催できなくなってきているということもお聞きしているところです。ラ

ジオの音がうるさいとかそういう苦情があってやめた、ということもあると聞いているところです。

実際にやっているところにお話をお聞きすると、今まではご指摘のスポーツ振興会ですとか子ども会

とかでやっていたのですが、やっぱりそこだけではなかなか抱えきれないということで、自治会と青

少年指導員さんですとか、スポーツ振興会、子ども会、みんなで連携をして実施をするというような

形でやっている地域は比較的継続していて、かつ、前は行きやすいということもあって公園ごとにや

っているところもありましたが、それを集約して大きい学校の校庭でやるとかというような工夫とか、

そんなことをしているとお聞きをしているところです。 

いずれにしましても、実施していただくには大変なご負担を皆さんにおかけしているとは思ってい

ます。行政として、そういう意味では、枠組みとか、そういう支援のなにか情報などというところで

は提供させていただくのですが、今後、ぜひ実施をしたいというところにつきましては、しっかりご

相談に乗りながら、どういう形で実施できるか、その地域、地域の実情に合わせて、ぜひ一緒に進め

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＜鎌倉地区自治組織連合会 渡辺会長＞ 

２点ほどすいません。１点目は１８ページの戸別収集の実施検討についてですが、なんで戸別収集

をやるのかというと、ここにも簡単には書いてありますが、ごみの排出責任を明確にして、ごみの減

量化・資源化を図るというのが主目的なはずですよね。その結果として、ごみ出しが困難な高齢者も

楽になりますよという話だろうと思います。ごみ出しが楽になりますよというのが先に来ているので

すけれども、これは主客転倒だろうと思います。これだけ地球環境問題が世界的な関心を持たれてい

る中で、いかにして地球の温暖化を防いでいくかということにおいて、ＣＯ２の削減を図ろうと。正

にごみの焼却というのはＣＯ２を出しているわけですから、これを減らしていかなければ温暖化は止

まっていかないということで、そのためにもごみの減量・資源化というのはもう避けて通れない、や

っていかなければいけないものなのに、なぜかこれが、ごみ出しが大変だから先にこれをやりましょ

うと。どうもなにか理屈づけがおかしいなという気がします。やはり、自治町内会で一番面倒くさい、

うざったらしいというのは、クリーンステーションの新設とか移設の問題です。自分の家の前に置か

れちゃ嫌だとか、取り残しごみがあるがどうしてくれるのだというような話があるから。これは周辺
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の人だけじゃないですね、クリーンステーションがあることによる迷惑というのは。クリーンステー

ションを設置・管理しているのは自治町内会ですから、言ってみれば、自治町内会が一番、戸別収集

をやってくれということです。そういうことは、どうも書いていないのですよね。言葉としては市長

さんおっしゃっていましたけれども。そこが、せっかく自治町内会の皆さんが来ていて、一番の希望

だろうと思います。それが書いていないというのは、なんなのかなと。この目的は、市が検討してい

るということと、実際にクリーンステーションがなくなれば、一番喜ぶのは実は自治町内会だという

ことを、はっきりしておいたらいいだろうなと思います。 

それからもう１点は、新庁舎及び現庁舎の整備等について。これは直接的な問題ではないですけれ

ども、本庁舎等の整備委員会の委員をやらせていただいていますが、そこも所管外だから聞くに聞け

なかったのですが、現庁舎があるところに中央図書館、生涯学習センター、鎌倉行政センターという

のでしょうか、そういう３つの複合施設が入ると。それはそれでいいのですけれども、中央図書館が

現庁舎に移った場合に、現在の跡地というのはどうなるのかということと、もう１つは隣接して福祉

センターがありますよね。福祉センターについては、公共施設再編計画の中で改修して使っていくと

いう方針が出ているはずなのですが、そこはどうなるのか。深沢に移転しなくていいのか。今の場所

で引き続きやっていくのか。直接的な問題じゃないですが、ちょっと関心があるので、まだ明確にで

きない部分は無論あると思うのですけれども、現時点でどうなるとかがありましたらちょっと教えて

いただきたい。 

 

＜松尾市長＞ 

１点目のごみの点につきましてはご指摘のとおりの部分がありますので、自治会町内会の皆さんに

ご負担をいただいてクリーンステーション管理をしていただいているところですから、確かに皆さん

にご理解いただけるように説明をしてまいりたいと思います。 

２点目ですけれども、中央図書館の跡地ですが、公共施設再編計画の中では基本的には売却をする、

賃貸をするということで、全体としてはやはり費用負担を抑えながらその財源にしていくということ

が基本的な考え方としてあります。これは消防本部の活用のところでも同じではあるのですが、ただ、

やはり進めていく中での地域の皆さんのお声を大事にしていきませんと、そもそも計画自体が進まな

いということがありますので、しっかりとその活用につきましては今後お声を聞きながら、どういう

ことが鎌倉市にとって最適なのかというところを決めてまいりたいと思っています。ですから、結論

から言いますと、まだどうするかは決定していないという状況です。 

そしてお隣の社会福祉協議会ですけれども、こちらにつきましては実は今回否決を受けた後に改め

て社会福祉協議会さんに深沢に行くかどうかという声かけをさせていただいていて、いま協議をして

いただいているというのが現状です。仮にそれが実現するとなると、その後、現在の場所の有効活用

というところにもつながってきますので、その辺りを含めてこれも検討中ということになります。 

 

＜鎌倉地区自治組織連合会 渡辺会長＞ 

分かりました。なんでこんな質問をするかというと、いま市長がいみじくも言った有効活用の面な

のです。材木座自治会連合会では、旧材木座保育園跡地について津波避難施設の整備をしてほしいと

お願いしておりますけれども、考えてみると医療センターは正に津波避難困難区域で内水氾濫区域に

も入っている。決して立地的にはよくないのですよね。災害時には本当に機能しないのではないかな

と思う。ただ隣のポンプ場も全然使っていないとなると、あそこを面的に整備したほうがいい。他人

の建物ですから何とも言えないですよ。勝手なこと言って怒られちゃいますけれども、医療センター
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は立地条件が悪いのだから、中央図書館なり福祉センターなりの跡地が有効活用できて医師会が望む

なら、そっちに行ったほうが、材木座にとってもいいし医師会にとってもいいし、それから休日急患

診療所で受診する人もみんな喜ぶはずです。材木座の外れに来るよりかね。だから有効な土地利用を

図ったほうがいいじゃないですかという意味で質問しました。 

 

＜神明町自治会 三輪会長＞ 

市庁舎の移転で一番心配しているのは、交通アクセスですよね。これはどうなりますか。新庁舎に

行く場合、鎌倉方面から行く人はみんな同じ道路を使って行くことになると思うのですが。道路の拡

張計画とか、そういうのがあるのですか。あるいは、いま１車線のところを２車線にするとか、そう

いうことはなにか考えられていますか。このままだと大渋滞になるのではないかなと。鎌倉から行く

人はみんな車で行くと思うのですよね。道路の交通アクセスについて計画をちょっとお伺いしたい。 

 

＜松尾市長＞ 

道路につきましては、まず県道の藤沢鎌倉線について、ちょうどこちらから行きますと八雲神社の

前の交差点から県道に入っていくわけですけど、そこにつきまして可能なこととなると、バスベイを

つくりバスが止まることによる渋滞を解消していくことを目指しています。これは県道ではあります

が、市も土地の確保などで地域の地主さんとの折衝等に協力をさせていただきます。手広の交差点な

どは右折レーンがないというような状況がありますが、計画としてはありまして、そこも結局土地を

購入できれば整備できるというところになっています。これも市が積極的に関与して事業が進むよう

にしていくことや、こちらからアクセスするとなると深沢小学校の前の道というのが非常に細い道で

歩道がない、歩道が狭いというような道になっています。ここもいま設計をする中で、歩行者と自動

車がきちんと分離して安全に通れるような形にできるよう計画を進めていくというようなところで、

個別、個別になりますけれども、周辺の道路につきまして、可能なことを順次実施して取組みを進め

てまいりたいと考えています。 

 

＜神明町自治会 三輪会長＞ 

バスレーンを設けられるということですが、ということは２車線にするということですか。 

 

＜松尾市長＞ 

今の道路状況からすると、片側２車線というところまではなかなか現実的には拡がらないと思いま

す。ですので、少しバスベイがあって、その部分だけバスが逃げられるような形にするということを

目指したいと思います。 

 

＜神明町自治会 三輪会長＞ 

そうなると、やはりバスが止まっている時は、どうしても後から来る車も止まるようになってしま

うのですよ。ということは、渋滞はなにも解決できないわけです。一番心配しているのは、とにかく

新市庁舎に行くのに、もう渋滞で嫌になってしまうということがないように考えてほしいのです。こ

れは、行きもそうだし、帰りもそうです。その辺の計画をちゃんとされているのか。さっきの地図を

見ても、モノレールの下を通っているというのもあるわけでしょう。あの道だってみんな１車線です

よね。今から２車線にするなんていうことができるのかどうか、非常に疑問を持っています。この辺

もバスレーンじゃないですけれども、バスレーンだけでは渋滞を防げないと思います。その辺を充分
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考えていただきたい。そうじゃないと鎌倉駅から新市庁舎へ行く場合は、非常に不便になる。今でさ

え渋滞が起こりますよ。さっき言われた八雲神社から右折して行くところも、朝だってだいぶ渋滞し

ます。あの辺の渋滞を避けるためにはどうしたらいいのか、もっと真剣に考えていただきたいという

ことです。 

 

＜松尾市長＞ 

かしこまりました。ありがとうございます。 

 

＜仲島町自治会 鈴木会長＞ 

１点だけあまり理解ができなかった点がありまして、資料の１１ページと１２ページに関する市庁

舎移転の現在地についての説明のところですが、以前、この市庁舎移転については、日常の行政窓口

の機能を現庁舎のところに残すようなことを伺った記憶があるのですが、そうしますと、いま三輪さ

んが言われたようなことにもつながるのですが、中央図書館、生涯学習センターのほか、日常の市役

所の窓口というのは残るのでしょうか。それをちょっとお伺いしたい。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。通常の、市民の皆さんが手続をするようなものについては、この場所に残

ります。ですので、市民の皆さんにとってわざわざ手続のために本庁まで行かなければいけないとい

うことにはならないように、現在地でできるようにということには全く変更がございません。 

 

＜東水会自治会 菅野会長＞ 

市役所の移転のことについて、私は賛成なのですけれども、この３年間自治会長をやっていて、毎

回このお話を聞いている感じがするのですよね。市民の方への説明というのはこれからしっかり出て

くるということなのですけれども、このあいだ市民の方に説明をしているところをちょっと見たので

すが、あまり活発な感じがしなくて、なんというか充分人が集まっていない感じがするし、議論その

ものがあまり突っ込んだ感じがない。つまり市民の関心がまだ充分に高まっていないのではないかな

と思います。 

議員の方々が反対している、それはそれでひとつのことだと思うのですけれども、市民の人たちが

どう思っているかということはやっぱり議員の人たちにも重要なわけで、場合によっては、ちょっと

過激な意見ですけれども、この件に関しては住民投票にするとか、それぐらいしてしまえば住民の人

たちの関心も高まるし、それから市議会の人たちも反対のための反対ではなくて、もっと建設的な議

論、議論というか論点、反対をするならしなければならないし、もし市民が賛成に傾いているのであ

れば、それはやっぱりなびく部分もあり、いろいろな力関係があると思うのですね。そういう意味で

は、やっぱり最終的にはこの恩恵も、それから恩恵と反対の被害とまでは言えないですが、やっぱり

不便になる部分を被るのは市民なわけですから、市民の人たちに対してきちんと関心を持ってもらう

ためには、市民に説明するというところまで来ていますけれども、その説明をもっと熱の入ったもの

にするために、住民投票、制度的にできるかわからないですけれども、それぐらいのことまでやった

ほうが、市民としては、ああ分かった、じゃあ行かなきゃ、ということになるのではないかなと思う

のですね。 

私はもうすごくいっぱいお話を聞かせていただいて、ブログにも書いておりまして、結構自分は理

解しているので、今日の話をなんかいいなと思っちゃうぐらい理解している人もいますが、そうじゃ
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ない人はすごく多いと思うのです。私なんか、もし自治会とかで聞かれたら、それはこういうことで

すねと説明していますが、まだまだ関心を持っている度合いはすごく低い感じがします。そういう意

味では、市議会と市役所の緊張感を高めるということもあるし、例えば市民の人たちに対しても関心

を持ってもらうということは悪いことじゃないので、そういう方向にぜひ検討していただければいい

のではないかなと思っております。 

ごみの収集もそうかなと思っているところもありまして、先ほど渡辺さんから、自治会としてはと

いう話がありました。自治会はそうかもしれませんけれども、もしかすると個別の人たちに話を聞く

と別の意見も出てくるかもしれない。全部を集約するのは大変な話かもしれないですが、やはり最終

的に恩恵を被るのは住民ということになったときに、ここは丁寧に聞いていただいて、もしもそのき

っかけとして、全部が全部住民投票にするというのはおかしな話になってしまうと思うので、当然そ

れはできないのですけれども、なにかメリハリをつけるという観点からそういうことを考えてみると、

議会との行き詰まりももしかしたらブレークスルーすることにつながるかもしれないし、だから関心

も高まるし、私はいいのではないかなと思って提案させていただきました。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。これまでも住民投票をすべきというご提案等もあって、市としてもどうい

うふうに進めていくかというところは検討してきたところであります。住民投票をどう使うかという

ところにつきましては、引き続き検討してまいりたいと思います。 
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第１部 市長からの説明に対する意見・質疑 

【鎌倉地域（西地区）】 

＜由比ガ浜西自治会 兵藤会長＞ 

素朴な質問ですが、去年の１２月議会で、賛成１６、反対１０で、出席議員の３分の２に足らず否

決されてしまった。なんでこれをこんなに遅くにやっているのですかという質問なのですけど。簡単

に言ったら、例えば市民が大家だとしたら、大家の許可が出ていないのに勝手に計画をどんどん進め

て、そこには結構莫大な税金がかかっていると思うのですけれども、本当だったらその許可が下りて

から計画をスタートするというのが私たちの考えからいくと正常かなと思うのですけれども、それは

なんでなんですか。 

 

＜松尾市長＞ 

市役所の住所を移転するという手続につきましては、これをいつやるのが適切かというのは、さま

ざまな事例が全国的に見てもあります。実際に移転をする場合には、やはり移転する中身がかなり細

かくなっていないと移転の是非についても判断できにくいという状況があると思っています。私とす

ると、このタイミングというのは、ある程度新しい市役所がどういうものになっていくのか説明でき

ませんと、なにか白紙委任みたいな形で審議をいただくわけにもいかないと考えておりまして、その

辺りが内容的にも詰まってきた段階で、今回、議案として出させていただいた次第です。 

 

＜由比ガ浜西自治会 兵藤会長＞ 

もしこれが、さらにずっと否決が続くようであった場合は、それまでにかかったいろいろなお金が

あるじゃないですか。そういう人が使った時間と労力、お金はどうなるのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

そのご心配のお気持ちはすごくよく分かりますけれども、これは行政の仕事という性質上、やっぱ

りこれだけ大きな事業ですから、全てを先に議決をいただいてから進めるわけにもいきません。当然、

まずは職員の人件費がかかって、いろいろな計画を積み上げていきます。そして、具体的に建設費で

すとか計画の費用とかがかかってくるときには議会に予算をいただかなければいけないので、その予

算を可決いただくということがあります。これは過半数の賛成で可決をいただけますから、これまで

は過半数の賛成はいただいてきたので進めてきたところです。 

市役所の移転の問題、これは３分の２の可決というちょっと高いハードルになっているので、ここ

がそういう意味では我々も仕事をしている中で難しさはあるのですけれども、この事業はやらなけれ

ばいけないことで、さまざまな検討も充分にやっていかなければいけませんので、そうした手続や準

備に係るものというのは、これはもうかからざるを得ないものであるというふうにご理解をいただき

たいと思っています。 

 

＜稲村ガ崎自治会 和久井会長＞ 

賛成１６、反対１０という数字が出ておりますが、この反対１０の反対された理由は何なのでしょ

うか。本当に素朴な質問なのですが。 

 

＜松尾市長＞ 

議員さんによっても反対している理由は違いますし、一概には言えない部分もございますので、正
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しくは反対討論の議事録が出ておりますのでそれをご覧いただくのが正しいところではありますけれ

ども、私からかいつまんでお伝えをさせていただきます。 

例えば、現在の市役所の跡地の活用というのがまだ充分に分からないと。なにか市民の皆さんが使

うスペースが少なくなるのではないかとか、そういう不安もある。そういうところをちゃんと解消し

ていくべきですとか、行政窓口がどうなるのか。近隣の皆さんが不便になるという不安がすごく声と

してはあるので、どこまでの市役所の窓口が具体的にここに残るのかを明確にすべきじゃないかとか。

深沢に行くので、現在の場所と深沢との移動をどういうふうに考えているのかとか。あとは道路の渋

滞の問題ですね。これをどのように解消していくのかとか。こういうさまざまな点でのご意見は、反

対討論の中で出されてきたところでございます。 

我々とすると、この反対討論で出された意見を１つ１つ分析させていただいて、それを可能な限り

解消できるよう、いま取り組んでいる状況です。 

 

＜稲村ガ崎自治会 和久井会長＞ 

反対意見というのは、非常に力になっていると思うのです。ですから、いま市長が言われたように、

反対意見を精査してしっかりと分析して応えていくという、そういうことによって広がりが出て進ん

でいくのではないのかなと。そんなふうに私は思っております。 

本当に移転に向けた動きが分かりにくい。それから市民への情報共有が不足している。これは本当

に実感するところでございまして、しっかり対策をとって進めていっていただければ市民の理解も深

まっていくのではないかと思っておりますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

 はい、かしこまりました。 

 

＜長谷自治会 太田会長＞ 

この条例の可決というのが、土地区画整理事業認可の条件になるのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

 ならないです。 

 

＜長谷自治会 太田会長＞ 

分かりました。ありがとうございました。 

 

＜長谷大谷戸町内会 河合会長＞ 

村岡新駅についてです。村岡新駅の鎌倉市負担額と藤沢市負担額がそれぞれ４１億円あまりで同額

になっています。実際にこの村岡新駅を誘致するというか、この駅ができることによって鎌倉市が享

受する利益と藤沢市が享受する利益、この辺をはっきり数値化した上でこの同額という数字が出てい

るのでしょうか。私が思うに、説明では深沢の土地の売却益３７億円を投入するから、実質負担額は

４億円でいいじゃないかというふうに聞こえるのですけども、その売却益自体も大事な市の財産なわ

けで、これがなければ他のことに使うこともできるわけです。なので、この同額というのはちょっと

疑問に感じるのですが、いかがでしょうか。 
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＜松尾市長＞ 

藤沢市と鎌倉市が、新駅ができることによってどういう便益をどれぐらい得られるかということに

ついて分析していただいた結果では、鎌倉市の方が少し便益を多く受けられるという結果が出ました。

そういう意味では、藤沢市からすると、鎌倉市がもっと費用負担を多くすべきというような意見も経

過の中ではあったりもしたのですが、ここは全体的に踏まえて、やはり藤沢市と鎌倉市で同じ割合だ

というところで最終的には合意をしてきたということがございます。 

 

＜北稲村ガ崎自治会 山下会長＞ 

戸別収集実施検討の件なのですけれども、大体いつ頃の時期を予定していらっしゃるのでしょうか。

クリーンステーションのカゴが限界でもう替えたいなとは思うのですけれども、結構な費用がかかる

のでどうしようか困っていらっしゃるところが何か所かございまして。そこをちょっとお聞かせいた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜松尾市長＞ 

いま明確にいつスタートするかというところは決まっていませんが、先ほどスケジュールで申し上

げましたように、今年度、審議をしていただいているところです。そして今年度いっぱいで結論が一

定程度出ます。その後は来年度に市民の皆さんに説明をさせていただき実施に移っていくという過程

になりますので、来年度以降、我々とするとなるべく早い段階で実施をしていきたいと思っておりま

す。カゴの問題を考えますと非常に難しいところかもしれませんけれども、令和７年度あたりにスタ

ートということを１つの目標として我々は進めているという段階です。ご参考にしていただければと

思います。 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

近くの横須賀市で生成ＡＩの導入によって業務の効率化を図ったり、一昨日あたりに国でもどんど

ん生成ＡＩを取り込んでいきましょうという話がありました。国がデジタル立国で音頭を取っている

中、鎌倉市としてもそういったものをどのように導入しようと考えていらっしゃるのか。それによっ

て、もしかすると市庁舎の移転も大きな箱物を造るのではなくて、皆さんのそれぞれの手の上、携帯

電話、スマートフォンやｉＰａｄ等々で市庁舎はあなたの手の中にありますよというような、そうい

う時代がつくれるのではなかろうかというふうに思います。 

そういたしますと、お金のかけようも、デジタル人材の開発やら皆さんへの講習等々にお金を使う

ことによって、大きな箱物に使わなくて済むかもしれない。また、この地区に市庁舎が絶対にあって

ほしいと思う人たちの不安を拭い去りながら、いろいろなところに市庁舎がある、皆さんの家の中、

ポケットの中、手の中に市庁舎があるというようになっていけば、場所にこだわる必要もなくなって

くる。そんなことも図れるのではなかろうかと思っております。市長のご意見をぜひお聞かせいただ

きたいと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

おっしゃるとおりでございまして、市役所にわざわざ行かなければいけないということを、もうほ

ぼ全ての手続において無くしていくということは、我々が目指していくところでございます。現時点

ではまだまだ急に変わるというところではありませんけれども、国全体の動きと相まって、鎌倉市と

しても可能なところから順次さまざまなオンラインの手続に変えていくということを鋭意進めている
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ところです。 

実際に新しい市役所を想定した際には、先ほど申し上げましたように、ひと通りの手続はオンライ

ンでできるということを前提にしています。今はそれぞれ各部で窓口を市役所の中に設けて、１階、

２階、３階、４階とあるわけですけれども、そういう形の市役所ではなくて、むしろ市民の皆さんが

来たときにはもうワンストップでお話を聞かせていただく。そこで問題が解決できる。ということを

目指して、職員が部ごとに分かれているみたいなオフィスではないことを想定しながら、新しい市役

所をつくっています。現在の総務省の基準でいくと、もうちょっと大きな市役所を造っていくことも

今までの旧来の市役所でしたらあるのですけど、我々はそれよりももっとコンパクトな市役所をいま

目指してつくっています。 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

書かないで済む市役所から、行かなくても済む市役所へ。そんなコンパクトサイズ化を図れるよう

な気がいたしました。ありがとうございました。 
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令和５年度 

「ふれあい地域懇談会」報告書 

 

＜ 玉縄地域 ＞ 

 

日      時 令和５年（2023年）７月４日（月） 午後２時～４時 

場      所 玉縄学習センター 第４集会室 

出  席  者 自治会・町内会代表   17名 

地域団体代表   ９名  計26名 

鎌倉市     ９名 

内      容  

第 １ 部 市長からの説明 

（１）市庁舎移転及び現庁舎の整備等について 

（２）戸別収集の実施検討について 

（３）かまくらこども相談窓口「きらきら」について など 

 

第 ２ 部 地域からの議題に関する懇談 

（１）柏尾川沿いフラワーセンター側歩道の通行範囲拡幅 

（２）プラゴミ、段ボールゴミの回収頻度のアップ 

（３）電子メール活用による自治会活動の合理化 

（４）高齢者いきいき課に提出する補助金のための提出資料につ

いて 

（５）鎌倉市における公園の状態と取り組み方について 

（６）歴史ある玉縄を散策する方たちのための道しるべについて 

（７）民生委員児童委員・青少年指導員の推薦方法について 

（８）ボランティアに対する支援策について 

（９）青少年指導員の定員不足について 
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出席者名簿  （敬称略） 

 

【自治会・町内会等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 台新町自治会 大嶋 一成 会長 

2 戸部本町町内会 小泉 豊 会長 

3 
鎌倉市玉縄自治町内会連合会 

（新富町町内会） 
髙田 隆 

副会長 

（会長） 

4 観音山町内会 塩田 丈嗣 相談役 

5 山王町内会 水上 浩志 会長 

6 鎌倉ロジュマン自治会 都濃 由美絵 会長 

7 
鎌倉市玉縄自治町内会連合会 

（植木町内会） 
山崎 一二 

副会長 

（会長） 

8 鎌倉岡本ガーデンホームズ自治会  鈴木 康夫 会長 

9 四季の杜自治会 高橋 栄明 会長 

10 ラシェール鎌倉岡本ハイライズ自治会  細井 靖 会長 

11 レックスガーデン鎌倉岡本自治会 遠藤 泰子 会長 

12 鎌倉グランマークス自治会 村上 公一 会長 

13 玉縄台自治会 柳瀬 雄三 会長 

14 関谷城廻町内会 宇野 裕 副会長 

15 
鎌倉市玉縄自治町内会連合会 

（城廻自治会） 
渡邊 壽三 会長 

16 新風台自治会 山北 和之 会長 

17 関谷向ケ丘自治会 古川 洋之 会長 

 

【その他の団体等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 鎌倉市玉縄自治町内会連合会 岩本 優 監事 

2 玉縄地区社会福祉協議会 小川 サヨ子 会長 

3 第九地区民生委員児童委員協議会 平井 潤子 会長 

4 鎌倉老人クラブ連合会 玉縄地区 野田 憲二郎 地区長 

5 青少年指導員連絡協議会（玉縄地区） 平野 守久 地区長 

6 玉縄女性の会 山森 美紀 会長 

7 鎌倉市社会福祉協議会 鈴木 空 
生活支援コーディ
ネーター  玉縄地
区担当 

8 玉縄地域アセスメント推進会議 曽田 健二 座長 

9 青少年指導員連絡協議会（玉縄地区） 白井 克己  
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【鎌倉市】 

 役              職 氏    名 備    考 

1 鎌倉市長 松尾 崇  

2 市民防災部長 永野 英樹  

3 こどもみらい部長 廣川 正  

4 健康福祉部長 藤林 聖治  

5 環境部長 能條 裕子  

6 まちづくり計画部長 林 浩一  

7 都市景観部長 古賀 久貴  

8 都市整備部次長 加藤 隆志  

9 玉縄支所長 菅原 良  
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第２部 

地域からの議題に関する懇談 
 

05 玉縄-１ 柏尾川沿いのフラワーセンター側歩道の通行範囲拡幅 

05 玉縄-２ プラゴミ、段ボールゴミの回収頻度のアップ 

05 玉縄-３ 電子メール活用による自治会活動の合理化 

05 玉縄-４ 
高齢者いきいき課に提出する補助金のための提出資料につ

いて 

05 玉縄-５ 鎌倉市における公園の状態と取り組み方について 

05 玉縄-６ 歴史ある玉縄を散策する方たちのための道しるべについて 

05 玉縄-７ 民生委員児童委員・青少年指導員の推薦方法について 

05 玉縄-８ ボランティアに対する支援策について 

05 玉縄-９ 青少年指導員の定員不足について 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 玉縄－1 

テーマ 柏尾川沿いフラワーセンター側歩道の通行範囲拡幅 

内容詳細 

１．背景 

・上記の歩道（対象箇所次紙参照）沿いに、近年「特養老人ホー

ムかまくら愛の郷」、「なかよし保育園」「明照フラワーガー

デン保育園」等が建設され、車両の出入りや園児の出入りが発

生している。 

・周辺施設（湘南鎌倉総合病院、湘南アイパーク）の病棟増設や

テナントの増加に伴い、また昨今の健康志向も相まって、同歩

道の通行量（人及び自転車）が増加している。 

・大船駅へ向かう道路においては、山崎跨線橋を右折する車道確

保の為、途中から２車線となっており、その横を自転車が通行

するのは、車との接触の危険があるため歩道を通行する自転車

が多い。一方、湘南アイパークへ向かう道路においては、ガー

ドレールの設置は一部であり、低い堤防（最低高５０cm)で柏尾

川と仕切られており、自転車転倒時に川に落ちる危険もある

為、車道を自転車で通行する人は僅かである。 

・上記により、対象となる歩道において自転車通行者間、自転車

と歩行者間の接触事故がこれまでにも目撃、報告されており、

そのようなリスクは同歩道の通行者の増加により年々高まって

いる。加えて、対象の歩道は近隣に居住する玉縄小児童の通学

路ともなっている。 

・同歩道における園児、児童、高齢者、女性等の安全確保が喫緊

の課題となっている。 

・また、同歩道の植栽剪定は市により１回/年実施されているが、

近隣自治会によりこれまで２回/年、清掃、除草の実施で補完さ

れ、何とか美観の維持を図ってきたが、今年度より諸般の事情

により、それも中止となった。歩道の植栽における美観の維持

が別な問題として残る。また、植栽の道路へのはみ出しで自転

車の通行スペースが更に狭くなることが予想される。 

 

２．市への検討依頼事項 

①通行者の安全確保の為、歩道の植栽を撤去・移植し、縁石にガ

ードレール支柱を立てることにより歩道の通行可能範囲を拡大

する。 

②近隣の藤沢市、茅ケ崎市等で導入されている「自転車ナビライ

ン、ナビマーク」を道路に施行し、自転車の車道通行を促す。

但し、柏尾川の堤防の高さを適切に見直す必要有。 
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③中期的にはフラワーセンター側へのセットバックによる歩道そ

のものの拡幅、道路の拡幅による自転車、人の通行分離等の恒

久的対策を実施する。 

担当部課 道路課  都市計画課  みどり公園課 

 

議題に対する回答等 

柏尾川沿いフラワーセンター側歩道の通行範囲拡幅については、現地状況を調

査し御要望内容を確認しました。 

また、当該歩道が歩行者と自転車が通行可能であることを併せて確認しました。 

歩道の植栽帯の撤去・移植等による歩道の通行範囲拡大については、歩道に設

置されている電柱付近やバス停の待合スペース付近の植栽を一定区間撤去し、通

行範囲を拡大することについて、今後検討してまいります。 

フラワーセンター側への歩道拡幅による自転車、人の通行分離については、用

地取得等の課題があり、早期の対応は困難と考えており、中長期的な要望として

承ります。 

なお、自転車の安全な通行を促すためのナビマークやナビラインについては、

本市においても警察と協議しながら市内で設置した事例がございます。ご指摘の

フラワーセンター前の柏尾川沿いの道路への設置につきましては、河川への転落

防止対策の状況を踏まえ警察とも協議し実施を検討してまいります。 

添付資料   
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（１）柏尾川沿いのフラワーセンター側歩道の通行範囲拡幅 

＜松尾市長＞ 

こちらにつきましては、歩道側の植栽帯の撤去、移植等による歩道の通行範囲拡大につきまして、

歩道に設置されている電柱の付近だとかバス停の待合スペース付近の植栽を一定区間撤去することに

より通行範囲を拡大していくということについて検討してまいりたいと考えております。この植栽帯

の撤去につきましては、以前のふれあい地域懇談会の場で植栽帯を管理されているという話もござい

ましたので、地域の方々のご意見を丁寧にお伺いしながら、撤去してもいいという合意がとれれば、

歩道の拡幅に向けた検討、実施に進んでまいりたいと考えております。 

それから、フラワーセンター側へセットバックしての歩道拡幅ということにつきましては、直ちに

用地を取得することについて難しさがございます。中長期的ということをここにも書かせていただい

ておりますけれども、フラワーセンターの所管をしております神奈川県ともこうしたご要望は共有さ

せていただきながら、中長期的な要望として検討してまいりたいと思います。 

また、自転車の安全通行を促すためのナビマーク、ナビラインにつきましては、本市でもさまざま

な場所で設置しているところでございますので、こちらの場所につきましても有望なところに設置を

するというところを警察とも協議をしながら進めてまいりたいと考えております。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

検討ということですけど、実際問題として、うちの自治会あるいは付近の方で、ここでの自転車と

の接触、あるいは自転車で来られる方に子どもが頭をはたかれるというようなことが、これは小学校

にも報告しているのですが、そういうことが起きています。歩行者の安全を阻害してまで植栽を維持

する理由はないと思いますし、あそこを維持している近隣の自治会もご高齢ということもあって維持

が難しいと。あそこは柏尾川の南側なので、どんどん植栽が伸びて道路の方にもはみ出して、それは

それでまた法律的な問題もあり、さらに自転車が車道を通りにくくしています。 

今日ここにお越しの皆様というのは地域のある意味ステークホルダーなので、ここで反対がなけれ

ばぜひ進めてもらいたいのです。検討って、いつやってくれるか分からないということではなく、市

長のリーダーシップでぜひ一歩前に進めていただきたいというのが私のお願いでございます。 

 

＜松尾市長＞ 

この場でということはなかなか難しさがあろうかと思います。決して先送りしたいわけではござい

ませんので、植栽について近隣の自治会・町内会には改めて確認をさせていただく中で、特段の反対

がなければ・・・。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

今日、ここに近隣の自治会の方が皆さんいらっしゃっているわけですから、反対の方が出なければ

先に進めてもらいたいのですけど。もし、別の機会に聞かれるのであれば、一体いつまでにそれをや

って、いつまでに結論を出してくれるのか約束していただけますか。 

 

＜松尾市長＞ 

単純にここの植栽帯のあるなしだけで判断する問題でもないというふうに捉えています。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 
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安全確保のために、市でできるようなソリューションということで植栽を出しているわけで、本来

ならば、先ほどもおっしゃったフラワーセンターをセットバックして車道を拡大し、車道もものすご

く渋滞するので２車線きちっと通れる、かつ自転車が通れるようにするべきだと思いますけど、それ

を待っているといつまで経っても先行きがないので、市民の方で勝手にできる範囲なので、話をさせ

ていただいているということです。 

 

＜松尾市長＞ 

そこはよく理解しているつもりでございますけれども、以前、このふれあい地域懇談会を毎年やっ

ている中では、植栽帯についてのさまざまなご意見もあったというふうに記憶をしております。です

ので、取らないということではなくて、改めてこの植栽帯についての賛成、反対について市の方から

確認させていただきます。速やかにやらせていただきますので、その中で特に問題がないということ

であれば進めてまいりたいというふうに思います。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

それは地域つながり課がやるのですか。どこがやるのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

基本的には道路の関係になりますから、都市整備部になります。 

 

＜都市整備部 加藤次長＞ 

このお話は、道路課、道水路管理課が昨年の１１月頃にも相談にお伺いしているかと思います。回

答といたしましては、一気に全部撤去ということではなくて、電柱やバス停付近ということでお答え

させていただきましたけれども、また改めて皆さんの近隣の自治会・町内会の方々にご意見を伺いな

がら、一気に取るというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、広げていけるようなことで進

めてまいりたいと思います。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

分かりました。部分的にまずやられるという理解でよろしいですね。 

 

＜都市整備部 加藤次長＞ 

はい。電柱やバス停付近については撤去、移動を進めていきたいと思っております。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

近隣と言っても、自治会とかで今日来ているところ以外にはないわけですが、それぞれ文書とかで

問題ありませんと確認したら拡大していくという理解でよろしいですね。 

＜都市整備部 加藤次長＞ 

そうです。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

分かりました。柏尾川の右の堤防はどうなのですかね。自分で測りましたら最低５０センチしかな

いのですよ。あそこをご婦人が自転車で走っていて、倒れたら川に落ちるのが嫌だから歩道を自転車
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が走るという１つの要因にもなっているのですね。これ違反じゃないかと思うのですが。 

 

＜都市整備部 加藤次長＞ 

堤防に関しましては、県管理の川でございまして、あの堤防は県の所有物でございますので、それ

については県と相談をさせていただきますが、転落防止柵を設置するとかそういうことができるのか

どうかというのも警察とも協議しながら検討してまいりたいと思っております。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

実は去年の１１月に来ていただいた時にお話しした時もこの堤防の話をしていて、市の方で調査し

ますからということで帰られて、それ以降リアクションがないというのが実態なのです。しようがな

いから私は自分で測った。５０センチ。これだけ違法だなということで測らせていただいたのですね。 

 

＜都市整備部 加藤次長＞ 

違法かどうかは道路課がいま確認しているかもしれませんが、私は行っておりませんので、改めて

道路課の方から報告させていただきたいと思っております。 

 

 

 

＜レックスガーデン鎌倉岡本自治会 遠藤会長＞ 

この道の拡張をするということは、そこに自転車の方が一緒に通行するということなのですか。そ

れとも、植栽のところを削って、他市にあるようなブルーのラインで自転車専用通路を造るというこ

となのか。広げるといっても、そこに自転車が一緒に通行するということなのか。その辺を教えてい

ただけたらと思います。 

 

＜都市整備部 加藤次長＞ 

フラワーセンター側の歩道につきましては、現在も歩行者と自転車が通行できる歩道でございます

ので、それについては植栽帯をなくした場合も自転車はそこを通行することになります。柏尾川沿い

の方については歩道がございませんので、そちらについてはナビマーク、ナビラインというのができ

るのでしたら自転車の通行帯を造るという話です。 

 

≪後日回答 都市整備部 道路課≫ 

 当該堤防は、神奈川県藤沢土木事務所の所管となります。当該堤防の高さは、転落防止の観点

で、現行の基準の高さを満たしていないことから、神奈川県藤沢土木事務所に対応の可否につい

て確認しましたが、河川管理者として転落防止を目的とした対応は難しいとの回答を受けていま

す。 

そのため、市では、通行時の転落防止等の安全性を確保するため、転落防止機能付ガードレール

の整備について、神奈川県藤沢土木事務所と協議し、実施してまいります。 

なお、転落防止機能付ガードレールの整備については、神奈川県藤沢土木事務所との協議を進め

ており、令和 6 年度中に協議を整え、令和 7 年度の整備実施を目指してまいります。 

また、フラワーセンター側歩道の通行範囲拡幅を目的とした、植栽帯の一定区間の撤去について

は、令和 5 年度中の実施を予定しています。 



61 

 

＜レックスガーデン鎌倉岡本自治会 遠藤会長＞ 

朝の通勤時間帯を見ていただければ分かると思うのですけど、子どもたちが学校に通学していくの

と逆方向に自転車がかなりの台数来ているのですね。帰るときも、大船駅に行く自転車と大船駅から

来る自転車と子どもたちとですごいことになっているので、ここをもし広げたとしても自転車が増え

てしまえば子どもたちの危険が増えるのではないかという不安があるのですけど、植栽のところを削

ってレーンにするという発想はないのでしょうか。 

 

＜都市整備部 加藤次長＞ 

歩道を削るということは考えておりませんので歩道はそのままなのですが、基本的に交通のルール

として左側を通行するのが自転車ですので、大船駅からですと本来は川沿いを走っていただきたいと

は考えています。 

 

＜レックスガーデン鎌倉岡本自治会 遠藤会長＞ 

するとやっぱりさっきもお話があったように、堤防があったりすると怖いということでこちらの歩

道を歩いている方がほとんどなので、そこを広げると危険が増えるのではないかという心配があるの

で、その辺を考えていただけたらありがたいなと思います。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

こちらの歩道につきましては、自転車通行可というエリアになっていることから、加藤次長から説

明がございました。自転車の運転については、国で出している自転車安全運転五則というのがあるの

ですね。その中の１つに最近追加されたのが、皆さんご承知だと思うのですが、ヘルメットの着用を

努力義務したことがあります。その上で自転車を運転する方たちは、皆さん歩行者の安全を優先しな

ければならないということがございます。これは自転車を運転される方のモラルに委ねる部分でもあ

るのですが、そうは言ってもやはり物理的な部分というのもあると思いますので、いまのこの植栽の

話もさせていただいているところなのですが、やはり自転車は動くし歩行者よりも速いわけですから、

歩行者の安全というものに最大限配慮していただかなければならない。小学生の通学路にもしていた

だいていますから、そこについてはスピードを出して通るのは主に大人の方じゃないかなと残念なが

ら思ってしまうのですが、そこのモラルに委ねるところでもあるのですけれども、市としてもできる

限り検討を進めていくということになると思います。 

 

＜鎌倉老人クラブ連合会玉縄地区 野田地区長＞ 

私も鎌倉ロジュマンに住んでいまして、あそこの通りは非常に我々にとっても大切な道なのですよ

ね。それが、周辺にもいろいろマンションができたり、湘南鎌倉総合病院ができたり、玉縄小学校も

そうなのですけど、そういう形で増えてきている中で、今の形の中でなんとかしろといっても、これ

は無理なんだと私は思います。あそこを、ここに書いてあるように植栽を取っちゃってなんとかしよ

うよというような話は、私らにとっては大変なことで冗談じゃないよと。今まで３０年間ぐらいずっ

とあそこの植栽を一生懸命、住民みんなで手入れしてきたところですから。あれを簡単に取っちゃっ

たらどうだというふうなことではなくて、もっと抜本的にあそこを広げるにはどうしたらいいかとい

うことについて考えていただきたいと思うのですが。 

１つの方法として、フラワーセンター、前は県立フラワーセンターでしたから所有者は神奈川県で

すが、ここまでいろいろ問題になっていて解決できない部分を、なんとかあそこのフェンスを１メー
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トルぐらい中に入れてもらうだけで相当解決はできると思うのです。歩行者が増えたり、通学者が増

えたり、私ここでごみ拾いをやっていますから前から見ているのですが、自転車もすごく増えていま

す。その辺を抜本的に解決するには、鎌倉市があそこについて県と話をしていただきたい。 

借地でもなんでもいいですよ。そういう形で広げていただけると、もう１００％問題は解決するの

です。そうじゃないと、この問題、ずっと同じことをやっていくと思いますので、ぜひそこのところ

を考えて対策していただければ助かると思うのです。例えば、右折のところはすごく混雑している。

とてもじゃないけど、どんどん前からずうっと並んでしまっていますけど、あれもフラワーセンター

から土地をちょっと借用できれば全て解決するのです。その辺のところの努力をぜひやっていただき

たいと心から思います。よろしくお願いします。 

 

＜都市整備部 加藤次長＞ 

短期的な話はなかなか難しいかもしれませんけれども、ご要望について県との協議を進めさせてい

ただきたいと思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 玉縄－2 

テーマ プラゴミ、段ボールゴミの回収頻度のアップ 

内容詳細 

１．背景 

・コロナ時、政府方針により学校、企業においてオンライン授

業、リモートワーク（在宅勤務）が大幅に拡大した。 

・建物が自己資産でもある学校等はコロナの鎮静化に伴い、元に

戻りつつある。一方民間企業においては業種、職種によっても

異なるが、コロナの間にデジタル化が大幅に進展（DX）した結

果、出勤・在宅のハイブリッド勤務が常識化しつつある。 

・また、企業における「働き方改革」「リクルート施策」とも呼

応しフル出勤といったコロナ前の勤務形態には戻らない状況と

なっている。 

・同様にコロナ時における外出制限や、店舗の販売時間制限等に

よりアマゾン、楽天、ネットスーパー、ウーバーイーツ等、電

子取引（EC)や電話による注文による宅配サービス利用が急激に

増えた。 

・飲料等の購入も個別購入から割安な纏め購入（箱）をする傾向

にある。 

・上記２点の生活様式の変容から下記問題が発生している。 

①昼間の在宅人口の増加→昼食を弁当、カップ麺、レトルト食品

購入、或いは出前館、ウーバーでのサービス利用→廃棄するプ

ラゴミの増大。 

②EC 他の宅配サービス利用者の増加→段ボールによる配送の増

加→段ボールの廃棄の増大。 

①＋②によりゴミ置き場の収納に限界が生じており、ゴミ散乱に

よる衛生上の問題が発生している。ゴミ回収翌日から４-５日

で回収箱は満杯の状況である。 

 

２．市への検討依頼事項  

・これはマンション個別の状況であるが、会社員の比率の高い地

域においては同様な状況と推察される。 

①コロナに伴う生活様式の変容による生活ゴミ廃棄量についての

ヒアリングを実施頂き、ゴミ回収頻度のアップ（特にプラゴミ、

段ボール）を検討頂きたい。 

・例：現状１回/週（４回/月）の回収→６回/月（毎月 X5 日と X0

日とか）に回収頻度を増やす。 

担当部課 環境センター 
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議題に対する回答等 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活様式の変容によるごみ・資源物の排出

量等については、収集実績やごみ質組成調査などにより変化を把握しているとこ

ろです。 

本市ではゼロウェイストかまくらを基本理念として掲げており、ごみの発生抑

制を市民の皆様に広く呼びかけごみの減量を図りつつ、ごみや資源物の排出状況

に応じた収集体制の構築を図っているところです。 

一方で、市内に 5000 か所以上あるクリーンステーションについて御希望に応じ

た収集回数の増加に対応することは、業務管理の複雑化を招き、収集運搬事業者

の体制構築や経費の課題もあることから、現時点では困難です。そのため、個別に

現状を確認の上、改善策について御相談させていただきたいと思います。 

将来に向けては、資源化技術の進展を見据えながら製品プラスチックと容器包

装プラスチックの一括収集、紙類の分別の簡素化などの市民の分別負担の軽減、

戸別収集の検討に併せたクリーンステーションの環境改善策などごみ収集全体の

効率化を検討しているところですので、引き続きの御協力をお願いいたします。 

添付資料 
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（２）プラゴミ、段ボールゴミの回収頻度のアップ 

＜松尾市長＞ 

ごみの回収頻度のアップというご意見、ご要望でございます。確かに生活様式の変化により、ごみ

出しについても大きな変化があるというふうに捉えております。全市的にもプラごみが大変多くなっ

てきているところでございます。そうした中でのご要望というところでございます。 

端的に申し上げますと、回収頻度を全市的に上げていくというのは、これは大変多額の費用がかか

るものでございますので、なかなかすぐにそれができるというところでは難しいと答えざるを得ない

部分ではございます。ただ、先ほども申し上げさせていただいたとおり、戸別収集を実施していく中

で、ごみの分別、頻度等々の検討をしておりますので、そうした中で検討してまいりたいと思ってお

ります。 

ご指摘にございますような、ごみ回収の翌日から４、５日で回収箱は満杯ということがあるという

ところからしますと、マンションやアパートからのご指摘なのかなと思いますが、そのような状況が

生まれているというところからしますと、なんらかマンションの中でのルールみたいなものもぜひつ

くっていただけるとありがたいと思うところではございます。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

これも鎌倉グランマークスから出させていただきました。先ほどの戸別収集の話で、資料に書いて

あるとおり、エリアの特性、共同住宅に応じた収集方法の見直しと書かれているのですけど、戸別収

集は自治会によってはありがたい話だけれども、マンションにとってはもともと集積所に出すのでな

んのメリットもない。ごみの集積所というのはスペースが限られており、特にプラごみはぎゅっと縮

められる機械があれば少しは小さくなるとは思いますが、最近のコロナ禍以降もう明らかに増えてい

て、それは昼間の在宅勤務が増えているからなのです。だから、東京の勤務地の事業ごみが減って、

在住地域である鎌倉市の家庭ごみが増えるということで、これはコロナが５類になったとしても、会

社の方針として元に戻すということはしません。これはリクルート対策の一環でもあり、在宅勤務に

しないといい人材が取れないというのが今の時代なわけです。そういった意味で、要するに全市云々

ということより、大規模マンションで同様の事例があるならば、そういうところに限ってはプラごみ

だけでも幅を取るものですから収集頻度を上げていただく。他の地域、神奈川県で言うと川崎市だと

か横浜市だとかマンションの多いところはどうしているのかを参考にぜひ検討していただきたいと思

います。 

 

＜松尾市長＞ 

戸別収集につきましては、大きなマンションの方についてはそれ以前とその後では大きな変化はな

いものになりますから、おっしゃるようにあまりメリットは感じられないということだと理解します。

むしろマンションの方におかれては、いま現在、いつでもごみがすぐに出せるという意味で大変利便

性よくされているのだろうというふうに感じました。戸別収集全体として市としてはご理解をいただ

きたいというところでございますので、いまご提案いただいたような、マンションの中でどういうふ

うに収集できるかというところについては、いますぐのお答えはできない状況です。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

マンションで解決策がないのでご提案しているというのが趣旨なのです。これ以上どうしろと言う

のかという。いや、お金をかけてごみ収集をものすごく拡大するというのは１つの方法ではあるのだ
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けれども、それだったら収集頻度を上げていただいて、そもそもコロナでの生活変容は国がやってい

る政策の一環でもあったわけですから、要するに市民の生活が変わったのでそのことに合わせて行政

も変えていただきたいというのが率直なお願いです。 

 

＜松尾市長＞ 

最初はちょっとなにかルールを決めてというふうに申し上げたのですけれども、戸別収集を実施し

ていく中におきましては、マンションの方にどういうふうに対応できるかというところは、今後併せ

て検討事項として検討してまいりたいと思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 玉縄－3 

テーマ 電子メール活用による自治会活動の合理化 

内容詳細 

１．背景 

・コロナにより民間企業での業務のデジタル化推進により、業務

の合理化・効率化向上、コスト削減は大幅に進展した。その第

一歩がデジタイゼーションで、データや図書の電子化である。 

・一方、市からの連絡は全て「紙」となっており、これによる業

務負荷と付帯コストの増大及び通信（市→自町連→自治会→自

町連→市）期間の長期化は時代の流れに大きく逆行しており、

そのギャップは今後加速度的に増大するものと想像される。  

 

 

 

 

 

 

 

＊紙/コピーは結局家庭ごみとして廃棄される。 

・総務省の調査結果では、インターネット普及率は全国で 80%を超

えており、神奈川県においては約 90％となっている。年代別で

も 60 代で 83％、70 代でも約 60％に達している。 

 

２．市への検討依頼事項 

・鎌倉市において長期的観点でスマートシティーの実証実験等実

施していますが、短期的には足元ですぐできる下記を実施して

ほしい。他地区、市役所の他課へ展開も可能で効果の N 倍化も

期待できるのではないか。  

①自治会長、鎌倉市から委嘱されている委員（廃棄物減量化推進

委員、公園愛護強化等々）については氏名登録時に電子メール

アドレスを基本とし、通信手段も電子メール（電子データ）を

基本とする。「郵送」を希望する方のみ通信手段を指定しても

らう。 

②各種提出文書（活動報告書、会議出席可否、表決等々）は市役

所の担当課へ電子メールで提出する。「郵送」を希望した者の

み、郵送で受け付ける。 

担当部課 地域のつながり課 
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議題に対する回答等 

各種提出書類の DX 化やオンライン化の必要性は認識しているところです。 

提出書類の中の一部ですが、自治会長等変更届に関しては、既に市ホームペー

ジに WORD 形式で掲載しておりメールで提出いただくことが可能であるほか、地域

のつながり課の自治会・町内会に関わる提出書類や連絡については、紙文書での

提出以外にもメールにて提出・連絡いただくことが可能です。 

その他の提出書類の電子での届出については、庁内関係各課と調整し、自治会

町内会及び各地区の連合会の御意見も伺いながら、できることから進めてまいり

ます。 

添付資料 
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（３）電子メール活用による自治会活動の合理化 

＜松尾市長＞ 

電子メール活用による自治会活動の合理化ということでございます。こちらは大変ありがたいご提

案でございます。現在どうなっているかと言いますと、ここにも書いてありますけれども、メール提

出でいいですよと言っていただいている自治会・町内会にはメールでご案内をさせていただくという

方法を取っています。ただ、これは全庁的にしっかりと共有できているものでもございませんので、

自治会・町内会から電子メールでいいですよと言っていただければ、改めて全庁的に全て電子メール

で送らせていただくというようにしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜鎌倉グランマークス自治会 村上会長＞ 

私、自治会長をやって１か月ちょっとですけど、無数に市役所各課からバラバラと郵送物が来るも

のですから、この通信費だけでも結構するのではないかと思ってこういうことを言わせていただきま

した。確かにホームページではすべてＰＤＦになっています。だとすると、メールを送っていただけ

ればいいのかなと思っています。最近ＬＩＮＥでいろいろ発信されているのはありがたいことなので

すけど、あそこに送られてくるものと自治会に送られてくる情報との差が一体なんなのかというのは

いまひとつ分からないので、もしＬＩＮＥで送れるのだったらＬＩＮＥの登録者の拡大をもっとがん

がん進めて、自治会に文書を送ってこないようにすればいいのかなというふうにも思うので、これは

質問ではないのですけど、考えていただければというふうに思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 玉縄－4 

テーマ 高齢者いきいき課に提出する補助金のための提出資料について 

内容詳細 

現在、鎌倉ロジュマンには、自治会と親和会（老人会）がござ

います。親和会と連携を取り、お互いに協力して活動を進めてい

ますが、年に一度提出する補助金のための資料作成について意見

をお伝えします。 

提出するために作成する資料は、Excel で計算式も入っておりま

す。データは USB に入っている状態です。これらの状況は、高齢

の方々には合わず、毎年四苦八苦しており、お手伝いやサポート

が必要です。Excel への入力の仕方、USB の取扱い、これらが分か

らないと入力できず補助金申請を諦め、実施しなくなった老人会

もあると聞いております。高齢の方々がいきいきできない状況で

す。 

市には、実態把握とサポートと他の手段も選択できるなどの対

策を考えていただきたいです。 

担当部課 高齢者いきいき課 

 

議題に対する回答等 

 老人クラブに対する補助金に係る申請書類については、以前は手書きで作成い

ただいておりましたが、数値の誤りや記入漏れが多かったことや会員名簿を毎年

手書きで作成することに時間を要するといった理由から、統一のデータによる様

式を用い、作成するようになった経過があります。データを利用した作成方法は、

会員名簿の作成に前年度の情報を利用することができるほか、修正が容易になる

などの利点がありますが、クラブによっては、データ入力に苦労されている状況

があることも承知しております。 

 現在、みらいふる鎌倉の総務部で申請書の提出に関するサポートを行っている

ところですが、今後、手書きによる作成も選択できるよう、みらいふる鎌倉と調整

してまいります。 

添付資料   
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（４）高齢者いきいき課に提出する補助金のための提出資料について 

＜松尾市長＞ 

補助金のための市への提出資料がデータでＵＳＢに入っている状況で、これらを入力するというこ

とができない方についてどうかということでございます。いまデジタルへの移行期になっておりまし

て、紙とデジタルとどっちなんだということでございますけれども、いまは移行期ですからどちらも

使えるようにということが行政としてやっていかなければならないことだと思っています。ですので、

これはデジタルだけではなくて手書きによる作成もできるように調整をさせていただきたいと思いま

す。 

 

 質疑なし 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 玉縄－5 

テーマ 鎌倉市における公園の状態と取り組み方について 

内容詳細 

玉縄地域の民生委員児童委員及び地域アセスメントにおいて、

地域の公園の状況を数年調べていますが、多くの方が利用してい

る公園、草ぼうぼうで利用されていない公園、遊具やベンチがボ

ロボロで安全性に欠けている公園がありました。 

最近の若い親子さんは、自転車や車で移動しながら公園めぐり

等をしています。それぞれに特徴ある公園、大勢の方に使っても

らえる公園など、下記に示した項目に係る今後の取り組み等につ

いて、市としての考え方を教えてください。 

 

 ①公園の掃除、草木の手入れについて 

 ②遊具の点検頻度と更新時期等について 

 ③各公園の遊具の選び方について 

 ④今後の公園のあり方について 

担当部課 みどり公園課 

 

議題に対する回答等 

①  鎌倉市では指定管理者制度を導入して公園の管理を実施しており、清掃や植

栽の管理を含む日常管理は、指定管理者である（公財）鎌倉市公園協会（以下

「公園協会」という。）が行っています。 

公園の清掃については各公園を週１回のペースで巡回しており、草木の手入

れについては、除草（雑草の除去）が年２回、高木の剪定は３年に１回の頻度で

実施しています。また、地域の行事で公園を使用する際など、個別に手入れが必

要な際はご要望をうかがい対応しています。 

②  遊具の点検については、目視による日常点検を週１回の巡回の際に実施して

います。また、都市公園法に定める専門的な点検は、専門業者に発注し、年１

回のペースで行っています。 

  遊具の更新については公園施設長寿命化計画を策定し、この計画に基づき更

新（取替修繕）又は修繕を行っているほか、対応までに時間を要し代替えの遊び

場 

がない等の場合は、当計画の予定を前倒しして対応しています。 
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③  各公園の遊具の選び方については、遊具の更新の際に地域の皆様のご意見を

うかがうアンケートを実施するなどニーズの把握に努め、遊具を選定していま

す。 

④  地域の身近な交流の場となる公園については、子供の遊び・運動・散策・休

息などの多様な市民ニーズに対応できるよう、施設の改善や再編整備を図り、

既存の公園機能をより高めていきたいと考えています。 

添付資料 

 

  



74 

 

（５）鎌倉市における公園の状態と取り組み方について 

＜松尾市長＞ 

昨年、老朽化しているものについてはかなり使用中止にさせていただいたというようなことがござ

いまして、大変地域の皆さんにはご迷惑をおかけしているところでございます。今年度、公園の遊具

の予算を拡充しまして、いま更新作業を行っているところでございますけれども、そんな中でのご質

問だというふうに承ります。 

１番目、公園の掃除、草木の手入れについてですけど、こちらは指定管理者であります鎌倉市公園

協会が行っているところです。また、ご案内のとおり、自治会・町内会の方で公園愛護会として登録

をいただく中で補助金を支給させていただきながら管理をしていただいているという方法も行ってお

ります。 

それから２番目、遊具の点検頻度と更新時期についてです。目視の点検については週１回巡回をさ

せていただいているところです。こちらにつきましても鎌倉市公園協会が行っているところでござい

ます。また、更新については、公園施設の長寿命化計画というものを策定しまして計画的に行ってい

るところですけれども、現実どうなっているかと言いますと、計画よりもかなり老朽化が激しいとい

う状況で、前倒しして更新しなければならない状況になっています。ですので、冒頭申し上げました

ように、少し予算を拡充しながら急ピッチで更新をするということを行っております。 

それから３番目、各公園遊具の選び方についてです。こちらにつきましては、現在アンケートを実

施するなどニーズ把握に努めて遊具の選定をするという、こういう方法を行っております。 

それから４番目、今後の公園のあり方についてです。公園につきましては、地域の交流の場として

大変重要な場所であるというふうに考えております。遊具の更新等を適切に行いながら、公園機能を

より高めていけるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 

＜第九地区民生委員児童委員協議会 平井会長＞ 

いまご説明いただいて、大体そうだろうなというふうに感じたのですけれども、いま第九地区民生

委員では調査委員会というのを設けまして、地域の状況を把握するためにいろいろと調べております。

その中で公園については、２、３年前からずっと調査委員会や第九地区民児協の皆様にいろいろ調査

をしていただき、見て歩いております。実際に見て、本当にとてもきれいな公園、これはきっと町内

会の方がきれいになさっているのだろうなと思いますけれども、いつ行っても草がぼうぼうで、回答

には年に２回手入れしていると書いてあるのですけど、１年に１回もやっているのかなと思うくらい

草ぼうぼうの公園もありました。それから遊具も、本当に今年度になってからいろいろな危ない遊具

が撤去されているなというのはとても感じました。今まではテープが張ったままでいつ撤去されるの

だろうなというふうな感じもありましたけれども、ここのところ急に撤去なさっているなというのを

すごく感じています。 

この公園というのは、私的には今までのようなただ遊ぶだけの公園ではなくて、市長もおっしゃい

ましたが、つながりの輪があるような公園を設けていけたらいいなと思っています。それで、とても

よい点、悪い点をいろいろ調べまして、現在、その結果をどうしていったらいいかなということを検

討しているのですけど、提案としまして７つほど上げていきたいと思います。 

１つめはそれぞれの特徴ある公園というのでしょうか。みんながすごく魅力ある公園というのを造

っていけたらいいなと思います。玉縄には公園が５０数か所あって、市の公園と私の公園とがあるの

ですけど、それぞれの公園がとても似たような公園、同じのばかりがあって、どこに行っても魅力の

ない公園ばかりあるなと感じました。そこで、小学校区ごとに１つはスポーツ公園みたいにして、皆
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さんが走り回ったり、サッカーをしたり、お年寄りの方はグラウンド・ゴルフをやったり、というよ

うな広い公園、遊べる公園です。 

そして２つめに、緑いっぱいの公園というのでしょうか、そこに行ってみんなで楽しめる公園。１

つの案としては木でできた迷路みたいなものがあってもいいかなと思ったりします。 

そして、３つめとしましては、とても大きな総合遊具がいるかなと思っています。実際にあったの

は今ほぼ撤去されてしまって玉縄地域にはないような状況ですので、大型遊具があるような場所がい

いかなと思っています。 

大きなところはそういう３つぐらいの決まった公園で、小さな公園に関しましては、それぞれに、

ここの公園はこれが特徴、ここの公園はこれが特徴と、小さな公園というのは周りにたくさんありま

すので、それらを回って歩くと楽しい一日が過ごせるような、そういう公園がいいと思いますし、こ

こにも書いておきましたけれども、今の若い方たちは自転車とか自動車で魅力ある公園の方に移動さ

れていきますので、そういう公園を造っていただければいいかなというのが１つの案です。 

もう１つの案は、ちょっと難しいかもしれないですけれども、今ある公園を利用しまして、山小屋

風のログハウスみたいなものが公園の横にあって、そこに行くといつでも誰でもいて、そして子ども

から高齢者までそこに集える。そういうような感じの小さなログハウスみたいなものがあればとても

いいかなと思うのですね。そこで昔の縁側風の感じを出させていただいて、いつでもみんなが楽しく、

そして情報交換とか見守り活動ができるような小さなログハウスがあれば、全部の公園とは言わない

ですけども、玉縄地域で１つでもあればとてもいいのかなというふうに今は考えていますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

＜玉縄台自治会 柳瀬会長＞ 

今の平井さんの要望とは異なるのですけど、公園のこれからということについての会員からの要望

があったので申し上げたいのですが、公衆トイレの管理ですよね。私ども７００世帯ほどの玉縄台自

治会ですが、公衆トイレが１つもない。子どもたちの児童遊園として山百合児童遊園や城山児童遊園

などが子どもたちの遊び場として古くから活用されていて、遊具などもいくつか設置されているとい

うことはありがたく思っているのですけど、公衆トイレがこのエリアに１つもないというのは大変不

自由を感じる人がいるということは確かで、自治会員からもぜひこれを要望してくれと言われており

ました。 

かつてはあったのを撤去したのですね。おそらく防犯を心配、事故を心配してのことかなとは思い

ますけれども、そこは安全を確保するための方策を、例えば防犯カメラを設置するなり、あるいは近

所の住民に気をつけていただくなりの協力を求めてでも、やはり公衆トイレが全くないまちというの

は、これはなかなか住みにくいということでもあるということです。いかがでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

比較的大きな公園については公衆トイレがあるところもございますけれども、玉縄地域ではないと

いうことでございますので、なかなか新規のトイレ設置についてはいま具体的な検討には入っており

ませんので、すぐにそれでは設置しますというところまでは申し上げにくいところがあるのですけど、

全体的に見る中で公衆トイレの必要性を全体のバランスを考えて検討してまいりたいというふうに

思います。 

 

＜台新町自治会 大嶋会長＞ 
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今の市長のお話の中で公園は重要だというお話をいただき、拡充されるという話に関連してお話し

させていただくのですが、みどり公園課の行政対応についてです。４年ほど前から自治会の近くの公

園の地面がでこぼこで、子どもたちが怪我をすると。どうしたら改修ができるのか、相談から要望ま

でお願いに上がっているのですが、結果として一向に改修されない。今日も午前中に回答がきたので

すが、これから先の予定はどうなっていますか、計画はどうなっていますか、というような問いに対

して、これは先週のことですけど、その場では担当者がいないからということで電話での回答があっ

たのですが、回答は「計画はありません」だけなのです。確かにそういう聞き方なんですけど、今ま

での経緯から考えて、何か違う対応が欲しいと。確かにいま計画はないけれども、こう考えています

とか。何か違う対応はあるのではないかと。公園の機能、これを充実してほしいというのは地域に住

む住民の願いだと思うのです。ですからこういうふうな話になってくると思うのですが、市長がこれ

を重要に感じられるならぜひリーダーシップを取っていただいて、予算を計画的にそれぞれの公園に

振り分けていただけたらなというふうに思います。 

それから、これは少し大きな話になるのですけど、どうしたら公園を整備していただけるのでしょ

うかという話も持っていったのですが、あまり具体的な話をいただけないからアンケートを地域で取

って、そのアンケートをお届けしています。それでも変わりません。 

もう１つ、山崎の浄化センターの横に未活用地がございますよね。あれは施設設置の時に、地域の

住民からぜひここを活用してほしいとお願いしていた場所なのです。一方、七里ガ浜浄化センターの

横には立派な公園があって、駐車場もある。この違いは一体何なのか。 

今でなくてもいいのですけれども、私ずっと気になっていて、明確な回答をいただけたらありがた

いということと、それこそ今後の計画についてぜひ考えていただいてお答えいただけたらなというふ

うに思う次第です。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。山崎浄化センター横の広場ですけど、会長は既に説明を受けられたかもし

れませんが、この６月の議会で補正予算を取らせていただきまして、深沢の多目的広場スポーツ広場

が深沢のまちづくりが進むことによって使えなくなりますので、その代替地として山崎浄化センター

横の広場のところにスポーツができるグラウンドということで、今年中に整備をさせていただくこと

になっております。その中で、山崎浄化センターの近隣の方々からもお話がある中では、少し地域の

方も活用したいというお声をこれまでもいただいてきたところがございますので、そこにもきちっと

お答えできるように調整してまいりたいというところでございます。なかなかすぐにあそこが自由に

使えなかったというのは大変申し訳なく思っておりますけれども、現時点ではそういう形で活用して

いくということで進めてまいりたいと思います。 

今回、暫定的にスポーツグラウンドとして使わせていただきますけれども、後々には浄化センター

の拡充ということで、その土地は浄化センターとして使わせていただく予定となっており、そちらも

今後進めてまいりますので、適宜、計画ができ次第報告させていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

あと、地元の公園につきましてはどういう状況か分からないですが、現地も確認させていただいて、

何ができるかというのは私の目でも確認したいと思います。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

一言加えさせていただきます。会長からお問合せをいただいて、電話での回答だったと思いますが、
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予定も分からない、というような答えをたぶんしていると思います。そういった対応は非常によろし

くないと私もいま伺って思いましたので、まずは予定をどういうふうに考えているのかを答えられる

ように、私も今日戻った後に職員から内容を聞きますとともに、的確なお答えができるような形でも

う一度しっかりと内容も含めて確認していきたいと思いますので、まずはお詫びを申し上げたいと思

います。申し訳ありませんでした。 

 

 

 

＜台新町自治会 大嶋会長＞ 

ありがとうございます。いつからどういうふうに私の方から話がいったのかという過去に遡って確

認していただけたらと思います。今回だけではなく数年にわたって依頼してきたものなので、ぜひお

願いします。それから、山崎浄化センターの期間限定のグラウンド使用ですけれども、できましたら、

全てとは言わなくても、一部でも継続して地域に開かれることを願っています。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

経過の確認につきましては承知いたしました。しっかり行ってまいりたいと思います。 

 

  

≪後日回答 都市景観部部 みどり公園課≫ 

 挙げていただいた、山崎こ線橋下子どもの遊び場については、令和 4 年度に、使用禁止としてい

たスプリング遊具を、地域の皆様にアンケートにご協力いただき、その結果を踏まえ鉄棒に変更し

てご利用いただけるようにいたしました。また、広場内の舗装についても、同じく令和 4 年度に、

痛みの大きかった中心部分を修繕しております。 

今後も、日常的な点検を行いながら、維持管理に努めてまいります。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 玉縄－6 

テーマ 歴史ある玉縄を散策する方たちのための道しるべについて 

内容詳細 

鎌倉地域や藤沢等では良く目にするのですが、玉縄地域では道

しるべ（総合案内板、観光ルート板等）をほとんど見ることはで

きません。 

他地域からいらっしゃる方達でもわかるような、わかりやすい

道しるべ、そして近くにあるお寺や神社の情報を紹介できるよう

な看板等を取り付けられませんでしょうか。 

担当部課 観光課 

 

議題に対する回答等 

現在、鎌倉市では観光客が多く訪れる場所について、観光の利便性を向上させ

るため、史跡や施設などの案内看板やその場所への道中に道標となるルート表示

板の設置を進めています。 

 

玉縄地域においては、大船観音寺や龍宝寺などを紹介する案内看板の設置をす

でに行っているところであり、さらにその場所に至るまでのわかりやすい道標と

なるようなルート表示板の設置についても、検討してまいります。 

添付資料  
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（６）歴史ある玉縄を散策する方たちのための道しるべについて 

＜松尾市長＞ 

散策する方のための道しるべということでございます。これは回答書に書いてあるとおりにはなり

ますけれども、市としては、観光の史跡や施設などにつきましては道中にルート表示板の設置を随時

行っているところです。玉縄地域にということでございますので、大船観音寺や龍寶寺などを紹介す

る案内看板は設置を行っているところですけど、さらにその場所に至るまでの分かりやすい道標とな

るような表示板の設置についても検討してまいりたいと思います。 

 

＜第九地区民生委員児童委員協議会 平井会長＞ 

ありがとうございます。これも民生委員がいろいろ歩いて、玉縄にはこういうものがないなと思っ

て提案させていただいたのですけど、歩いていると玉縄と藤沢市って隣り合わせなのですね。藤沢市

で見つけたマップ地図を１つ印刷してみましたが、こういう感じなのです。地図があって、それぞれ

の写真があって、写真はこの程度の大きさの写真ですけど、バス停を降りるとすぐにこういうものが

ありました。そして、地図の中には、これは歴史的だということになっていますのでお寺とか神社の

写真なのですけど、地図の中には公園とか小学校とか消防署とかいろいろなものが描かれています。 

できましたら玉縄のどこか一番目立つようなところに、いまＪＲでも歴史の会と一緒になって玉縄

地域を歩くような企画があるみたいなので、そういう時に見ていただければと思います。今どきこん

な地図は要らないよという目で見られるという話になるかもしれませんが、こういうのがどこか１か

所あるだけでも、ここに行ってみようかなという気持ちになりますし、写真があればなおなると思い

ます。 

それともう１つは、それぞれのお寺とか公園に、近くにはこういうところがあるよというような表

示があるのです。そうすると、近いから行ってみようかとか、この次は行ってみようか、というよう

な気持ちになるのではないかなと思いますので、きっと鎌倉市内にはこういうのはたくさんあると思

うのですけど、玉縄には少ないので、少し考えていただいて作っていただければうれしいかなと思い

ます。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 玉縄－7 

テーマ 民生委員児童委員・青少年指導員の推薦方法について 

内容詳細 

民生委員児童委員及び青少年指導員の推薦者となっている自治

町内会長は、近年、毎年交代する方が多く、市から送付される推

薦依頼の資料だけでは、それぞれの役割等を理解することが難し

いことから、単に書面を送付するだけではなく、対面での説明を

望みます。 

担当部課 生活福祉課 青少年課 

 

議題に対する回答等 

（生活福祉課） 

民生委員児童委員の地域活動にあたっては、市民や自治町内会をはじめ、関係す

る機関等のご理解が重要となることから、民生委員児童委員の役割等について、

引き続き、より多くの方々へ理解が深まるよう、周知方法等を検討してまいりた

いと考えております。民生委員児童委員の推薦依頼にあたっては、各自治町内会

の状況に応じて、書面とあわせて対面での説明の実施につきましても検討してま

いりたいと考えておりますので、引き続き、ご協力をお願い申し上げます。 

（青少年課） 

青少年指導員の役割や活動内容につきましては、青少年指導員が作成した広報誌

を自治町内会に配布することや、市ホームページへ掲載することで、周知を図っ

ております。新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、書面による周知が中

心となり、青少年指導員の活動内容に関する周知をより具体的にお届けできてい

ないことは、青少年課、青少年指導員共に一つの課題として受け止めているとこ

ろです。 

ご要望のあった対面でのご説明については、ご推薦を依頼する上でも必要なこと

であると考えておりますので、各自治町内会に実施方法等を確認しながら、実施

に向けて検討してまいります。 

添付資料   
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（７）民生委員児童委員・青少年指導員の推薦方法について 

＜松尾市長＞ 

民生委員、児童委員、青少年指導員の推薦方法ということで、自治会の皆さん、会長さんにおかれ

ましては、本当に日頃からかなりご負担になっている案件だと捉えております。対面での説明という

ことでございますので、まずは民生委員、児童委員につきましては、書面と併せて対面での説明の実

施につきましても検討してまいりたいと考えてございます。また、青少年指導員についてですけど、

こちらにつきましても各自治会・町内会に現在どのような形で実施しているかというところなども確

認しながら、実施に向けた検討を前向きに行ってまいりたいと考えております。 

 

＜レックスガーデン鎌倉岡本自治会 遠藤会長＞ 

これは私が出したわけではないのですけど、昨年、私はこの場所で確か熱く語った記憶があるので

すけど、たぶん周知とかではなくて、人選に対する、昨年も言いましたけれども、こういう人がいま

すよという情報を知りたいのです。自治会長とかは３年に１回は必ず回ってきますし、去年も言いま

したけれども、今の自治会長さんは輪番とかなので１年ごとに替わってしまう。自分たちのところに

どんな人がいるのか分からないまま替わってしまうということがあるというのは、昨年も話に出たと

思います。どんな人が住んでいるのかも分からないという状態なので、市の方から、こういう人がそ

こにいますよという資料をいただきたいと確か言ったと思います。市からの説明はもう重々分かって

いるのですよ。そうではなくて、これをやっていても決まらないよということを知ってほしいのです。

本当に。言い方は悪いのですけれども、市はぶっちゃけ自治会長に丸投げ。お願いします、見つけて

ください、何時何時までに、というお願いだけだと思うのですね。本当に自治会長の負担というのは

ものすごく大きいのです。そこをどうして分かってもらえないのかがすごく悲しいのですけれども。 

去年、後任がいないのでどなたかいい人がいたら市からも教えてくださいというお願いをしたので

すが、一切反応がなく、いませんでしたとかすみません見つかりませんでしたという連絡もなく、結

局自分で探しました。期限までに見つけることができなくて迷惑をかけたということもあるのですが、

本当に今は辞めていく人が次の人を探すというシステムなので、それは違いますよということは去年

熱く語ったのですけれども、熱さが足りなかったのかなという感じです。そういったことではないの

です。私たちがたぶん聞きたい答えは。 

なので、この見つける大変さをもっと市で認めてほしいです。たぶん他の自治会長さんもいつかは

自分に降りかかってくることだと思うのです。あと２年ですから。自分たちの自治会にどなたかいい

人はいませんかという案内書がおそらく来るので、その時に自分たちの地区にこういう人がいますよ

というのを示さなければいけないのですけど、そうなった時にどういう人が住んでいるか、どうやっ

て見つけるかというのは、自治会長さんも自分のことのようにちょっと考えていただいて、もし自分

が次の人を見つけるときに分かるかなという不安があったならば、ぜひ市の方に直接言ってほしいな

というのがあります。今の状態は本当に辞める人が次の人を見つけているというのが現実なので、辞

めていく人も本当に負担です。お願いします。 

 

＜松尾市長＞ 

いろいろとそういう意味では昨年もここで大きな議題になったテーマでございましたので、しっか

りと受け止めているところではございます。そういう意味ではちゃんとご説明できていなかったとこ

ろがあるかなと思いますのは、個人情報の関係で、市から、この人がいいです、この人がいます、と

お伝えすることは現実にはできないです。その方法はちょっと難しいです。昨年、動画を撮ってもっ
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と役割を説明したらどうかとか、必要性みたいなことをもっと周知してほしいという話も確か出たと

記憶しています。いろいろ我々も検討させていただいた中では、動画で作るのはちょっと難しかった

ので、まずノートというインターネットで見られるもので、青少年指導員のページをいま作っていま

す。これを見ていただくと、青少年指導員がどういう役割かというのが分かるようになっております

ので、これを民生委員さんとか自治会・町内会の役員さんの役割みたいなことにも広げて、どなたで

もそれを見ればすぐ役割が理解できるというところはまずやっていきたいと考えています。 

 

＜健康福祉部 藤林部長＞ 

確かに民生委員さん、児童委員さん、そして青少年指導員さんも、この地区に限らず他の地区から

も、成り手がいないよ、大変だよ、というお声は多数毎年のようにいただいているところです。現在

の地域社会のつながりという点でも、やっぱり民生委員さん、児童委員さんの役割というものは支援

を必要とする方と行政とのパイプ役ということで、重要な課題になっています。お願いをするばかり

で恐縮なのですが、引き続きご協力をお願いしたいというところの中で、民生委員児童委員協議会、

民児協でも成り手不足が非常に課題になっておりまして、市としても民児協と一緒に今後の成り手に

ついてはいま検討しているところです。市長が申し上げたとおり個人のあっせんということまではち

ょっと踏み込めないのですが、なるべく地域の方のご要望に沿えるよう、市としても取り組んでまい

りたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

＜玉縄地区社会福祉協議会 小川会長＞ 

これは私から提出させていただいた議題ですが、民生委員が１００年を越すという中で、同じよう

な形態で自治会・町内会長さんにお願いをしているというのは、社会環境も以前とは全然変わって本

当に社会の中の流れも変わってきています。そういった中での民生委員さんの活動の内容とかそうい

ったことを本当に検討していただいた中で、国、県、市という形で任命されるということでとても市

の一存ではできないことだとは思うのですけれど、根本的な何かいい方法を考えていただきたい。今

は多少なりとも本当にボランティアのような形で民生委員さんは活動されていますし、何かそこのと

ころを市独自のちょっとしたお仕事のような形での対応のようなことも考えていくというのは無理な

ことなのでしょうか。いまいろいろと有償ボランティアのような形になっていますので、民生委員が

実際にそういった環境なり、鎌倉市からの報酬のような形で活動をしていただけるような方法があり

ますと、もうちょっとこれは違うのかなと。本当にいまお忙しい中での無償でのボランティというの

もちょっと難しいのかなととても感じておりますので、何か根本的にもう少し変えていただくような

方法がないのかなというのはとても感じております。 

 

＜健康福祉部 藤林部長＞ 

おっしゃるとおり、民生委員、児童委員の生い立ちは戦前なのですね。ずっと脈々と続いてきてい

る制度でありますけれども、充分ご存じかとは思うのですけれども、民生委員については民生委員法、

児童委員については児童福祉法に基づいて、国から県、市で任命しなさいという形で、もう割り振り

のような形できている状況です。そうした中で、民生委員さん、児童委員さん、自治会・町内会さん

に非常にご苦労をおかけしているという現状については、戦前・戦後のまさに混乱していた時代から

比べると生活様式も全く異なっている中で、ずっと旧態依然の方法でこういった制度があるというの

が実態であります。なおかつ個人情報というのが厳格化される中で、民生委員さん、児童委員さんが、

「今日は元気？」という形で一軒一軒回るということさえも、昔と違ってちょっと社会の状況が変わ
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ってきている中で、やりづらいというお声も確かにあるというのは重々承知しております。 

そして、報酬の面ですが、これもちょっと堅苦しい話で恐縮でございますが、法令上報酬としてお

支払いすることができないのです。鎌倉市の場合は、実費弁償という形で毎月１万３，０００円弱ほ

どを県から支給されているものに一部上乗せをしてお支払いしているところですが、だからその金額

でどうぞよろしくお願いしますというスタンスではなくて、引き続き民生委員、児童委員そのものの

あり方というものは、国に対して要望するような民生行政連絡協議会という組織がありますので、市

としてもここでも声を上げて、県や国に対して民生委員のあり方というものを引き続き要望として上

げてまいりたいと考えております。 

 

＜レックスガーデン鎌倉岡本自治会 遠藤会長＞ 

こちらに書いてあることを委員の方々に伝えていきますと、大抵の方が民生委員の仕事が重いと言

うのですね。要はいろいろなご家庭があるので。私が住んでいるところは市営住宅があるので、一本

道路を渡ってこっち側は結構重い空間になってしまうのですね。そうすると、きつい、重い、１人で

はきつい、という方がいるので、例えば１人民生委員がいました、下に複数人いる、というやり方は

駄目なんですか。１人民生委員さんがいます。その民生委員さんの下に民生委員ではないけれども民

生委員さんを助ける人がいて、その複数の方々が手助けするというシステムだったならばできるかな

という人がいたのですけれども、やっぱりその時は１人ですということを伝えたところ、１人で全て

のものを理解するのは重いと。私もすごく気持ちが分かるので、ご家庭の中に入って、いろいろな家

庭に入っていかなければならないと、若い人たちはショックを受けることもあるのです。仕事内容を

もう少しでも軽くすればやってもらえる人も中にはいたので、チームワークでやるというのは不可能

なものなのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。全国に民生委員の制度がある中で、おっしゃるような工夫をしている自治

体もございます。我々もそういうことはできないかという検討はしてきた経過もございます。民生委

員さんともご相談させていただきながら、ご提案のような形が有効であれば、それはぜひ前向きに実

施してまいりたいと考えます。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 玉縄－8 

テーマ ボランティアに対する支援策について 

内容詳細 

・地域においてボランティアを必要とする需要に対して、ボラン

ティアの協力をいただける方が不足している状況があります。 

・高齢化の進展により、今後ますますボランティアの需要が高ま

ることが予想され、ボランティアセンターの活動だけでは、担い

手の確保が困難な状況にあります。 

・過去には、大和市では、ボランティアに対するポイント制度を

行っていたと聞いていますが、鎌倉市においても、ボランティア

を行う方へのインセンティブとなるような制度の構築について、

検討をいただきたい。 

担当部課 福祉総務課 

 

議題に対する回答等 

・少子高齢化の影響で、地域のボランティア活動における人材不足は全国的な傾

向にあり、本市でも、深刻な問題と受け止めています。 

・これまで市では、こどもの一時預かり、高齢者宅の草取りなど、ボランティアの

育成や派遣を行う事業を部署ごとに進めてきたところですが、複数の部署が別々

に広報、研修等を実施していたことから、令和３年度より、共通名称を「かまくら

市民共生サポーター（通称かまサポ）」とし、幅広い市民の方に知っていただける

よう、改めて広報かまくらなどで一体的な周知を行っています。 

・ボランティアを行う方へのインセンティブについて、ポイント制度等を構築す

る予定は現在のところありませんが、鎌倉市社会福祉協議会のボランティアセン

ターやかまサポに関わるボランティア団体と意見交換を行い、市全体のボランテ

ィア活動における共通する課題に対応しながら、共生社会の実現に向け、引き続

き、地域での支え合いに参加する市民を増やしていけるよう努めて参ります。 

添付資料 かまサポ チラシ 
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（８）ボランティアに対する支援策について 

＜松尾市長＞ 

ご提案にございますような大和市のボランティアポイント制度については、いま市としてはなにか

検討している状況はございませんけれども、ポイントというところでいきますと、鎌倉市の地域通貨

のクルッポというポイント制度を持っています。これはどの団体でも使えますので、例えば自治会で

クルッポに登録していただいて、ボランティアしていただいた方には、そのクルッポでポイントをお

支払いするということはできますので、ぜひご相談いただいて、どんな形でもこのクルッポのポイン

ト制度は使えますので、ぜひご活用いただけたらありがたいというふうに思っています。 

 

 質疑なし 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 玉縄－9 

テーマ 青少年指導員の定員不足について 

内容詳細 

玉縄地区の青少年指導員の定員は 10 名です。 

今期は、９名（１名不足）でスタートしましたが、昨年度３名

が辞任し本年度は、６名で年間 10 回以上のイベント活動を精一杯

行っています。 

しかしながら、これまで不足する定員の補充が行われておら

ず、このままでは、本年度中に行われる来期の青少年指導員の選

定においても定員不足になる恐れがあり、今後の活動に支障が生

じる状況であり、その人材の確保をお願いしたい。 

青少年指導員の推薦方法を含めて、青少年指導員の確保策につ

いて、市の考えをお聞かせ願いたい。 

担当部課 青少年課 

 

議題に対する回答等 

青少年指導員は、地域で青少年育成を行っていくという観点から、より信頼の

ある方に青少年指導員を担っていただきたいという想いで、自治町内会長からの

推薦を受け、委嘱を行うという形をとっております。 

今年度は、現在の委嘱期間の満期を迎えるため、新たに推薦依頼を行います。推

薦依頼に向け、自治町内会や地域の皆様に、青少年指導員の活動内容をより一層

ご理解いただき、また、関心をお持ちいただけるような広報等を実施し、人材の確

保に努めてまいります。 

添付資料   
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（９）青少年指導員の定員不足について 

＜松尾市長＞ 

こちらは先ほどの議論と共通する部分でございます。青少年指導員の定員不足でございますけれど

も、本当に有効な手段というのがなかなか見い出せないというのはございます。そんな中で何ができ

るかというのは皆さんとも協議させていただきながら一緒になって取り組んでいきたいところでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜青少年指導員連絡協議会玉縄地区 平野地区長＞ 

回答をいただきましてありがとうございました。ただ、この回答の内容を見ますと、私どもの質問

した内容と全く違っているというか見ていないような感じがして、従来どおりの説明で終わっている

ようです。特に喫緊の補充について回答がなく、いま現在これに対する何らかのアクションが全く取

られていないのです。具体的な回答は、先ほど市長さんが説明された項目、これに対して少し意見を

述べさせていただきたいと思います。 

まず、この中で前進的なのはやはり対面でもってお願いすること。これは非常に大きいことで、今

までやったことのないことだと思います。ですから、これはぜひお願いしたいと思います。 

それから質問状なのですけど、私、昨年度の質問状を目にしました。この内容を見ますと非常に内

容的にひどいものだと思います。といいますのは、この内容を見ますと、４年以上前の質問状をその

まま繰り返しているだけだと思います。例えば質問状の中に、定員を超えた場合に個別に調整すると

いう項目が強く出ているのです。現在、定員が満足していることはありません。現に鎌倉市全体の青

少年指導員も定員７５名に対していま４９名です。ですから、これを超えたから調整させてください

というような、受けた町内会長が、よその町内会がこれだけ満足して出すのだから、自分のところは

推薦をパスするということは言っていないと思います。 

それから、町内会の２個くらいの宛先といいましょうか、これも青少年課がピックアップして出さ

れているようですけど、これも１０年前と同じような形で出してまして、やっぱり組織が変わってお

りますので、これもやはりよく見直していただきたいということです。やはり青少年指導員の中でも、

この推薦状は見直すべきだと。送り先についても、回答で分からない点がありまして、何といいます

か、１つの地区のグループですから、玉縄小地区のグループの町内会の誰かに送っているようなので

すね。町内会で３人か４人出してくださいというような書き方ですね。これも非常に誤解を招くよう

なので、せめて町内会にお願いする時には、先ほど申し上げた定員オーバーだから調整するという言

葉よりは、定員不足を出さないようによろしくお願いしたいという言葉の方が分かりやすいと思いま

す。 

それから、市長が説明されました市のホームページ。これは非常によく書けています。このとおり

だと思います。これは、青少年指導員はどんな人がいいかというような書き方をしておりますので、

民生委員の募集の時にもどんなような人がいいかという項目がありまして、それにならったのだと思

いますけれども、非常によく書けていると思います。ただ、これをホームページだけで済まさないで、

例えば町内会に依頼状を渡す時にこれを添付するともっと効果的ではないかなというようなことを思

いました。 

 

＜青少年指導員連絡協議会玉縄地区 白井氏＞ 

私は２年前まで自治会長をやっていたので、いま平野さんが言った内容で、たぶんここにいる自治

会長さん町内会長さんも、定期的に２年に１回、推薦状をもらう自治会・町内会と、もらっているの
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かどうか分からない自治会・町内会があると思います。私、鎌倉グランマークスの自治会長を５年間

やっていて、その間に３回、誰かを推薦してくれというのが来ました。初めての時に、青少年指導員

というすごい仕事の人を探さなきゃいけないんだなということで、地域の方を頼って１人選出するこ

とがどうにかできました。しかし、その人が実際に活動してみて、名誉ある青少年指導員だからぜひ

やってくれと言われたけれども、どこが名誉あるんだ、ばかやろうと、私は怒られました。お前、自

分でやってみろよというぐらいに。というぐらいに、たぶん伝統的に引き継いでいっている自治会・

町内会長さんに大きな負担がかかっていってます。 

２回目、３回目は誰がやったかというと、結局やってもらう人がいなくて、私が推薦者はいないよ

と言ったら、誰がやるんですかと、その時の部長さんに電話で問いかけました。そうしたら、あなた

はもういいから私たちに任せてくださいと言うけれど、実際に活動する意思はないということは大体

分かっています。実際に１０人いて、本当は定員１０人のところ９人しかいなかった。１人の補充が

いまだにされていない。ここの文書だと、今年は推薦の時期だからその時まで待ってくれと言ってい

るけど、それは３人についてはそうかもしれないですけど、既に１人欠員が出て、それが何年経って

いると思っているのですかという話です。 

それに対しての活動、広報をするといっても、何を広報するのですか。ＬＩＮＥとかああいったも

のを使って確かに進歩しました。今まで以上にないことです。でも、実際に今回のふれあい地域懇談

会を最初から聞いていると、みんな検討する、検討する、で先送りされているような感じがするので、

ばかにされているような感じにしか思えません。ぜひ、一歩一歩実現する方法を検討してもらいたい

と思っています。 
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令和５年度 

「ふれあい地域懇談会」報告書 

 

＜ 大船地域 ＞ 

 

日      時 令和５年（2023年）７月７日（金） 午後２時～４時 

場      所 鎌倉芸術館 集会室 

出  席  者 自治会・町内会代表   26名（うち２名オンライン） 

地域団体代表   １名  計27名 

鎌倉市     ７名 

内      容  

第 １ 部 市長からの説明 

（１）市庁舎移転及び現庁舎の整備等について 

（２）戸別収集の実施検討について 

（３）かまくらこども相談窓口「きらきら」について など 

 

第 ２ 部 地域からの議題に関する懇談 

（１）北鎌倉トンネルについて 

（２）隧道について 

（３）震度計の設置について 

（４）崖地の樹木の伐採等について 

（５）ごみ問題について 

（６）自治町内会等について 

（７）公園等の設置について 
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出席者名簿  （敬称略） 

 

【自治会・町内会等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 山ノ内瓜ヶ谷町内会 志水 曜介 会長（オンライン） 

2 山ノ内明月会町内会 野崎 邦子 会長 

3 山ノ内中町北町内会 古川 均 会長 

4 山ノ内中町南町内会 鈴木 三千子 会長 

5 山ノ内下町上町内会 亀井 豊三郎 会長 

6 山ノ内下町中町内会 飯田 侑希 会長 

7 末広町町内会 齊藤 利昭 会長 

8 

鎌倉市大船自治町内会連合会 

（大船地区社会福祉協議会） 

（戸ヶ崎町内会） 

伊勢 拓人 

副会長 

（会長） 

（会長） 

9 戸ケ崎あけぼの会町内会 市川 裕 会長 

10 市場町内会 北村 充成 会長 

11 台町内会 山ノ井 信弘 会長 

12 
鎌倉市大船自治町内会連合会 

（つるまい町内会） 

秦 豊昭 副会長 

（会長） 

13 大船仲通町内会 権頭 泰雄 会長 

14 梅田町内会 齊藤 勇 会長 

15 松竹前町内会 岩崎 安男 会長 

16 小袋谷町内会 朝香 冨士夫 会長 

17 離山町内会 後藤 広二 会長 

18 栄町町内会 宮本 大地 会長（オンライン） 

19 南ケ丘自治会 菅 暉夫 会長 

20 谷之前自治会 渡邊 哲夫 会長 

21 
鎌倉市大船自治町内会連合会 

（大船町内会） 
田子 祐司 会長 

22 岩瀬町内会 安増 裕治 会長 

23 今泉町内会 髙橋 育雄 会長 

24 今泉台町内会 山本 昭夫 会長 

25 高野台自治会 芹沢 俊明 会長 

26 コープ野村鎌倉・台自治会 関戸 勇 会長 

 

【その他の団体等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 第七地区民生委員児童委員協議会 角田 孝子 会長 
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【鎌倉市】 

 役              職 氏    名 備    考 

1 鎌倉市長 松尾 崇  

2 市民防災部長 永野 英樹  

3 環境部長 能條 裕子  

4 都市景観部長 古賀 久貴  

5 都市整備部長 森 明彦  

6 まちづくり計画部次長 久保 智史  

7 大船支所長 茂木 健太郎  
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第２部 

地域からの議題に関する懇談 
 

05 大船-１ 北鎌倉トンネルについて 

05 大船-２ 隧道について 

05 大船-３ 震度計の設置について 

05 大船-４ 崖地の樹木の伐採等について 

05 大船-５ ごみ問題について 

05 大船-６ 自治町内会等について 

05 大船-７ 公園等の設置について 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 大船－1 

テーマ 北鎌倉トンネルについて 

内容詳細 
地権者との折衝はどうなっているのか伺う。 

工事に着手できない具体的な理由について伺う。 

担当部課 道路課 

 

議題に対する回答等 

北鎌倉隧道の安全対策の実施に向けて、土地の利用について、関係地権者の承

諾が必要であることから、調整を行っていますが、承諾が得られていないため、引

き続き関係地権者の御理解をいただけるよう努めてまいります。 

添付資料 
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（１）北鎌倉トンネルについて 

＜松尾市長＞ 

北鎌倉トンネルにつきましては、ここに書いてある回答を見る限りでは、何も変わっていないとい

うご指摘でございます。昨年も一昨年も、そういう意味では大船の懇談会では大変お叱りをいただき

ましたし、しっかりやれというふうにもいただいたところです。我々も手をこまねいているというこ

とは決してなくて、この間、地権者との交渉を鋭意進めてきたところです。これまで、本当に皆さん

にご迷惑をおかけして申し訳なく思っております。その発端といえば、当初、少し私が議会等でも話

をし過ぎた部分というのがございまして、信頼関係みたいなところで成り立っているところをなかな

か組み立てられなかったという、私自身の反省でございます。 

現時点で赤裸々に交渉内容をお話しすることは控えたいと思いますけれども、ただ、一定の車両の

通行について整理をすることができました。これができましたので、地権者の方には工法について理

解を求め、いま調整をしているところです。この調整がつけば、いよいよ工事に入れるというところ

でございますので、しっかりとご理解が最終的に得られるというところが、毎回もう直前だという話

をしているかもしれませんけれども、もう一息合意が得られるように最終的に取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 

＜南ケ丘自治会 菅会長＞ 

去年も同じような話、８年以上にわたって我々にしてみるとだまされ続けてきたというか。それで

具体的に、話がどんな形で決着しようとしているのか。ないしは何が問題でどういう地権者が何を反

対しているのか。もっと具体的に聞かせていただかないと。去年も森部長が１０月には決着をつけま

すと言ったのですよ。それなのに全く同じ回答ですよね。何を考えてこんなことを言っているのか、

よく分からない。もっと具体的に、例えば緊急車両の通るような隧道にするのか、それでまとまりそ

うだとか、どういう地権者が何を反対しているのか、それを打破するにはどうするつもりなのか。な

にか具体的にもうちょっと言っていただかないと信用できないのです。皆さんのおっしゃっているこ

とが。だって８年間ですよ。いいかげんにしてくださいね、本当に。 

だから具体的にどういうようにして、どういう隧道の工事を今後いつぐらいにするという目途がど

ういう形で立っているとか。いつぐらいになれば話に決着がつくとか。なぜ決着がつかないのか。そ

れも分からない。私は。説得力がなさ過ぎるんじゃないですか、地権者に対して。いち地権者ですよ。

だから、うんと言えないような情報の秘匿というのはそんなに必要なのでしょうかね。まことに我々

にとっては理解に苦しむ地権者がたぶんいるのだろうと思うのですけれども、そういう人とどうして

膝詰めできちっと話ができないのか。その辺のところもちゃんと詳しく言っていただかないと納得で

きないですね。８年、９年かかっているのですよ。あまりにも当事者意識がなさ過ぎですわな。 

これでまた来年も同じような回答だったら、誰が責任を取るのですか。毎年こんなことを言ってぐ

ずぐずやっているのですね。誰もなんの責任を取っていない。減俸処分にするとか、なんとかしたら

どうですか、少しは。こうやって言い繕っていればなんとかなるとか、そのうち転属になるとかとい

うような考えがあるのじゃないかと疑いたくなります。情けなさ過ぎるのじゃないですか。もうちょ

っとはっきりした具体的な回答がほしいです。 

 

＜松尾市長＞ 

率直に申し訳ございませんとしか言いようがないのですけれども、決して先送りにしたり、担当者

が替わったりということではなくて、しっかり責任者はそのまま責任を持ってやっているところでご
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ざいます。 

一度、対策というところから方針を変更した中では、トンネルの機能を残しながら北鎌倉のトンネ

ルを再開する、そのための工事をやっていくというのがいま鎌倉市として持っている計画になります。

その計画を、車両は大型の救急車両は通れないもう少し小さいトンネル、つまりは従前の大きさと同

じぐらいのトンネルで復旧をさせたいという案を持ちながら、現在進めているところです。 

一昨年にもちょっとお話ししたかもしれませんが、あのトンネルの前後の土地所有者からは、土地

所有者の許しなく勝手にあそこを車両が通行していたということについては遺憾だというお話がござ

いまして、その整理ができない限り、他の地権者の方もいったんこの話は聞かないということが、市

役所での会議で一度議題となりました。我々としては、そこの土地を持っている方に、そこを通行さ

せていただけることのご理解をいただくということでこれまで進めてきて、そこについてはご理解を

いただきました。ですので、今後、この方針で全ての地権者の方にご理解をいただけるというところ

を取っていくというのが、いま行っている状況でございます。そこについてご理解いただければと思

います。 

 

＜山ノ内中町北町内会 古川会長＞ 

いま市長がおっしゃったことは、我々現地の住民としては、ほぼその内容は把握しております。そ

れを今まで何も言ってこられなかったということは、ここで初めてそういうことの一部の地権者の方

の車両の通行に関して真剣にお話しして、その車両の限定を特定されたということで理解していいの

ですか。例えば、人と自転車に限る。軽車両に関してはどうする。その軽車両は一般住民全てが通ら

れるのか。現実的に現状では通り抜けできませんよね。前と同じサイズの、同じ交通量の状況を回復

させるのであれば、過去に通っていた車両を持っている方の既得権というものを保証するということ

が当然出てくると思います。そういうことを考慮しての話というふうに理解してよろしいですか。 

前後のトンネルのところで生活している住民というのは、我々北鎌倉の町内会の住民です。それぞ

れ既得権があって、生活を何十年してきたのですよ。市が一方的に、市道として検討の意思がなかっ

たかどうかは分かりませんけれども、そこを無下にこういう方法で市道として使います、こういうプ

ランがありますというところで、何もきちんとした了解をとりつけられなかったことに反省をしてい

ることに関しては、いま認められたのですよね。それで車両を限定されるというところは、きちんと

本当に内諾されたということでよろしいのですか。自転車と人というふうに聞いていますよ、その方

は。しかし、既得権を持っていた車両が通行していた世帯が何世帯かいるのですよ。そこの補償も含

めて了解をとりつけられているということでよろしいのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

すみません、そこは交渉の過程なものですから、そこをはっきりと申し上げない方がいいというふ

うに私は判断するものですから。ただ、決してそれを無視してやっているわけではございません。 

 

＜山ノ内中町北町内会 古川会長＞ 

じゃあ最後に申しますけれども、我が中町北町内会においては、円覚寺の塔頭さん、雲頂庵さんを

除いて、全ての塔頭が既得しております。その中で班長さんというのが、円覚寺さんの代表でおりま

す。本山の意向としては、全ての条件を鎌倉市に言って、判断を仰ぐのを待っていますというふうに

理解しています。ですから、円覚寺側は全て本山としては意向を伝え切っていると、判断するのは市

の側ですよと言っていますから、そこに関係性を含めて、地権者のところの意見収集はいち早くでき
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るというふうに来ていると思いますよ。そこを踏み込めないというのは、金銭的な問題なのか、絶対

的なかみ合わない条件のところを何か説得策を考えてやっていこうとしているのか。そこは力量がな

かったら、できないならできないで次の方にバトンタッチすべきですよ。 

 

＜コープ野村鎌倉・台自治会 関戸会長＞ 

この件については、２０１４年、９年前からですよね。これに長く関わってきた市役所の森さんは、

最初から随分長く関わっていらしたと思います。市長もそうですけれども。 

ずっと見ておりまして、何年間も同じことの繰り返し。ただ、先ほど市長がおっしゃったトンネル

前後の居住者の理解を得たというのですけれども、前後というのは、奥の居住者というのは誰なのか、

手前が誰なのか、大体見当はつきますけれども、その方たちの自動車の通行権というか、どのような

形で自動車が通るのかということの理解を得られたということなのだと思いますけれども、問題はそ

れだけではなかったはずなのであって、そもそもこれがなぜ起こったか。ここに話を戻すと、やっぱ

り市役所と円覚寺、当時は雲頂庵１つではなくて、円覚寺さんが一緒になってトンネルを壊してしま

ってという話だったのではないかなと僕は思っているわけですね。それに一生懸命推進運動をしたの

がやっぱり市だったと思うのですよ。 

変な地図をつくりました。森さんなんかもそれを持ってきて、そこで説明していましたけれども、

崖をつくってそれで完全に開削されるという状況が議会でも認められたのを、松尾市長がそれを止め

たということを、僕はものすごくそのことについては市長を大評価しております。本当に止めていた

だいてありがたいと思いました。 

しかし、その後、一向に話が進展しない。ひとえに雲頂庵にあるのではないかと僕は思っておりま

す。今でもそう思っています。そのたった１人の雲頂庵をなんで説得できないのか。この８年間。足

繁く通ったといって何月何日に行ったというのはずっと出ていましたけれども、その成果がなにひと

つ得られていないというのはなんなんだと。雲頂庵で何を話し、雲頂庵をどのように説得してきたの

か、そこを僕はお尋ねしたいんですね。森さんにもそれは聞きたいんだよね。何度も行って何にもな

らなかったとはどういうことなんだと。これ８年間ですよ。大変な時間です。その間、無駄なお金が

すごく流れています。みんな無駄な思いをして鎌倉街道を通って。子どもたちもそう。信号のあると

ころに交通整理員がいますけれども、なんの役にも立っていない。その方たちに支払っているお金も

膨大なことといったら驚きですよ。市長と森さんにお尋ねします。 

 

＜松尾市長＞ 

決して誰かが悪いということでこの話がまとまらないわけではない、というふうに私自身は感じて

いるところです。とはいえ、８年間通れなくなっていることについては、これはひとえに私の責任で

ございますので、私が責任を取る問題でございます。そういう意味では、申し訳ないのですけれども、

その交渉内容について事細かくお話をさせていただくということについては差し控えさせていただき

たいと思います。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

市長がおっしゃったとおりなのですけど、我々としては、土地所有者の方と開削方法を改めまして

現状のトンネルを保持したままで安全対策を行っていくという方向転換をしました。それらにつきま

して説明をし、今の工法で交渉をしているというところでございまして、基本的には安全対策を実施

しているという形は当初と全く変わらずに現在も進めているところでございます。 
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＜コープ野村鎌倉・台自治会 関戸会長＞ 

８年間たぶんそういうやり取りをずっと続けてきていて、僕は自治会長になったのは初めてで、こ

の席に初めて来ています。８年間ずっとこんなことを行われていたのかと思うとちょっと唖然としま

すけれども、今でも僕の答えに対しては前と同じで、詳細については返答できないという。要するに

詳細のところが一番問題で何を話してどうなっているのか。雲頂庵さんは自分が悪役になっていいと

いうふうに言っているらしいのですね。円覚寺の中でね。自分が悪役になってごねているから、それ

はその結果どうしたいのか。ごねてどうなるのか。今年中に片がつくのか。そういうことを聞きたい

のですよね。知りたいというかな。もう一度お尋ねします。市長、いかがですか。 

 

＜松尾市長＞ 

地権者のどなたがどうとかというところは、いろいろとこの間、さまざまございました。決して雲

頂庵さんがなにかごねているからだけで止まっているというようなことではなく、市の方の全体調整

が、というふうに考えておりますので、そこを全ての地権者の方にご理解いただくというところで現

在取り組んでおりますので、そこについてはご理解をいただければと思っております。 

 

＜コープ野村鎌倉・台自治会 関戸会長＞ 

さっきトンネルの理解をいただいて工事を進めるということでありましたので、そこに期待をして、

僕だけがお話ししても申し訳ありませんので、これで質問を切ります。ありがとうございました。 

 

＜鎌倉市大船自治町内会連合会 秦副会長＞ 

なかなか難しい話で、このまま進めましても、今日結論をいただくというのはおそらく１００％無

理だと思います。我々とすれば、早くこの問題をふれあい地域懇談会のテーマから取り下げる、つま

り結論をいただきたいということで毎回上げてはおりますけれども、今回も残念ながらこういう展開

だったということです。引き続き進捗状況及び方向性が決まったということであるならば、我々自町

連を通して事細かく事態の推移をいただいて、皆さんに返す。令和５年度に解決しますという文書を

もらっておりますので、もう一度期待を込めて、今日はこういう結果となりましたけれども、これで

終わらず、令和５年度の結論もきちっといただくということで、とりあえずこの問題については終わ

りにしたいと思います。もちろんこれで当然終わりじゃないので、市長をはじめ担当の方にも、もう

一度誠意を持ってやっていただきたいと。そういうふうに思っております。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 大船－2 

テーマ 隧道について 

内容詳細 

岩瀬隧道（岩瀬中学校そばの隧道）、宮之前隧道（多聞院そばの隧

道）の補強工事に関する要望（大船・岩瀬・今泉・今泉台）への対

応について伺う。 

担当部課 道路課 

 

議題に対する回答等 

岩瀬隧道については、平成 30 年５月にはく落が発生したため、修繕工事が完了

しています。 

引き続き５年に１度の法定点検を行い、通行の安全を図ってまいります。 

 

「宮之前隧道」については、市では「谷戸ノ前隧道」として管理しています。 

谷戸ノ前隧道の修繕につきましては、「切り通しによる開削案」と「既存のトン

ネルを修繕する案」の比較検討を行いました。 

この結果、「切り通しによる開削案」では、掘削に伴い高低差約 11ｍの多段法

面の建設が必要となり、この掘削による発生土量約 7,600 ㎥を運搬するには、４

ｔダンプトラックで延べ約 4,200 台が通行することになります。また、使用する

掘削機械の能力から、必要日数は約 420 日となり、１年２カ月程度の通行止めと

なります。 

なお、工事費については、既存のトンネルを修繕する場合と比較し直接工事費ベ

ースで約３倍となります。 

このことから、切通し周辺環境に影響が少なく、経済性に優れている「既存のト

ンネルを修繕する案」に決定し、詳細設計を策定しました。 

現在、修繕工事を実施すべく土地の所有者等と調整を行っています。 

添付資料   
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（２）隧道について 

＜松尾市長＞ 

 岩瀬隧道と宮之前隧道への対応でございます。宮之前隧道につきましては、現在どのような形で修

繕していくかについて検討しているところですけど、対策というところでは、トラック４，２００台

分の運搬が必要になることですとか工事費等の課題がございますので、方向性としては既存のトンネ

ルを修繕するという形で決定をしまして、詳細設計を策定してきたところです。現在、周辺工事を実

施するため土地所有者と調整を行っている段階でございます。 

 

＜今泉台町内会 山本会長＞ 

この問題につきましては、既に道路課から、今ここで回答されている内容と同じことはかなり前に

提示されております。なぜそれで我々大船町内会、岩瀬町内会、今泉町内会、今泉台町内会の４町内

会がこれで納得できないと言っているかということについて、市長は聞いておりますか。 

工事費がかかる。日数もかかる。土を掘り返してトラックで運ぶ。こういうのに膨大なトラックの

数が必要だとか、これについては既に説明を受けているのですよ。ただ、それで我々が分かりました、

じゃあ従来どおり補強で済ましましょうと、そういう形で同意ができなかったことについての事情を

市長は聞いておりますか。道路課長の方から話を聞いておりますか。 

 

＜松尾市長＞ 

対策をするというところで通行の確保、歩行者を含めた安全性の確保について求められていること

についてはお伺いしているところです。 

 

＜今泉台町内会 山本会長＞ 

まず、あそこのトンネルは緊急時に、あの道路は我々にとって非常に重要な生命線にも関わる道路

なわけですよ。そこを抜本的に見直していただかないと、将来的に非常に不安がずっと残ると。単に

トンネルを補強するというだけの話では、将来的には非常に、言ってみれば補強するというだけの話

で済むなら、それで結構ですよという話になるのですが、それでは済みませんよと。本当に大地震が

来て崩れたりする場合もあるでしょうし、トンネルを補強しているとしても、上には非常に大きな木

が生えっぱなしでどんどん成長していますね。あの木が倒れたらどうなりますか。下手すれば人命に

関わります。トンネルの中が潰れる前に、あれが倒れただけで、もしかしたら子どもたちがあそこで

犠牲になるかもしれない。あるいは誰かが車で通るときに、あそこに木が倒れてくる可能性もゼロで

はないですよ。というよりもかなり可能性が高いと見ているわけです。 

市長も行ってご覧になれば分かると思いますけど、トンネルの上は樹木がものすごく成長していま

す。地権者との問題になってくるでしょうけど、その問題も含めてトータルに考えていただかないと、

非常に問題になる。だから、私どもはトンネルではなく開削してほしいという話なのです。その問題

について、ただ工事費がかかるとか日数がかかるという問題ではなくて、抜本的な生命に関わる問題

だとして、市は明確な答え、ちゃんとした見解をお持ちでしょうか。まずそこをしっかりとすること

が市の役割ですよ。市民の安全を守るというのが一番大事なことです。単に補強すればそれで済んで

しまうという話ではないのです。 

それから道幅もやっぱり狭い。緊急の消防車が入ってこられないという問題もあります。この問題

について多角的に考えていただかないと、あの問題についてこの４町内会が賛成というわけにいかな

いのですよ。同意できないのですよ。今後も同意しないつもりです。ちゃんとした答えが出ない限り。
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お分かりですか。 

本来は市議会に対して陳情もしている話が前にありましたね。岩瀬隧道のところを２車線にしてほ

しいとか、１０年、２０年先の、あるいはずっと先々の話も含めて、道路の抜本的な改革をこの際や

ってほしいと言っているのに、それについては相変わらず同じ答えしか出てこない。これでは、はい

分かりましたと町内会が納得できないのですよ。今までを考えれば。今後も反対します。 

 

＜松尾市長＞ 

おっしゃるように、市民の安全をしっかりと守っていくというところが責務でございますので、安

全対策ということを行っていく必要があるというところです。トンネル自体の安全については、工事

でしっかりと守られるというものになりますから、そこはその方向でしっかりとやってまいりたいと

考えています。 

上部で樹木がかなり成長しているという課題は、鎌倉市内も各所あります。おっしゃるように宮之

前隧道もそうだと思います。これにつきましては地権者がありますので、そことしっかりと交渉する

中で、樹木についての危険がないように、ここだけではなくて市内各所にございますので、そこもし

っかりと対応していくということを考えているところです。 

 

＜鎌倉市大船自治町内会連合会 田子会長＞ 

 この問題を出させていただいたのだけど、確かに年に２回ぐらい話し合いに来られて、４町内会が

集まってやらせていただいているのですけど、まずこういうふうな形で出てきたのを、うちの町内会

としては納得ができないよという話なのです。それで、これがまた出てきて、今度はどうなるのかと

いったら、安全対策、安全対策と。だったら、全部切っちゃった方が安全対策だよと。上にないんだ

から。だから、費用がかかってもいいじゃないかと。とりあえず道幅も広くなってということになっ

ていたのですけど、市の方は安全対策のためにやっぱり駄目だ、これでやる、というような形で言っ

たのだけど、いや、もっと幅広くしないと無理だろうと言ったら、５０センチ幅を広げるだけですと

かね。 

あと、今のトンネルで２車線は変わらないのに、あと５０センチ幅広くして、あとの５０センチは

人が通れるようにして１メートル大きくするという。根本の考え方がちょっと違う。これで了承しろ

と言われても、非常に難しい。それでまた皆さん町内会で集まって、こうやって話し合っていても、

ものの考え方が非常に違うから、私なんかの意見はそういう視点ですけど、市長がそういうふうな考

え方をされちゃうと、ちょっと皆さんも納得できないよという話。まわりの地権者の人たちにどこま

で話をしているのかというのもまだ見えない。 

これは確か４年前かな、コロナ前に出てきて、議会でＯＫになっているのですけど、その後に全然

そういう意見だけで来られているから、もう少しちゃんとした意見で話し合いをしたいなということ

でここに上げさせていただいたということでして、ぜひその点もご理解いただきながら今後も進めて

いただきたいということです。 

 

＜松尾市長＞ 

皆さん、ご要望というところはいただいてきたところでございます。引き続き協議はしっかりとさ

せていただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜鎌倉市大船自治町内会連合会 秦副会長＞ 
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いま市長からもお話があったとおり、引き続きいうことで。お話を戻しますけれども、４年ほど前

に、大船、岩瀬、今泉、今泉台の各町内会が共同で７，８００通の署名を集めました。補強工事でな

く、切土にしてほしいという要望なのです。これに対して、今回は補強ということで納得がいかない

ということなので、いま市長がおっしゃったとおり、もう一度これを考え直していただきたいという

ことが私どもの意見であります。よろしくお願いします。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 大船－3 

テーマ 震度計の設置について 

内容詳細 

横浜市では各区に２ケ所以上、藤沢市は５ケ所の震度計を設置し

ている。 

鎌倉市でも、もう１ケ所、御成町と地盤状態の異なる場所に震度

計を設置してはどうか。 

場所については、市庁舎移転候補地、防災拠点候補地とされてい

る深沢地域整備事業用地が最適だと考えるが、市としての考えを

伺う。 

担当部課 総合防災課 

 

議題に対する回答等 

現在の鎌倉市の震度は、文部科学省所管の国立研究開発法人防災科学技術研究

所が設置した震度計による数値です。 

現時点において震度計の増設予定はありません。新設、移設等を行う場合には、

候補地の設置環境調査を実施のうえ、気象庁や県など関係機関と相談・調整を行

ってまいります。 

観測される震度は地盤の影響を受けるため、市内各所で異なってくる可能性が

あります。市内の詳細な震度の分布図については、気象庁が「推計震度分布」（震

度４以上対象）を、国立研究開発法人防災科学技術研究所が「J-RISQ 地震速報」

を公開していますので、参考にご紹介します。 

添付資料  「推計震度分布」気象庁 
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参考資料

気象庁「推計震度分布」（震度４以上対象）（https://www.jma.go.jp/bosai/map.html）

防災科学技術研究所　「J-RISQ地震速報」（https://www.jrisq.bosai.go.jp/report/）
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（３）震度計の設置について 

＜松尾市長＞ 

 地震の震度計の設置につきまして、現在、鎌倉市役所の敷地内にある震度計が低く出るのではない

かという、こういうご意見というのはいただいてきたところでございまして、こういうご提案につな

がっていると思います。現時点では増設という予定はございません。といいますのも、基本的な考え

方なのですけど、やはり緩い地盤とか震度が大きく出るような場所というのは、気象庁の方で震度計

を設置する場所には適さないということで認められないということがあります。ですので、そういう

意味では、認められた場所で震度計を設置しているという状況になります。 

ただ、ご案内のとおりですけど、御成町全部が強固な地盤ということではなくて、市役所の敷地の

中でも当然揺れやすい場所とそうでない場所というのもございます。市内でも強い地盤のところもあ

れば軟弱な地盤のところもございまして、そこによって揺れる度合いというのはそれぞれ違うという

ところでいきますと、そういう意味では１つの目安としてこの震度計があるというところでご理解を

いただければというふうに思います。 

現在、気象庁が「推計震度分布」というものを、大きな地震があった場合、震度４以上あった場合

には、直ちにホームページに公開します。これはどういうものかといいますと、白黒で大変分かりに

くいのですけど、震度がメッシュ状にどれくらい揺れたかというのが分かるようになっています。こ

れで見ますと、実際に震度４以上になったときに、鎌倉市内でここは４だとか、ここは３だとか、こ

こは５だというのが分かるような分布図になりますので、こういうものを参考にしていただくと、自

分の実際に住んでいる場所では大体震度がいくつなのかというのが把握できるという形になっていま

す。というところで、鎌倉市としては現在考えているという状況でございます。 

 

＜山ノ内下町上町内会 亀井会長＞ 

 この提案をしたのは私でございまして、先日、大船自町連の懇談会でもお話しさせていただきまし

た。そのときお配りした資料で、私がインターネットで調べたデータなのですけど、「揺れる日本列島」

というサイトで全国各地の震度の数値が見れるようになっていました。 

鎌倉市では、２００５年から２０１０年まで由比ガ浜の元消防本部と現在の市役所の２か所で計測

していました。２００５年と２０１０年は年度途中で始まったりやめたりしていますので抜いて、２

００６年から２００９年の間の震度の数値を出してみました。市民防災部長さんにも提出しています

ので、松尾市長さんも見たとは思うのですけど、御成町と由比ガ浜で明確に出てくる数値が違ってい

たのですね。必ず御成町の方が、震度が低い。それから、５月１１日午前４時１６分、千葉県で震度

５強を観測する地震がありました。この時にも鎌倉市と隣接する自治体のうち、震度４が戸塚区、栄

区で計測されています。しかし、鎌倉市は震度２でした。 

ワンランク違うとかツーランクも違うというのがどうにも理解できません。ツーランク違うという

のは、もしかして隣接市で災害対策本部が設置される震度５強が観測されても、鎌倉市は震度４だっ

たりするということにもなったりするのでしょうかね。このように震度が違うというのは、震度計が

壊れているということではなく、もちろん地盤が強固なためにこういう数値になるのでしょうが、そ

うしますとどうも現在の鎌倉市の計測場所が鎌倉市の平均になっていないのではないかというふうに

思います。 

かつて由比ガ浜でも計測していたときには２か所でやっていましたから、震度の数値が２つ出るこ

とで大いに参考になるものもあったと思います。ですから、もう１か所、鎌倉市でも設置していただ

くことを検討していただきたいと。いま現在１か所しかないし、増設も考えていないということを聞
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きたいのではなく、２か所目を設置することを検討していただきたいと申し上げております。検討し

ていただけるのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

 いただいたご意見でございますので、改めてその検討はしていきたいというふうに思います。いま

ご心配の点として、鎌倉市が震度４で隣接しているの自治体が震度５強というようなことがあった場

合に、鎌倉市がなにも動かないということは決してなくて、鎌倉市の震度だけではなくて隣接してい

る市または区の震度でも震度５が出た時には、我々は直ちに出動をして災害対策本部を立ち上げて対

応するということになっておりますので、そこは決してそういうことではないということはご理解を

いただければと思います。 

 

＜山ノ内下町上町内会 亀井会長＞ 

 災害対策本部の開設に当たっては、鎌倉市の震度計だけではなく近隣市の震度計も参考にするとい

うことを聞いて、１つは安心しました。しかし、かつては２か所で計測していたのですから、今後の

鎌倉市も２か所設置することを検討していっていただきたい。特に市役所の移転を深沢に持っていく

という計画を立てているなら、そちらにも設置していただきたい。たぶん相当緩いでしょうから違う

数値が出てくると思うのですね。確かに震度計を設置することについては、国の基準があるというこ

とで、もしかしたらそこは緩くて駄目と言われてしまうならしようがないのですけど、そうでない限

り市役所移転計画地である深沢にぜひ２か所目の震度計を設置していただきたい。隣接する横浜市は

各区で２か所以上、多いところは５か所置いております。また、藤沢市も５か所に地震計を置いて震

度を計測しています。なんで鎌倉市は１か所だけなのでしょうか。しかも、なぜかつて由比ガ浜にも

あったものをやめて、現在の市役所の１か所だけに減らしてしまったのでしょうか。その辺りの事情

も聞きたいですね。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

由比ガ浜に震度計があって、今の御成町の市役所の場所と合わせて２か所あったとお聞きしたので

すけど、すみませんがやめた理由というのをはっきり引き継いでいませんので、そこまで分かってい

なかったのですけれども、たぶん市に１個つけてくださいというのが神奈川県の考えであって、それ

でいま防災科学技術研究所が御成町の市役所の敷地の中に作ってくれましたので、こちらにつきまし

てはイニシャルコストについても何についても防科研の方で払ってくれています。それがあるのにも

う１本由比ガ浜のところにつくるのは、地震が発生した時に県を通じて気象庁にデータを速やかに伝

えるためのシステム等々の費用がかかっていたのでやめた、ということもあるのではないかなという

ふうに推測しているところです。 

いろいろ地盤が違いますので、市内に震度計を多数設置すれば、それぞれ異なる数値が出る可能性

は高いと思います。特に、今までのことを見ていると、いま震度計がある場所の地盤が強固だから低

めの震度の数値が出ているのだろうということは、私どもも推測しているところですが、決してこの

数値が鎌倉市内全域の平均値であるというふうに出しているのではなく、詳しくはそこの場所の震度

がいくつだったということですので、そういうふうに捉えていただければと思います。 

また、増やすことについて全く検討しないということではなくて、２つある、３つあることがどれ

だけのメリットを及ぼすのか。それに対して、今のところの試算ですと、当面のイニシャルコストで

５，０００万円以上かかるであろうということが出ておりますので、市単独でやるべきところかどう
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かも含めて検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＜山ノ内下町上町内会 亀井会長＞ 

 くどいようですが、横浜市は各区２か所以上、藤沢市は５か所設置しています。鎌倉市１か所とい

うのは寂しいですね。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 大船－４ 

テーマ 崖地の樹木の伐採等について 

内容詳細 
今泉地区（今泉一丁目 9 番道路脇崖）の樹木について、伐採等の対

応をお願いしたい。 

担当部課 みどり公園課、道水路管理課、道路課 

 

議題に対する回答等 

御要望の今泉一丁目９番道路脇の崖については、過去に市道の安全確保のため、

市が設置した落石防止網があるため、崖地の樹木が落石防止網に影響が無いかを

確認し、対策を検討してまいります。（道路課） 

 

一方、落石防止網に影響が無い場所から生えた樹木については、必要に応じて

市から土地所有者に対して、個別に通知するなど、樹木を適切に管理していただ

くよう要望いたします。（道水路管理課） 

 

（道水路管理課の回答を受けて）その後、地権者に既成宅地等防災工事資金助成

制度の説明を行い、防災工事の実施を働き掛けていきます。（みどり公園課） 

添付資料   
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（４）崖地の樹木の伐採等について 

＜松尾市長＞ 

ご要望の今泉一丁目９番道路脇の崖につきましては、鎌倉市の落石防止網に影響がないか確認して、

安全性の確認というところで対策をしてまいりたいと考えているところです。その他、民有地の部分

につきましては、鎌倉市の方で助成制度を近年充実させていただいておりますので、この辺りを含め

て地権者の方に情報提供して働きかけを行ってまいりたいと考えております。市で所有しているとこ

ろについては、速やかに危険木について対応してまいりたいと考えております。 

 

＜今泉町内会 髙橋会長＞ 

この問題は、今泉、今泉台の住民にとって深刻な問題でして、一地権者がこう思っているといって

地権者だってなかなかできないような状況のところだと考えます。そのためにこの問題を出したので

すけれども、これで言いますと、金網が張ってある部分から出ている木だけ伐採していただけるとい

う話でしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

 道路に影響があるというところも行います。 

 

＜今泉町内会 髙橋会長＞ 

 バス通り全体の道路を考えて、ある程度やっていただけると思ってよろしいでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

 そういう感じです。 

 

＜今泉町内会 髙橋会長＞ 

前広な考えでやっていただけるというところは、大変ありがとうございます。先ほどの隧道の件も

含めまして今泉は割とこういうところが多いので、なるべく住民が安心できるよう、安全・安心をう

たっている市としてはこういうところをなるべく早く察知していただきたいと思います。隧道の方も

レベル４のところはレベル３と聞いていますし、私たちは開削を求めて議会を通して市に提言しまし

た。土砂だってトラック４，２００台分出ますが、この土を深沢の市庁舎を造るところに、水が上が

らないように持っていっていただけるとすごく市としてはよろしいのではないかと、私はそういう提

言をしたいと思います。伐採していただけることを大変うれしく思っています。ありがとうございま

す。 

 

＜山ノ内中町北町内会 古川会長＞ 

今の崖地の樹木の伐採の件については、以前もお話ししたかと思うのですが、今泉台の宅地の方か

ら明月院通りのかなり急な坂を下りてきて、明月院の前からＪＲの踏切の県道につながっております。

やはり今泉台から下りてくるところのくねくねしたところは相当な崖地で、民有地のところもかなり

ございます。そこで、鎌倉市の都市景観部みどり公園課ですか、そちらと再三、倒木の伐採手続を進

めさせていただいている中で、連携して、やはり自費になりますけれども、住民の役員をなさってい

る方々が、公図を取り、現地の写真を撮り、そしてみどり公園課の支援も併せて当事者に郵送物を送

りました。ここに一式ありますけれども、それなりの作業をしていますが、やはり民有地に関しては
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アクションを起こす方は人任せな話し方になるわけですよ。自分はとてもそういうのはできません。

不動産会社の方にうまくお願いしてなんとかなりませんか。そちらの方に全て任せますとか。伐採す

ることに対してはなんら抵抗を示さないにしても、具体的な一歩、半歩を踏み込むということをして

くれる方は非常に少ないのです。昨日たまたまここに携わっている役員の方、お隣の町内会の方です

けど、その方がおっしゃっていたのは、やはり費用負担はしますというような電話だけの交渉で、そ

れだけの資力があるのかどうかは、やはりこれだけの住民の安全を守るために費用をかけてやるため

には当事者に会わなければいけないから出向くことを考えていますと。 

住民は自分たちの地域の安全を守るために、相当な労力をかけています。そういうところを市の方

からも、しかるべき、これは費用負担の伐採の工事助成金を出しているわけなので、側面のフォロー

アップをせずにやはり強力にしていただきたいのです。住民側は、個別なそういう相手に対する折衝

能力がある方を選んで、出張って、それなりの信用できる方であるならば、当然、費用負担を先にこ

ちらの方が取らざるを得ない窓口対応になりますので、そういうこともあろうかと思います。ケース・

バイ・ケースですが、そこをひとつやっていただきたい。 

ちょっと話が側面にずれますけど、あの急カーブの中で、いわゆる暗渠になっていて、相当な鉄筋

が入った暗渠蓋がもう老朽化してボコボコになっているわけですよ。道水路管理課に１年前から物申

しても、つい６月の末に途中経過ですということで若手の窓口担当から私のところに電話をいただき

ましたけど、残念ながらまだ予算組みはできていないと。これは道路課の仕事ですと。縦割り事業で

しょうから、道水路管理課の水路といえども、暗渠の大工事になると道路課が専属で請け負う仕事に

なるので、予算を取らなくちゃいけないと。そういうものを１年も放置して、それで窓口の他の部署

の人間に状況を報告させるというのは、これやっぱり責任の所在をしっかり痛く感じて、それなりの

指示系統をしっかり出して、しかるべき役員のところにお話をするとかあるでしょう。ヤンヤヤンヤ

つつく、うるさいお隣の町内会にはとりあえず電話しておこうというような感じにしか聞こえません。 

残念ながら、私のところの町内会で、今日、ＪＲ踏切の脇側の市道ですけれども、やはり細い暗渠

の部分から、側溝のコンクリートの蓋をしているところを、作業センターがようやくこれは１か月ぶ

りに腰を上げて直しに入っている現場を見ながらこちらに来ました。ですから、しつこくやっていっ

て、住民が電話なりなんなりしてうるさいところを先にやろうという気持ちも分かるわけじゃないの

ですけど、しっかりとした、どういう問題を最優先でやるかということは逐次把握して指示系統を出

していただきたいと、そういうことを最後に付け加えてお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 大船－5 

テーマ ごみ問題について 

内容詳細 
戸別収集の開始時期等について伺う。 

生ごみ削減の抜本的対策について伺う。 

担当部課 ごみ減量対策課 

 

議題に対する回答等 

戸別収集の開始時期等について 

戸別収集の開始時期につきましては、現時点では決定しておりません。 

現在、本市の戸別収集のあり方や進め方を整理した実施方針の策定、以前実施

に至らなかった課題の整理を行っています。 

戸別収集に対しては様々な御意見があることから、実施方針の策定に当たって

は、有識者や市内関係者が含まれる鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会で

の諮問・審議を踏まえ、素案を公表し、年内には市民説明会やパブリックコメント

を実施したいと考えております。また、実施方針の決定後、予算を計上して、事業

者（収集業者）の選定手続に入りますが、事業者が車両や人員の手配に時間を要す

ることから、契約から事業開始までに 1 年程度必要になることも想定されます。

以上のことから実施までには複数年要することを想定しています。 

今後ますます進展する高齢化や生活様式の多様化を見据えると、戸別収集の導

入は必要と考えておりますが、戸別収集は、市民の皆様の御理解、収集の効率化等

による経費の圧縮、収集業者の体制が揃って初めて実施可能になるものです。効

率的な収集体制の構築、関係経費の算定を行った上で、市民説明会やパブリック

コメントを実施していく予定ですのでぜひ多くの御意見を御寄せいただくようお

願いいたします。 

 

生ごみ削減の抜本的対策について 

鎌倉市の組成調査では、家庭から出る燃やすごみの約 43％は生ごみであるとい

う結果が出ており、その発生抑制については、生ごみ処理機購入費助成制度を積

極的に案内し、生ごみ処理機の普及促進を図るとともに、フードドライブの実施、

家庭における水切りの啓発などを地道に展開し、生ごみ削減に繋げていきたいと

考えています。 

減量に御協力いただいたうえで発生する生ごみについては、生ごみ資源化施設

を整備し減容・堆肥化する計画としています。このことについては、施設整備候補

地周辺住民の皆様から減容・堆肥化施設に対し御不安の声をいただいていること
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から、周辺町内会と市で構成する協議会において、堆肥化に限定せず資源化手法

を市と一緒に検討して御協議いただけるよう市からお願いをしており、最適な資

源化手法の検討を行っていきたいと考えています。 

添付資料   

 

  



113 

 

（５）ごみ問題について 

＜松尾市長＞ 

 先ほど、ご説明したところの中の開始時期等についてです。こちらについては、明確に何年何月か

らというところにはまだ至っていないところです。ご説明させていただきましたとおり、鎌倉市廃棄

物減量化及び資源化推進審議会に諮問して、審議をいただいているという状況です。この中で実施方

針を決定し、それを基に市民の皆さんや議会等からもご意見を伺いながら、最終的に決定をしていく

という、こういう流れで進めているところでございます。 

そして、生ごみ削減の抜本的対策というところでございますが、こちらにつきましては、基本的に

は各家庭での処理をお願いしたいというところで、これまでかなり自家処理の生ごみ処理機の助成を

出してきているところでございますが、それでもまだ全体の半分弱が生ごみという状況がございます。

こちらにつきましては、いま現在、どういう方法で生ごみを処理していくかというところの協議をさ

せていただいているところでございまして、こちらにつきましても明確な決定というところではござ

いませんけれども、引き続き協議を行わせていただきたいところでございます。 

 

＜鎌倉市大船自治町内会連合会 秦副会長＞ 

今も生ごみの話が出ましたけれども、ある町内会長さんから、生ごみ処理機を奨励している割には

助成金が上限４万円から３万円に減らされたというのはちょっと逆行しているのではないか、という

お話もありましたので、担当部長さん、その辺はどういう理由ですか。やっぱり予算ですか。 

 

＜環境部 能條部長＞ 

生ごみ処理機の助成金につきましては、非電動型コンポストについては９割補助、電動型が７５％

補助にしておりまして、上限はこれまで４万円だったのを３万円にしております。それは、かなり高

額の機器を購入する方が増えてきて、上限いっぱい補助するような状況が続いておりましたので、で

きるだけ広く皆様に補助制度を使っていただきたいということで上限を下げ、ただし枠は広げて予算

は少し増やして対応しているところでございます。 

 

＜今泉台町内会 山本会長＞ 

 全体の枠を増やしてもらえるという話ですよね。だけど、鎌倉市はいろいろな自治体の中でも、確

かに助成金の金額は電動式の７５％など高いということは分かっているのですけれども、鎌倉市は生

ごみの焼却施設を全部なくしてしまおうという方向できたわけですよね。でしたら、生ごみを徹底的

に減らすというふうに考えなきゃならんわけですよ。市としても。もちろん住民に対してもそういう

お願いをしなきゃならないと思うのですね。だったら予算の枠を少し増やしたというのではなく、も

っと増やしてですよ、７５％、９０％、あるいは１００％まで持っていくんだと。そのくらいの意気

込みがない限りは、生ごみ問題は抜本的な対策にはならないよ、ということを言いたいのですよ。お

分かりですか。 

ちょっと増やしましたでは駄目なのですよ。本気になって生ごみをゼロにしようと。ゼロ・ウェイ

ストと言っている限りはゼロにしようと本気に思ってくれているのですか。本気で思っているならば、

はっきり申し上げて上限を下げて広く広めようというのではなくて、上限は最低でも維持しつつ広め

ようと、さらに予算を増やそうと、そういう考え方に立たないと抜本的な対策にならないと思います

けど、いかがですか。 
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＜松尾市長＞ 

 ご指摘のとおり、予算としては、年度途中で予算が足りなくなってきたら補正予算でカバーをして、

ここで打ち止めでこれ以上無理はしませんみたいなことにはならないように、という考え方では進め

ています。 

一方で、この上限額についてなのですけど、かなり高額のものが出回っているのですけど、そんな

に高くないのではないかなという、あまり言いにくい話を言っているような気もするのですけど、市

の上限がここまであるから定価をそこに合わせて設定しているものも世の中には出回っているのです

よね。それはちょっとよろしくないという思いはございます。３万円の補助があるとほとんどの生ご

み処理機は購入できるものですから、その辺のところで金額については考えさせていただいていると

いうところはございます。 

 

＜戸ケ崎あけぼの会町内会 市川会長＞ 

うちはコンポストの補助をいただいて、電動型のものでなくて９０％でいただいたのですけど、た

またまそういう情報が手に入ったので何年か前に入れさせていただいたのですが、鎌倉市で実際に利

用されている件数というのはどのくらいあるのか。それこそもっと普及していてもおかしくないので

はないかなと思う件もあるのですけど、そういう広報活動とかがきちんとされているのかどうか。実

際にいま鎌倉市の中で、どのくらいの割合で導入されているのか。その辺のことと、あと広報活動に

ついて教えていただければと思います。 

 

＜環境部 能條部長＞ 

生ごみ処理機の普及割合ですけど、あくまでも推計ですが、補助した件数で大体、耐用年数５年ぐ

らいというふうに、もう少しもつとは思うのですけど、５年ぐらいでおそらく使用をその時点で一定

数やめていく方ですとかそういった方がいらっしゃるのでその辺を加味すると、大体１７％から１

８％ぐらいの方がお使いになっているのではないかというふうに推定をしています。この数字を他市

の、すみませんが出典を失念してしまったのですけれども、生ごみ処理機の普及割合からすると、か

なり高い割合だというふうに思っておりまして、たしか一桁台の数％というようなところだったと記

憶しております。補助制度のない市もありますし、先ほどご紹介いただきましたけれどもかなり高い

割合で補助をしており、あと市民の皆様の意識も高いということで、かなり高い普及率になっている

というふうに考えています。 

広報活動ですけれども、ホームページ、ＳＮＳ、それから広報かまくらにも時期を見て掲載してい

るということと、市内で行われているイベントにブースを設けて生ごみ処理機の紹介をしているとい

うことと、町内会へ説明会に出向いたときに生ごみ処理機のご使用について少しご紹介をさせていた

だいているというところです。 

まだまだ普及の余地があるのではないかということと、鎌倉市としてこれから先も生ごみの焼却を

減らしていく方針ですので、生ごみの資源化、自家処理をもっともっとお願いをするという立場でご

ざいますので、今後とも普及促進策については充実していきたいと考えております。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 大船－6 

テーマ 自治町内会等について 

内容詳細 
人数減少による町内会の合併や敷地の問題など、自治町内会等自体

に関する問題について、市としてのアドバイス、介入について伺う。 

担当部課 地域のつながり課 

 

議題に対する回答等 

市としましては、各行政区域に設置している支所について、地域コミュニティ

の拠点として、地域で活動されている様々な方と連携を図ってきており、今後は

支所機能の中でも地域支援機能をさらに充実していく考えもあることから、自治

会町内会等の問題が発生した際には、支所にご相談いただければと思います。 

また、地域のつながり課では、令和３年度（2021 年度）に「自治会・町内会運

営のためのハンドブック」を改訂し自治会町内会長の皆様へは既にお配りしたと

ころです。併せてご活用いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

添付資料   
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（６）自治町内会等について 

＜鎌倉市大船自治町内会連合会 秦副会長＞ 

自治町内会等についてということで、皆さんもご承知のとおり、人口減少ということで、町内会の

存続に関わることが昨今非常に問題になっておりまして、大船地区もその例外ではございません。今

までですとなんとかやってこれたけれども、これから５年先、あるいは１０年先、非常に厳しい状況

が続くと、そういうふうに思われております。これは市に積極的に介入していただけませんと、最小

限のコミュニティが自治会・町内会ですので、いま皆様がお考えになっていることがきちんとできな

い状況に陥るということで、大変難しい問題ではございます。大事な話だと思いますので、その辺を

まず市長から、どういうふうにお考えになっているかを聞きたいと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

お話のとおり、自治会・町内会の皆さんにはさまざまなお願い等もさせていただいており、大変恐

縮でございます。そうした皆さんとの連携協力関係がないと、なかなか行政のやっているところを隅々

まで皆さんにお伝えするということが現実的には難しいですし、それ以外のさまざまな点で地域を支

えていただいているというところは大変重要だというふうに思っています。 

全国的にも会員の減少というのは問題になっていますので、あの手この手というところで、そうい

うところを参考にしておりますけれども、鎌倉市とすると、今年、自治会加入促進のチラシ、皆さん

お手元にもあるかもしれませんけれども、これをリニューアルさせていただいて、そういうことなら

自治会・町内会に入ろうかなというような中身になっているかなと思いますので、そういうものを積

極的に活用しながら、今後の加入促進についてはしっかりと進めてまいりたいと思います。当然、新

しく鎌倉に転入される方には、自治会の加入促進についてご案内をさせていただいているところでも

ございます。 

 

＜大船仲通町内会 権頭会長＞ 

既にご存じのように、駅前の町内会、商店会がなくなったということで、我が大船仲通町内会もほ

とんど会員は商店の方だけですから、ほとんど住んでいない方が会員に入ってもらっているという状

況です。やはり会員をやる人、役員をやる人がほとんどいなくなって、仲通もやばいなという状況で、

今日、隣の田園町内会も来ていませんけれども、田園町内会とうちと、それから松竹前町内会とか梅

田町内会とかで、合体した町内会みたいなのをつくらないと、おそらく近い未来にはやっていかれな

いだろうという状況です。やっぱり若い人がいなくなったりとか、したがってその辺のお手伝いをし

ていただけるのかなというような、要はいろいろな町内会の規約とかあったり、お互いになかなか踏

み込めないところもありますけれども、いろんな知恵を市の方から拝借していただければやりやすい

のかなと思います。やっぱり町内会がなくなるということは、市の連絡が住民に行かなくなるという

ことになりますし、よくすぐホームページを見てとか広報かまくらに載っていますというけれども、

年を取っている人なんていうのはそんなの見ませんよ。おそらく回覧とか、そういうものは回って来

て見たりするのもあるんでしょうけど、年中、鎌倉市のホームページをチェックしたりしている人は

そんなにいないんじゃないかなと思っていますので、ひとつその辺も併せて問題が起きたときのアド

バイスとか、積極的な介入をしていただきたいと思っています。現に瀧澤次長にはお世話になってい

ますけれども、駅前のいろいろな問題に介入していま積極的にやってもらっていますけれども、今後

また出てくるんじゃないかと思いますので、その辺のフォローをお願いしたいと思います。 
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＜松尾市長＞ 

支所の方でしっかりと地域の皆さんのご支援というところはやらせていただきますので、ご相談い

ただければと思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 大船－7 

テーマ 公園等の設置について 

内容詳細 

公園の設置基準について伺う。 

小袋谷地区には小さなこども達が安心して遊べる砂場や遊具のあ

る公園等が無い状況である。例えば、放置自転車保管場所を他の場

所（ＪＲ引込線等）へ移し、公園をつくるなど、市としての考えを

伺う。 

担当部課 みどり公園課 都市計画課 

 

議題に対する回答等 

 公園等の設置に関する方法については、都市計画においてあらかじめ公園設置

の区域を設定するものと、マンションなどの大規模な開発事業に伴い設置される

ものの主に二つのケースがありますが、古くからの市街地であることもあり、公

園が整備される機会が少なかったと思われます。 

 引き続き、開発事業に伴う公園の設置や用地提供の機会を捉える等、情報の収

集に努め、身近な生活空間での公園等の充実に努めてまいります。 

放置自転車保管場所には、一定の面積が必要であり、かつ、土地の形状、保管場

所までのアクセス、周辺住民の方の理解が必要になることから、市内で用地を確

保することは難しいのが現状です。例えば、自転車を運搬するトラック等が保管

場所の敷地内で容易に方向転換できるなど一定の幅と長さが必要と考えます。 

ＪＲ引込線跡地を放置自転車保管場所として利活用することについては、当該

敷地の幅が狭いことなどから難しいと考えています。 

添付資料   
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（７）公園等の設置について 

＜鎌倉市大船自治町内会連合会 秦副会長＞ 

公園等の設置についてということで、公園の設置基準について伺いたいと小袋谷町内会長さんの手

が挙がっていますが、小袋谷地区には小さな子どもたちが安心して遊べる砂場や遊具のある公園がな

い状況にあります。例えば、放置自転車保管場所を他の場所へ移し、公園にするなど市としての考え

を伺いたいということなのですが、まず設置の基準はあるのかと、それから放置自転車をＪＲの跡地

に持っていくといったアイデアがあるのか、そういうことを聞きたいということなのですが、いかが

でしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

明確に何か基準があるということではございません。そういう意味では、ご提案いただいたような

市が持っている土地について活用していくというようなところも、ひとつの提案として受け止めさせ

ていただきたいというふうに思います。 

今回ご提案いただいた放置自転車保管場所でございますけれども、放置自転車保管場所を移す適地

というのがなかなか見つからないというようなところもございますので、なかなかご提案どおりには

ちょっと難しいかなというふうには思いますけれども、全体として現在は公園の遊具なども老朽化が

かなりに一斉に起きてしまって、遊具の撤去を一斉にさせていただいているという状況もあります。

この辺りもなるべく早く遊具も設置をさせていただくようにしたいと考えておりまして、遊具の充実

等を含めて対応は検討してまいりたいというふうに思います。 

 

＜小袋谷町内会 朝香会長＞ 

先ほど市長は特に決まりがないということでしたけれども、住民１人当たりの都市公園の敷地面積

の標準というふうなことは当てはまらないのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

住民１人当たりのというのは、１つの目安としてはございます。それで言うと、鎌倉市は広町、台

峯という大きな公園を持っていますので、そういう意味では、国が示す公園の補助が出る基準では、

鎌倉市は既にたくさん持っているでしょうという形にはなっています。 

 

＜小袋谷町内会 朝香会長＞ 

小袋谷町内会は世帯数としては大体千二、三百ですね。ここには公園がなくて、隣の町内会の公園

にベビーカーで道路を渡って、この町内会の住民が行くわけですね。では隣の町内会は随分大きな町

内会かというと、そうではない。よく行くのは、つるまい町内会や市場町内会、台町内会とかにもあ

りますけれども、それらは遥かに世帯数が少ないのですね。 

 それでちょっと調べたのですけど、別に台町内会ではないのですが、末広町町内会とか、それぞれ

縦長にちょうど小袋谷町内会の道路を隔てて反対側のところをざっと調べました。公園といっても私

が言っている公園はそんなに大規模なものを言っているわけではないのですよ。ブランコもあって滑

り台があって砂場もある。そういったものをちょっと調べたら、台ポニー公園、ここには滑り台があ

って、ちょっとした乗り物がある。台はなみずき公園、ここには滑り台が２つありますね。台すすき

公園、ここにも乗り物が２つある。台くすのき公園というのもありまして、台ぶどう公園には鉄道の

乗り物もある。そして台いちご公園というのもあり、シーソーがあって滑り台があります。台あらか
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し公園というのもあり、鉄棒が２つでベンチもある。その他に一番大きい台五丁目公園というのがあ

り、一番ここへよく行くのですけど、あるのですね。それから台やまもみじ公園もあります。いま言

ったのは全て台という名前がついているところで、町内会が１つということはないのですけれども、

これだけあるわけですよ。 

小袋谷の町内というのは、非常に長い町内なのですけど、たまたま成福寺という線路のところにあ

るお寺ですが、そこの住職が２２歳なのですけど、ちょうど新住職になったのですよ。それで町内の

方のお話を聞きたいということで、私、町内会長と氏子会長とでいろいろ話に行きました。自分はも

うずっとここに生まれて育っているが、あまりよく分からないからということで話しているうちに公

園の話になったのですが、自分はいつも台五丁目公園に子どもの頃から行っているが、そういえばう

ちの町内には公園が１つもないことに気がついたと。これ、住んでいる人たちが気づかないこと自体、

寂しいことだと思ったのですよ。そういうものだと思わされている。要するに、市の行政として、住

民からなにか苦情なり陳情があった時に動くということなのか。それとも、この地域の人たちにはこ

ういうものをこうしてあげたいなとかいう発想があるのかと。 

いま言ったように、台という名前がついている公園がいくつもあるなんていうのは、担当の部署の

方は当然分かっているわけですよね。そして、小袋谷の町内のところには何もないというのも分かっ

ているわけですよ。でも、何も言わなければ造る必要もないし、それで、大きなマンションが建てら

れるとそこに小さな公園ができるという形がありますよね。あれは一体どういうふうになっているの

でしょうかということなのですよね。なぜかというと、小袋谷の町内にもこの十数年に大きなマンシ

ョンが４つぐらいできているのですよ。マンションのみです。一切そういったものはついていません。

ですから、その辺の基準、建物の階数とか、戸数がいくつとか、そういったことで公園を付帯させる

かどうかというのはあるのかと、その辺をちょっとお聞かせください。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

マンションを造った時に公園ができる基準についてご説明したいと思います。これは都市計画法と

いう開発の法律で決まっておりまして、敷地の面積が３，０００平方メートル、これを超えるような

敷地のマンションの場合は、市の開発の条例と合わせて３００平方メートル以上の公園を提供しなさ

いというような基準になっております。ですので、会長がおっしゃった最近大きいマンションができ

たけど公園がないというのは、おそらく３，０００平方メートルに達していないのではないかなとい

うふうに思います。 

いまお話を伺って、どうしても地域によって偏りが出てきてしまうというのは私も市内を見ていて

感じておりまして、特に駅の近くですとか、意外に旧鎌倉地域なども公園が少なくて、多々ご要望い

ただいているところなのですけど、なかなか用地がないとできないということで、非常に対応につい

ては苦しいお答えをするしかないというのが実情でございます。 

そういうふうに開発によってできた虎の子の公園ですので、大事に維持管理をしていきたいなとい

うところが気持ちとしてございます。その上で、冒頭に市長からも説明がございましたけれども、い

まどうしても古い遊具がたくさん出てきておりまして、つくり換えなければいけないという時期にち

ょうど差しかかっております。遊具の更新の際には地域の皆さんにアンケートをとっているというこ

とを実施しておりますので、その時に例えばこういう遊具がいいんじゃないかとか、欲しいとか、そ

ういうご意見があったらぜひその時にでも申し上げていただければ、なるべく応えていきたいなとい

うふうに考えているところです。 
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＜小袋谷町内会 朝香会長＞ 

 そうすると、私の方で調べた町内のマンション、敷地面積まではちょっと分からなかったのですが、

基本的に７階建て、８階建てというものもあるのですね。戸数的には大きいもので大体６０ぐらい。

あとは４０ぐらいですかね。そうすると、それぐらいだとさっきの基準に合わないということなので

すかね。逆に言うと、いま公園がついているマンションはそれに合致したからついていたということ

ですか。さっき申し上げた小さい公園はほとんどそれに近いのではないかなと思うのですが。そばに

マンションがありますから。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

今の３，０００平方メートルという基準になったのが平成１４年頃なので、それまでは２，０００

平方メートルでも公園を造りなさいということを事業者に指導していた時代もありました。必ずしも

過去に造ったものが３，０００平方メートル未満でないということではないのですけれども、平成１

４年以降については３，０００平方メートル以上の敷地ということになっております。 

もう１つは、鎌倉市の場合ですと、マンションを造る時の道路の基準を年々厳しくしておりまして、

結果的に大きいマンションを造れるエリアとそうじゃないエリアというのは、どうしても地域的に大

きく分かれてきているところです。ですので、道路がそんなに広くない既存の住宅地については、３，

０００平方メートルを超えるような大きなマンションを造りにくいというような状況になってますの

で、どうしてもそれに伴ってマンションに付随した公園も設けられにくい状況が生まれているという

のが実情でございます。 

 

＜小袋谷町内会 朝香会長＞ 

あと１つだけお願いします。先ほどの放置自転車の保管場所の件、その件に関しては私の方からは

提案してはいないのですよね。気を遣ってくれたんだと思うのですが。 

小袋谷こどもの広場はご存じですよね。あそこの広場は全体的にちょっと変形になっているのです

よね。なぜかというと売ったからなのですけれども、あそこ全部を広場ではなくて、少し変形した部

分に市の方でいま言った遊具のある公園を設置していただくということはできないのでしょうか。私

の情報では、あそこの地権者から広場を市に買ってもらいたいというような話を以前からしてあると

いうふうに聞いたのですが、お金もかかる問題ですが、その辺はどうなのでしょうか。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

そのとおりです。そこは市の土地ではありません。これは法律論のお話でちょっと恐縮ですけど、

都市公園法という法律をかけていない任意の公園というような位置づけになっていますので、どうし

ても遊具ですとかハード面の整備がしづらいという状況がございます。 

ただ、１つ申し上げておきたいのは、まさにあの広場というのはこのエリアにおいては本当に貴重

な子どもたちが遊べる広場だと思っていますので、個人の土地だからといって売られてしまってなく

なってしまうというような状況はなんとしてでも避けたいというふうに考えているところです。です

ので、もし仮に市の土地になった暁には、公園として整備するという可能性も出てくるかと思います

ので、今この時点では申し上げられないのですけれども、そういった方向でできたらいいなという強

い思いは持っているところです。 

 

＜山ノ内下町上町内会 亀井会長＞ 
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私の町内会にぞうさん公園というのがあり、７年前にぞうさんの形の滑り台の滑走部分に穴が空き

ました。ＦＲＰ製なのですが、穴が空いて危険だからなんとかしてほしいということでみどり公園課

と公園協会に相談申し上げたところ、危険な遊具だから撤去する、撤去したあと新しいものを入れて

くれるのか、通称ぞうさん公園だからやっぱりぞうさんの滑り台が欲しいよと言ったら、いやそんな

予算はないから撤去して更地にするだけだと。それはあんまりだということで、公園愛護会で毎年３

万円いただいて５年間やっていましたので、１５万円の蓄えがありました。民間の屋上防水などをや

るＦＲＰ業者に相談したら１５万円の予算があるなら充分修理できるということで、みどり公園課と

公園協会の承諾を得て、私ども町内会の権限と予算で修理しました。 

修理が終わったところで、その程度の予算で直ったのなら公園協会の方で負担してあげるというこ

とで、結局お金を出していただいたのですけど、その時は本当にありがとうございました。だけど、

そもそも公園遊具を修理できるのに、全く修理は眼中にないというような対応には、少し呆れたもの

があります。安全基準を満たすとか難しいでしょうし、公園遊具メーカーにとっては修理など受け付

けないで常に新しいものを売ったほうがいいですから、そういう態度になるのもしようがないのです

が、予算がない中で遊具の維持を考えるなら、修理について職員の方ももう少し前向きに考えていた

だきたいなと実例をもって申し上げたいです。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

今のお話を伺っていて、全くもってとんでもないと私も同じように思いました。そういうことがな

いように周知徹底していきたいと思います。まずはおわび申し上げたいと思います。申し訳ございま

せんでした。 

 

＜戸ケ崎あけぼの会町内会 市川会長＞ 

つい先日、みどり公園課から私にお電話いただきまして、近隣のさくら青少年広場で陥没があった

ということでした。それについては私も了解はしたのですけれど、私たちの方から各自治会会員に連

絡する手段がないのです。今日も担当者の方にお電話いただきましたが、例えば市民に連絡する術と

してツイッターだとかＬＩＮＥだとかで、市役所も緊急性があるものについてはその土地に関係ある

なしにかかわらず、こういう事象が発生しましたよ、それは解決しましたよ、という緊急的な広報活

動というのをやっていただきたいと思いました。なにもお金がかかることではないので、ぜひお願い

したいということで一言申し上げます。よろしくお願いします。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

それにつきましてはご提案までいただいて、大変申し訳なく思っております。ぜひやっていきたい

と思います。今回の陥没については結構規模が大きいということで、少し工事の時間がかかるようで

すので、正にそういう周知をしていかなければいけないと思っているところですので、対応の方は戻

りまして検討していきたいと思います。ありがとうございました。 
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令和５年度 

「ふれあい地域懇談会」報告書 

 

＜ 深沢地域 ＞ 

 

日      時 令和５年（2023年）７月10日（月） 午後２時～４時 

場      所 深沢学習センター 第６集会室 

出  席  者 自治会・町内会代表  19名（うち１名オンライン） 

地域団体代表   ２名  計21名 

鎌倉市    ４名 

内      容  

第 １ 部 市長からの説明 

（１）市庁舎移転及び現庁舎の整備等について 

（２）戸別収集の実施検討について 

（３）かまくらこども相談窓口「きらきら」について など 

 

第 ２ 部 地域からの議題に関する懇談 

（１）市役所本庁舎移転計画の進捗状況と、今後のスケジュール

について 

（２）深沢地域整備事業及び新駅設置の進捗状況と、今後のスケ

ジュールについて 

（３）避難行動要支援者名簿について 

（４）中外製薬(株)鎌倉研究所跡地の土地利用について 
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出席者名簿  （敬称略） 

 

【自治会・町内会等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 梶原町内会 小圑扇 勉 会長 

2 梶原山町内会 須藤 清志 会長 

3 鎌倉ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ自治会 持舘 久美子 副会長 

4 いづみ自治会 弦巻 歩 会長 

5 寺分町内会 鈴木 勝榮 会長 

6 大平山丸山町内会 松本 賢悟 会長 

7 西寺分自治会 矢沢 英夫 会長 

8 大船ダイヤハイツ管理組合 潮田 徹 会長 

9 山崎町内会 石渡 順二 会長 

10 レーベンスガルテン山崎自治会 橋本 堅治 会長 

11 ダイヤハイツ鎌倉自治会 犬飼 誠 会長 

12 
深沢地区連合町内会 

（上町屋町内会） 
内海 昌之 

会長（当時） 

（会長） 

13 

深沢地区連合町内会 

（第五地区民生委員児童委員協議会） 

（笛田町内会） 

田島 重雄 

副会長（当時） 

（会長） 

（会長） 

14 笛田東芝町内会 横山 聡 会長 

15 住友常盤自治会 埋橋 多喜代 会長 

16 湘南深沢ﾏﾝｼｮﾝ管理組合 久住 悦子 会長 

17 鎌倉うぐいす山自治会 深谷 敏之 会長 

18 
深沢地区連合町内会 

（山崎西町内会） 
檜山 宏 

副会長 

（会長） 

19 サウスアリーナ鎌倉大船自治会 渡邉 睦美 会長（オンライン） 

 

【その他の団体等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 深沢地区社会福祉協議会 徳増 英夫 会長 

2 第六地区民生委員児童委員協議会 宮田 進 会長 

 

【鎌倉市】 

 役              職 氏    名 備    考 

1 鎌倉市長 松尾 崇  

2 市民防災部長 永野 英樹  

3 まちづくり計画部長 林 浩一  

4 深沢支所長 片瀬 由久  
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第２部 

地域からの議題に関する懇談 
 

05 深沢-１ 
市役所本庁舎移転計画の進捗状況と、今後のスケジュールに

ついて 

05 深沢-２ 
深沢地域整備事業及び新駅設置の進捗状況と、今後のスケジ

ュールについて 

05 深沢-３ 避難行動要支援者名簿について 

05 深沢-４ 中外製薬(株)鎌倉研究所跡地の土地利用について 

 

 

  



126 

 

令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 深沢－1 

テーマ 市役所本庁舎移転計画の進捗状況と、今後のスケジュールについて 

内容詳細 計画の進捗状況と今後のスケジュールについて教えてほしい。 

担当部課 市街地整備課 

 

議題に対する回答等 

令和４年（2022 年）市議会 12 月定例会にて「鎌倉市役所の位置を定める条例の

一部を改正する条例」が否決（賛成 16 名・反対 10 名）となりましたが、その審議

において、議会からいただいたご指摘に応えるべく、改めて広く情報発信や共有

に取り組むとともに、特に鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画の策定に注力し、

「現在地に整備される行政機能などが不明確」という課題を解決したいと考えて

います。 

また、鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画の策定過程において、新庁舎等の整

備や市庁舎現在地の利活用について市民・議会等と議論を進め、更に理解を広げ

ることで、新庁舎整備を進めていきたいと考え、時期は未定ですが改めて位置条

例改正案の提案を行っていきたいと考えています。 

発災時に司令塔となる新庁舎の整備は、市民の命と暮らしを守るために実現し

なければならない事業であり、老朽化の著しい現庁舎の環境改善は待ったなしの

状況であることから、位置条例の改正案の否決を受け、基本設計等の業務の実施

にかかる委託料の令和５年度（2023 年度）歳出予算への計上を取り止めるなど、

新たな業務への着手は行わないこととしていますが、令和４年度（2022 年度）予

算として議決を得た債務負担行為に基づく「鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画

策定支援等業務委託」などは、しっかりと取組を進め、市民・議会の理解を得た上

で、早期の実現を目指していきます。 

添付資料 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 深沢－2 

テーマ 
深沢地域整備事業及び新駅設置の進捗状況と、今後のスケジュール

について 

内容詳細 

・計画の進捗状況と今後のスケジュールについて教えてほしい。 

・事業実施にあたり課題になっていることは何か。 

・市有地及びＪＲ所有地の暫定利用状況について、現状と今後の予

定を教えてほしい。 

担当部課 深沢地域整備課 

 

議題に対する回答等 

深沢地域整備事業及び新駅設置の進捗状況と今後のスケジュールについて 

深沢地域整備事業区域で実施する土地区画整理事業については、藤沢市村岡地

区と鎌倉市深沢地区の一体施行として、現在、施行予定者となる独立行政法人都

市再生機構が国土交通大臣に対し、事業計画認可の申請を行っています。 

 今後、国土交通大臣から事業計画認可を受けると、令和６年度から段階的に工

事に着手し、下水や道路が完成したところから供用を開始します。令和 15 年度に

は全体の整備が完成する計画です。 

 また、令和５年３月には、新しいまちづくりの取組方針となる「深沢地区まちづ

くりガイドライン（案）」を作成し、建築物やまち並みの景観ルールに加え、まち

に求める機能や用途のほか、地域の価値を維持、向上させるための取組方針など

も示しながら進めています。 

 さらに、新駅設置については、現在、ＪＲ東日本が詳細設計を実施しており、順

調に進めば、令和６年度から工事に着手し、新駅の開業は令和 14 年度頃と見込ん

でいます。 

 

事業実施にあたっての課題について 

深沢地域整備事業区域の周辺道路については、都市計画決定手続の際、交通管

理者である神奈川県警と協議を実施していますが、道路混雑を心配する声を頂い

ていることから、さらなる道路環境の改善のため、令和５年度には、事業区域の周

辺道路の現状を把握し、将来の交通環境の変化などを踏まえた、道路整備計画の

作成を予定しています。 

 

市有地及びＪＲ所有地の暫定利用状況について 
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 現在、市の所有地では、多目的スポーツ広場や自転車駐車場、深沢駅前広場とし

て活用しているほか、徳洲会スポーツセンターや時間貸駐車場、テニスコート、流

鏑馬練習場などの暫定利用を行っています。 

また、ＪＲの所有地では、サッカー場や資材置き場などの暫定利用を行ってお

り、市の所有地及びＪＲの所有地については、今後予定する土地区画整理事業の

基盤整備工事に支障がないように、各施設の暫定利用を終了する予定です。 

添付資料 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 深沢－3 

テーマ 避難行動要支援者名簿について 

内容詳細 

毎年、自治町内会で名簿の差替作業を行っているが、未だに使い

勝手が悪く自治町内会の作業負担が大きい。「新規」分の欄には「〇」

印を表示させたとのことであるが、「変更」分の抽出はできておら

ず、今後もシステム改修などで更なる改善はできないか。 

 昨年度も上記の内容を提出しており、「名簿管理・提供体制につ

いて、今後も運用方法の見直しや、システムの改修を含め検討予定

です。」とのことだが、検討内容についてある程度具体的に示すこ

とはできないか。 

担当部課 総合防災課 

 

議題に対する回答等 

自治会・町内会へ提供している避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）

は、令和元年度のシステム更新により、避難行動要支援者登録台帳の「新規」欄に

「〇」印を表示させることで名簿に新規掲載された方が分かるようになったとこ

ろですが、「変更」分の抽出は既存のシステムでは対応しておらず、現時点では変

更情報の提供はできない状況です。 

名簿を提供している他団体からも名簿管理・提供体制についての御意見をいた

だいており、また、令和６年度にはシステムの更新を予定していることから、これ

らの意見を反映した運用方法の見直しやシステムの改修について、大幅なシステ

ム変更を含め、使いやすいシステムとなるよう現在検討しているところです。 

添付資料 

  

  



130 

 

令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 深沢－4 

テーマ 中外製薬(株)鎌倉研究所跡地の土地利用について 

内容詳細 

 梶原にある中外製薬(株)の鎌倉研究所は、戸塚の新研究所に集

約され閉鎖された。その跡地の一部の建設計画は把握している

が、他の跡地部分の土地利用などについて、市として把握してい

る計画はあるか。 

 また、跡地は土地区画整理事業の区域に隣接しているが、現時

点において、深沢地域のまちづくりへの影響を市としてどう考え

ているか。 

担当部課 土地利用政策課 深沢地域整備課 

 

議題に対する回答等 

市では、事業区域が 5,000 平方メートル以上となる開発事業を行おうとする事

業者に、当該開発事業の内容を市に届出ることを「鎌倉市まちづくり条例」で義務

付けています。 

令和４年度ふれあい地域懇談会での回答において、「上記届出がなされており、

市では土地利用計画を把握している」ことを回答しています。 

その後、当該地の北側部分では、高砂香料工業株式会社が令和５年４月 21 日に

現地に標識を設置し、研究所の建設計画を公開しています。また、残りの部分につ

いては、今後、開発事業者が現地に標識を設置した後に公開することとなります。 

深沢地域のまちづくりへの影響については、当該地開発事業と相乗効果が得ら

れるように、調整、検討を進めていきたいと考えています。 

添付資料 
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第１部から第２部まで市からの一括説明後、質疑、懇談 

＜松尾市長＞ 

１番目の「市役所本庁舎移転計画の進捗状況と、今後のスケジュールについて」ですが、先ほど申

し上げたところでほぼカバーさせていただいているかと思いますので、もし、いやそういうことじゃ

なくてここは聞きたいということがございましたら、ご質問いただければと思います。 

２番目の「深沢地域整備事業及び新駅設置の進捗状況と、今後のスケジュールについて」でござい

ます。これもご説明させていただいたところですけれども、新駅につきましては、令和６年度から工

事着手をして、ＪＲからは約８年かかると聞いておりまして、新駅の開業は令和１４年を見込んでい

ると伺っております。 

事業実施に当たっての課題点につきましては、これは住民の皆さんからも多数ご指摘をいただくと

ころですけど、交通渋滞の問題があります。深沢のまち周辺の道路がやっぱり歩道が充分でなく渋滞

も起きているというところで、深沢のまちづくりを進めて大丈夫なのか、というご意見、ご指摘をい

ただいてきました。これが、そういう意味では一番課題であると考えています。我々としましては、

１つは、深沢小学校の前の道路について、歩道も充分に整備されていないということがありますから、

ここをしっかりと整備してまいりたいと考えておりまして、現在、調査に入っているところです。順

次設計をして工事に入ってまいりたいと考えております。 

もう１つは、藤沢鎌倉線の県道でございますが、こちらも渋滞が起きているという状況がございま

す。できるところをやっていくというところでは、手広の交差点ですけれども、あそこに右折レーン

をつくる予定ではあるのですが、まだできていないという、つまりは土地の買収ができていないとい

う、こういう課題がございます。本来は神奈川県が行う事業ではありますけれども、鎌倉市としても

その土地の交渉などに市が積極的に関与していくことによって事業が進むようにということを、いま

行っています。それから、バスが止まることによる渋滞ということもありますので、バスベイをつく

れるように、土地の所有者と交渉しながら、設置に向けた取組みに鎌倉市として積極的に関わりなが

ら、それが実現できるように進めてまいりたいと考えております。 

そもそも深沢のまちづくり自体でも、周辺道路の整備というのは当然やってまいります。湘南モノ

レールの富士見町駅から湘南深沢駅、それからその先の道路につきましては、当然道路も拡げ、歩道

も拡幅していくことを予定しております。また、湘南町屋駅から三菱電機に入っていく道路、東西の

道路になりますけれども、こちらなども深沢のまちづくりに合わせて整備を予定しているところです。

その他、深沢のまちづくりの周辺につきましては、道路整備について計画の中でしっかりと行ってま

いります。 

それから、現在の深沢の暫定利用されている状況についてです。徳洲会のスポーツセンターがあっ

たり、テニスコートがあったり、サッカーのグラウンドがあったりということでありますけれども、

こちらにつきましては令和６年度頃から工事着手に入ってまいりますので、暫定利用を終えていただ

く必要があるということで、既に暫定利用している方々にはしっかりとお話をさせていただいている

ところです。現在のところ、令和６年３月末で全て原状復旧していただいて土地を返却していただく

というお約束をさせていただいているところです。 

３番目の「避難行動要支援者名簿について」でございます。こちらにつきましても、これまでもふ

れあい地域懇談会で何度もご指摘いただいてきたところでございます。なんとかできるところはとい

うことで取組みをしております。今回ご指摘いただいた点につきましては、まだ対応できていないと

ころです。システムの改修の際には、ご指摘事項を含めて対応してまいりたいと考えております。 

４番目の「中外製薬(株)鎌倉研究所跡地の土地利用について」です。こちらにつきましては、ここ
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に書いてございますけれども、北側部分のところについては正式に決定しておりまして、高砂香料工

業株式会社が研究所の建設計画を持っておりまして、これを現在進めているところです。その他のと

ころにつきましては、皆さんも噂を耳にしたり、地域の説明会などもあったりと聞いているところで

あり、いろいろと情報があろうかと思いますけれども、現在、相談などを受けているところでござい

ますので、行政の方から情報提供をさせていただく段階にはまだないというところでご理解いただけ

ればと思っております。 

 

＜山崎西町内会 檜山会長＞ 

地元ということではありませんけど、そうじゃなく広く考えた場合に、市役所の移転に関すること

で最初に１６対１０で成立しなかったということで、非常に私どもも市役所ができるもんだと期待し

つつ信じているのですが、我々の町内の老人会で話題になりまして、市役所はできないんじゃないか、

反対されたんだという意見が非常に出て、心配していました。市議は非常にこの字面だけで反対意見、

市議会から反対が出てできないんだという理解が、最初に印象としてきているのですね。そういうこ

とに関して、もうちょっと早く安心させてもらいたいと。何をもって、何が駄目なのかとか、もしく

は市はこれに対してどういう努力して市役所を続けるんだということをやっぱり広めてほしいのです

ね。皆さん心配しているのですよ。つくってほしいが故に心配していますので。中には、どの議員が

反対したんだとかエキサイトしていましたけど、いずれ市役所の方が努力されて３分の２以上に持っ

ていかれるだろうと私たちは説明したのですが、いま市の当局は、市議会に対してどういう努力をさ

れているのか。いずれ市議会を通らないと。議会への提出を見送ったということがありますね。途中

で。ですから、どういう努力をこれからして安心させてくれるのか。ちょっとお聞かせください。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。安心という意味では、これは可決をしていただくという結果をもってしか

成せないと思っておりますので、なんとか可決をしていただくための努力をこの間やっております。

議員さんには、やはり反対だった方に賛成していただかなければいけませんので、議員さんそれぞれ

に主張が違いますが、そこに合わせた形で、行政としてももっとこういう計画を少し変えて、変えて

というかより盛り込んで、ご理解いただくことができるのではないかとか、ご指摘いただいた点にち

ゃんと応えていくというようなところで進めております。 

その内の１つが道路の問題を具体的に進めていくことですとか、あとは市民の方が知らないという、

やっぱりこれはちょっと空気をつかむような話ではあるのですが、しっかりと我々としては努力をず

っと続けていくことですとか、こういうことをやると。もう一方で、市民の皆さんにもご理解をより

深めていただかなければいけないということで、議会対応だけをしていても市民の皆さんが「いや、

なんだか議会と市でもめているみたいだけど、よく分からない」という状況になってはならないと思

っております。繰り返しになりますけど、市民の皆さんに「そもそもなんでこの市役所を移転しなけ

ればいけないか。じゃあこれ、やめたと言って済む問題だったらやめてもいいのですけど、そうなら

ないからやっている」というところをやっぱり皆さんにより理解していただいて、それが全体の推進

力とならなければ、そもそも私、言い方が難しいですけども、市長として２回選挙をこの公約で勝っ

て、市民の皆さんからその負託を受けてやっているものですから、これを途中で投げ出すわけにはい

きません。市民の皆さんにそのことがもし理解されていないとすれば、より深く理解していただく必

要があると思っていまして、この両輪をしっかりと実現できるように、結果として可決いただけるよ

うに進めているというのが現状です。 
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＜山崎西町内会 檜山会長＞ 

雰囲気はどうですか。議員さんの雰囲気は。 

 

＜松尾市長＞ 

 なかなか議員さん一人一人のことを私が印象で述べるのもいろいろとハレーションが起きるかもし

れませんけれども、正直申し上げて、もう絶対反対だという方もやっぱりいます。これはもうそうい

う意味では移転することに絶対反対なので、もうちょっと対案の出しようがないというところです。

ただ、議員さんの中には、先ほど申し上げましたように、まだ市民がよく分かっていない、市民に伝

わっていないということを課題にされている方がいらっしゃいますので、ここはすごくチャンスがあ

るというふうに思っています。それから、今の市役所の場所の跡地の使い方がよく分からないから反

対だというふうに強くおっしゃっている方もいらっしゃいますので、ここもチャンスがあると思って

いまして、現在の市役所の場所の基本構想ということまではつくったのですが、より詳細な基本計画

というものを今つくっているところです。これが明確になることによって、ある程度ご理解をいただ

けるものと思って、いま進めています。 

 

＜大船ダイヤハイツ管理組合 潮田会長＞ 

ごみの焼却炉のことが、今日全然触れられていない。触れたくないのかもしれない。だけれども、

これだけ文化とかを大切にする鎌倉市で、自分たちの出すごみを他所の市にお世話になって焼いてい

ると。昔２つあった焼却炉が、１つはもう壊れて使えない。いまある名越の焼却炉もそろそろ寿命だ

というような話もちらほら聞いている。そうしたらどうなるのでしょうか。他所の市にお願いしなけ

ればならない。自分たちが毎日食べたりして出したごみを、他所の市に頼んで処分していいのでしょ

うか。私はそうじゃないと思うのですね。 

議員さんが今日はいらっしゃるのか、いらっしゃらないのか分からないですけど、鎌倉市の議員さ

んというのは、全国的に見ても結構高い賃金をもらっているんだと思います。前はそのように聞いて

おりました。決して低いレベルじゃないと思うのです。それだけもらっている議員さんが、本当に真

剣にそういうことを考えて討論しているのだろうかと。恥ずかしくないのですか。自分たちの出すご

みを隣のまちに、すまないけど燃やしてくれないかと。遠くのまちに持っていって燃やしてくれない

かと。議員さんたち恥ずかしくないのかなと思うのですね。 

遠くまで持って行って処理すれば、税金をそれだけ使うわけですよね。だけど議員さんの給料は減

らないですよね。高い給料をもらっている議員さんは。本当に議員さんたち、自分の給料を下げてで

も、なんとかしようという思いで検討してくださっているのかどうか。市長さんにお願いしたいと。

私はやっぱり恥ずかしいと思うのですね。ですから、中外製薬の跡地がないならば、要望がないなら

ば、その深沢の土地だって候補地の１つにたぶん上がったんだと思うのですけど。 

先日、私は自分でごみ捨てに今泉まで行きました。あそこは残念ながらもう炉はありません。つく

れないんでしょうね、きっと。でも、やっぱりそこは真剣に考えなきゃいけない問題だと思うので、

大体ここの中に一言も出てこないというのは、市長、これおかしいんじゃないでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。大変重要なご指摘でございますので、私の方から説明させていただきます。

実はふれあい地域懇談会では、これまでごみの問題について、ほぼ毎年私の方から説明させていただ
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いてきました。重要な問題ですので。今回は新たなこともなかったものですから載せてなかったので、

改めてちょっとご説明させていただきます。 

確かにごみの焼却炉をつくるということを、一度、私としては方針として持ちまして、それを１回

方向転換するということがございました。そこについては大変申し訳なく思っているところでござい

ます。ではどうして方針転換があったのかですけれども、鎌倉市のごみ問題はご案内のとおり長い歴

史がございます。３０年前、当時はまだごみの焼却がほぼ全てで、約７万トンのごみの焼却をしてい

たという時代がございました。この時に、当時の市長さん、市役所としては、ごみの半減計画という

ことを打ち出しまして、ごみの焼却炉を２炉から１炉にするという方針を出したというところに発端

がございます。その後進めてきましたが、なかなか半減には至らないというようなことが、それから

１０年ぐらいありました。減らないのであればもう一度焼却炉をつくるべきだなんていう話も出たり

して、またそこが住民の議論になるというようなことで、ちょっと紆余曲折がありました。 

もう少し申し上げると、実はその間に、広域化という課題が出ます。これは神奈川県の中で、県内

全部のごみを県央の方に持っていって１か所で処分するという、こういう構想を神奈川県が打ち出し

たんですね。鎌倉市とすると、それに乗っかって行政の方針を転換するということを行いました。そ

れまでは、ごみを広域で処理するというのを鎌倉市は、横須賀、三浦、葉山、逗子、鎌倉の広域で処

理をするということが計画として決まっていて、この枠組みの中で、鎌倉市はもう焼却炉は担当しな

いというような形で進めてきたという経過がありました。しかしながら、これをエコループプロジェ

クトというのですけど、神奈川県全体の方に計画が移り、そっちに鎌倉市が乗ったものですから、三

浦半島の広域化の方が崩れてしまった。こんな経過がございました。そして鎌倉市は、逗子と鎌倉の

２市で、逗子市が焼却炉、鎌倉市が生ごみの資源化施設、という枠組みをつくったのです。しかしな

がら、これも逗子市が鎌倉市に生ごみを持っていかないという宣言をされて駄目になったという、こ

んな紆余曲折があった後、私は市長に就任させていただきました。 

そして、方向性とすると、市のごみを安定的に処理するということが最重要課題でありますから、

それをどうするかという視点で取組みを進めてまいりました。１つは、手段としてはごみの焼却炉と

いうことがありましたものですから、そういうことを一度方針として出しましたけれども、そこを転

換させていただいたのは、実は日本中のごみの焼却炉が余ってきているということが１つあります。

逗子市の焼却炉がかなり余ってきていて、鎌倉市のごみも受けることができますよという、こういう

お話もいただいたところだったのです。 

そういうことからすると、それまでは他市でごみを燃やすなんていうのはおっしゃるように恥ずか

しかったり、もしくは市長が変わるとそれが破棄されたりということで不安定にも見えますが、現在

はそうではなくて、むしろ余っている焼却炉を有効活用することによって、自治体とすると、ごみは

受けるけれどもその分費用ももらうということで有効活用していくという、こう考え方が変わりつつ

あって、それぞれ自治体の中ではごみを引き受けるということが出てきているということがありまし

た。 

こういうところが１つの節目になっているというのと、もう１つは、これまでは先ほど申し上げた

ように７万トンのごみを焼却していたのですけど、現在は３万トンを切るところまで焼却ごみは減っ

てきています。でも、ごみの総量はほとんど変わっていなくて、では残りの４万トンはどうしている

のかというと、これはリサイクル、リユースなんですね。そこから見ると、実はもうごみの処理とい

うのは焼却がメインではなくて、正にリサイクル、リユースしていくということが非常に重要になっ

てくる。もうちょっと言うと、いま世界中にＳＤＧｓという話もありますけれども、そもそもごみの

ない社会をつくっていくということで、つくる段階からごみにならないものを製造していくというよ
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うに、世界全体が変わっていこうとしている中でありますから、新しく焼却炉をつくるということの

流れよりも、ごみ処理をするというのは焼却だけではなくて、リユース、リサイクル、そしてごみに

ならないものを使っていくという、こういう流れの中で進めていく必要があるというように考えて、

方針転換をさせていただいたところです。 

鎌倉市としては、ご指摘のとおり、今後、逗子市の焼却炉で燃やさせていただくのですけど、逗子

市も決して地元から反対という意見は大きくは出ていなくて、ちゃんとご理解をいただいて進めてお

ります。将来的にはその逗子市の焼却炉もなくなるということになります。それまでに焼却ごみがほ

ぼゼロに近い状況にできていればいいですけど、仮にできていないということだと、これはもう自治

体だけではなく民間の焼却施設やリサイクル施設も活用しながらごみを安定的に処理するという状況

になってきます。そのような形で鎌倉市としては進めていきたいということで、現在、ごみ処理施策

を進めさせていただいているところです。 

あと、ちょっと蛇足ですが、鎌倉市議会議員の給与ですけれども、年約７８０万で、これは決して

県内の近隣他市と比較してもそんなに高いということではございません。鎌倉市の給与関係で高いと

いうと、以前、市職員の退職金が日本一になったということがありましたが、これはもう是正されま

した。あとは市職員の平均給与も日本一高いという時代もあったのですけれども、これも是正されて、

今は県内でもちょうど真ん中ぐらいになっているという状況です。 

 

＜大船ダイヤハイツ管理組合 潮田会長＞ 

どうもありがとうございました。新たに情報がないところで失礼なことを申し上げたと思うのです

が、ということは、鎌倉市としては焼却炉をつくるつもりはないということを明言されたというわけ

ですか。 

 

＜松尾市長＞ 

はい、そのとおりでございます。逗子、葉山、鎌倉の２市１町の枠組みの中で、現在、逗子市が焼

却をしていいよということでしていただいています。この２市１町で話をしている中でも、将来的に

はこの２市１町でもう焼却炉はつくらないでいこう、ゼロ・ウェイストという方針に向かって、ごみ

を処理するということに関して焼却という一択ではなくさまざまな手法でごみを処理していくという

ことを一緒になってやっていこう、というように協議をしています。 

 

＜湘南深沢マンション管理組合 久住理事長＞ 

先ほどのお話でちょっとよく分からないことがあったのですが、新駅をつくる費用のことで、なに

か新開発によって深沢に利益が出るからその利益を回すというふうに言われたのですけど、その利益

というのがよく分からないのですけど。 

 

＜松尾市長＞ 

区画整理事業という手法の中で、実は土地の区画整理をすることによって、現在の土地の価値が上

がります。その土地の価値が上がることによって、例えば１００の大きさの土地を持っているとしま

すと、実際に区画整理をした後には、その土地を持っている方というのが６０とか土地の大きさから

すると減っていくということになります。プラスして減歩という手法がありまして、その１００持っ

ている土地の幾分かを提供するという、それは道路を造ったり、さまざまなインフラをつくったりす

るために土地を提供していただくという、こういう手法を使って、土地の所有者の方に土地の価値が
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上がる分の負担をしてもらって、その分を利益として出して、それでまちをつくっていくというやり

方をします。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

例えばこれが深沢の３１ヘクタールだとしますけれども、あの場所というのは、元々は国鉄の工場

があったり社宅があったりしていたのですけど、皆さんの土地は整形されてはいないですよね。造成

をした住宅団地の中は、大体真四角の宅地が形成されていると思います。ただ、元々は不整形なとこ

ろもあるので、形を整えていく。それから道路づけをよくしていく。それから雨水の調整池などをつ

くったり、公園を造ったりする。そういうのが基本的な土地区画整理事業というものになります。 

市長から先ほどご説明がありました、道路を造ったり、公園を造ったり、それから雨水調整池、雨

の時に水を貯める公共施設ですが、こういったものを整備するために、公共減歩と言って、皆様から

少しずつ土地を出していただく。この土地というのが幾ばくかあるのです。先ほど市長が申し上げた

１００ある内の、大体５とか１０、あるいは１５の方もいるかもしれないけど、元々の土地の使われ

方によっても変わってくるのですが、そういう公共減歩というものと、それから先ほどの利益を上げ

る、土地を売るということなのですけど、皆さんから少しずつ出していただいた土地を例えばここに

ひとまとめにして新しい土地をつくる。これを売っていくという作業をしています。これが保留地と

いう土地なんですね。ここに新しい土地を保留して、それを売却していく。これは保留地売却益と言

いますけど、この売却益をもって道路を造るなど全体の工事をやっていく。その売却益が、土地の増

進といいますけれども、新しく駅ができたり、きれいな土地になったりすることによって、土地全体

の価値が上がっていくのです。 

保留地の価値も上がっていく中で、先ほど市長が申し上げた約３７億円と見込んでいる部分につい

て、４１億円かかる新駅の内の３７億円は同じ区画整理事業の一部として扱ってもらえるということ

が国の方であるものですから、４１億２，５００万円かかると言われている新駅の整備のうちの約３

７億円については、この土地を売った利益の一部を充てることによって、新駅をつくるための市の持

ち出しは約４億円で済むだろうという計算をしています。 

ちょっと分かりづらいかもしれませんが、少しずつ土地を出していただいて、特に大規模権利者で

あるＪＲ東日本さんがたくさん土地を持っていますし、あそこは工業専用地域といって工場しか造れ

ないのです。住宅を造ったり、商業施設を造ったりできない土地なので、土地利用制限が厳しい土地

です。それが、区画整理事業をやることによって、新しい用途にできる。そうすると、住宅も造れま

す。商業施設も造れます。業務ビルとかも造れます。となると、土地の価値が上がるのです。そうす

ると減歩の率が大きくなります。価値が上がるから、例えばこれだけの土地でもって１００の価値が

あったとすると、形を良くすると、その１００の価値はこれぐらいになる。価値が上がるけど面積が

小さくなる。つまり、減歩されてしまうということになります。 

 

＜湘南深沢マンション管理組合 久住理事長＞ 

分かりやすく言うと、余分な土地というか出してもらった土地がありますよね。それを売ると市の

財政に入るのですか。それでそれを使うということですか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

この土地区画整理事業というのは、実際に施行するのはＵＲ都市機構がやるわけです。ＵＲという

のは国の関係する機関ですから、特に利益を上げるということではないので、プラスとマイナスがち
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ょうど一緒になるような形で工事をしていきます。ですから、お金が市に入ってくるということとは

ちょっと違うのですけれども、その払い方というのはいろいろあるのですよね。保留地を売っていく

のはＵＲです。ＵＲが売った保留地の処分金の内の３７億円を駅整備費用として鎌倉市に出しますと

いうことなので、ここは今、ＪＲ、ＵＲといろいろな話をしているところです。 

 

＜深沢地区社会福祉協議会 徳増会長＞ 

今のお話で、もし新駅をつくらなかったら、３７億円はどこへ行っちゃうのですか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

３７億円の部分については、新駅を造らないという場合であっても、このまちの中の区画整理の事

業に使われることになります。仮にその３７億円が浮いたと、駅がなくなってやらないとなって３７

億円浮いたよとなったら、じゃあ舗装をもっとよくしましょうとか、グレードが上がってくるという

ことになります。簡単に言うとそういうことになります。 

 

＜松尾市長＞ 

もうちょっと言うと、駅をつくらないで、じゃあ３７億円の利益が出るかというと、それは出ない

んじゃないかと。 

 

＜深沢地区社会福祉協議会 徳増会長＞ 

理解の仕方がね。ちょっと今お話があったように、分かりにくいんだよね。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

 駅ができることによって土地の価値というものも上がってくるだろうという見方があって、駅があ

った場合の両市一体の区画整理と、駅がない場合に鎌倉市だけで区画整理をやった場合、どっちが得

なんだろうという計算をしたわけなのですね。そういう中で、藤沢市と一緒に駅をつくって神奈川県

の協力もいただいてやった方が、今後の深沢のまちづくりの価値の増進が大きいよねという判断のも

とに算出をしているところです。 

 

＜ダイヤハイツ鎌倉自治会 犬飼会長＞ 

この３７億円、根拠はないのですけど、何坪分ですか。なにか前の説明で聞いたのだけど、そうい

う説明はできないというようなお話をいただいていて。それと、この３７億円は、出たとしてもこの

事業で使うのですよね。市議さんにお話を聞いたのですけど、他には転用できないよと。例えば小学

校なんかはいまボロボロだから、新小学校を開設したらいいんじゃないかと思ってはいたのだけど、

これで得た３７億はあくまでもこの開発の方に投資するしかないですよね。それを市民の皆さんにき

ちんと説明していないと、他に使えるんじゃないかと考えてしまう。私なんかはそんな説明を聞いた

ことがないから、新駅というよりも小学校の方に、と思ってしまう。 

それで先ほどの話、３７億円は何坪分ですかね。これは本当に３７億円の益が出るのですか。そこ

が心配です。そこの説明をいただけますか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

売却をした後の土地の価格というのは、３７億円だけでなく、全体で１８０数億円を見込んでいま
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す。保留地の面積については、ちょっと今日は資料を持ってきていないもので。いま計画の縦覧をや

っているのでお示しできるのですけど、ちょっと確認して、犬飼さんにはまた別途お伝えさせていた

だきます。 

 

 

 

＜ダイヤハイツ鎌倉自治会 犬飼会長＞ 

じゃあ３７億円は出るんですね。それと関連して、地価がやっぱり高くなりますよね。皆さん、固

定資産税が上がりますよね。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

保留地処分金を駅に投入することができるのは、駅は区画整理事業と一体の工事として整備するか

らです。しかしながら、先ほど例として挙げていただいた小中学校の整備であるとか福祉施設である

とか、全然別の事業に投入するということは、区画整理法の中の判断で、できないということになっ

ております。税金については、これは算出しているところがあるのですけど、場所によって上がると

ころ、また下がるところがあります。 

 

＜鎌倉うぐいす山自治会 深谷会長＞ 

今年会長になったもので、初めて参加することになりました。どんな会議だろうと期待していたの

ですが、分からないことばかりで、今のお話もどうしても分からない。じゃあ、深沢の土地はいま、

鎌倉市の土地なのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

先ほど申し上げましたように、約６割をＪＲが持っています。 

 

＜鎌倉うぐいす山自治会 深谷会長＞ 

ＪＲですよね。残りは鎌倉市の土地ですか。 

 

＜松尾市長＞ 

 違います。３割ぐらいが鎌倉市の土地です。いま多目的広場として使っています。 

 

＜鎌倉うぐいす山自治会 深谷会長＞ 

その開発はＵＲがすると言われましたけど、開発をしてお金ができると。その２割ぐらいの鎌倉市

の土地から３７億円というお金が出てくるのですか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

３７億円ということではなくて、全体として見込んでいるのは１８０数億円で、１８０数億円売れ

た内の３７億円は新駅に投入しましょうということですね。鎌倉市だけじゃなくて、ＪＲさんからも

≪後日回答 まちづくり計画部 深沢地域整備課≫ 

 保留地の予定面積は、65,780 ㎡、保留地処分金約 184 億円と見込んでいます。 
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出していただきますし、市の減歩もありますし、他の民間の方からの幾ばくかの減歩もあります。そ

ういって生み出した土地を全体として売却していくというものです。 

 

＜鎌倉うぐいす山自治会 深谷会長＞ 

先ほどのお話だと、４１億円かかるのだけど、３７億円を充てるのだから、４億円だけでいいよと

言われているのですよね。４億円だけは市の税金で払うよと。それで３７億円の話をしているのです

よ。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

保留地処分金が出て、その内から工事費を抜くんですね。１８０数億円と言いましたけど、その売

上げの内から工事費というものを出すのです。区画整理の道路を造ったり、雨水調整池をつくったり、

公園を造ったりという基盤整備をするための工事費が必要なので。 

 

＜鎌倉うぐいす山自治会 深谷会長＞ 

そもそも１８０何億というのは何ですか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

それが保留地の処分金の全部の売上げの見込額です。 

 

＜松尾市長＞ 

いま土地を持っている方たち、６割がＪＲ、３割は鎌倉市ですよね。残り１割はたくさんの１００

人ぐらいの地権者がいるのですけど、この皆さんから土地を出していただきます。それを売ったお金

が約１８０数億円なのです。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

で、そこから工事費を抜きます。保留地の内から工事費に充てるお金を。道路を造ったりしなけれ

ばいけないので。工事のお金が必要なのです。そのために保留地を売るんですね。保留地を売る先は

民間の企業さんなどを考えています。そちらに保留地を買ってもらう。そのお金を全部の道路を造っ

たり、公園を造ったりするお金に充てる。そうやって基盤整理をしたとしても３７億円はまだ浮く。

だからそれを新駅の分に充てましょう、ということです。 

 例えば、工事費がもうちょっと下がって、あと４億円工事費が下がるとなって、３７億円となった

ら、市の負担はなくなるという、そういう計算も極端なことを言えばあるのです。ただ、いま工事費

は上がっていますから、その辺のバランスというのはこれから見ていかなければいけない。それはい

つもそろばんを弾きながら考えています。 

 

＜鎌倉うぐいす山自治会 深谷会長＞ 

じゃあ市役所の土地は、鎌倉の土地ということですね。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

市役所の土地もいま８．１ヘクタールあるのですけど、それが大体６ヘクタールとか７ヘクタール

とかいうふうに面積が減るのですね。その分が取られるということです。市の８．１ヘクタールの土
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地も同じように減歩を受けるということです。 

 

＜ダイヤハイツ鎌倉自治会 犬飼会長＞ 

先ほどの保留地１８７億円の計上を予定しているということですか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

約１８４億円だったと思います。 

 

＜ダイヤハイツ鎌倉自治会 犬飼会長＞ 

いろいろ議題はあるのですけど、他の議題へ行っていいですか。ＪＲの引込線の跡地がありますね。

あれの利活用は今どういう予定なのですかね。遊歩道にするとか噂ではあるのかもしれませんが、そ

れよりも県道を広げると。柏尾川沿いの。山崎の跨線橋の丁字路なんかは右折車線が狭く、直行する

バスがなかなか行けないとかいう問題もそうですし、早く進めていただきたいのですが、県道という

ことでちょっと難しい課題があるとは思うのですが、それの計画、予定をお聞かせください。 

 

＜松尾市長＞ 

ご指摘のとおり、山崎の跨線橋の山崎側、こちらの県道を拡幅するということをやろうとしており

ます。工事するのが神奈川県なものですから、神奈川県と調整をさせていただいて、今年設計を増や

していますので、来年以降、神奈川県の方で工事着手という形に入ってまいります。 

 

＜鎌倉グリーンハイツ自治会 持舘副会長＞ 

市長さんにお伺いしますけれど、野村総合研究所跡地のお話が今回の議題には載っていないですけ

れども、その後、跡地はどうなったのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

 地域の方にしますと大変重要な課題でございまして、実はあまり大きな動きが現時点ではないとい

うところです。ご案内のとおり、ちょうどコロナに入る前に公募をかけまして、第１交渉権者、第２

交渉権者というところまで決まりましたが、コロナに入った中で、第１交渉権者が、アルビオンアー

トさんと公表されていますから言えますけど、資金繰りができなくなったということで辞退をされま

した。そして第２交渉権者に移ったわけなのですけど、こちらもその後辞退するということになりま

して、現在に至っているというところです。 

我々もなんとか早く活用を進めてまいりたいと考えておりまして、こういう話をしている中におい

て、神奈川県の企業庁から、鎌倉周辺の水道に関する、水を貯めておく場所が必要だという話があり

まして、それがいろいろと調査をした結果、野村総研のあの場所でないとできないという結論が出て

いるというお話をいただきました。いま、鎌倉市として企業庁にどう協力すべきなのか、野村総研跡

地の場所をどういうふうに使う可能性があるのか、ちょっとその辺りの詳細を詰めているという段階

です。 

 

＜深沢地区社会福祉協議会 徳増会長＞ 

ちょっと２件ほどお願いします。 

１つは市役所移転に関して、昨年暮れの賛成１６、反対１０を受けて、市長がおっしゃいましたよ
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うに、さらさら反対という人もいると思うのですね。もうこれは手の打ちようがないからいいと思い

ますが、そうじゃない議員、やっぱりいろいろ心配して事前にこういうこともクリアにしないで大丈

夫かというようなことを前向きに考えている議員もいると思うのですね。そういう議員さんがね。私

も笛田に住んでいまして、このところの深沢の交差点、現在でも信号を１回、２回待ちなんですね。

こんな田舎まちで現状そうなんですね。非常にそこが心配です。 

私が申し上げたいのは、その反対した１０人の中で、もう端から話にならない人は別にして、本当

に心配して、このことは大丈夫か、あれは大丈夫か、これは大丈夫か、防災は大丈夫か、タンクの容

量や貯水池はそれで大丈夫かと、いろいろなことを心配している人もいると思うのですね。心配する

ところを支障がない程度にはっきりしてくれと、こういうことを理由にして反対した人がすごくいて、

これはもっともな反対、言い分としてはもっともなので、市としては、もうちょっときめ細かく検討

します、あるいは市はこういうふうに考えてやりますから、そういう内容を説明してほしいのですね。

いま分かっていて、新聞に出ていることを市はこうやりますからいいでしょというのではなくて、み

んなに周知するというのは、やっぱりみんながたぶん不安に思っていることを議員も言ってくれてい

るんじゃないかと私は思うのですね。ですから、もう少し親身になって、反対意見のところの本当に

必要だというところをきめ細かく対処してほしいというのが１件目のお願いです。 

もう１つは、ごみ収集の件なのですけど、３地区でモデル事業をやりましたね。鎌倉山、七里ガ浜、

山ノ内。私の印象では、七里ガ浜とか鎌倉山というのは戸建てが多くて、鎌倉山などは結構坂道が多

いですけれども、意外と一戸建てが多いという印象なんですね。そういうところでごみ収集をやれば、

敷地もいっぱいあって、ごみ箱を置けますよね。でもそうじゃないところ、アパートとかごみ箱を置

く場所がないとか、そういう人も絶対出てくると思うのです。私が見た周りでも、あそこはどこに置

くんだろうと。アパートの中で置き場所について喧嘩するか協力するか分からないですけど。戸別収

集をやることのメリットが書いてあって、自宅からステーションまでごみを持っていく労力が減ると

か、ステーションの管理の問題でいろいろゴタゴタがあるとか、あるいはごみの分別ができないので、

そこのところはきちっとできていないから、戸別にやればそういうことはできないだろうと、そうい

うことをメリットに挙げているんですね。 

本当にそれだけのことで、コストをかけて、本当にそれだけ相当かかると思うんですね。山の上の

方まで土地がありますから、今はこうやってやりながら持ってくるのが、じゃあ取りに行くというよ

うなことを考えると、そういうことを本当に今のメリットと比較して、コスト的にどこまでなされる

かということをちゃんとシミュレーションしているのか。そういうこともちょっと我々には全然分か

らないです。 

で、ごみを有料化しました。その後はどうなっちゃったのかというのもよく分かりません。そうい

うことの整合性がもっといっぱいあると思うのですね。だから、ごみの分別が駄目だろう、もう少し

市民の意識を高めるためのアクションがあっていいじゃないかとか、そういうこともあまりなくて、

ただ、みんな出し方がいい加減だし分別もできないからごみが減らないんだ、だから戸別にしよう、

という方に考えが行っちゃうのがちょっと不思議に私は思うのです。 

ですから、ちょっとごみ収集の件は、藤沢市とか葉山町とか横浜市の栄区とかそういうところの状

況を我々は知りたいです。どうやっていて、バケツは自分で用意しろと書いてありますけど、ごみを

出す場所があって、今度はカラスが突っつくことが増える。今はかなり町内会の方で、ネットの網を

かけたりボックスをつけてやったり、町内会で負担したりしているのですね。そういうものもなくな

りますから、もっとまちが汚くなる可能性もあるわけですよね。そういうことのプラスマイナスを、

こういう場ではもうちょっと丁寧に、「あ、それならメリットも大きいからしょうがないか」というよ
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うなことを。これ多分、いざやろうとなって議会を通っても、住民の方から、反対、反対、なんで私

たちがごみ箱を自分で用意するのか、置き場所がないけどどうするのかと、もう目に見えて反対の意

見が出てくるような気がするのですね。だからそうならないようにするために、なにかもうちょっと

ごみ収集の件については丁寧に対応していただきたいと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。ちょっと今の状況をご説明させていただきます。確かにごみの戸別収集は

費用が増えるというところです。実は鎌倉市でやろうとしたときの試算では、２倍以上増えるという、

こういう試算になったところです。その後、近隣の自治体も含めて戸別収集というのがだいぶ日本の

中でも関東圏を中心に進んできているという、今はこういう状況にあります。我々がその辺りを調べ

させていただく中では、大体平均して１．２倍から１．５倍ぐらいに増えています。藤沢市は１．２

倍に増えていました。葉山町については、あそこは直営で収集しているということがあるのですけれ

ども、特段なにか職員を増やすことなく戸別収集に移行しているという結果もございます。 

それぞれ戸別収集している自治体にヒアリングをさせていただいておりますけれども、ご心配のよ

うな懸念というのは、もちろん最初はどうしても変える時にはいろいろと課題がありますけれども、

しっかりと職員がそこは寄り添わせていただく中では、運用開始後は大きなトラブルというのはほと

んどの自治体で聞かない状況です。むしろ、戸別収集をモデル地区でやった、ご指摘いただいた山ノ

内、七里ガ浜、鎌倉山でもそうだったのですが、実施した後アンケートを取ったところ、約７割、８

割の方が「これはもうずっと継続してやるべきだ」というふうにお答えをいただいております。 

ですので、もちろんいたずらに費用負担をかけてもいいということではないことは充分承知してお

りますので、我々もなるべく費用負担を抑えるべくこの間検討してきておりますので、そこをなんと

か皆さんにご理解いただけるレベルにまで下げられるよう引き続き継続してまいりたい、導入の際に

はより丁寧にご説明をして進めてまいりたい、というふうに考えております。 

 

＜鎌倉グリーンハイツ自治会 持舘副会長＞ 

そのごみの件なのですけど、戸別収集云々よりも、市長さんは夜間収集に切り替えるというお考え

はありませんか。以前、息子が京都に住んでいて、私も長く京都でちょこちょこ暮らしていたのです

が、京都では夜間収集だったのですね。鎌倉市は観光都市で、皆さんおいでになるのに道路が狭くて

混んでいて収集もとっても大変だし、カラスがごみを荒らしますが、やっぱり夜間になるとカラスが

少しはお休みするようで、あんまり散らかるようなことがなかったように思うのですね。だから、そ

ういう夜間収集というのを、観光都市鎌倉を謳うのであれば、そういうこともお考えに入れていただ

きたいなと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。ご提案としてお受けさせていただきたいと思います。夜間収集はご指摘の

とおりいろいろな自治体で実施されているというところは承知しておりまして、我々も調べた経過は

ございます。夜間収集も実は戸別収集と同じで、最大のデメリットは、やっぱり夜間収集するという

ことで費用負担がかなり上がるというところでございます。その辺りのメリット、デメリットを整理

していく中で、夜間収集の手段というのも引き続きちょっと検討事項とさせていただきたいと思いま

す。 
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＜大平山丸山町内会 松本会長＞ 

用事で市役所を訪ねますと、古いですし、その中で市の職員が一生懸命働いておられます。今回の

移転についても、町内会の役員でずっとヒアリングしていますので、その結果をちょっとご報告して、

私の個人的な感想を述べさせていただきたいと思います。 

移転について、約半分が賛成、４割ぐらいが条件付きでいいだろうと。条件付きというのは、いろ

いろな先ほどの交通渋滞などの問題です。で、冒頭の市長の説明で、この移転の理由の第一が東日本

大震災だとおっしゃいました。私も釜石に３年おりまして、震災の半年後に行って３年ぐらい住んで

いました。釜石市役所はたまたま高台にあったので被害に遭っていないのですが、津波に襲われない

ことを第一の理由にして市役所の移転というのはよく分かるのですが、残った近辺の小学校、御成小

学校とかその辺は今後どういうふうに津波対策をきちんとするのか。子どもをどういうふうに誘導す

るのかということですね。あとは図書館ですね。そこは残るわけですから、その辺もきちんとやって

いただきたいと思っております。 

それから新駅の移転については、我々、山の高台にいるものですから、新しい駅ができても利用し

ないのであまり関心はない、藤沢か鎌倉か大船を利用するので、という理由で、アンケートでは約７

割が反対しました。賛成の方もいらっしゃいますけど、そういう結果でした。 

 

＜大船ダイヤハイツ管理組合 潮田会長＞ 

これはもう湘南モノレールさんの話かもしれないですけれども、湘南モノレールの湘南深沢駅とい

うのが、ここだけエレベーターがないのですよ。湘南モノレールの方から、鎌倉市がちょっとでも補

助金を出してくれたらエレベーターをつくるよ、なんていう話はないですか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

 湘南モノレールの駅の中で、鎌倉市域の中で少なくとも湘南深沢駅だけがバリアフリー化ができて

いないというのは存じ上げています。たしか平成３０年だったと思うのですが、湘南モノレールがバ

リアフリーの工事を予定していたのですけど、地盤の調査をした結果、より強度のしっかりしたもの

をつくらなければならない、費用がたくさんかかってしまうという中で、湘南モノレールとしては当

初予定していた費用で賄えないのでこれを延期しますとなりました。市は、他の湘南モノレールの駅

に対して、バリアフリー化に対しては補助金を出しています。湘南深沢駅についても出す予定でした。

延期になりましたので、今後とも湘南深沢駅のバリアフリー化工事に対して補助金は出します。先週

も湘南モノレールの社長さんと一日も早くバリアフリー化ができるよう意見交換をさせていただいた

ところです。 

 

＜大船ダイヤハイツ管理組合 潮田会長＞ 

いつ頃になるなんていう話はあったのですか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

 ここで皆様に公にお話しできる時期はないです。 

 

＜大船ダイヤハイツ管理組合 潮田会長＞ 

自分も年を取ったものですから。生きているうちにお世話になりたいと思っているのですけど、こ

れは湘南モノレールの問題ですよね。 
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＜まちづくり計画部 林部長＞ 

そうです。湘南モノレールの事業というのが基本にあります。ただ、市としては当然後押しをして

まいりますので、バリアフリーの工事についてはしっかりとサポートしていきたいですし、地域の皆

様の直接の利便に直結することですから、それ以外もサポートさせていただけることがあれば検討し

ていきたいと思っております。 

 

＜大平山丸山町内会 松本会長＞ 

先ほど言い忘れたのですけど、交通渋滞の解消に、藤沢鎌倉線のバスレーンの検討について市長か

ら説明があったのですが、大平山丸山町内会のまちも、鎌倉から大船に抜ける迂回ルートになってい

るのですよね。ナビに入れるとあそこが出てくるのですよ。まちの中を通れと。交通事故とか、結構

なスピードで３０キロ制限のところを５０キロで走ったりされているので。おそらく市役所がこちら

にできたらもっと交通渋滞になりますので、大平山丸山町内会の道路の安全に対しても配慮していた

だきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

＜松尾市長＞ 

かしこまりました。ご意見として承ります。 

 

＜レーベンスガルテン山崎自治会 橋本会長＞ 

１つはお願いと、もう１つはちょっとご相談に乗っていただきたいことがあります。 

まず、お願いの方なのですけど、避難行動要支援者名簿、こちらが令和６年に少しシステムを変え

て直されるということがちょっと書いてあったと思うのですが、パソコンに入れないでくださいとか

ありまして、この紙自体を使って管理するという形を取っているのですけれども、実は住所が、字が

大きくて何号棟の何号室というのが出てこないのです。我々のところだと住所の頭までしか出てこな

くて、結局それをもう１回なにかに変えないと、どこに住んでる人か分からないということになりま

す。私のところは集合住宅なものですから、そういう意味ではもう少し字を小さくして全部入れても

らいたいなというのを要望しているのですけども、それをこういうなにかの時に一緒にやっていただ

きたいなというのが要望です。 

もう１つはちょっとご相談というのがありまして、２か月ぐらい前に避難指示が出たと思うのです

が、それはちょっと大雨だったのですね。１時間ぐらいで解除されたのですけど。避難指示が出ると

いうのは、地震の時も出ると思いますし、風水害の時も出ると思います。この時に土砂災害との関係

がよく分からないのですよ。土砂災害の指定区域、特別区域があると思うのですけど、そこを通過し

ないといけないというところがいっぱいあると思うのですよ。避難所は。で、そこをわざわざ雨が降

っている時とか地震の後で緩んでる時とか、そういう時に土砂災害の横を通って行った方がいいのか。

あるいは、そういうところがもうちゃんと把握されているのだから、雨が降っている時は通れないか

らもう動かないでくれ、というふうになるのか。非常にケース・バイ・ケースで難しい質問をしてい

るのは分かるのですけど、私自身も人に聞かれたり、なにか説明したりする時に、ここをいつも悩ん

でいます。もしもこの場でお答えいただければ非常に助かります。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

避難行動要支援者名簿につきましては、なかなか使いにくい名簿になっていまして、次の変更の時、
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令和６年度にはなんとか直したいと思っています。ご指摘のところにつきましてもきちっと見直した

いと思っています。令和６年度に変更できれば、すみませんが来年はちょっと間に合わないかもしれ

ませんが、令和７年度からの情報には反映できるかなと思っていますので、よろしくお願いします。 

また、避難指示の関係なのですけれども、この間、というか今年だったと思うのですけど、土砂災

害警戒情報というのが気象台および神奈川県から出されまして、それがレベル４相当ということにな

ります。その時に気象台としては避難してくださいという意味合いで出してくるのですけど、前回の

時には、土壌雨量指数という土の中にどのぐらい水分が残っているかというような指数を気象台も基

にして、雨が降ってもうすぐ上がるかなという時に、あの時は出してきた感じだったのです。我々も

雲の動きとか雨の動きとかを最近ではレーダーで見れますし、気象台などとも相談し、これ上がるの

じゃないかというようなこともいろいろ聞いた中で、前回については急いで小学校を開けたというよ

うな状況でした。実際には避難されてくる方はいらっしゃらなかったのですが、雨の降り方だけでな

く、それまでにどれだけ雨が降っていたか、その雨水が土の中にどのぐらい残っているかというよう

な情報を気象台のホームページでも見られるのですけど、その辺りを基に土砂災害警戒情報というの

を出しているところです。 

実際の避難の話ですけれども、やはりそこのところは難しいところだと思います。今日も九州では

大雨が降って線状降水帯とか発生しています。あそこまでいってからいざ逃げようと思っても、たぶ

んどういう状況でも危険だと思います。川のそばであるとか崖のそばであるとかというところでは、

あの状態になってから逃げるというのはちょっと危険なので、その辺は最終的にはご自身の判断にな

ってしまうのですけれども、ご自宅から避難所へ行くよりも、できるだけ高い２階もしくは３階とか

に行くとか、崖に面しているお宅であれば崖から反対側のお部屋に行っていただくとか、そういうこ

とになる場合もあろうかと思います。ご自宅、もしくはよくいらっしゃる場所の周辺で日頃から崖の

状況とかを見ていただき、ひょっとしたら他のところよりも早めに避難しないと逆に危なくなってし

まうというところも当然あろうかと思います。いわゆるレッドゾーン、土砂災害特別警戒区域とかも

いま見られたりしますので、お近くの周りであればご自身の目で確認することも可能と思います。ど

のぐらいの雨になったら避難した方がいいのかというのは、市からも当然避難情報を出しますけれど

も、やはりケース・バイ・ケースの部分がどうしても出てきてしまうと思いますので、危険だなと思

ったらまず避難をしていただくという方がいいのかなと思います。 

先ほど冒頭に、市長から避難所のことをちょっと申し上げました。今までは、風水害の場合には、

小学校１６校を開けるか、もしくは開けないかという判断だけをさせていただいていたのですけども、

「うちの周り、ちょっと怖いんだよね」という方が中にはいらっしゃいます。「避難指示を出すべきだ」

とか、このまま台風が直撃する状況ではない時でも、「かなり雨が降ってきているのでちょっとなんと

かしたいんです」という方から、ご相談いただく時があります。そういうときに、１６校開けるとい

うのはなかなか現実的に難しいところもありますので、そういう方の対応のために、場合によって私

どもで判断させていただいているのですけれども、支所を開けるという判断を、去年から何回かさせ

ていただいたことがありました。このまま雨が降るから小学校を開けなきゃならないよねという時に

は、支所を開ける予定はないです。支所を開けてから小学校を開けるという順番に開けるというより

も、小学校を開けるまでの予報にはなっていないのだけれども、雨の降り方が場所によっては集中的

に降るようなこともありますので、そういう対応を支所もしくは本庁の方でしたいと考えていますの

で、身の危険を感じた場合には、大雨警報が出ていれば市の職員が出勤していますので、ご連絡いた

だければと思います。よろしくお願いします。 
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＜いづみ自治会 弦巻会長＞ 

市役所移転に関してなのですけど、私は否決された後の市長との対話の場に参加しましたので、そ

こで出たご意見をちょっと紹介したいと思います。 

まず、私もですけど、深沢に移転すると思い込んでいたのですけど、それが決まっていなかったと

いうことに逆に驚いたのですが、決まっていないのに深沢に移転することが決まりましたという広報

が出たことで、税金を使って虚偽の広報を出したという意見に大変に驚きました。 

あと、そもそも深沢は洪水とかが来たときに浸水地域になること。あと、海のそばに住んでる方た

ちからは、市長はいつ災害が来るか分からないと言っておきながら、海の方には避難タワーの１つも

建てていない。こういった指摘がありました。 

ここにおられる方は皆さん、今もいろいろな疑問があると思うのですが、議会を傍聴していただく

と反対意見の議員の意見とかが聞けますので、ぜひ録画で見ていただくとより理解が深まるのではな

いかと思います。私としては絶対反対というわけではないのですが、なにかこの書き方も、否決され

たとなっていますけど、そもそも最初にやらなければいけなかったことを後延ばしにして、なにか話

が大分進んでからこの位置条例をやって、この結果で市長はいいのかなと、私は個人的に思っていま

す。 

あと、新駅ですけど、昭和６１年に事が遡るということなのですが、そこから大分状況が違います。

子どものこととか人口のこととか。市長も鎌倉市民が使うものではないというふうにおっしゃってい

ましたが、まちづくりの一環としてつくっても、利用しない人がほとんど、箱物みたいな感じで終わ

るのではないのかなと思います。 

あと、ちょっと違う話ですけれども、昨年から救急車の数が大変に増えてきています。本当に朝か

ら晩まで救急車が走っていますが、昨年から始まっていて、これは議会でも取り上げられています。

データでもきちんと出ていますけれど、これについて、その原因は、究明しないというか確認しない

みたいなこととされていますけれど、それは変わりないのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。いくつかご指摘いただきました。まず、広報かまくらで移転しますと。こ

れは、行政計画として位置づけするというところについては決して間違ってはいませんので、もちろ

ん議会の議決がなければできないのだからまだ決まっていない、という捉え方ももちろんできますけ

ど、それを申し上げれば、行政の進めていくものというのはやはり計画をきちっとつくりながら議会

で予算を議決いただいて進めていくというものですから、その方針すら示せないとなるとそこでの議

論もできないというところがあります。そういう意味では、きちんと行政計画をつくりながら進めて

１つ１つ議会のご理解、議決をいただいて進めていくということですので、私とすると決して虚偽の

ことを書いているということではないと理解するところございます。 

位置条例をずっと取らずに今頃というご指摘がございました。この位置条例は、日本全国いろいろ

と市役所移転の事例がありますけれども、さまざまなタイミングで位置条例を提案しております。ま

ず私の考え方からしますと、位置条例を通すのはやっぱり３分の２以上の賛成が必要ということで、

非常に難しさを感じていました。ではどういうふうになったら可決いただけるかというと、それまで

の議会の議論でもありましたけれども、やっぱり現在の市役所の場所の活用というのが、やっぱり近

隣の方々は大変ご不安ですし、そこが心配で反対をされているというお声もたくさんいただいてきま

した。やはり市役所の現在の場所が具体的にどうなるのかというところをお示しすることが１つポイ

ントだろうと考えておりましたので、そこの計画を急ピッチで進めてきたところもございます。それ
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らがそろう中で、しかるべきタイミングでこの位置条例を出していこうと構えていたものですから、

逆に言うと、あまり早くに取るとむしろ何も形が決まっていない中で、いわゆる白紙委任みたいな形

にもなりますから、そういうわけにもいかないところがあるので、これは答えのない話なので難しい

のですけれども、ある程度ご理解をいただいた段階で議決をいただくというのが適切だろうと考えて

進めてきたところでございます。今回、否決ということを受けましたので、これから先は、どのタイ

ミングというより、しっかりとご理解いただいて可決していただける見込みが立てば、議会に改めて

再提案してまいりたいと考えているところでございます。 

それから、新駅につきましては、現時点でいまお住まいの方が新駅を使うというのは、限りなく少

ないだろうということは予想できる部分ではありますけれども、決して誰も使わない新駅ということ

ではなくて、深沢のまちができれば使う方も当然出てきますし、鎌倉側、藤沢側、両方で新駅ができ

ることによってまちづくりが進んでいくことで、利用者というのは当然出てきますので、決して箱物

になるというような考え方は、我々は予想としても全く思っていない、こういう考えでございます。 

それから、救急車が大変増加しているというところです。決して爆発的に増えているということで

はございませんけれども、救急件数が増えているという状況はございます。これはさまざまな要因が

あろうかと思っていますので、直ちにそれが何かという結論を導くのは難しいですけれども、今後、

年間の件数の中での要因の分析というのは当然やってまいります。消防と連携しながら件数の増加要

因はしっかりと見ていく中で、本当に必要な方が救急車を使えないという状況が起きるというのが

我々一番懸念するところでございますので、そういうところを含めてしっかりと分析というか見てま

いりたいと思っています。 

 

＜第六地区民生委員児童委員協議会 宮田会長＞ 

お願いがございます。大平山丸山町内会の町内からモノレールの湘南町屋駅へ下りていく市道の左

側の法面ですけれども、逗子市で子どもの不幸な事故がありましたけれども、あそこの法面が薄暗く、

もう今にも上から落ちてくるような草とか木が生えているのですが、あの道路の法面は管理上問題な

いのですか。要するに、道路の下り坂の左側の法面が、あれは市として管理するのに適切な方法にな

っているのでしょうか。富士塚小学校への子どもが通学する通学路でもあるし、我々の生活道路なの

ですけど、あれが適正な法面の管理状況かどうかを教えていただきたい。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。すみません、現地がどのような状況になっているのかいまちょっと思い出

せないものですから、しっかり現地確認して宮田さんにご連絡させていただきたいと思います。 

 

 

  

≪後日回答 都市整備部 道水路管理課≫ 

 現地を調査したところ、道路沿いの土地から市道上に草木が繁茂し、通行上支障となっている

状況を確認しました。市有地から生えた草木については、令和５年（2023 年）９月上旬に枝払い

や雑草の刈り込みを行いました。 

一方で、民有地部分から生えた草木については、市が枝払いや刈り込みをすることは出来ないた

め、土地所有者に対して適切に管理していただくよう要望いたしました。 
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令和５年度 

「ふれあい地域懇談会」報告書 

 

＜ 腰越地域 ＞ 

 

日      時 令和５年（2023年）７月18日（火） 午前10時～正午 

場      所 腰越支所 多目的室 

出  席  者 自治会・町内会代表   15名 

地域団体代表   ９名 （うち１名オンライン）計24名 

鎌倉市     ５名 

内      容  

第 １ 部 市長からの説明 

（１）市庁舎移転及び現庁舎の整備等について 

（２）戸別収集の実施検討について 

（３）かまくらこども相談窓口「きらきら」について など 

 

第 ２ 部 地域からの議題に関する懇談 

（１）①自転車事故防止のキャンペーン―広報、掲示、回覧等で 

②県道304号線の歩道に自転車の「逆走禁止」「歩道通行の要

件」等の絵表示 

（２）Adachi学園の建設について 

（３）交通不便地域への新たな交通システム導入の検討 

（４）津西一丁目公園の有効活用 
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出席者名簿  （敬称略） 

 

【自治会・町内会等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 中原町内会 山崎 一雄 会長 

2 下町町内会 杉山 昌鎮 会長 

3 土橋町内会 伊東 久夫 会長 

4 神戸町内会 松本 隆 会長 

5 
腰越地区町内自治連合会 

（浜上町内会） 
野村 修平 

副会長 

（会長） 

6 
腰越地区町内自治連合会 

(津町内会) 
新津 豊 

会長 

(会長) 

7 津町内会 田中 良作 副会長 

8 七里ガ浜町内会 中原 攻 会長 

9 浜上山自治会 佐藤 由香里 会長 

10 七里ガ浜二丁目自治会 菅原 能孝 会長 

11 
腰越地区町内自治連合会 

（七里ガ浜自治会） 
村谷 宏三 

副会長 

（会長） 

12 諏訪ケ谷町内会 梶原 秀夫 会長 

13 鎌倉ｸﾞﾗﾝﾄﾞｴｽﾃｲﾂ自治会 宮 晶子 会長 

14 市営諏訪ケ谷ﾊｲﾂ管理組合 清水 律子 会長 

15 鎌倉白山坂自治会 竹原 明 会長 

 

【その他の団体等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 腰越地区社会福祉協議会 和田 恒夫 会長 

2 腰越地区社会福祉協議会 小川 和治 顧問 

3 腰越まちづくり市民懇話会 檜本 利夫 会長 

4 みらいふる鎌倉（腰越地区会） 池田 隆明 腰越地区長 

5 七里ガ浜地区スポーツ振興会 信清 宏章 会長 

6 腰越中学校ＰＴＡ 黒木 真一郎 会長(オンライン) 

7 七里ガ浜小学校ＰＴＡ 田端 真理子 副会長 

8 鎌倉市社会福祉協議会 根岸 美幸  
生活支援コーディネ
ーター腰越地区担当 

9 腰越中学校 牛見 誠人 校長 

 

【鎌倉市】 

 役              職 氏    名 備    考 

1 鎌倉市長 松尾 崇  

2 市民防災部長 永野 英樹  

3 まちづくり計画部長 林 浩一  

4 都市景観部長 古賀 久貴  

5 腰越支所長 青木 達哉  
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第２部 

地域からの議題に関する懇談 
 

05 腰越-１ 

①自転車事故防止のキャンペーン―広報、掲示、回覧等で 

②県道 304 号線の歩道に自転車の「逆走禁止」「歩道通行の 

要件」等の絵表示 

05 腰越-２ Adachi 学園の建設について 

05 腰越-３ 交通不便地域への新たな交通システム導入の検討 

05 腰越-４ 津西一丁目公園の有効活用 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 腰越－1 

テーマ 

①自転車事故防止のキャンペーン―広報、掲示、回覧等で 

②県道 304 号線の歩道に自転車の「逆走禁止」「歩道通行の要

件」等の絵表示 

内容詳細 

①自転車通勤、ポタリング、レンタサイクリング等自転車使用は

多彩な広がりを見せています。また、電動アシスト自転車の販

売比率が 2022 年は約半数に上る勢いとなってきています。この

4 月ヘルメット着用は努力義務となりましたが、交通事故の

25％は自転車がらみであり、対自動車事故の 2/3 は自転車側の

違反に起因します。ルールを良く知らないで自転車に乗ってい

る人が多いのが現状です。そこで警察を含め、自転車事故防止

のためのキャンペーン強化を希望します。 

②県道 304 号線は歩道部分が狭く、ルールを外れた自転車の乗り

入れ、逆走が見られます。また、歩道に乗り入れたり、車道に

出たりを繰り返す自転車もあります。そこで、歩道に何らかの

自転車歩道通行の要件を絵入りで表示していただき、違反を提

言したいと思います。 

担当部課 都市計画課 

 

議題に対する回答等 

①本市における自転車安全利用の啓発活動は、広報かまくらや市のホームページ

を通して自転車のルールやマナー等を周知するとともに、自転車教室を実施し

行っております。併せて、警察と連携し交通安全キャンペーンを実施しており、

自転車を含む交通ルールの遵守と、交通マナーの周知活動に取り組んでおりま

す。今後も自転車事故防止のため、引き続き警察と連携し、自転車の安全利用の

啓発に取り組んで参ります。 

②県道 304 号線については、道路管理者である神奈川県藤沢土木事務所にご要望

をお伝えし、対応を求めて参ります。 

添付資料 
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（１）①自転車事故防止のキャンペーン―広報、掲示、回覧等で 

②県道304号線の歩道に自転車の「逆走禁止」「歩道通行の要件」等の絵表示 

＜津町内会 田中副会長＞ 

最近の自転車の通行の件ですけど、国でもヘルメットの着用とかいろいろな問題点が指摘されては

いるのですが、県道３０４号線でよく目にするのですけれども、自転車での通勤ですね。自転車の使

用は非常に広がりを見せており、それに電動アシスト自転車の販売も２０２２年は約半数に上る勢い

となってきているようです。この４月にヘルメットの着用は努力義務となりましたが、交通事故の２

５％は自転車側にあり、対自動車事故の３分の２は自転車側の違反に起因しているという発表もあり

ます。そういうことで、ルールをよく知らないで自転車に乗っている人が多いのが現状だろうと思う

のです。 

写真のここはセブンイレブン、クリエイトのところですね。右側を逆走している自転車の写真がた

またま撮れているわけですけれども、こういうような事例が最近非常に多く見られるようになってお

ります。この県道３０４号線は歩道の幅が、腰越から西鎌倉へ行くと非常に幅が狭いですね。自転車

がもし来られたら、歩道を歩いている人はぶつかるか車道に降りるかというようなことになってしま

って、自転車の方も歩道を歩いている人がいると車道にいきなりとび出たり、本当に危険が多い状態

です。 

そこで、市の方で講習会とか広報とか、チラシ等を含め、集中した強力なキャンペーンを行ってい

ただければというふうに思っております。いま言ったように、県道３０４号線は歩道部分が狭いです

から、ルールを外れた自転車の乗り入れとか逆走、歩道に乗り入れたり車道に出たりを頻繁に繰り返

す自転車が非常にあるということで、歩道になんらかの自転車歩道通行の要件を絵で表示していただ

ければ、違反が低減するのではないかと思っております。いろいろ費用はかかるとは思いますけれど

も。 

この写真は鎌倉高校から降りてきて県道３０４号線にぶつかる丁字路のところですけど、上から下

りてきた自動車が自転車やオートバイを避けようとして、右側の丸の付いたお宅の門のところへ３回

突っ込んでいるのです。それでこの家の方がやむを得ず鉄板製の門扉をつくられているわけです。こ

のお宅にとってみれば非常にこういう事故が多いので、なんとかしてほしいというような申出があっ

たわけです。このように、うまく右折できなかった車両が塀に激突するという場所があるので、なん

とかこういう事例がなくなるように、標識とかそういったものを設置していただければというふうに

思っております。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

大きく分けて２つになるのかなと思うのですが、電動アシスト付の自転車が増えたとか、そもそも

自転車を運転する方々のマナーというのがあるのかなと思うのですね。県道３０４号線については。

これについての自転車の事故防止キャンペーンということですけど、これは都市計画課交通安全担当

で実施しております。特に小学生のお子さんたちを対象にして、これから自転車に乗る、それから交

通弱者である小学生に対して、交通のマナー、車はこういうときに来ますよとか気をつけてください

よというような啓発活動をやっています。一般の方については、ご相談をいただければ対応を検討し

たいと思っています。 

国の方で出しておりますが、自転車安全運転五則、５つのルールというのがあるのですが、その中

で、当然なのですけれども、歩行者を優先すると。自転車は車両ですから、歩いている方を優先する

というのは当然の義務ですので、それをしっかりと徹底していただきたい。その中に追加されたのが
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ヘルメット着用です。努力義務として着用を規定されています。また、歩道を走行すること、これは

歩道の場合は自転車通行可という指定がされていないところは自転車が通ってはいけないわけなので

すね。もっと幅の広い、例えば若宮大路の下馬の交差点付近ですとか、あそこは歩道ですけれども自

転車通行可となっていますから自転車は通っていいのです。ただ、昨日も私は通ったのですが、すご

いスピードで通っていく自転車がいるのですけど、これは歩行者を優先しながら通らなければいけな

い。そういうのがあるのです。 

それから、鎌倉高校から降りてくるところの家に車が突っ込むということで、お住まいの方は非常

にお困りだと思うのですが、これは県道で、神奈川県管理の道路になります。鎌倉市道から神奈川県

の道路に下りてくるところなので藤沢土木事務所が所管することになりますが、交通管理者は警察、

道路管理者は藤沢土木事務所、交通安全については私ども市が所管していますが、市の道路部局と調

整をさせていただいて、県にも働きかけをしていきたいと思います。 

それから、こういった道路を自転車が通るときに、矢羽根とか自転車のナビラインというのを今つ

けてきているところがあります。市内で合計３キロぐらいだと思うのですが、この辺りですと西鎌倉

の郵便局前から西鎌倉の交差点、道路延長１７４メートル、ここのところにナビラインというのをつ

けています。自転車は車道の脇のところを通ってくださいねという表示はするのですけれども、これ

については要望が多いので、警察、道路管理者と調整しながら順次対策をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 

＜腰越地区町内自治会連合会 新津会長＞ 

確かに市の方でもいっぱいいろいろやったりしている。ちょうど自転車についてのこういうチラシ

を支所からもらってきたばかりなのですけれども、なかなか皆さん知らないですよね。だから、こう

いうのをつくっても皆さん持っていかないし、前回来た時と比べても減っていませんでしたから、や

っぱり皆さん持っていっていないということですよね。 

ちょっと分かりにくくて申し訳ないですけど、こちら側が鎌倉高校ですね。鎌倉高校の方が高いか

ら、ずっと下りてきて、右折しようとしたときに、右から来た自転車を避けようとして膨らんで向こ

うに追突してしまう。自転車は右から来ているのですね。ともかく、ここのお宅は３回も同じところ

突っ込まれてしまったので、ブロック塀をやめて鉄の扉にしたということのようです。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 腰越－２ 

テーマ Adachi 学園の建設について 

内容詳細 

恵風園跡地に建設が予定されている Adachi 学園について、600

人くらいの生徒数という話もあり、江ノ電鎌倉高校前駅の混雑や

腰越方面の狭い歩道の利用などが懸念されます。 

恵風園跡地の現段階の状況について教えてください。 

担当部課 開発審査課 

 

議題に対する回答等 

現在の状況としては、Adachi 学園から、開発事業や建築物の建築に関する相談

はありません。一方、現在工事施工中のものは、Adachi 学園が恵風園跡地内のレ

ッドゾーン指定の解除を目的とした防災工事であり、本市ではこの工事に伴い、

宅造工事及び風致地区の許可をしています。 

この防災工事については、令和６年１月末に工事完了予定であるとのことです。

（６月２日現在） 

添付資料 
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（２）Ａｄａｃｈｉ学園の建設について 

＜浜上山町内会 佐藤会長＞ 

海沿いにある恵風園跡地についてですが、Ａｄａｃｈｉ学園が関わっているということで、学校が

建つとなると、江ノ電の鎌倉高校前駅の混雑や腰越方面の狭い歩道の利用などが懸念されると思って、

恵風園跡地の現段階の状況について市へお伺いさせていただいたのですけど、市からの回答によると

現段階ではまだＡｄａｃｈｉ学園の建築計画がないということが分かりました。まだどうなるか分か

らないということなのですが、腰越地区が活性化されるような施設が建つといいなと思っております。

今後、楽しみにしております。 

 

＜腰越地区町内自治会連合会 新津会長＞ 

昔、恵風園という病院があって、それがいま全部取り壊されて、完全に空き地になってしまってい

ると。ここを整備してＡｄａｃｈｉ学園が学校を建てようとしているということですけれども、Ａｄ

ａｃｈｉ学園とはどういう学校なのかとか、どういう学校を建てようとしているのかとか、市の方で

このあたりの情報があったら教えていただきたいと思うのですが。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

 Ａｄａｃｈｉ学園がこの土地を取得したのは４年くらい前でしたか、その際にこれから防災工事を

やっていきたいのだと意向を話していました。なぜかというと、レッドゾーン（土砂災害特別警戒区

域）の指定というのがちょうど２年くらい前にございまして、何かをするにはまずそこをなんとかし

なければいけないということで、その相談に来たというのが最初といいますか接触でございました。

その時に、自分たちは学校法人で、確か美術系の専門学校をやっており、同じような学校を将来的に

ここに建てたいのだという夢を語っていました。ただ、その時点では、どういう規模でどういうもの

をつくるのかというのは、イメージは当然あったのでしょうけど、具体的に何かという話はございま

せんでしたし、いま現在もこういうものだというものはありません。そういう意味では、影も形もな

いということが言えるかと思いますが、最初のＡｄａｃｈｉ学園の言葉を信じるとすると、ゆくゆく

はここに学校をつくりたいという希望があってこの土地を取得したということが言えるかと思います。 

いま工事をやっておりますけど、それは、北側の崖の斜面がもともと恵風園の建物で隠れていてあ

まり外からは見えなかったのですけど、今はよく見える状況になっているということがあります。そ

れにプラスアルファで、レッドゾーンに指定されてしまったという状況がございますので、それを防

災工事という形で安全な状態にして、これもゆくゆくはレッドゾーンの指定を解除するというような

ところまで持っていきたいということを、Ａｄａｃｈｉ学園の担当の方が話していました。 

それから、地元の方が懸念されている、学生が増えて歩道が狭くなる、駅が狭くなるというような

利用に関するご心配ですけど、もしここに本当に学校をつくるということになってくると、これは発

生してくる問題で、この問題を何もしないでそのままということは絶対にないというふうに私などは

思っています。ですので、本当にＡｄａｃｈｉ学園がなにがしかの人が集まる施設をつくるというこ

とが本当に決まった際には、この問題は看過できないということで、地元の皆さんもどんどん要望、

要請をしていっていただきたいと思いますし、行政の立場としてもそれに真摯に応えるようＡｄａｃ

ｈｉ学園を指導していきたいというふうに考えているところです。 

 

＜腰越地区町内自治会連合会 新津会長＞ 

ちょっと私も見てきたのですけど、ここの工事、かなり真剣にやっているような感じを受けて、し
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かもレッドゾーンを解消してということで、説明を聞いていたら本当にすぐにでも建てるような雰囲

気の説明だったのですけれども、まだまだ先の話ということでよろしいですかね。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

あまりここでつまびらかに申し上げにくいのですが、実はこの土地、土地利用するにはいろいろな

制約がございます。それらを１つ１つ片付けていかないと、建物を建てるというところまで到達しな

いような、ちょっと大変な土地なのですね。ですので、仮にこの工事が終わったらすぐにというわけ

にはいかないというのが１つございます。これは、結構な面積がございまして、鎌倉市の開発になっ

てきますので、開発の手続というのがございます。それから、道路の問題もございます。実際に使う

道路もあれば、いろいろ手続上必要になってくる道路、いろいろな種類のものがございます。そうい

ったもろもろ全ての協議を調えて、もしくは許可を取って、やっと実際の工事着手の目途がついてく

るというような場所ですので、そんなにすぐに話が進むということはないというふうに私どもは認識

しています。 

 

＜下町町内会 杉山会長＞ 

Ａｄａｃｈｉ学園の関係ですけど、仮にあそこに正式に学園ができる前提で考えた場合には、当然

生徒さんが増えるような形も想定されますので、今の江ノ電の鎌倉高校前の駅を解体して拡充するの

か。それとも新しい駅を建てるのか。これは今後いろいろな形の中で想定される問題ですけれども、

いま現在の段階で考えた場合には、駅が仮にできると想定した場合には、どのような形のものを考え

られますか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

仮にＡｄａｃｈｉ学園が学校をつくると決定をした、工事をする、できました、となった時には、

普通に考えると江ノ電を使うだろうと思います。私も通っていましたので朝の状態は分かります。そ

れと、七里ガ浜二丁目自治会の菅原会長にいろいろご迷惑をおかけしていると思うのですけれども、

鎌高前の踏切に人がたくさん来ているなどいろいろ課題があります。ただ、駅をどうするかというの

は、江ノ電さんが考えて最終的には結論を出すようになっていると思うのです。ではその場所がある

のかないのか、いま調査をしたわけではないのでお答えできないのですけど、なかなかそう簡単には

いかないだろうと思います。ちょっと先走ったお話になるのですが、既存の鎌倉高校は元々ずっとあ

って生徒が通学しているわけですね。そこにプラスしてＡｄａｃｈｉ学園の学校ができた場合、これ

は江ノ電さんとも調整をして、どうしてもオーバーフローしてしまうというようなことが出るようで

あれば、本当に仮の話ですけど、可能性の範囲で、例えばＡｄａｃｈｉ学園側で何か別の手法を考え

てくれませんかというような話になる可能性はあるかなと思っています。いまお話しできるのはその

程度かなと思います。実際にそうできるかどうかも全く分かりませんけれども、可能性の範囲として

はそういうことも視野に入れないといけないのかなというふうに思います。 

 

＜七里ガ浜地区スポーツ振興会 信清会長＞ 

鎌倉海岸教会は宗教法人で敷地は別になっていると思うのですが、ほぼ同時期に移転をして解体工

事が始まっているように思いますが、これは１つのものでしょうか。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 
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私どもが聞いたところによりますと、宗教法人が移転した後の土地もＡｄａｃｈｉ学園が取得した

とのことです。まだ跡地に建物が建っておりますけど、これを今後どうしていくのかとか、先に取得

した恵風園跡地を含めてどうしていくのかというのは、まだ白紙状態だというふうに聞いております。

確かに長い歴史から言うと、それこそ戦前の話ですけど、１つだったらしいですけれども、戦後に正

式に宗教法人になったとき以降は別になっているようです。 

 

＜七里ガ浜町内会 中原会長＞ 

このＡｄａｃｈｉ学園の跡地の問題で、一緒のような状況下にあるのは、鎌倉高校前のオーバーツ

ーリズムの問題だと思います。ここに学校ができると、オーバーツーリズムという聖地巡礼の観光客、

それから鎌倉高校生、それに腰越中学校の生徒の通学路、プラスしてこのＡｄａｃｈｉ学園が加わっ

てくると、とんでもないことになるのではないかなと思うのですよね。 

今回、題にはないですけれども、鎌高前のオーバーツーリズムの問題は、ここ４年間はコロナ禍で

お客さんがゼロだったのであまり目立っていなかったのですけど、ここ数か月はとんでもない状況に

なっています。いま七里ガ浜二丁目自治会さんなどが市といろいろ協議して、なんとか対策を練って

いきたいというような意向がございますので、そこら辺も含めて、考えをもう一度ご検討いただけれ

ばありがたいなと思います。 

 

＜七里ガ浜二丁目自治会 菅原会長＞ 

Ａｄａｃｈｉ学園の建設の件とは異なるのですけど、いま中原会長がおっしゃったオーバーツーリ

ズムの件は、皆さん報道等でご存じだと思いますし、市長からもこれに関するコメントが発せられて

いると思います。昨日、今日は非常に暑くて、太陽を遮るものが何ひとつなくて、結果的に人が少な

かったのですけれども、１か月前くらいの状況を申し上げますと、それこそ鎌倉高校前の道のところ

に１００名ぐらい観光客が常にいるような状態で、市役所や江ノ電さんにもご協力いただきまして、

警備員も配置していただき、それはそれで非常に助かっているのですけど、ただ、いかんせん１００

名以上の方をさばき切れないというのが現状となっております。いろいろな策を市役所と相談しなが

ら進めており、鎌倉高校前駅のそばにラッコ公園という公園がありますが、これはライオンズマンシ

ョンの付帯設備と聞いておりますけれども、この植栽をちょっと短くカットするなど、そういう対応

を細かなレベルでいろいろ進めていっていただいているような状況でございます。これは非常に感謝

しております。 

引き続きオーバーツーリズムに関しましては、もうちょっと根本的な対策ということで、たぶんＡ

ｄａｃｈｉ学園の件はそこに入ってくるのではないかと僕も今日お話を聞いて思った次第ではあるの

ですけど、もう少し江ノ電、警察を巻き込んでの協議会をお願いしておりまして、市役所からも協議

会をぜひともやりたいというお話を受けておりますので、その協議会を早急にお願いしたいと考えて

おります。実は、２０１９年に協議会を１回開催しました。その時は七里ガ浜二丁目自治会発という

形で集会させていただきましたけれども、なるべく市役所を中心に協議会を開催していただけると私

たちも助かると思いますので、そこはよろしくお願いしたいと思っております。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

皆さん大変お困りというのは承知をしてございます。Ａｄａｃｈｉ学園の話と外れてしまうかもし

れないですけど、鎌倉高校前のオーバーツーリズム問題は非常に重く受け止めているところです。江

ノ電さんという話もありましたけれども、江ノ電さんともいろいろ意見交換をさせていただいている
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ところですが、一方で警察にもお願いをいたしまして、市道の車止めを外して、そこに警察のパトカ

ーに待機してもらって、日本語、中国語、韓国語の３か国語で注意喚起をしていただいています。そ

れと、鎌倉市の青パトという交通安全指導をしている自動車が３台あるのですけど、回れる時には行

って同じアナウンスをしてもらうということもしています。協議会についても、観光セクションとも

協議をしていますし、江ノ電、警察その他と調整を図って検討していきたいと思っております。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

ちょっとだけ補足を。ラッコ公園はできた当時から市の公園になっておりますので、そこはご安心

ください。植栽も市で切りました。 

Ａｄａｃｈｉ学園の話にちょっと戻りまして、学生が増えると駅があふれてしまうのではないかと

いうご懸念、これは最初のご質問の中にあったと思うのですけど、これはまた繰り返しになると思い

ますが、開発事業を本格的にやるということが決まりました暁には、この辺のところはなんとかしな

ければいけない問題として取り組んでいくもののひとつになっていくかと思います。 

具体的には、先ほど鎌倉高校前駅の江ノ電のホームの改修などの話もございましたが、物理的なも

のもございますし、運用の面で例えば藤沢方面から来る学生は腰越駅で降りるとか、そういった運用

も可能性のひとつとしてあるのではないかなと思います。そういった諸々のことを含めて、極力、い

ま駅を使っている地元の方に迷惑がかからないような形でどういった手法が取れるのかというのは、

じっくりこれからＡｄａｃｈｉ学園が取り組まなければいけない問題だと認識しておりますので、こ

の辺のところは今後の課題というところで、今日の場をもってしっかりと認識をしていきたいという

ふうに考えているところです。 

 

＜松尾市長＞ 

協議会の設置ということで、市がしっかりと音頭を取りながら設置に向けて検討してまいりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 腰越－3 

テーマ 交通不便地域への新たな交通システム導入の検討 

内容詳細 

 市営諏訪ケ谷ハイツ周辺の津西二丁目は、県道 304 号線沿いの

バス停や湘南モノレールの駅から離れ、道路も狭く、急な坂道が

多いことから、高齢者が外出しづらい環境になっています。 

 平成 11 年度に「鎌倉市オムニバスタウン計画」が策定され、津

西二丁目を含む、「腰越・津地区」は交通不便地域の６地区の１つ

に抽出されましたが、その後の交通不便地域の解消への検討状況

が分からなくなっています。 

 令和３年１月には「二階堂・浄明寺地区」で鎌倉オンデマンド

モビリティ実証実験が実施されたと伺っておりますが、その結果

の概要や交通不便地域解消の検討状況、津西二丁目エリアと、例

えば、湘南モノレール西鎌倉駅や腰越支所とを結ぶ新しい交通シ

ステムの導入の検討をこの機会にお願いできればと考えておりま

す。 

以上をご回答いただければ幸いです。 

担当部課 都市計画課 

 

議題に対する回答等 

 ご案内の鎌倉市オムニバスタウン計画では、市営諏訪ケ谷ハイツは交通不便地

域には含まれておらず、交通不便地域を指定している腰越・津地区は江ノ電バス

が運行したことで解消しています。 

 また、交通不便地域である二階堂・浄明寺地区では、最寄のバス停からのラスト

ワンマイルのエリアを対象に令和３年１月に無償での実証実験を 24 日間行い、延

べ 420 人の方が利用されましたが、日換算すると約 18 人の利用に留まり、有償で

の運行を見据えると安定的な利用がないと、利用料で運行を賄う枠組みの構築は

難しいことが分かりました。 

 一方、住民の声としてはバス停までのラストワンマイルではなく、バスに乗り

換えず駅まで行けることを望まれる声が多くありますが、駅まで運行しているバ

スと競合することも課題となっており、これまでの検討ではまず利用を希望され

ている高齢者層を中心に、外出頻度の高い日や時間帯で運行しつつ、出来るだけ

地域で乗合が出来る仕組みなど、自立した持続可能な運行が出来るものと考えて

います。 

 今後は、関係者とも連携・調整を図り、枠組みが構築できれば本格運行に向けた
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有償による実証実験を実施したいと考えております。 

 市としては、先ずは交通不便地域の交通環境改善に注力しているところであり、

ご提案の津西二丁目と西鎌倉駅や腰越支所間を結ぶ新しい交通システムの導入に

ついては、現時点では検討を予定しておりません。 

添付資料 
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（３）交通不便地域への新たな交通システム導入の検討 

＜市営諏訪ケ谷ハイツ管理組合 清水会長＞ 

市営住宅がモノレールの片瀬山駅から腰越のこちらの道路に対してちょうど中間ぐらいなのですが、

とても道の高低差が激しく、一般の方でも普通に歩いていてきつい道で、高齢者とか身体に障害があ

る方にとってはすごく歩きにくい道でもあるのです。モノレールの駅に来るにも大変、下の行政セン

ターの方の道路に出るにも大変、道が狭いのに車がすごいスピードを出して通るので、避けるのが大

変な道でもあります。 

道は結構舗装されていますが、やっぱり車が通るのが激しいのか、道がすぐ凸凹になってしまうの

で、荷物を持って歩いたりしていると凸凹に引っかかってしまって転んだりすることもありますので、

今回こういう議題を出させていただきました。江ノ電バスも１時間に１本、藤沢の方に行くのは２時

間ぐらいない時間帯もできました。京急バスの方も１時間あるいは２時間に１本で、とても不便な道

なのですが、行政センターや西鎌倉、病院に行く方のために、小型バスとかそういうものを検討して

いただけたらなと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

市内に、交通不便地域として鎌倉市が指定している地域というのがいくつかございます。この諏訪

ケ谷ハイツ周辺のこの辺りについては指定されていないところなのですが、交通不便地域の解消とい

うことで、具体的には令和２年度に浄明寺・二階堂地区で、無料でオンデマンドの車両を走らせたと

いうことがありました。ただ、それを有料化して収支のバランスが取れるようになるかというと、検

討を進めたのですけれども、やはり実際にお金を払ってということになると、利用する方があまりい

ないというような現実があって、どこでバランスを取ったらいいのかというのは非常に難しいところ

であります。 

基本的には京急さんとか江ノ電さんとかにお願いしてやっていましたけれども、地域交通について

はやはり公共交通でまかなっていただくのが一番いいのですけれども、昔は路線バスで大きいものし

かなくて、その後ミニバスができて、さらにもうちょっと小型のものも今はあります。いろいろな乗

り物がある中で、バス事業者さんが参画、参入していないということは、やはり需給のバランスとい

うこともあると思うのですよね。さりとて障害者の方がお困りになられていることもありましたので、

まずはモデル地域としているところでの取組みを踏まえて、収支のバランスが取れるような新たな移

動手段というものをいま模索しているところです。それらが実現できるようなモデルというものがで

きましたら、他の地域にも発展させていくというようなことをいま考えているところでございます。 

 

＜市営諏訪ケ谷ハイツ管理組合 清水会長＞ 

もうちょっとお聞きしたいのですけれども、二階堂と浄明寺地区でやっているということですけど、

これの情報を聞いたことがないのですが、アンケートとかそういうものは取ったのですか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

実施した時のアンケートも取りましたし、その後、令和３年度に有償の実証に向けたアンケートで

もうちょっと細かいものを実施しています。その結果についてはまだ公表はしてございませんけれど

も、今後、お出しできるような段階が来ればお示ししたいと思っています。令和４年度の検討の中で

可能性というものが見えてきているところもありますので、今後、有償の実証実験をやろうというふ

うに考えています。 
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アンケートの結果からすると、一定程度の需要が見込まれるだろうと。これぐらいのお金だったら

払ってもいいだろうというようなところが意見として出ております。全然使わないという人もいます

けど、使いたいという人もいる。両方いるのですね。それで、この金額でこの移動だったら行けるだ

ろうというプランをつくって、実施できるような方向に動いているというところです。ただ、有償と

いうことになりますと、地域の交通会議というのがあって、それから国の認可というのも取っていか

なければいけないので、そういうことも視野に入れて、いま検討を進めているところでございます。 

 

＜市営諏訪ケ谷ハイツ管理組合 清水会長＞ 

それに伴ってですけど、実は私たちが住んでいる市営諏訪ケ谷ハイツからモノレールの片瀬山駅に

行く途中に、すごい急階段があるのです。その手前も結構な急坂です。見ると分かるのですけど高さ

がすごいありまして、一段一段上がるのがすごく大変なのです。そこをどうにかしてもらいたいとい

うのも住んでいる方とかその周辺の方からも意見が出ているのですが、そこをどうにかしていただく

ことは可能なのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

どうするかという手段だと思うのですが、おそらく要望とするともう少し階段の段差を下げてとい

うようなことを望まれているのだとすると、なかなか今できているものを低く下げるというのはかな

りの大きな工事になってまいりますので、果たしてそれがどこまで必要かというところの話ではない

かなというふうに思います。今は取りあえずお話としては受け止めさせていただきたいと思います。 

 

＜諏訪ケ谷町内会 梶原会長＞ 

この階段については、私ども、もう５、６年前かもっと前に市に言ってあります。なんの回答もあ

りません。それから私は市とのやり取りは全部メールにしました。メールはどんどん残るので。 

この階段、何がすごいかって、１段がすごく高いのですよ。これをつくった時から無理がある階段

で、ですからお年寄りにはぐるっと回るようにと町内会では言っています。この階段は上りもつらい

ですし、下る時には非常に危険な階段だと思います。つらいだけではなくて危険な階段ということを

認識していただきたい。雪が降ったらすごく怖いです。今日ぜひ認識していただいて、次回のふれあ

い地域懇談会、私はもう出られませんが、その時までに何らかの回答をいただければ。その前にいた

だけるのでしたら、私はメールアドレスも携帯電話も公表していますので、ぜひお願いします。 

 

＜腰越地区町内自治会連合会 新津会長＞ 

 私の得ている情報ですと、この地域、腰越のいくつかの地域は、鎌倉市の中では交通不便地域の６

地区の１つだということを聞いたのですが、そういうことはあるのでしょうか。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

いま正確に確認できる資料がないので確認はします。申し訳ありません。 

 

＜腰越支所 青木支所長＞ 

前に腰越の津の地域が指定されていたのですけれども、御所ケ丘ですとか新鎌倉山の方でミニバス

が通ったということで解消されたという認識です。 

  



163 

 

令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 腰越－４ 

テーマ 津西一丁目公園の有効活用 

内容詳細 

津西一丁目公園は長らく放置されたままになっており、公園と

しての有効活用がなされていません。 

過去に当町内会より「公園としての整備」の要望が出されたと

聞いていますが、記録は残っておらず、当時を知る人もほとんど

残っていません。 

そこで、 

①過去当町内会より提出された要望とその回答及びその後の経

過 

②改めて整備を要望した場合、実現の可能性（例：整地、ベン

チ、ブランコ、滑り台等の遊具の設置等） 

③公園以外の有効活用の可能性 

につき、回答いただければ幸いです。 

担当部課 みどり公園課 

 

議題に対する回答等 

①  過去の記録によると、平成 23 年（2011 年）に、子どもたちが遊べるよう公

園の一部に施設を整備して欲しいという要望と、草刈についての要望を町内会

様から頂いています。 

整備の要望については、平成 10 年（1998 年）頃にベンチ、水飲みを整備しよ

うとした経過がありますが、施設整備に関する反対のご意見を頂いたため、協議

の結果、散策路を中心とした現在の形となった経過があるため、ご意見として賜

っています。草刈りについては、要望の有無にかかわらず年２回、草刈りを実施

しています。 

②  公園行政の喫緊の課題として、既存遊具の老朽化対策に取り組んでいること

から、大規模な工事を伴う施設整備を直ちに始めることはできませんが、子育

て環境整備の視点に立ち、実現の可能性を探ってまいります。 

  津西一丁目公園は、都市公園法に定める都市公園として位置づけられており、

同法により区域の全部又は一部を廃止してはならない旨の規定があるため、公

園以外への転用は困難ですが、近年、公園の利活用については全国的にも様々

な先行事例が生まれており、本市においても地域のニーズを踏まえた活用を検

討していきたいと考えています。 

添付資料   
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（４）津西一丁目公園の有効利用 

＜津町内会 田中副会長＞ 

津西一丁目公園はほとんどの方が、地元の人でもある場所を知っている人の方が少ないのですね。

長らくそのまま放置されてきてしまったものですから、かなり広い土地ですけど、公園としては全く

利用されておりません。過去に、町内会から公園としての整備の要望が出されたということは聞いて

いたのですけど、記録にも何も残っていないので。当時を知る人もほとんどおりませんので、その結

果がどうなったかということも分かりません。場所はモノレールの片瀬山駅から西鎌倉へ下っている、

ちょうど中間なのですね。本当にここに公園があるということを知っている人は少ないです。片瀬山

駅の方から来ると、モノレールの道路からちょっと右手に上がらないと入り口が見えないです。この

入り口が道路沿いにあればまだ分かるのでしょうけど、１５～１６メートル入っているものですから、

まずそこの道路を歩く人というのが皆無ですね。そういうような状態ですので、過去、町内会から提

出された要望とかその回答、その後の経過について記録があれば、市の方からお知らせしていただけ

ればなと思うのですが、どうでしょうか。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

記録を調べましたところ、整備の要望ということで、平成１０年頃にベンチ、水飲み場を整備する

という計画があったようですが、結果的に整備に反対するご意見も出てきて、結果としてそれらが整

備されなかったというような経過がございます。 

もう１つあったのが、平成２３年に、これも町内会様から子どもたちが遊べるような公園の整備を

してほしいというご要望をいただいたようなのですが、これも経過ははっきりしていないのですが、

なんらかの事情があってやっぱりなされなかったと。その代わりに、草刈りですとか、それから遊歩

道みたいになっていますのでその辺の整備をした、というような記録が残っております。 

 

＜津町内会 田中副会長＞ 

 ということは、住民の方から反対意見が出たということなのですね。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

あったのではないかなと思います。 

 

＜津町内会 田中副会長＞ 

 そういうことはちょっと存じ上げていなかったものですから。例えばベンチとかブランコとか滑り

台、そういった遊具の設置はいかがなものかなというふうに思っていたのですけど、特に住民の反対

が出たということであれば、またこちらでも調べなければいけないと思うのですけど。この公園の斜

面が写真のとおり非常にきつくて、また北側斜面なものですから日当たりがあまりよくないのですね。

ですから、冬場とかは全く利用できない状況になっています。 

ただ、もしここを利用できるということでお願いするとすれば、なごやかセンターの裏山とこの公

園がつながっているのですよね。ですから、津町内会の人間がなごやかセンターへ行って、なごやか

センターの裏からずっとモノレールの方まで散歩して、西側ぐらいからぐるっと回ってくるというよ

うなコースが取れるといい散歩道にはなるのですが、現状はこの公園となごやかセンターの奥という

のは全く藪になってしまっていて獣道もないような状態なので、そこら辺を整備していただけるよう

なことがあればこの公園の利用価値もまた出てくるのではないかなと思っているのですが、その点は
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いかがなものでしょうか。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

町内会もしくは地域のご要望ということで今日持って帰りますので、また改めてご連絡したいと思

います。 

 

＜腰越地区町内自治会連合会 新津会長＞ 

本当に広いのですね。広くて、誰が遊んでいるのだろうと疑問に思うのですね。１回皆さんに見て

いただくと分かるのだけれども、何か有効利用できそうだなという気はいつもしているのだけれども、

誰も遊んでいないというのが今の状況ですね。知らなかったのだけれども、なごやかセンターにつな

がっている。だから道を通せばいいのではないかなというのが今の感じで、遊歩道ができて散策道路

になるのではないかというような感じはありますよね。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

途中までは遊歩道っぽくなっているのですけど、その奥までは私も行ったことがないので分からな

いのですが、そういった整備も当時やろうとしていた感じがありますので、その延長でもうちょっと

遊歩道の奥までというのはおそらくできるのではないかなと思います。あとは、公園以外の有効活用

の可能性という話もございましたけれども、なかなか１回、法律で公園と決めてしまうと、やめられ

ないというのがありますね。やめたくもないのですけど。そうすると、公園としての使い方としてし

か利用ができないというのが１つあります。 

それから２つ目は、結構な広さがあると思うのですが、大々的に整備をすると、それにまつわるい

ろいろな人が集まってくるということで、いろいろな影響とかハレーションが出てくるという問題が

あるので、その辺はなかなか痛しかゆしだなというところです。 

この地域の方にとってみると、非常に広大な土地でポテンシャルはすごくあると思います。これを

どうしていくかというのは、ある意味、皆さんと一緒に考えながらやっていくということになろうか

と思いますので、今すぐ何か大改変ということはおそらくないのではないかなと思いますけど、知名

度を上げるとかそういったところからスタートするということになると、先ほどご提案いただいたよ

うなところからまずは手をつけていく感じかなというふうに今日お話を伺って感じました。 

 

＜腰越地区社会福祉協議会 小川顧問＞ 

市に土地が移管されてから、なごやかセンターの話が出た当時に、私たち地区社協は、あそこの奥

の散策路を提案したことがあるのです。なごやかセンターの付近だけではなくて、あの地域一帯をも

うちょっと整備して、屋外で何かできることはないかと。たまたま道路の方に公園があって、その出

口を利用すれば一帯がつながるということで、散策路もつながるはずなんですよね。 

当時はちょっと難しかったというか、しかし、市に移管されてなごやかセンターをつくる時に、土

地の整備とか、あるいは裏のちょっとした平らなところを公園というか屋外でいろいろできるような

場所にしたり、裏の公園まで抜ける道を整備したらどうかということも言いました。なごやかセンタ

ーができてから十数年経ちますが、あそこの話になってからは急激にあそこがクローズアップされて

すぐ工事に入ったので、あまり日にちは経っていないと思うのですけれども、当時そういう話をした

のですね。 

でも、やる気がないのでしょうね。どうしたらできるかではなくて、どうしたらやらなくて済むか
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みたいな話なので、こんな話はしたくないのですが、先ほど田中さんからも出ましたけれども、なご

やかセンターの川沿いの２、３０メートルの道路がどうしてできないのかね。あれは国有地だという

のだけど、国有地で何もされていないわけだから、市が管理しているようなので、道路にしてもらい

たいですね。もっと言えば、あれがもし道路でないとすれば、なごやかセンターのすぐ手前、あそこ

は３０メートルぐらいありますかね。あれは道路ではないと市は言っていますけど、それではどこか

ら入るのか。道路ではないところから入ってくるのですか。道路の申請はされているはずなのですけ

ど。 

この前の話のときに、国有地で手がつけられないみたいな話になって、それでおじゃん。それ以上

何を言っても聞く耳を持たないような感じで。その前に何度も何度も話をして、やっと先ほど新津さ

んや田中さんがおっしゃったように、川沿いの道がかさ上げされたり、歩道部分がアスファルトで舗

装されたりしましたけれども、あれだって６、７年かかっている。だから１０何年前の話なので、市

は担当者が代わって忘れているかもしれませんけど、公園となごやかセンターの土地のつながりがで

きたので、あの裏手の方を屋外でお年寄りや子どもが遊べるような場所、個人の山でしたら黙って入

って何かあったら困るのですけれども、市が一括して管理する土地ですので、ぜひ、公園とまではい

かないまでも、散策路ぐらいの道はつくってほしい。当時、老人会も、初めだけ市でやってくれれば、

あとの管理、草刈りとか道が悪かったら直すとかいうようなことはやるような話をしていたのですけ

ど、いつの間にか消えてしまいました。今日は何も話すつもりはなかったのですけど、その話が出ま

したから、お願いしたいと思っています。ぜひよろしくお願いします。 

 

＜松尾市長＞ 

ご指摘のとおり、お話もいただいてきましたし、検討もしてきた経緯がございます。先ほど梶原会

長がおっしゃっていましたように、ちゃんとした報告や連絡がないということについては、本当に申

し訳ないところでございましたので、きちんと途中経過とその結果というのは常に共有してまいりた

いというふうに思います。 

散策路につきましては、ちょっと言い訳っぽくなりますけれども、いま市全体の中で、道路の整備、

公園の整備が、実は老朽化してもなかなか追いついていないという、現状を維持することすらままな

らないというお恥ずかしい状況でございます。そこはなんとか効率的にやっていくということで、さ

まざまな工夫をさせていただいておりますので、なかなか新規のところに手を出すというのが本当に

難しくなってきているというのは現状としてございます。 

とはいえ、今日こうして地域の皆さんとの懇談会の中でご要望として出されている課題ですから、

我々もしっかりそこは受け止めさせていただいて、改めて検討してまいります。数多くの要望の中で

どう優先順位を付けていくかというところが課題となりますので、今日いただいた要望を、繰り返し

ですけれどもしっかり受け止めて、今後の検討状況とし、また検討結果をご報告させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 
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その他 

＜七里ガ浜二丁目自治会 菅原会長＞ 

これから申し上げることは、コストが非常にかかる話だというのは私も認識しておりますが、たぶ

んどの自治会におかれましても有益な話だと思いますので、ちょっとここでご提案というか、相談さ

せていただきたいというふうに思っております。 

それは何かというと電柱の地中化です。昨今、温暖化の影響もありまして、やっぱり台風もここに

きて非常に強くなってきて、私も家を建てた当時はいいのかなと思っていたのですけれども、昨今は

びくびくしているという状況です。そのような状況で、やはり電線が切れるというようなことがこれ

から頻繁に起きると思っております。そういう防災の観点からも、やっぱり電線を地中に埋設すると

いうのは効果があると思っておりますし、鎌倉は観光都市であるにもかかわらず電柱がすごく建って

いて、非常に恥ずかしいというか醜いというか、観光都市らしからぬ景観をしているというのが僕の

認識です。 

特に、七里ガ浜地区におきましては電柱が非常に建っておりまして、せっかく海沿いできれいな場

所なのですけど、残念ながら電線が景観を非常に邪魔しているというような状況になっております。

たぶん他の自治会も同じような状況なのかなと僕は勝手に認識しております。電線の地中の埋設化と

いうのはちょっとコストがかかる話だというのは充分に認識しておりますけれども、これから観光都

市を標榜する、防災対策をきちっとやっていくという中で、ぜひとも進めていただきたいと思ってお

ります。 

 

＜松尾市長＞ 

ご提案いただきましてありがとうございます。電線の地中化につきましては、鎌倉市にとっても大

変必要なことであると考えています。現在、鎌倉市では電線地中化をする路線を指定しておりまして、

そこを優先的に整備していきますが、鎌倉駅、大船駅の前が予定箇所としては現在なっております。

逆に言いますと、今のご指摘はそれ以外のおそらく住宅地の中ということになります。これはご案内

のとおり、日本の場合はものすごいお金がかかるということで、全国的にも進んでいないという状況

があります。 

全国の市長さんともこういう話になることが多くて、実は電線地中化の協議会というものを立ち上

げて、現在、私は副会長という立場をもっています。これはいま何をやっているかというと、これだ

けお金がかかるので、お金がかからない形になんとか国として整備していくということを我々は検討

してきました。国土交通省と経済産業省に掛け合って、東京電力さんが整備をしていくのに、電柱を

つくるよりも地下に入れた方が、経済的にメリットが出るように法改正をしてほしいということを会

として訴えてきました。そうすると自然と電線地中化が進んでいくという、こういう社会づくりに向

けて今は一歩を踏み出しているところです。 

いま出ているものを地中化するというのは本当にお金がすごくかかりまして現実的にはなかなか進

まないのですが、これはどこでもあることなので、なんとかこういう形で進めていけるよう、また、

市内でも優先的に指定している区域はなるべく進むような形で進めてまいりたいと考えておりますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

＜七里ガ浜地区スポーツ振興会 信清会長＞ 

先ほど出ましたオーバーツーリズムの件についてお話をお聞きしたいのですが、報道によりますと、

先ほどから問題になっております鎌倉高校前の踏切がスラムダンクという漫画の聖地ということで、
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特に台湾、中国、韓国の方々が鎌倉を訪れる際に、真っ先に向かう場所だと伺っています。 

報道によりますと、あそこら辺の民家のベランダに、知らぬうちにそういう人たちが入り込んでい

るということが起きております。自分は１３４号線に面している顕証寺の住職をしておりますが、連

日同じような人だかりがお寺の入り口に朝早くから夕方遅くまで占拠をしております。坂のところに

座り込まれますと、車で往来する人たちも思わずクラクションを鳴らさずにはいられない。その上ご

みを置きっ放しにしていくと。こういうようなことで、観光対策上、なにかあの方たちに分かりやす

い、鎌倉の特に寺社においてはこういうことをしてはいけませんというようなガイドブックかパンフ

レットか何かをつくっていただくとありがたいのですが。 

 

＜松尾市長＞ 

ご提案ありがとうございます。前段の鎌倉高校前の江ノ電沿線の対応というのは、先ほどもご指摘

がありましたように大変重要な課題でございますし、解決にはなかなか結びつきませんけれども、少

なくとも警察や関係機関と連携をして、常に目を配りながら対応していく課題だと思っておりますの

で、先ほどご提案のあったように地元の皆さんとも協議会をつくりながら、解決策として何かできな

いかということは取り組んでいきたいと思っています。 

それからもう１つは、お寺でのルール、マナーですね。こちらにつきましては、鎌倉市としては観

光のマナー条例をつくらせていただいております。これは理念条例ですのでどこまで実効性があるか

というところについては難しさがあるのですが、地道にルール、マナーを観光客の方にお知らせして

いくということの繰り返しだと思っておりますので、その中で引き続きご相談させていただき、製作

物も有効なものをつくるなど取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜諏訪ケ谷町内会 梶原会長＞ 

青少年広場が当町内会にあるのですが、４年くらい前からボール遊びが禁止になりました。それは

町内会が決めたのではないかというと全くの誤解で、決めたのは市です。私はずっとルールをつくっ

てくれと市に言ってきましたが、やっと４月に入りまして、野球は禁止でバットを使わない、サッカ

ーのゲームはしないという２つを禁止事項としてボール遊びを再開するということで、町内会として

も分かりましたと了解しました。それで、どういうふうな告知をしていただけるのかと待っていたの

ですけど、やっと先週の金曜日にメールが来たのですが、具体的な内容について全く聞かされていな

くて、私は夏休み前にやりましょうと４月の段階で言ったので、来週月曜日からスタートするのです

が、皆さんにボール遊びはできるようになりましたということだけでもお伝えしたくて、お話しまし

た。 

あと１つ。９月３日に福祉まつりが社協で行われます。腰越地区社協でもお店を出して、そこで売

るものがありますが、それに関してペットボトルとプラスチック容器は駄目だということを聞きまし

た。最初の会議でそれはなんだと思ったのですが、市の後援を得るためにはペットボトルとプラスチ

ック容器は禁止にしないといけない。よくよく考えてみると、鎌倉市社協というのは市と密接な関係

にあり、それがやるイベントの後援に条件をつけているのはいかがなものかなというのを市長にお伺

いしたいと思います。 
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＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。ご指摘のとおりでございまして、市がプラスチックごみゼロ宣言を出させ

ていただく中で、全体としても市民の皆さんにご協力いただきたいということで、市の後援をする際

には、ごみを出さないようにしていただきたいということを条件として付させていただいているもの

です。これについてはご指摘のようなご意見もいただいているところでございます。現実的にどのよ

うにご協力いただくか、ごみが減らせるための施策につながるかというところをいま運用しながら検

証しており、今後どうしていくかというところを改めて検討していきたいと思いますので、現時点で

は大変申し訳ございませんけれども、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

  



170 

 

令和５年度 

「ふれあい地域懇談会」報告書 

 

＜ 西鎌倉地域 ＞ 

 

日      時 令和５年（2023年）７月18日（火） 午後２時～４時 

場      所 腰越支所 多目的室 

出  席  者 自治会・町内会代表   ９名 

地域団体代表   ５名  計14名 

鎌倉市     ９名 

内      容  

第 １ 部 市長からの説明 

（１）市庁舎移転及び現庁舎の整備等について 

（２）戸別収集の実施検討について 

（３）かまくらこども相談窓口「きらきら」について など 

 

第 ２ 部 地域からの議題に関する懇談 

（１）地域の空き家、崖のリスク、及び腰越保育園仮園舎の有効

利用について 

（２）手広交差点の鎌倉方面右折車待機時の直進車の歩道乗り上

げ問題 

（３）おおいえ犬猫病院と徳増商店間の横断歩道に待機する歩行

者が32号線を通行する車から見えにくい（夜間）上に老人

が横断歩道を渡ろうとして危険 

（４）やまゆり坂のがけ地（市有地部分）の防護 

（５）移動スーパーを市で運営できないでしょうか 

（６）お年寄りの交通の便 

（７）防火水槽の貯水の災害時利用 

（８）メイン通り（通称）歩道状態の改善・維持 

（９）駐在所への防犯カメラの鍵管理委託について 
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出席者名簿  （敬称略） 

 

【自治会・町内会等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤 幸彦 会長 

2 新鎌倉山自治会 向山 繁 会長 

3 御所ヶ丘自治会 谷口 元一 会長 

4 南鎌倉自治会 松永 里美 副会長 

5 手広町内会 佐藤 良 副会長 

6 谷際自治会 西山 久子 副会長 

7 西鎌倉住宅地自治会 海老坪 昌司 会長 

8 西鎌倉山自治会 市岡 豊大 会長 

9 手広片岡町内会 笠嶋 輝雅 会長 

 

【その他の団体等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 
西鎌倉地区社会福祉協議会 

第十地区民生委員児童委員協議会 
千代 美和子 会長 

2 西鎌倉地域教育懇話会 日髙 保 会長 

3 鎌倉地区保護司会 前川 昌子 理事 

4 みらいふる鎌倉（親寿会） 池田 隆明 会長 

5 鎌倉市社会福祉協議会 根岸 美幸 
生活支援コーディネ
ーター腰越地区担当 

 

【鎌倉市】 

 役              職 氏    名 備    考 

1 鎌倉市長 松尾 崇  

2 市民防災部長 永野 英樹  

3 こどもみらい部長 廣川 正  

4 健康福祉部長 藤林 聖治  

5 まちづくり計画部長 林 浩一  

6 都市景観部長 古賀 久貴  

7 都市整備部長 森 明彦  

8 消防長 髙木 守  

9 腰越支所長 青木 達哉  
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第２部 

地域からの議題に関する懇談 
 

05 西鎌倉-１ 
地域の空き家、崖のリスク、及び腰越保育園仮園舎の有効利

用について 

05 西鎌倉-２ 
手広交差点の鎌倉方面右折車待機時の直進車の歩道乗り上

げ問題 

05 西鎌倉-３ 

おおいえ犬猫病院と徳増商店間の横断歩道に待機する歩行

者が 32 号線を通行する車から見えにくい（夜間）上に老人

が横断歩道を渡ろうとして危険 

05 西鎌倉-４ やまゆり坂のがけ地（市有地部分）の防護 

05 西鎌倉-５ 移動スーパーを市で運営できないでしょうか 

05 西鎌倉-６ お年寄りの交通の便 

05 西鎌倉-７ 防火水槽の貯水の災害時利用 

05 西鎌倉-８ メイン通り（通称）歩道状態の改善・維持 

05 西鎌倉-９ 駐在所への防犯カメラの鍵管理委託について 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 西鎌倉－1 

テーマ 
地域の空き家、崖のリスク、及び腰越保育園仮園舎の有効利用に

ついて 

内容詳細 

①新鎌倉山住宅地のガスト側入り口にある川沿いの崖について、

環境確認を行うとともに必要な対応を検討していくとの回答を

頂いたが、その後の状況について確認したい。 

 

②地域の空き家について、継続的な課題として再度提言したい。 

 

③本年、腰越保育園仮園舎が完成し期限付きで開園されるが、期

限終了後の有効利用の可能性について（例えば自治会の活動ス

ペースなど）お聞きしたい。 

担当部課 みどり公園課  都市整備総務課  こども支援課 

 

議題に対する回答等 

①新鎌倉山住宅地のガスト側の入り口にある川沿いの崖について、地権者と面談

し、崖の管理の重要性について説明を行うとともに防災工事資金助成制度の説

明を行いました。 

現在、一部の地権者から防災工事・伐採工事の実施について、相談を受けてい

るところです。 

 

②「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、空家等とは、「概ね１年間

を通じて居住や使用がされていない、戸建て住宅や全室が使用されていないア

パート等及びその敷地」と定義されています。 

管理不全の空家等について、市にご相談が寄せられますが、空家等は個人の財

産であるため、所有者または管理者の責任で適切に管理することが前提であり、

行政としてできることは限られているのが現状です。 

本市の空家等対策においては、市民からの通報等があった際は、職員が現地調

査を実施し、「空家等」であることが確認でき次第、所有者等の連絡先を調べ、

適切な管理をするよう書面にて指導しています。 

また、空家等の発生を抑制するために、弁護士会や不動産団体等の専門機関と

「空家等対策に関する協定」を締結し、空家等の所有者に対する相談体制を構築

しています。 

国では空き家対策を強化するため、法改正の手続きを進めているところです。

改正案には管理不全空き家等の対応について新たな施策が盛り込まれていま
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す。今後も、国の動向を注視しながら、管理不全の空き家が増加しないよう努め

てまいります。 

 

③当該仮設園舎は、腰越保育園の建替に伴うものであり、仮設建築物として必要

とされる期間において設置が認められており、期限終了に合わせて撤去しなけ

ればなりませんので自治会の活動スペースなどへの活用はできません。 

添付資料 
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（１）地域の空き家、崖のリスク、及び腰越保育園仮園舎の有効利用について 

＜松尾市長＞ 

まず、１番目の①ガスト側の入り口の川沿いの崖についてです。これは昨年もテーマになりまして、

民間の方が所有しているということがあって、うちとしては説明に上がりますという説明をさせてい

ただきました。現在、一部の地権者から、この説明をした後に、防災工事、伐採工事の実施について

相談を受けているという段階でございまして、なんとか実施していただけるよう引き続き働きかけを

してまいりたいと考えております。 

次に②地域の空き家についてです。こちらにつきましては、空き家対策ということで市としても取

組みをしているのですが、実際にはなかなか所有権の関係等々から解決する難しさを感じています。

市としては、まずは空き家にさせないという、未然に防ぐ取組みに力を入れていま取り組んでいると

ころです。ですので、弁護士や不動産団体の関係機関と空き家等の対策に関する協定を締結しまして、

空き家などの所有者に対する相談体制を構築しているところでございます。 

それから３番目です。腰越保育園の仮園舎ですけれども、こちらについては期限終了に合わせて撤

去しなければならないというルールになっておりますので、本当は有効活用したいという思いは我々

にもないわけではないのですけど、活用できないということでご理解いただきたいと思います。 

 

＜新鎌倉山自治会 向山会長＞ 

いま市長からご回答いただきました空き家のところですけど、私は今年の４月に会長になったばか

りですけど、去年の回答を見て今年のものと見比べているのですが、去年の回答の中で「担当課であ

る都市整備総務課へ通報いただければ職員が現地調査を実施し、空き家等であることが確認でき次第、

所有者の連絡先を調べ、適切な管理をするよう書面にて指導します」というふうに書いていただいて

いまして、今年の回答でも一番最後のところに「市民から通報等があった際は書面にて指導していま

す」と書いてあるのですけれども、ちょっと問題になっている空き家が１つございまして、木がぼう

ぼうで門が壊れ、ちょっともう防犯上も危ないのではないかみたいな話があるのですが、通報してい

ないという状況なのか、去年と回答の状況が変わっていないので何か我々がしなくちゃいけないこと

があるのかどうかというのを確認したいと思いまして、ご質問させていただきました。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

今おっしゃっていただきました都市整備総務課は私どもが所管しておりまして、具体に我々が相手

に対してどういう行動を起こしたかというのは、なかなかこういう公の場で答えられない、個人情報

というのがあります。昨年、副会長さんにいらしていただき、私どもも所有者の方を調べております。

実はもう少し前から我々の方は把握しておりまして、空き家だろうということでアクションは取って

いるところでございます。ただ、いま市長もおっしゃったように、相手の動きというのもございまし

て、皆さんの目に見えるような動きというのは、今はないということでございます。 

 

＜新鎌倉山自治会 向山会長＞ 

 先方には伝わっているということなのですね。アクションを取っているかどうかは別にして。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

 私から言えるのは、相手のことはちゃんと調べて市として動いていますよということです。 
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＜新鎌倉山自治会 向山会長＞ 

なるほど。じゃああえて通報する必要はないわけですね。いま何らかのことが起こっているという

ことで。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

過去の事例からすると、市がアクションを起こすとともに、地元の方たち、町内会と連携してアク

ションを起こすと成功したという事例が過去にいくつかございます。ですから、その辺もありますの

で、都市整備総務課と連携を取っていただくと一歩、二歩動けるのかなと思います。 

 

＜新鎌倉山自治会 向山会長＞ 

 じゃあ、改めて再通報することも別にやってはいけないということではないわけですね。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

 我々の方にですか。 

 

＜新鎌倉山自治会 向山会長＞ 

はい。こちらから通報いただければ云々というふうに書いてありますので、私は通報したのかどう

かは知らなかったのですけれども、ご対応いただいているということは、さらに通報したらまた効果

があるのか、もう通報はしなくていいですよということなのかどうか、そこをちょっとお伺いしたい

と思います。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

失礼しました。私どもでは空き家という形で処理しており、我々行政側として処理を継続して行っ

てまいりますので、大変だということであれば、こちらに連絡がなくても私の方では継続して動いて

まいります。 

 

＜松尾市長＞ 

会長がおっしゃっている物件と我々が認識している物件が一致していないかもしれませんので、こ

ちらは個別にご相談ください。 

 

＜新鎌倉山自治会 向山会長＞ 

 そうですね。分かりました。ありがとうございます。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

今のことに関連するのですが、うちの町内会でいま一番問題になっているのは空き家でなくて、ほ

ぼ近いのですけど更地なのです。家は建っていないのですけれども、更地でそのまま放置されていて、

２年か３年に一度くらいは地主さんが刈り取ることもしていたのですが、今はされていません。先日

も市役所の方と一緒にその更地の人のところに行ったのですが、ほとんど家におられない、連絡もつ

かないと。この間、市役所の方から連絡をいただきまして、ようやく地主さんと連絡が取れましたと

いうものの、市から「そこを全部きれいに刈ってくださいね。これでは困ります」と言ったところ、

「はい。やります」とおっしゃられたというところで止まっているのですね。これが毎年繰り返され
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ているのです。 

ということは、いくら更地地主がやりますと言っても、現実はやられていない。それ以上は市も踏

み込めない。唯一踏み込めるのは、繁茂した草木が道路にはみ出していた場合だけです。それは、地

主にさせるのではなくて鎌倉市がやるのですよね。市のお金で。だから、更地地主さんは何の痛みも

ないという話なのですよ。 

この間よく聞いたら、鎌倉市内で約３００か所、そういう更地の放置地面がありますということで、

これはなんとか条例か何かで、罰則とか、もしくは固定資産税に入れちゃう。その地主さんからお金

を取って市が伐採をすればよいのであって、市民が税金で負担するいわれは何もないですよね。そう

いった更地地主のおうちに対して。ということで、ぜひそういうことを、罰則という言葉が適当なの

かどうか分かりませんけれども、そういうお金を徴収することも放置する罰則としてぜひ検討してい

ただけないですかね。そういうお願いです。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

ありがとうございます。非常にありがたいです。普段は市の税金で切っちゃえばいいじゃないかと

いうようなことをたくさん言われるので、やはり個人の財産というものに対して税金を投入するとい

うのは我々としても二の足を踏むところがありますし、やっちゃいけないことだと思っております。

会長さんが言われたように、そういったことができれば次に進むと思うのですけど、税金となるとい

ろいろな課題もあると思いますので、帰って確認してみたいと思います。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

隣接地の人はものすごく迷惑しているのですよ。というのは、ものすごく繁茂しまして、これが冬

になると全部枯れるわけです。ものすごく電柱とか電線にその枯れ葉が絡みついている。あそこに火

をぽんと投げれば燃え上がりますよね。そういった危険性もすごく感じますので、ただ単に放置され

ているだけの問題ではない。被害が出ているというのが私の正直な気持ちです。町内会としても非常

に困っています。ぜひお願いしたいと思います。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

 法的な問題もありますので、我々としては必ず確実に相手方に伝えていきたいと思います。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

そのことに関して、法律は誰がつくったんだと、私、市の人に聞くのですよ。人間なんですよね。

ただ、法律は変えられないと言うのですよ。市の人は。そんなことはない。法律は人がつくったもの

だからいつでも変えられる。だって、いま憲法を変えようと言っている。だから、そういう逃れるよ

うな言い方はもうやめてほしい。僕が初めての町内会長だったらいいけれども、続いているんですよ、

ずっと。なんら進展がないです。だから、なんとか具体的な策を、条例から法律改正に持っていくと

か、そういう手段を実際に取ってほしいというのが私の偽らざる気持ちです。よろしくお願いします。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

今の話で、僕がアメリカに行ったときに、そこでは庭の芝を刈らないだけでも市から罰せられる。

サンディエゴなんですけど。僕も法律の専門家じゃないから日本とアメリカは違うと思うのですが、

だけどやっぱりそういう怠惰な人がいるのは事実で、みんなが迷惑しているということを条例とか法
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律の改正で何か方法がないかということは考えるべきだと私も思います。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

簡単に納得しちゃうんですよね、法律でというと。ああ、そうと。でも、そんなのは納得すべきこ

とじゃない。法律を変えればいい。憲法だって変えればいいのですよ。そういうことだと思うのです。 

 

＜松尾市長＞ 

行政としては、どの法律に抵触してできないのか、という説明が足りていなかったのかもしれない

です。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

いや、できない話を私は聞きたくないの。できる話を聞きたいのです。質問の時に、できない話を

するのではなく、何の得になるんですかと。僕にいくら説明しても、私が聞いても何の説明にもなら

ない。何の得にもならない。こうすればできるからこうします、という話だけを聞かせてくれればそ

れでいいのですよ。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

だから、例えば、やろうとしたらこういう法律があってこれが妨げになっていると。だからそうい

う場合にはこれを変えなきゃいけないけれども、今はそれが無理だとか、そういう話であればという

ことですよね。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

国会議員にまで声を上げています、誰々大臣にも既に投げました、そういう話を聞きたいのですよ。

法律はいつ頃それが国会で議論される予定ですよとか、そういう話を聞かせてくださいよ。 

  



179 

 

令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 西鎌倉－2 

テーマ 手広交差点の鎌倉方面右折車待機時の直進車の歩道乗り上げ問題 

内容詳細 

手広交差点は大船腰越間の県道 304 号線と県道 32 号線が交差し

ております。手広交差点から鎌倉方面に右折する場合右折専用道

路はなく大船方面への直進車は、後ろで待つことになります。大

船方面から藤沢に右折する場合は右折専用道路があります。その

ため鎌倉方面に右折する車があると渋滞の原因になっています。

しかし、道路の形状から多少右側で待つことが可能となり、交差

点の歩道に少し乗り上げて直進すると大船方面に通行することが

可能となります。河野肉店駐車場側の歩道で鎌倉方面に横断歩道

を渡ろうとして待機する歩行者がいる場合、非常に危険な状態に

なっております。河野肉店側に道路を広げ鎌倉側への右折車線を

作る等の検討を県に向けて要請する等の動きをして欲しいと地域

の住民は願っております。手広交差点は深沢地区の広域開発に伴

い、大幅に改修する予定であることは聞いておりますが、その際

もこのような状況も考慮に入れていただきたいと思います。 

担当部課 深沢地域整備課  道路課 

 

議題に対する回答等 

県道腰越大船（県道 304 号）と県道藤沢鎌倉（県道 32 号）が交差する手広交

差点については、県道腰越大船の腰越方面から鎌倉方面への右折レーンの整備に

向け、現在、道路管理をしている神奈川県藤沢土木事務所に対し、事業の推進に

向けた、協力をお願いしています。 

今後は、市も右折レーンの整備に必要な用地取得などに関わり、早期の整備を

目指し取組んでまいります。 

添付資料 
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（２）手広交差点の鎌倉方面右折車待機時の直進車の歩道乗り上げ問題 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

２つ目と３つ目は手広町内会から出ておりまして、今日、手広町内会の会長が急遽来られなくなっ

て佐藤副会長が来ておられますが、私のほうが事情をよく知っていますので、私のほうからご説明さ

せていただきます。 

先ほど西鎌倉住宅地自治会の方からも出ていましたけれども、手広の交差点が、江ノ島方面から右

に曲がると鎌倉、左に行くと藤沢、真っすぐ行くと大船、ここのところに右折車線がないのですよね。

大船方面から藤沢方面に行くときは右折車線がある。たまたま１台であれば横を通れます。ところが、

２台が右折車線に止まっちゃうと、後ろの車が待たざるを得ない。その時に何が危ないかというと、

乗用車であると横断歩道に乗り上げてちょっと行くと行けちゃうのですよ。それで、近所の人からち

ょっと危険だと。あそこは私もいつも使っていますので、右折が非常に大変で、後ろで待っていると

本当に気を遣ってイライラする場所なのです。だから、これについてお願いしたいということをちょ

っと補足で言って、市からのお話を伺いたいと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

こちらは県道ですので、実施主体は神奈川県が工事をするということで計画がございます。実は土

地が一部取得できていないところがございまして進んでいないのですけれども、これは県だからとい

うことだけではなくて、地主さんに鎌倉市としてもしっかり折衝して、なんとか工事が進むように働

きかけをしてまいりたいと考えているところです。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 西鎌倉－3 

テーマ 

おおいえ犬猫病院と徳増商店間の横断歩道に待機する歩行者が 32

号線を通行する車から見えにくい（夜間）上に老人が横断歩道を

渡ろうとして危険 

内容詳細 

手広交差点から藤沢方面に 50 メートルぐらいいくと大家犬猫病

院と徳増商店にかけて県道 32 号線に横断歩道があります。徳増商

店の左に郵便局、横断歩道のすぐ右隣りに江ノ電バスの手広停留

所があり、この横断歩道は多く方が利用しています。特に郵便局

はシニア層の利用が多く、近くに手広交差点があるのですがこの

横断歩道を利用する方が非常に多いのが特徴です。昼間は全く問

題が無いのですが、夜になると近くに街灯が無いので車から横断

歩道で待つ人の判別が出来難くなっております。そこで横断歩道

で待つ人の姿を車側から見やすくするための街灯を付けていただ

きたく事は可能でしょうか。ご検討、お願い致します。 

担当部課 道路課 

 

議題に対する回答等 

 横断歩道への街路灯設置の御要望については、当該道路が県道であることから、

神奈川県藤沢土木事務所に伝達しました。 

 神奈川県藤沢土木事務所からは、道路照明灯は歩道内を照らすものではなく、

主に車道走行にあたって交通安全を確保するもので、当該路線は既に必要な間隔

で道路照明灯が設置されているため、新たに設置することは困難ですが、現在設

置している道路照明灯を LED 化することと角度を微調整することで、ある程度広

範囲を照らすように調整することが可能なため、対応については検討していく旨

を聞いております。 

添付資料  別紙：地域のつながり課への聞き取り 
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【05 西鎌倉－3 別紙】 

 

●地域のつながり課への聞き取り（→：同課回答） 

・本要望箇所について、要望町内会から防犯灯設置について相談があったか。 

→相談はない 

・今後地域のつながり課に相談が寄せられる可能性があるが、設置の可能性はあるか。 

→歩行者の通行のために防犯灯を設置することはなく、あくまで「防犯」目的である必

要があるため、設置理由によって判断する。 

  



183 

 

（３）おおいえ犬猫病院と徳増商店間の横断歩道に待機する歩行者が32号線を通行する車から見えに

くい（夜間）上に老人が横断歩道を渡ろうとして危険 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

手広の交差点から藤沢方面に向かって７、８０メートル行ったところに横断歩道があります。その

横断歩道を使う方が非常に多い。というのは、手広の交差点のところに鎌倉方面に向かうバス停があ

るのです。そこをすごく皆さんが使っています。ここはすごく通行量の多いところなのですが、お年

寄りが危険なのは、横断歩道まで行って渡らずに道路を渡ってしまう。そういう事件がよく起きてい

ますよね。ここについてもお話を聞きたいと思っています。 

 

＜松尾市長＞ 

こちらも神奈川県の道路ということで藤沢土木事務所にこのお話をさせていただいたところ、抜本

的な解決ではない回答ではありますけれども、少しＬＥＤ化して、角度を微調整することである程度

照らすことができるという、そういう調整をしていくという回答をいただいていますので、少しその

推移を見てみたいと思います。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

 そのＬＥＤ化というのはどこですかね。照明ですか。 

 

＜松尾市長＞ 

 外部照明灯ですね。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

なるほど。分かりました。この場所は、昨日も夜行って見てきましたけど、本当に真っ暗なんです

よね。手広交差点から江ノ島方面に向かって行くと、はま寿司があって、そこに横断歩道があるので

すが、あそこには手広商工振興会の照明があったりしてすごく見やすい。ところが、おおいえ犬猫病

院と徳増商店があるところの横断歩道となると、夜になると真っ暗なんですよね。当然、車のライト

も当たるのですが、そのライトの加減では全く見えない。そういう状況であって、そこにＬＥＤとか

何かを付けていただくとすごくいいなということで、あえてこれを出しました。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 西鎌倉－4 

テーマ やまゆり坂のがけ地（市有地部分）の防護 

内容詳細 

やまゆり坂側面の崖が、一昨年崩落しました。コンクリート吹

付による防護幕が経年劣化し、植物の寝貼りにより崩落しまし

た。 

該当する崖のうち、私有地については、所有者により防護工事

が行われました（市の既成宅地防災工事費資金助成制度で援助い

ただいた）が、隣り合う市有地の崖については、工事をした私有

地と同じ状態であるにもかかわらず、そのままとなっています。 

やまゆり坂は西鎌倉小学校と手広中学校の子どもたちの通学路

でもあり、自治会住民の災害時の避難通路でもあります。日常的

にも多くの人が利用する坂道ですので、早急に防護工事をお願い

したい。 

担当部課 みどり公園課 

 

議題に対する回答等 

当該地は市が管理するがんだがや北公園の区域で安全性の向上に向け、令和５

年（2023 年）12 月までに対策工事を行う予定です。 

現在、安全対策工法等について検討を行っており、令和６年（2024 年）３月ま

での完成を目指しています。 

添付資料 
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（４）やまゆり坂のがけ地（市有地部分）の防護 

＜松尾市長＞ 

この場所は市が管理する公園の区域でございまして、書いてあることでちょっと誤解が生じてしま

うかもしれませんが、今年の１２月までに対策工事に着手する予定でございます。その工事が来年の

３月までの完成を目指して取組みをしているところでございますので、ご理解いただければと思って

おります。 

 

＜南鎌倉自治会 松永副会長＞ 

先ほどの市長がおっしゃったことで理解いたしました。「安全対策工法などについて検討を行って

おり」とあるのは、具体的にどんなことなのかを知りたいのですが。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

具体的には、例えば金網をかけたりですとか、セメントを吹きつけたりですとか、またその組合せ

です。あと、柵を造るとかの組合せをいま検討しているところでございます。ほぼほぼ皆さんがイメ

ージされているような防災工事をやる予定でおりますけど、そういう細かいところをいま設計してい

るところですので、いましばらくお待ちいただければというところでございます。 

 

＜南鎌倉自治会 松永副会長＞ 

ありがとうございます。これを自治会の皆さんに説明する際には、２０２４年の３月までの完成を

目指しているというふうに言っちゃってもいいものですかね。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

はい。年度内工事でございますので、おしりの方はそうです。あと、着手の際には当然会長さんあ

てにご挨拶をいたしますので、そのタイミングでもいつまでの工事かというご説明ができるかと思い

ます。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 西鎌倉－5 

テーマ 移動スーパーを市で運営できないでしょうか 

内容詳細 

鎌倉地区は山が多く、坂道の中に住宅があります。南鎌倉自治

区もお年寄りが多くなり、日常の買い物にも一苦労のご様子で

す。移動手段のバスも本数が少ないですし、免許も返納された方

も多くいらっしゃいます。現状コープの宅配など利用されている

方もいらっしゃいますが、自分で手に取り、お店の方やご近所さ

んと話ながら選んで買う楽しみは、宅配では得られません。 

また、移動スーパーに老若男女皆さんが集うことで自然とお互

いを認識しあい、防犯や防災、見守りにつながっていくのではな

いかと考えます。 

担当部課 商工課  地域のつながり課 

 

議題に対する回答等 

高齢化が進んでいる自治会町内会に対して、移動スーパーによる販売を行うこ

とで、地域における顔の見える関係づくりや見守りに繋がると考えますが、現在、

店舗からの宅配サービスやインターネットサイトからの購入など、事業者による

多様な購入方法がある中で、移動スーパーに対してのみ市が運営をしていくこと

は難しいと考えます。 

 しかしながら、鮮魚販売に限定した内容になりますが、今泉台エリアで、自治会

町内会活動から派生した市民団体（一般社団法人鎌倉さかなの協同販売所）が、移

動販売をスタートさせたところであり、この団体による移動販売は今泉台以外で

も実施していくと聞いているところなので、この団体を紹介することは可能です。 

添付資料 
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（５）移動スーパーを市で運営できないでしょうか 

＜松尾市長＞ 

 移動スーパーを市で運営できないかというご提案ということで受け止めさせていただきます。移動

スーパーの販売というのは、大変有効な手段だというふうに思いますけれども、市が運用していくと

いうことについてはちょっと難しさを感じる部分ではございます。 

しかしながら、市と連携して取り組んでいる１つとして、ここに書いてあります今泉台のエリアで、

お魚の移動販売をスタートしたという、こういう取組みが民間の取組みとしてありまして、市も連携

させていただいているところです。この団体も今後、今泉台だけではなくて、他の地域にも広げてい

きたいという希望がありますので、この団体を紹介させていただくことは可能ですので、ぜひお願い

できればと思っています。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

七里ガ浜の方で前になにか移動のスーパーをやったような話を聞いたことがあるのですが。市では

なくて、地域のスーパーで。例えば、そういうお年寄りが困っている地域に市が声かけして、そこの

地域にあるスーパーマーケットに移動販売を検討していただくとか、そういうことの窓口に市がなる

ということは可能なのでしょうかね。そういうのはやっていないですかね。 

 

＜松尾市長＞ 

そうですね。そういう意味では、地域のスーパーや移動販店をしているところの情報を市としても

しっかりと受け止めながら、地域のニーズとマッチするような形でご紹介するということはできると

思います。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

そういうものをもしお願いするとなると、窓口はやっぱり地域のつながり課ですかね。 

 

＜市民防災部 瀧澤次長＞ 

 地域のつながり課でお伺いしますよ。とりあえずいったんは。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会・第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

いまの移動販売のお話なのですけれども、今までこのお話は何度も出てきているんですね。移動販

売があったらいいじゃないかとか、どこもかしこも山の上なので要望があるかに見えるのですが、実

際にあちこちで伺いますと必ずしも移動販売を希望していらっしゃらないということがあって、ニー

ズが必ずしもない。というのは、今まで随分入っているのです。八百屋さんですとかお豆腐屋さんで

すとかが随分入っているのですが、そのうち来なくなってしまうということが現実にあります。とい

うのは、皆さんが結構吟味されるのですね。品物を。その結果、来ているところにすると、いまひと

つお気に召さないところがあったりするのかなと思うのですが、例えばパン屋さんが来たりいろいろ

なところが入るのですが、そのうち来なくなってしまうというのが現実であるのかなというふうに思

います。 

それで、もし要望があるとすれば、生協とかいくつかあるところとお話をしてということは可能か

なと思いますが、西鎌倉地区というのはいま市民参加型共創プラットフォームで皆さんの意見を聞い

ているところなので、そこでそういう話もいくつか今までも出てきているかと思うのです。山の上に
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住んでいて交通手段がないとか、坂を下りたら上がるのが大変だというお話は随分出ていますので、

その中で移動販売について、お魚はぜひ欲しいんだとかのピンポイントで要望があれば、またそれな

りの動きもできるかなと思うのですが、必ずしも高いところに家があるからといってどこもかしこも

お買物に困っているとは言いにくいところがあるということを踏まえて、動いていただけたらいいの

かなと思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 西鎌倉－6 

テーマ お年寄りの交通の便 

内容詳細 

当自治会にはミニバスが走っていますが、現在は本数が少なく

なっています。免許を返納して久しいお年寄りの病院通いや日常

生活で利用するには不足を感じる状況です。なごやかセンター巡

回バスを利用することはできないでしょうか。 

担当部課 高齢者いきいき課 

 

議題に対する回答等 

 腰越なごやかセンターの利用者送迎車両の運行は、足が不自由であるなどセン

ターまでの移動が困難な方を対象として、令和３年度から開始したものです。 

現在、送迎車両については、利用要件の緩和によるセンター利用者の更なる利

便性向上を図ることを検討していることから、センター利用者以外の方に御利用

いただくことは現時点では難しいと考えています。 

 高齢者の方に対する移動支援としては、運転免許証を自主返納した方、又は運

転免許証が失効した方を対象に、返納等から６箇月以内の申請により、タクシー

の利用料金やバスの乗車証の購入費に利用できる年間 2,000 円の助成券を２年間

交付する事業を実施しているところですが、今後も、社会福祉法人が所有する施

設の送迎車両を活用した地域貢献バスモデル事業の拡充に努めていくなど、高齢

者の移動支援の在り方について引き続き検討してまいります。 

添付資料 

  

  



190 

 

（６）お年寄りの交通の便 

＜松尾市長＞ 

お年寄りの交通の便ということでございます。提案として、なごやかセンターの巡回バスの利用と

いうことでございますけれども、まずはセンター利用者の方の利用をということで、さらなる利便性

の向上を検討している段階でございますので、ちょっとすぐになごやかセンターの巡回バスをセンタ

ー利用者以外の方も含めてというのはちょっと難しい状況ではございます。 

ただ、高齢者の交通の手段ということにつきましては、我々も課題だと受け止めておりまして、こ

れまでも二階堂・浄明寺地区で移動の実験をやったりですとか、福祉施設の車両を使った巡回という

ようなこともやったりと、いろいろとチャレンジをしているところです。 

先ほど千代会長もおっしゃっていただいたように、西鎌倉地区でまさに移動の問題をテーマに取り

上げていただいているところですので、いろいろな手段を含めて、今後、議論、検討していければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜南鎌倉自治会 松永副会長＞ 

ミニバスの件ですけれども、回答のところに年間２，０００円の助成券を２年間交付する事業を実

施しているとあるので、これをもうちょっと自治会の方に周知したいなと思いますが、それは高齢者

いきいき課に申請したらいいのですか。どうやって手に入れるものなのでしょうか。 

 

＜健康福祉部 藤林部長＞ 

免許を自主返納された方に対して、６５歳以上の方ですと、市の高齢者いきいき課に申請していた

だきますと、その年度と翌年度の２年間、２，０００円の助成券を交付しております。もしご希望が

あればお電話でも結構ですので、ご連絡いただければと思います。 

ちなみに、６５歳以上で免許証を自主返納される方が年間で１，０００ちょっとの人数でいま変動

している中で、この申請をしていただいている方が９００弱いらっしゃるので、いま８５％程度の方

が鎌倉市内全体でご利用いただいております。もしご存じないという方がいらっしゃれば、ぜひ自治

会さんを通じてもＰＲしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

＜南鎌倉自治会 松永副会長＞ 

今年以降も、６５歳になる方が毎年どなたかいらっしゃると思いますので、自治会の方で周知して

いきたいと思います。ありがとうございました。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会・第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

すみません、ちょっと余計なことですけれども、南鎌倉自治会ではそういうふうに動かれるかもし

れないですけど、６５歳以上になる人というのは西鎌倉だけじゃなくてどこもかしこもいるわけで、

この２，０００円という助成券に関して、高齢者いきいき課の方でもう少しＰＲするというようなこ

とはないのでしょうか。 

 

＜健康福祉部 藤林部長＞ 

自治会さんだけでなくて、鎌倉市としても全市的に周知すべき事業であると思いますので、その点

は一緒に市もＰＲしてまいりたいと思います。 
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＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

先ほどの実際８０数％ということから言いますと、返納したときに案内をたぶんされているのです

よね。じゃないとそんな高い利用率にならないかなという気がします。 

 

＜健康福祉部 藤林部長＞ 

 ６５歳以上の方が返納されたときに、警察の方でこんな制度がありますよということは、ご案内申

し上げています。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会・第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

返納することを迷っている方というのは多いのですよね。車を手放せないという方は本当にたくさ

んいらっしゃいますが、タクシー代だってばかにならないしという話ももう本当にしょっちゅう聞く

話です。ですから、もちろん返納することを決めていかれる方はそうですが、これから返納する人に

もその助成券を周知しないと返納が進まないと思います。 

 

＜健康福祉部 藤林部長＞ 

 おっしゃることを踏まえて取り組んでまいりたいと思います。 

 

＜みらいふる鎌倉（親寿会） 池田会長＞ 

これに関連して、従来から何回か出ている話ですけど、今の話は免許証を返納した場合の助成とい

うものですけど、高齢者もどんどん増えまして、免許証返納にかかわらず、高齢者の足の問題はもう

共通の問題だと思うのですよ。助成金に関しまして、何年か前までは多分２，０００円か３，０００

円、高齢者に対して助成があったはずなのですね。それが取りやめになっちゃっているわけですよ。

これをぜひ復活してほしいという話は、もう毎年私も言っているのですけど、やっぱり財源の問題で

なかなか難しいということですが、高齢者が足の問題で家の中で閉じ籠もってしまうということは、

まさにフレイルの問題に関わってきます。健康の問題、病気につながることになりますのでね。 

したがって、これはぜひもう一回考えてほしいと思うんですね。東京都だとか横浜市においては、

高齢者に対する助成が結構手厚くやられていると聞きます。どうも鎌倉市は高齢者に対して非常に冷

たくて、という声をたびたび聞いているのですけど、ぜひこれについて再考していただきたいと思っ

ておりますが、いかがでしょうか。 

 

＜健康福祉部 藤林部長＞ 

おっしゃられたのは高齢者割引乗車証購入助成事業という長い名前で、平成２５年度まで行われて

おりました。鎌倉市としてはそれ以来その事業は行っておりませんが、先ほどからご案内している免

許を返納した方については助成をしているところでございます。ただ、おっしゃるとおり、高齢者の

移動に対する助成事業については非常に多くのお声をいただいているところです。高齢者の方の外出

支援のあり方も含めて、一律に割引券を配るのがよろしいのか、あるいはいま行っている返納した方

以外にも、免許を元々持っていらっしゃらない方で外出したいという方も当然いらっしゃるでしょう

から、移動支援のあり方そのものについても、先ほど市長もご案内いたしましたけれども、社会福祉

法人で地域貢献バスのモデル事業に取り組んでいるところもございます。さまざまなそういったもの

の制度を組み合わせていきながら、介護予防、フレイル予防の点も踏まえて、市として移動支援につ

いて検討を進めてまいりたいと考えております。 
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＜みらいふる鎌倉（親寿会） 池田会長＞ 

おっしゃることはよく分かるのですけど、この免許証の返納の問題は返納の問題として非常に大き

な課題としてあるわけなのですね。一方で私が申し上げているのは、高齢者がこれからもどんどん増

えていく、増えていく高齢者たちがいかに健康な状態で過ごせるかというところに関わっている課題

だと思うのですよ。外に行かないで閉じ籠もっている。ちょっと出たいなと思ってもなかなか出られ

ない。こういう状況がコロナの間に続いたわけですけど、実際そのコロナの間においてフレイルが進

んだという話がありますけど、やっぱりそういった観点から高齢者の健康の問題としてぜひ捉えてい

ただいて、助成の問題を考えていただきたいと思います。 

 

＜西鎌倉山自治会 市岡会長＞ 

池田会長はうちの自治会なのですけど、日頃からそういったお話をさせていただいているのですが、

１つお伺いしたいのは、従前から高齢者の交通の足の問題というのはあったかと思うのですが、冒頭

に市長がおっしゃった深沢地域の再開発に絡んで、地域の交通網が見直されるという機会が１０年後

にある中で、私がちょっと調べたところ、ＪＲ村岡新駅の開業に向けて交通基本計画を来年度から２

年間で策定すると。今年度はその前段階の基礎調査を行っているということですけれども、おそらく

うちの自治会を含む腰越・西鎌倉地域で交通網の再構築を図る機会として、村岡新駅開業はチャンス

ではないかと思っています。 

うちの自治会だけじゃなく他の自治会も高低差がかなりあることが西鎌倉地区の特徴だと思うので

すね。うちの地域では、西鎌倉駅と一番の最高地点とは５０ｍの高低差があり、しかも上の方から住

宅地化が進んだので、高齢者ほど高いところに住んでいるという状況がある中で、あるいは新しくバ

スが通った時にはなんとかうちの自治会の近くにバス停が欲しいという声が非常に強いという中で、

その計画を策定する上で、現状だと交通網の穴になっている地域の利便性向上を図るという観点は入

ってくるのかどうか。お答えになったのが健康福祉部長で、さっきのまちづくりの話だと都市整備部

長なんですね。所管が違うからこれは別々の話として考えられているのか、ちょっとお考えをお聞か

せください。 

 

＜松尾市長＞ 

決して別々の話ということではなくて、我々としますと、市全体の交通の計画をどうしていくかは

これからより重要になってくると思っております。今後その辺りの見直しをしっかりとしながら、い

まご指摘いただいたように、村岡新駅をそこにどう絡めていくかについては、民間のさまざまなバス

会社等を含めた中での検討事項にもなっていくのかなと思います。 

いずれにしましても大きな議論すべき部分でございますので、こうした深沢のまちづくりができる

契機を捉えて、より全市的に移動がしやすいというところをどう実現していくかについて詰めてまい

りたいと考えています。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

深沢地域のまちづくり、新庁舎と現在地の庁舎、そして交通計画についても、私のところで所管を

しております。深沢のまちづくりが進んでいく、それから新駅の工事が間もなく始まるという中で、

予定では令和６年度から８年間、ですから令和１４年に開業の見通しがあります。 

先ほど市岡会長がおっしゃられた市の交通計画なのですが、これは鎌倉市の交通マスタープランと
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いうものが既存の計画でございまして、これの見直しを令和６年度、７年度に予定しておりますが、

そのための基礎調査を令和５年度にやっています。交通マスタープランの見直しが先に行われますが、

概ね５年ごとに見直しをしていくという方針がありますから、先ほど健康福祉部長がお答えしました

地域の福祉に関連する部分、そういったものとの連携も、これから村岡新駅ができてくる中で藤沢市

とも一緒に検討していくような形になるのかなと思っております。 

 

＜西鎌倉山自治会 市岡会長＞ 

ぜひ地域の声を反映していただきたいと思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 西鎌倉－7 

テーマ 防火水槽の貯水の災害時利用 

内容詳細 

防火水槽の貯水を災害時に、万が一にも生活用水の足しにでき

るような方法を考えていただきたいです。自治会では各家庭で備

蓄をお願いしていますが、災害時の最終手段として利用できれば

大変心強いです。もちろん防火水槽はもともと火事の消火用に設

置されているのは承知です。他の自治体にはこの緊急時の生活用

水としての利用に着手しているところもあります。 

担当部課 警防救急課 

 

議題に対する回答等 

 防火水槽は、消防が火災時に使用する水利として、消防法に基づき消防水利に

指定しています。火災時は水道管に設置している消火栓などを使用し消火活動を

行いますが、大規模な地震などで断水した場合は、消火栓が使用できず、火災が発

生している場合は防火水槽などで消火活動を行うこととなります。断水時は、防

火水槽が必要な水利であり、生活用水などの利用はできません。 

添付資料 
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（７）防火水槽の貯水の災害時利用 

＜消防本部 髙木消防長＞ 

防火水槽は消防が火災時に使用する水利としまして、消防法に基づいて指定、整備しております。

断水時には生活水に困るのと同様に、消防も消火栓を使用することができなくなった場合には唯一頼

りにできるのがこの防火水槽となっておりますので、申し訳ないのですけれども、防火水槽の水の生

活用水への転用はちょっと考えておりません。 

 

＜南鎌倉自治会 松永副会長＞ 

去年も聞いているかもしれないですけど、では災害時、例えば断水になったりした場合に生活用水

はどこで供給されるのかとか、そういう情報はなにか表になっていたりホームページで見られたりと

かはあるのですかね。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

災害で断水が起きた時の水の供給拠点ですが、実際にどこの場所で必ず供給するというような体制

を組むことは今できていません。というのは、断水の規模とか状況が、鎌倉市全域で断水するかどう

かとか復旧の目途がどのぐらいかとかケース・バイ・ケースで、想定するとすごく多過ぎまして、ど

この水道局の貯水池から持ってくるとかは分かっていることですけれども、１つ１つのケースに合わ

せた、どこに給水所を設けます、とかまではちょっと計画としては策定していないのが現状です。 

 

＜南鎌倉自治会 松永副会長＞ 

こちらには発表できないけれども、大元の段取りみたいなものは市にあったりするのですか。先ほ

どケース・バイ・ケースとおっしゃいましたが、こういうときはこんな感じみたいなシミュレーショ

ンみたいなものは、市の方でやられていたりするのですか。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

まず災害時の水につきましては、今までのケースを見ていますと、断水は起こり得ることだと思っ

ています。水は大体１人１日３リットル必要だと言われていますので、できるだけご自身で、特に最

初の３日間分は備蓄をお願いしたいと思っています。というのは、最初の３日間はなかなか他からの

援助、受援と言っているのですが、それを受ける体制が整わないのではないかと現実問題として思っ

ています。たぶん３リットルでは、なかなか生活という面からすると困る量だとは思いますけれども、

最低限飲んだり、口をゆすいだりに使える水として備えをしておいていただけると助かります。 

あとは、避難所ではある程度の備蓄をしています。また、水道局で貯水池というのを持っていまし

て、水が一定量貯まっておりますので、供給が止まった時でも貯まっている水の分につきましては配

ることができます。ただ、例えば市内全域で断水になってしまった時に、全ての方に行き渡るように

配れるかというと、たぶんそんなにすぐにはできないというのが現実だと思います。貯水池が市内で

３か所、あと小学校の校庭などにもいつも水を貯めているところもあって、それが４か所ございまし

て、緊急の時にはそこから避難所や皆さんが集まりやすい場所を選んで、断水している地域にお届け

したいと考えております。 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会・第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

いまのお話は飲料水に関するものだと思うのですが、南鎌倉自治会の松永さんからあったお話は生

活用水のことじゃないかと思います。なかなか難しいかもしれませんけど、生活用水というのは手を
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洗ったり、お風呂に入ったりするための水ですので、生活用水がどうなのかということはとても心配

なところかなと思います。 

西鎌倉小の避難所マニュアルをつくる時にも参加していたのですが、飲料水は皆さんご自宅である

程度は用意なさっているでしょうし、給水車とかが来るということがありますけど、生活用水に関し

ては、例えば手広中のプールから運んでくるとか、それぞれのお家でお風呂の水を捨てずに置いてお

くとか、そういうところから取りあえずやっておかないといけないですから、生活用水についてはも

う少し市民にアナウンスがあってもいいのかなと思います。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

いまおっしゃっていただいたように、プールの水につきましても、生活用水であればろ過して使え

るような装置を各避難所に配備しています。それが充分かどうかは、ちょっと申し訳ないのですけれ

ども、断水の期間が長くなれば足りなくなってくるのかもしれませんので、その辺につきましても、

今後どのぐらいの量の水を供給することができるのかをお示しできるような形にしたいと思います。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

いまのお話の関連で、例えば飲料水がこれくらい保管されている。それが何トン。必要な水量は１

人で３リットルとありますよね。当然のことながら、市民何万人に対して３日間は大丈夫だとか、そ

ういうシミュレーションは出ているのでしょうか。 

 

＜市民防災部 永野部長＞  

 すみません。計算すると出てくるのですが、実際に１７万市民それぞれの方が３日間何も備蓄しな

い状況で足りるだけの水を市で備蓄しているかというと、そこまではいっていないです。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

足りるとかじゃなくて、いま市はこれだけ保管しているから、この量でいくと３日間、何万人に対

しては対応できる、というのを計算しているのかどうかという質問です。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

計算はしているはずですけれども、いま手元にないものですから。申し訳ございません。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会・第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

でも、それを言っていただくと、自分の自宅でも用意しなきゃいけないとか、いろいろ自分たちの

心積もりにもつながるので、ある程度の情報は出していただかないといけないかなと思います。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

リスクマネジメントとして、これしか市は用意できないからあとは各自が家で用意してくれと、一

≪後日回答 市民防災部 総合防災課≫ 

 現在、飲料水については 500 ㎖ペットボトルで 62,760 本（31,380ℓ）を備蓄しており、これに加

えて、市内４か所に設置している飲料水兼用耐震性貯水槽にて、400,000ℓ を確保できるため、１

人・３ℓ・３日間で約 48,000 人分の対応が可能です。 



197 

 

般は３リットルだけど鎌倉市においてはもう少し多くて５リットルは用意してくださいと市民にお

願いする、ということをやるべきだと思いますよ。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

 ありがとうございます。そのようにやっていきたいと思います。 

 

＜みらいふる鎌倉（親寿会） 池田会長＞ 

参考になるかどうかは分かりませんけど、生活用水に関して、実は鎌倉山のモノレールのトンネル

の方から下の方へ、地下水がずっと流れてきているのです。鎌倉山の住宅地の出口のところにマンホ

ールがあって、そこからくみ上げることができるのですね。かなり大量の水が下に流れているのです。

あれがかなり使えるのではないかと思うのですが、市で調査されたことはありますか。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

 たぶんないと思います。 

 

＜みらいふる鎌倉（親寿会） 池田会長＞ 

かなりの量がすごく流れているのです。我々の自治会だったら充分あれでカバーできるのではない

かと思って、我々の自治会ではそういう計画が内々にあります。だから、あれは他でも使えるのでは

ないかと思うので、ぜひ一度市で調査されれば、西鎌倉区域をある程度はカバーできるのではないか

というぐらいの量が流れているのです。一回調べてみてください。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

井戸水につきましては、ご協力いただいている皆様のところまで伺って、水質調査等々をさせてい

ただいています。簡単な調査ですので、飲料に即使えるかというとそうじゃないかと思います。 

 

＜みらいふる鎌倉（親寿会） 池田会長＞ 

たぶん飲料は駄目だと思うのですけど、生活用水として使えます。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

どのぐらい取水できるのかということも含めて、ちょっと後で場所を教えていただければ。よろし

くお願いします。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会・第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

いまの湧き水というか井戸水に関して言いますと、御所ヶ丘に畑があって、そこにも水が出ます。

何年か前に自治会で協力いただけないかというお話をした結果、やはり飲料水には適さないと。だけ

ど、生活用水としては使えるので何かあった時には協力します、というお話をいただきました。そう

いうものは市内のあちこちにあると思いますので、どこにあるのかということを、少なくとも情報と

して総合防災課は持っていていただきたいと思うし、流していただけると自治会ごとに何かの時には

活用もできるので、その辺をひとつお願いしたいと思います。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 
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井戸につきましては、ホームページに掲載しても構わないというところにつきましては、実際に載

せさせていただいています。実際に載せると、トラブルとまではいかないかもしれませんが、知らな

い人が入ってきたりとかもあるようで載せないでくれというケースも実際にはあります。ですから、

井戸のある方とご近所付き合いというか、いろいろご協力いただける場合もあると思うのです。市の

ホームページには載せられないけれども、おっしゃっていただいたように提供できますよということ

もあると思います。西鎌倉地区より腰越地区の方が、もともと井戸が出るみたいなので、件数はかな

り登録していただいており住所も載っておりますので、一度ご覧いただいければと思います。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

だから、市に協力していただいて水質調査とかをやっていただき、自治会ごとにそれを管理するよ

うな感じがよいかと。市で載せてしまうといろいろな人もいますから、そういうリスクが発生するの

ではないかなと思いますので、自治会みんなが分かって助け合うというのが本来の共助ですから、そ

ういうのが特に防災関係で大事だと私は思います。 

  



199 

 

令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 西鎌倉－8 

テーマ メイン通り(通称)歩道状態の改善・維持 

内容詳細 

■御所ケ丘地区を東西に走るメイン通り(通称)は、広町緑地側か

ら行政センター(腰越図書館)側にかけて斜面が続いている。 

■メイン通りは舗装されたアスファルトの隙間から常に地下水が

湧き出ており、通行者が歩く道路脇に地下水が流れて、藻が繁

殖しやすい状態になっている。 

■晴天が続いていると問題ないが、雨が降ると藻によって歩道が

ぬめって足元が滑りやすくなるため、特に高齢の方にとって危

険な状態となる。これから梅雨の時期を控えることもあり、地

域住民の重要な動線の安全確保についての行政の考えを伺いた

い。 

■湧き水自体を止めることは現実的ではないと考えるため、行政

による定期的な清掃、あるいは自治会による定期的な清掃実施

のための金銭的・物資的 ・人員的な補助があると地域住民が安

心して行き来できると考える。 

担当部課 道路課 

 

議題に対する回答等 

メイン通り(通称)である市道 021-000 号線については、現地の状況を調査し御

要望内容を確認いたしました。 

路面の藻については、令和５年６月に清掃を実施いたしました。 

地下水が湧き出ている箇所については、根本的な対策に向け、有孔管・集水桝の

設置等を検討していきたいと思います。 

なお、対策を行うまでの間、御要望をいただければ、適宜現場確認し、清掃等対

応してまいります。 

添付資料 
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（８）メイン通り（通称）歩道状態の改善・維持 

＜松尾市長＞ 

御所ヶ丘の中のメイン通りについて、ご指摘の点を踏まえまして６月に路面の清掃を実施したとこ

ろです。今後は抜本的な対策に向けて、集水桝等の設置等を検討してまいりたいと考えておりますけ

れども、この間は適宜現場確認をして、清掃等について対応してまいりたいと考えているところです。 

 

＜御所ヶ丘自治会 谷口会長＞ 

ありがとうございます。私自身、ちょっと雨で足場がぬかるんでいるとき、そこを知らずにサンダ

ルで歩いていてコケそうになったことがあって、なんとかバランスを取れたのですけれども、ご高齢

の方とかだったら転倒して骨折するとか、場合によっては大怪我をしてしまうこともあり得るわけで

すよね。もう既に清掃を実施していただいているということで、まさかこんな迅速にご対応いただけ

るとは全く思っていませんでした。ただ、直近、前を通っていてもう既にぬれぬれになっているとこ

ろがありまして、あの通りのベイシアさんのサイドから地下水が常時湧き出ています。反対のところ、

しまむらさんの路面のところからも結構水がじわじわ出ていまして、そこも結構ぬかるんでいます。

たぶん何回清掃してもすぐに元に戻ってしまうような状況かなと思っています。 

先ほども災害時の生活用水の確保というところで、これはまさに地下水なので何かあったらそこの

地下水を舐めに行ってみようかなと思っていたのですけれども、地下水が湧き出ている箇所というの

は、テレジアさんの入り口のところにぽこっと穴が空いていまして、そこから常にぽこぽこ湧いてい

るというような状態で、そこで根本的な対策、ちょっと私はあまりポジティブな反応は期待していな

かったのですが、入り口に集水桝の設置等を検討していただいているということでかなりポジティブ

な回答をいただいたという中で、集水桝に貯まったものをなにか私たちの生活用水として転用するみ

たいなことを前提にした対応というのはできたりするのでしょうか。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

まず水なのですが、地下水ですから道路の下のどこを流れているかというのが分かりません。深さ

も分からないしデータも分からないので、大体これぐらいだろうということで広めに穴が空いた管を

入れて導くという形になります。うまくそこで取れれば水が集まってきます。 

そこで集めた水ですが、それを転用できないかということになると、ある程度大きな集水桝が必要

になってまいりますので、防火水槽のような大きなもの、防火水槽は４０トン入るのですけれども、

そういった大きなものが入るかどうかというスペースの問題もありますし、当然、道路の中には下水、

水道、電気、ガスなどが入っておりますので、スペース等の問題もあります。 

その辺をうまく取り合いができればそういうふうに考えることができると思うのですが、通常の集

水桝ですと、４０センチ×４０センチ、深さ６０センチで泥を取るだけというものになってしまいま

す。我々は速やかに水を排除するという考えで道路を造りますので、将来的な課題としては道路部門

として常に捉えていきたいと思っています。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 西鎌倉－9 

テーマ 駐在所への防犯カメラの鍵管理委託について 

内容詳細 

■御所ケ丘地区には防犯を目的に、防犯カメラを 2 台設置してい

る。(メイン通り(通称)交差点、広町緑地入口) 

■本防犯カメラは、自治会の防犯役員が設置ボックスの鍵の管理

を行っているが、犯罪発生時や失踪などの事案が発生すると、

警察より自治会防犯役員へ解錠の依頼がなされる。 

■警察からの解錠依頼時に直ちに防犯役員が動けるとは限らない

こと、事案の重要性に応じて防犯役員が緊急対応することの負

荷が高いこと、場合によっては警察活動の初動が遅れることな

ど、複数のリスクがある。 

■上記背景から、防犯カメラの設置ボックスの鍵管理を近隣駐在

所へ依頼しているが、機器の取り扱い責任の観点等から、同意

いただけていない状況である。 

■機器の取り扱いに関しては、取扱者の責によらない不慮の場合

の破損などの責任は問わない旨などを記載した念書や覚書など

を交わすことを前提に駐在所管理いただければ適切な状態を維

持できると考えるが、行政の考えを伺いたい。 

担当部課 地域のつながり課 

 

議題に対する回答等 

市では、「鎌倉市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」において、

地域防犯カメラの設置者及び管理責任者に対して、適切な画像の取扱いに努め、

プライバシーの保護に配慮いただくよう示しているところです。 

このガイドラインでは、地域防犯カメラの管理に従事する他の者が、画像によ

り知り得た情報の漏えい、または、不当な使用をしないよう必要な措置を講じる

ことのほか、画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止等、画像の安全管理を求めて

います。 

このため、市では、設置者及び管理責任者の管理のもと、地域防犯カメラを適切

に運用いただきたいと考えております。 

しかしながら、自治会町内会の中で特定の役員のみが管理責任者を担う場合は、

その役員の負担が増大してしまうため、管理責任者を一定期間で交代するなど、

柔軟に御対応くださいますようお願い申し上げます。 

添付資料   
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（９）駐在所への防犯カメラの鍵管理委託について 

＜松尾市長＞ 

駐在所へ防犯カメラの鍵管理委託をしたところ、同意いただけないというお話でございました。な

かなか市から駐在所さんになんとかならないかとお願いすることの難しさがあるのですけれども、こ

れに書いてあるとおりですが、あまり一部の方に負担が偏らないような形でご対応いただくというこ

とが１つあるのかなと思ってちょっと書かせていただいているところで、根本的な解決策というのは

なかなかご提示が難しい案件でございます。 

 

＜御所ヶ丘自治会 谷口会長＞ 

これは確かに自治会の方で自発的にお金を払って補助金もいただいて設置したもので、何か事件が

あったとか事故があった時の証拠というか調査ができやすいようにということで設置をしたものです。

なので、確かに設置者及び管理責任者の管理のもとに取り扱うというのは納得できるのですけれども、

やっぱり何かあったときにご対応いただくことになる警察の方に情報を提供できるように設置したも

のなので、やっぱりそこは管理というか共同運営みたいな形でやっていただけないかなという課題感

というか希望からちょっと書かせていただきました。 

ちょっと修正がありまして、お預かりいただきたいと申し上げているのは、鍵だけではなく、記録

媒体に映ったものを映し出すための端末とモニターのセットになります。イメージとしては手提げ袋

１つに入るようなサイズのものですけれども、映像を即刻見たい、あるいは見なければならないと思

った時に、自治会の防犯担当に一報が入って、タイムラグがあってから確認するのではなく、すぐさ

ま見ていただいて初動を早くするというところで事件、事案の解決につなげていただけないかな、と

いう強い希望があるというところはご理解いただければと思います。 

あと１点、芹澤会長からも結構そういう声が上がっているんだよという話を連合会の中で伺ってい

るのですが、御所ヶ丘自治会の他にも、新鎌倉山自治会さんでしたか既に防犯カメラを自治会の中で

導入されている自治会もありますし、他にも連合会の中の２自治会で新規に防犯カメラを設置すると

いう方向で活動されている自治会もありますので、そういった方々にもちょっと何かあった時には、

そういう手間というかタイムラグを最小化するために一緒に声を上げていただけたらといったところ

で、ここに書かせていただいた次第です。よろしくお願いいたします。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

その件に関してはいろいろ聞いていまして、例えば映像を取り出すのも素人では分からないみたい

なのですね。それを頼むと１万５，０００円ぐらい金を取られちゃうと。情報提供するのにお金がか

かるということで、一応連合でも防犯委員会の方で総意的にはすぐ出かけていって対応するというス

タンスでおりますけれども、防犯委員会の方が動けない時にどうするか。あるいはそういうことを勉

強会的にやって、みんながある程度習熟するような形を連合として取っていくか。そういうことは今

後考えていきたいと思っています。 

 

＜西鎌倉山自治会 市岡会長＞ 

１点だけ補足をさせていただければ。西鎌倉山自治会ですけれども、昨年、実際に間に合わなくて

映像を撮り逃したということがありました。具体的には、地下道に落書きをされて、その犯人が防犯

カメラに写っているはずだけれども、上書きされてしまってもう残っていなかったと。迅速に対応で

きれば映っていたはずなのにという事案が実際にありますので、いま芹澤さんがおっしゃったように
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かなり難しいのですね。防犯カメラの近くまでパソコンを持っていって映像を落とすという作業が必

要で、それもちょっと慣れた人でないとできないという状況で、一定期間で交代するといっても慣れ

た人はそんなにたくさんいるのかなという気もしますし、防犯カメラがあることがもう既にこれは社

会インフラになっていると思うのですよね。防犯カメラがまち中にあるから犯罪の発生率が下がって

いるという状況があるはずなので、確かに自治会に全面的に任せるのではなくて、なにかしら共同管

理できるような仕組みがあってもいいのかなというのは思います。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

だから、パソコンで情報、データを取るといったスキル面で、例えば市が中心となってそういう人

の指導・育成を行うような部門を設け、それがスムーズにできるような環境を時間かけて整備すると

かやっていかないと、結構難しくて分からない。お金が１万５，０００円ぐらいかかると、情報提供

するにもお金がかかってしまうから出したくないという人も出てくるかもしれない。そうなると、も

う防犯カメラがあっても意味がない。だから、ちょっとソフト面を考えていただきたいと思います。 
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その他 

＜新鎌倉山自治会 向山会長＞ 

さっきお聞きした内容の繰り返しになるのですけど、空き家問題で、とにかく自治会の中でなんと

かしてくれ、どうしていいか分からない、でも対応策がありません、だったら何もできなくて終わっ

てしまう。私、鎌倉市から電話をいただきまして、空き家として認識している場所というのは鎌倉市

と共有できているはずなんですね。去年同じことを質問させていただいて、ますます状況がひどくな

っていく中で何をすればいいのか、というところをぜひ教えていただきたい。 

また、問い合わせるべきなのか、黙って見ていればいいのか、あるいはそれこそ樹木がもうもうと

伸びてもうすぐ電線についてしまうような状況になっているのでどこか他に頼んで切ったほうがいい

のか。とにかく何ができるのかというところを、ぜひ教えていただければと思います。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

先ほどの繰り返しになってしまうのですが、今は市として対応しているところです。過去の事例か

らいくと、町内会と一緒に働きかけを行って成功した事例もありますので、町内会とタッグを組んだ

形で次のステップに行くのが堅実なのかなと思いますので、都市整備総務課に連絡をいただきまして、

次のステップとしての動きをちょっと検討して進めていきたいと思います。 

 

＜新鎌倉山自治会 向山会長＞ 

 分かりました。連絡させていただきます。 

 

＜西鎌倉山自治会 市岡会長＞ 

空き地、更地の問題とはちょっと違うのですが、植物の関係で、他の自治会の皆さんも結構あるの

ではないかと思うのですけど、市有地、市の土地の山林の樹木が繁茂し過ぎて処理が追いついていな

い問題というのは、他の自治会はないですか。議題になっているのかと思ったらなっていなかったの

ですけど、うちの自治会は事前に調査がなかったのでちょっと漏れてしまっているのですが、改めて

皆さんにも配らせていただいたのですけど、要望書という形で市長にも提出させていただきました。 

ちょっとこれだけはということで１点だけお伝えしたいのは、お配りしたものの２枚目の右側の写

真を見ていただきたいのですが、うちの自治会で行政に対する要望事項はないかと聞いた時に、一番

出てくるのがこの市有地の山林の問題でした。いくつもあるのですけど、ちょっと見ていただきたい

と思うのは、電線にツタが絡まってしまっている状況があるということです。正直、自宅の裏の木が

生え過ぎていてというのはその人だけの問題ですけれども、電線は火災の危険性とかもあるのではな

いかと思うのですが、市の職員に住民の方が聞いたところ、これは東京電力さんの所管なので市に言

われても対応できませんと言われたということで、もうずっと何年も放置されて、引込線にも絡まっ

てきて家の方に来てしまっている状況です。なんとかならないものでしょうか。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

なんとかするようにいたします。そういう対応はよくないと思います。然るべき対応をすぐにする

ように当然担当部署にも言いますし、これはやらなきゃいけない内容だと今日のお話を聞いて思いま

した。 

 

＜西鎌倉山自治会 市岡会長＞ 
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ちょっと気になるのは、市の方に毎年毎年ずっと言い続けているのだけどなかなか切ってもらえな

い、ようやく切ってもらえると思ったら隣の家で止まってしまってうちの方はぜんぜん切ってくれな

い、という話があるのです。予算の都合もあるのでなかなか全部いっぺんにはできないとは思うので

すが、これはどういう基準で、例えば何年に１回なのか、どこまでいったら切るか、という基準はあ

るのでしょうか。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

 市の緑地に電柱が立っていてその管理というのは、市が東京電力に電柱を立てていいよと許可をし

ている立場です。その許可条件として、電柱ですとか電線の管理をしっかりやるようにというような

条件を付しています。ですので、その市の担当者が言いたかったのは、東京電力がやるべき内容なの

です、ということだと思いますが、どこがやれというのは押し付け合っても仕方がありませんので、

とにかく実行に移せるような形で処置をしたいというのが今日のお話を聞いて思ったところです。 

 

＜西鎌倉山自治会 市岡会長＞ 

電柱に限らず市の土地の山林が茂っているのを伐採する基準みたいなものはあるのでしょうか。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

要望があるところから逐一やっています。あとは、大々的に１回やれば数年はやらなくてもいいと

いうような基準というか感覚的なものがありまして、要望を受け付けてどういう内容をやってという

のをある程度マッピングして把握しておりますので、それで順繰りに行い、全然やっていないところ

を優先的に今年はやろうとか、そういう計画を立てているところでございます。ですので、このエリ

アは何年というのはあまりないのですけれども、要望をいただいてかなり手を入れて、次にじゃあや

っていないところを、というような形でやっております。 

 

＜西鎌倉山自治会 市岡会長＞ 

ちょっと話は逸れるかもしれませんが、カーブミラーの映り込み、カーブミラーに樹木が映り込ん

でしまって見えないというような話も、うちの自治会だけで３つ、僕が探し回ったところでありまし

た。ちょっと細かいですけど、こういうことも対応してもらえればと思います。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

カーブミラーだけで市内３，０００基ほどあるものですから、もしそういった事例があれば、どう

しても市職員だけでは把握できないというのがありますので、できれば連絡していただければすぐに

対応したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

私も今のお話を聞いていて、空き家問題とかもテレビでいろいろ報道していまして、非常に重要な

問題で、解決しようとしたらどんな法律が問題になっていて市として何ができるかとか、住民にどん

な協力をしてほしいかとか、この辺のところについてコミュニケーションを取りながら実際に解決す

る方向でやっていきましょうよ。これは本当に大変なことですよね。 

連合の方でもみんなで協力していきたいと思っていますので、市の方も、これができる、いまこう

いう法律があるから足踏みしているのだ、ということもはっきり言ってもらった方が我々も分かりや
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すいですよね。いまやっているスマートシティーも私はすごく評価していて、議員が必要ないんじゃ

ないかと思うぐらい進行性がいいのですが、そういう意味でこういった声をどんどんあげていくとい

うことをやっていきますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。 
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令和５年度 

「ふれあい地域懇談会」報告書 

 

＜ 鎌倉地域（東地区） ＞ 

 

日      時 令和５年（2023年）７月21日（金） 午前10時～正午 

場      所 鎌倉市役所 第３分庁舎 講堂 

出  席  者 自治会・町内会代表   20名 

鎌倉市     ８名 

内      容  

第 １ 部 市長からの説明 

（１）市庁舎移転及び現庁舎の整備等について 

（２）戸別収集の実施検討について 

（３）かまくらこども相談窓口「きらきら」について など 

 

第 ２ 部 地域からの議題に関する懇談 

（１）鎌倉消防署移転計画の早期実現について 

（２）消防署統廃合に伴う浄明寺出張所跡地の利活用について 

（３）東御門川護岸改修工事について 

（４）野村総研跡地にゴミ処理施設を建設して戴きたい 

（５）市役所移転後の現庁舎の災害対応について 

（６）扇ガ谷今小路の通学路としての安全性確保のために 
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出席者名簿  （敬称略） 

 

【自治会・町内会等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 十二所町内会 角田 正敬 会長 

2 
鎌倉地区自治組織連合会 

（浄明寺町内会） 
荒井 正 

副会長 

(会長) 

3 鎌倉ハイランド自治会 鴨田 達也 会長 

4 二階堂親和会 永井 隆 会長 

5 西御門自治会 福井 敏一 会長 

6 大蔵自治会 立川 雄蔵 会長 

7 八幡宮前自治会 元松 経男 会長 

8 雪ノ下岩谷堂町内会 梶田 俊夫 会長 

9 横町町内会 小田切 知彦 会長 

10 巨福呂坂町内会 江副 興仁 会長 

11 山王台自治会 岩田 薫 会長 

12 扇ガ谷下町自治会 平井 修 会長 

13 御成町末広自治会 米里 文明 会長 

14 小町元町町内会 髙橋 和雄 会長 

15 小町三丁目ﾌｸﾛｳ小路自治会 三矢 信二 会長 

16 葛西ヶ谷保郷会－自治会 竹中 淳 会長 

17 泉が谷町内会 河内 正治 会長 

18 扇ガ谷上町自治会 河内 隆一 会長 

19 小町上町明光自治会 白木 真理 会長 

20 鎌倉御成町マスターズハウス自治会 林 さち子 会長 

 

【鎌倉市】 

 役              職 氏    名 備    考 

1 鎌倉市長 松尾 崇  

2 総務部長 内海 正彦  

3 市民防災部長 永野 英樹  

4 環境部長 能條 裕子  

5 まちづくり計画部長 林 浩一  

6 都市景観部長 古賀 久貴  

7 都市整備部長 森 明彦  

8 消防長 髙木 守  
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第２部 

地域からの議題に関する懇談 
 

05 鎌倉東-１ 鎌倉消防署移転計画の早期実現について 

05 鎌倉東-２ 消防署統廃合に伴う浄明寺出張所跡地の利活用について 

05 鎌倉東-３ 東御門川護岸改修工事について 

05 鎌倉東-４ 野村総研跡地にゴミ処理施設を建設して戴きたい 

05 鎌倉東-５ 市役所移転後の現庁舎の災害対応について 

05 鎌倉東-６ 扇ガ谷今小路の通学路としての安全性確保のために 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉東－1 

テーマ 鎌倉消防署移転計画の早期実現について 

内容詳細 

令和５年２月 18 日（土）十二所公民館にて、鎌倉消防署斎藤副

署長及び公的不動産活用課員全５名の方から鎌倉消防署移転の概

要についてのお話が有りました（材木座地区、雪ノ下地区でも説

明済）。今後高い確率で起こりうる地震及び津波に対し、鎌倉地

区の司令塔としての役割は重要と考え最優先に建設を希望しま

す。今後の計画をお聞かせください。 

担当部課 公的不動産活用課 消防総務課 

 

議題に対する回答等 

 鎌倉地区の消防施設の再編については、現在、候補地の取得について、土地の所

有者と協議を行っており、候補地の３区画のうち、法人が所有する１区画につい

て、令和５年５月末に、長谷二丁目にある旧稲瀬川保育園用途の土地交換につい

ての契約を締結したところです。（ただし、土地の引き渡しは、夏以降になる見込

みです。） 

 今後、残りの候補地の取得に向けて引き続き協議を進め、取得ができた後に、施

設の基本設計・実施設計を行い、工事、運用開始となる見込みですが、時期につい

ては、現時点では未定です。 

添付資料 
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（１）鎌倉消防署移転計画の早期実現について 

＜松尾市長＞ 

鎌倉消防署移転計画の早期実現ということでございます。鎌倉地区の消防施設の再編につきまして

は、皆さんのご理解のもとでないとなかなか進められません。大変難しい事業だと認識しているとこ

ろでございます。移転する側の地域の方、元々あった地域の方、双方のご理解を深めながら進めてい

くということで、しっかりと手順を踏んで進めてまいりたいと考えているところです。 

現在の状況はここに書いてあるとおりでございまして、現在、候補地の土地は民間の方が所有して

いますので、その方と話をして、一番大きな区画を持っている方と契約を締結したという状況でござ

います。今後、残りの候補地の取得に向けて協議を鋭意進めてまいりまして、取得ができた後、基本

設計を行い、消防署の設置に向けた取組みを鋭意進めてまいりたいと考えております。 

 

＜浄明寺町内会 荒井会長＞ 

この件については、消防署の方々とか公的不動産活用課の方から説明を受けていまして、ぜひ来年

と再来年ぐらいで土地の交渉をして建設を進めていきたいというような話を聞いております。特に地

震が起きたときには現在の場所だと非常に危険ですから、ぜひ雪ノ下に移転し、なおかつ元々あった

地区の方は跡地を津波避難ビルにしてほしいとかいろいろな意見がたぶん出ると思いますけれども、

その辺を含めて他の地区とも話をしているそうです。先ほども言いましたように、防災の拠点、なお

かつ消防でしっかりした活動をしていただきたいということで出しました。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉東－2 

テーマ 消防署統廃合に伴う浄明寺出張所跡地の利活用について 

内容詳細 

鎌倉地域の消防施設再編についての、市・消防署からの説明会

で、長期計画（2026～2053 対応分）として消防署の統廃合を行

い、浄明寺出張所を廃止し、跡地は売却予定との説明であった。

高齢化が鎌倉でも特に顕著な当地区住民の大多数は存続を希望し

ているが、計画が予定通りに進捗した際には、浄明寺出張所跡地

を売却ではなく、近隣住民が有効利用できる場、施設※又は将来的

に消防・救急の基地として使用できるよう残して戴きたい。 

 

※通常時は自治会館若しくはコミュニティプラザとして利用し、

有事には緊急避難場所として使用する等 

担当部課 公的不動産活用課 消防総務課 

 

議題に対する回答等 

 市の公共施設再編の基本的な考え方としては、施設の跡地は売却や貸付を行い、

歳入を確保し、施設の整備や維持管理費に充てることを想定しています。 

その中で、例えば、鎌倉消防署移転後の跡地は、津波浸水想定区域ということを

考慮し、売却して売って終わりということではなく貸付という形で、津波避難に

資する機能の付与を民間事業者の利活用の条件とすることなどが考えられます。 

浄明寺出張所の跡地についても、地域に資する形での利活用が考えられるかな

どを検討していきたいと考えています。 

添付資料 
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（２）消防署統廃合に伴う浄明寺出張所跡地の利活用について 

＜鎌倉ハイランド自治会 鴨田会長＞ 

ここに書いたとおりですが、これを出した後、ひとつ提案が出てまいりまして、急患診療所が材木

座にありますよね。あそこも津波の心配が非常にあるところですので、この機能を浄明寺出張所跡地

に持ってきていただくのはいかがかという意見がございましたので、付け加えておきます。材木座の

急患診療所も災害に弱い土地にあり、問題があるということです。浄明寺出張所跡地は、災害、特に

津波に強い立地にあり、かつ材木座に比べて、休日の交通渋滞回避や駐車場完備等、他にもメリット

があります。診療所なら既存の建物の有効活用ができるので、安い費用でリフォームが可能ではない

かという意見でございます。 

それから、ここに書いてある将来的に消防、救急の基地として使用できるようにしていただきたい

というのは、救急車の出動件数が１９７８年は３，５９４件、輸送人員が３，４２６人。２０２２年

は出動件数が１万１，９３５件、輸送人員が１万１，２７６人。要するに３倍ぐらいに増えているわ

けで、消防署も大変だとは思うのですが、これを一自治体だけで独立してやるのもいろいろ大変だろ

うと思うので、広域で、例えば逗子と鎌倉が合同で消防、救急活動を行う。その場合には今の浄明寺

出張所は非常に地理的な利点があるのではないかなと思うので、そういう将来的なことも考えていた

だきたいというのが補足でございます。 

 

＜松尾市長＞ 

浄明寺出張所の跡地の利活用ということでございます。基本的な考え方というのはここに書いてあ

るとおりで、公共施設再編計画の中では、全体の費用負担を考える中では、売却、賃貸というところ

はありますけれども、それではなかなか住民の皆さんのご理解に至らない場合もありますので、しっ

かりと地域の皆さんのお声を伺いながら、どのようにしていくかということをしっかり検討してまい

りたいと考えておりますので、今いただいたご意見を含めて今後も引き続きその辺を協議させていた

だければと思います。 

 

＜鎌倉ハイランド自治会 鴨田会長＞ 

ちょっとお伺いしたいのですが、消防署の土地の取得はどういう形でなされたのですか。政府から

の供与ですか。それとも買ったのですか。今は市の持ち物ですけど。 

 

＜松尾市長＞ 

どういう経過でというのは、すみません、今はっきりとは申し上げられません。 

 

＜鎌倉ハイランド自治会 鴨田会長＞ 

いや、あそこ全体が西武の開発した場所でございまして、全く根拠がないと思うけど、西武さんが

寄附されたと思っているのです。可能性として。もし供与されたとすれば、近隣の住民のための利便

性なり安全性に寄与するという形で寄附されたのだと思います。もし寄附されたのなら。それを売却

するというのはちょっと。だから、やはり近隣の自治町内会を含めた形で、ぜひここに書いてあるよ

うなコミュニティプラザ的なものとか、先ほど申し上げましたような材木座から急患診療所を移転さ

せるとか、そういう形でぜひお考えいただきたい。もし万が一売却する場合は、ハイランド地区の一

部地域、鎌倉幼稚園のある場所と消防署のある場所を除いて、ほとんどが建築協定区域であり、地区

計画区域なのです。もし売却する場合は、鎌倉市で最初に建築協定区域になったところですけれども、
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第４期の建築協定と同じ条件の建築協定の区域にして売却していただきたい。要するに一戸建ての住

居専用住宅しか建てられない地域なのです。消防署は当然そうではないですから、西武さんがわざわ

ざ建築協定区域から外しているわけです。言っている意味は分かりますか。 

 

＜松尾市長＞ 

 大体分かります。 

 

＜鎌倉ハイランド自治会 鴨田会長＞ 

 住居環境を維持しているわけですよ。ですから、下手な売り方はしないでいただきたい。こういう

ことでございます。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

財産の処分のところは私の所管ではないのですが、鴨田会長さんからもお話があったのですけれど

も、昭和４０年代の初めぐらいから造成が始められて、鎌倉逗子ハイランドができて、私も小学校に

入ったときは第二小学校ですけど、同級生がたくさん住んでいました。その当時の開発の基準という

のは鎌倉市ではまだ持っていなくて、神奈川県だったと記憶しています。鎌倉市では、用途地域、い

まお話がありましたけれども、用途はどうなのか、第１種低層住居専用地域だとか商業地域だとかこ

れの大元の線引きを決めているのが昭和４５年６月１０日なのですね。それより前に造成が行われて

います。その時に寄附がどうだったのかというのは、謄本とかを調べていただいて、財産所管のとこ

ろで確認していくようになると思います。 

それから、十二所の積善地区のハイランドの造成の後の地区計画。これを定めていただいて、それ

も私の方で所管しておりますので、建築協定とかについても承知はしております。ただ、用途地域が

この浄明寺出張所のところは第１種低層住居専用地域、皆さんお住まいのところと同じ用途になって

いますから、建ぺい率、容積率が４０％、８０％ですので、基本的には２階建てまでしか建ちません。

また、風致地区の指定もあったと思うので、その辺りの範囲の中での活用が行われると思っておりま

す。売却等についてはちょっと先ほどもお話があるようでしたけれども、その辺りについては適正に

行われています。 

 

＜鎌倉ハイランド自治会 鴨田会長＞ 

そういう方向でぜひお願いいたします。 

 

＜横町町内会 小田切会長＞ 

消防署移転の計画につきましては細かくお話を伺っておりますけれども、今日ご参加の東部地域の

皆様はいまひとつ具体的にイメージできないのではないかと。そこでご相談ですけれども、要するに

由比ガ浜にある従来の鎌倉消防署を廃止し、浄明寺の消防署も廃止し、統合した形で雪ノ下の大蔵、

ちょうど第一小学校に入る道の反対側のところの駐車場を市の土地として入手したという話なのです

ね。余計なことかもしれませんけれども、私どもの地域につきましては、そういった新しい消防署が

近くにできることは非常にありがたいのですけれども、市全体を見た場合に、特に由比ガ浜、材木座、

それから扇ガ谷の方も含めまして、移転された場合には、大蔵のところから皆さんがいらっしゃる地

域、大蔵から八幡前を通って救急車が出動していくということをイメージしていただけたらと。この

前、説明会の機会をつくっていただいたのですが、大体１日に平均しますと７．８件くらいなのです
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ね、救急車の出動が。火事の方は非常に件数的には少ない。ですから、救急車の出動に対するいろい

ろな交通渋滞など、八幡前の信号とかがまずネックになるのですから、その辺の話等も含めて。あと

騒音問題。特に大きな災害時は細かくいろいろな問題が出てくると思いますけれども、そういった流

れの中での話でございますので、ご理解をいただけたらと思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉東－3 

テーマ 東御門川護岸改修工事について 

内容詳細 

西御門２丁目７６７－１で新築計画があり造成時、改修工事を

行うと思います。鎌倉市指定の景観重要建物「旧村上邸」に隣接

している場所でもあり、良好な景観を守るべく東御門川護岸工事

に是非、鎌倉石を使った改修の実施を事業者もしくは市施行を含

めてご検討の程お願い致します。 

担当部課 下水道河川課、都市景観課 

 

議題に対する回答等 

現在の護岸及び土留めの状況について、安全性に不安があることから適切な補

強等を行うこと及び、鎌倉市都市景観条例に基づく「景観配慮協議」時に行う事業

者との協議の中で護岸の補修の際には、適切な計画にするよう助言を行いました。

その結果、事業者からも補修等の検討を行う旨の回答を得ています。なお、個人の

所有物である当該地の護岸の改修等を市で行うことはありません。 

また、鎌倉石は、現在採掘されていないことから入手困難な資材であること、摩

耗しやすく強度の弱い材質であることなどから、補修等の際に別の資材を使用す

ることもやむを得ないものと考えています。 

なお、東御門川沿いの市有地内において護岸工事が必要となった場合は、護岸構

造の安全性を確保しつつ、可能な限り、景観に配慮した意匠にすることを検討し

ます。 

添付資料 

 案内図、写真 
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（３）東御門川護岸改修工事について 

＜西御門自治会 福井会長＞ 

いま旧村上邸のそばで開発工事が行われております。あそこは風致地区で個人住宅が多く、非常に

静かなところです。それについて、こちらで開発しますよという看板が出ました。それに対して、「村

上邸から続く東御門川の護岸は鎌倉石を使った護岸工事がされている。それに対して新しく違う形の

護岸工事がなされると、ちょっと違和感が生じるのではないか」というような意見を私たちの地域の

住民の方からいただいたので、我々自治会から市にお願いしました。その結果、今回の回答の内容に

なっていると思うのですけれども、業者の方たちと私たちがちょっと話をする機会があったもので、

こういうようなことを我々は役所にお願いしていますよ、業者さんでやっていただけるのだったらそ

れを使ってやってもらったらいかがですか、ということでお話ししたら、なかなか役所と業者さんの

間のやり取りがどういうふうな形になっているのか分かりませんけれども、いや、鎌倉石というのは

最近なかなか手に入らないのでちょっと難しいですねと。とりあえず市役所とご相談させていただき

ますというような返事になっているのですけど、その結果、役所の一部の方からは、ちょっと確認し

たら、要は業者ができない場合にはそういう石材を利用した関係で市がその部分をなんとかしてもら

えないかなというような意見も聞いておりますので、その辺で出させていただきました。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。民間の工事でございますので、ここを市で行うというところは、回答とす

るとちょっと難しい、できない事項にはなるのですが、ただ求められているのは、とにかくやっぱり

景観にしっかり配慮したまちの風情を含めた形をしっかり残していく、もしくは、これから創ってい

くということなのだと思います。そういう観点から、この景観配慮を行う中で事業者ともしっかり協

議をしてその辺りをしっかりと景観に配慮していくということの確認をしておりますので、今後も引

き続き、行政としてもしっかり見守ってまいりたいと思います。 

 

＜西御門自治会 福井会長＞ 

なんとかそれについて、業者でやるか、市役所も一部協力しながらやるかということをこれから検

討していただいたらいかがでしょうか。もう役所としては完全に一般の部分だからやらない、という

ような結論で私は理解していいのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

そうですね。これはそういう意味では市で民間のところに税金を使ってやるというのは、これはち

ょっと難しいというお話になります。ただ、求められていらっしゃるところについては、市もさまざ

まに指導したり、相談に乗ったりしていく、そういう形で進めてまいりたいと考えています。 

 

＜二階堂親和会 永井会長＞ 

いま鎌倉石の話が出ていましたけれども、附属小学校のグラウンドの下の川の暗渠のあるところで

大量の鎌倉石の石積が出てきました。大正時代に造られた川の暗渠です。ちょうど附属中学校のグラ

ウンドから附属小学校の正門にかけて、下に川が流れていたのですね。その暗渠の一部が崩落してい

るのが見つかって、いま改修工事をしているのです。発掘調査をしながらの改修工事をずっとしてい

て、かなり大量の質の良さそうな鎌倉石の護岸だったので、この護岸の石はどうするのだろうなとず

っと思っていたのですね。知り合いの建築関係の人からも「あの石どうするの」と言われて、「いや、
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市が持っていっているはずだけどな」という程度で終わっているのですけど、正にいま、そういう護

岸をするような鎌倉石が新たに採れないのであれば、そういう出てきたものを一時的に市が保管する

なり、何かの時に使うなりということぐらいは市でご協力をいただけないものかなと正直思うところ

です。東御門なので非常に近い。地理的にも数百メートルしか、１キロあるかないかのところなので、

そこで出た石をそちらの東御門川の護岸に転用するということは、まだ発掘をして３分の２ぐらいは

終わっているみたいで、残りの３分の１はまだ工事をやっている最中で、まだまだ石が出ている最中

ですので、活用できないものかなと思いました。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

会長がおっしゃったとおりに、石は合っています。ただ、昔のものなので意外と石が崩れています。

細長く切ったものを積み上げているような、積み木のようなイメージで見ていただければいいと思う

のですが、ちょっとごめんなさい、その処分をどうするのかというのはちょっと記憶にないのですが、

なかなか風化をしていることも結構あります。おっしゃるとおり、今は既に採掘はできませんので、

おそらく強度的な問題、強度計算はできませんから、化粧に使うとかで一部を取っておくということ

は考えられると思いますが、状況を確認しながら、少し検討させてください。 

 

＜二階堂親和会 永井会長＞ 

ぜひ。強度的にもし駄目だったら表面に貼るだけで全然違ってくると思うので、やはり景観を大事

にする鎌倉市であるならば、それぐらいの配慮はいいかなと正直思いますので、ぜひよろしくお願い

いたします。 

 

＜十二所町内会 角田会長＞ 

その辺につきましては、強度もちょっと確認しながらやっていただきたいと思います。確かに景観

としてあそこはすごく距離が長いですし、見栄えもあるところだと思いますので、よろしくお願いし

ます。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉東－4 

テーマ 野村総研跡地にゴミ処理施設を建設して戴きたい 

内容詳細 

現地は丘陵地のため梶原口から専用道路により処理場まで独自

に誘導することが出来、地下式又は半地下式の処理場を構築すれ

ば良いと思っています。 

なお、上層部には防災の丘公園や温水プールを造り市民の憩い

の場が出来ると良いと考えます。また、近隣住民の方々には温水

配管をしたら喜ばれるのではないでしょうか。 

担当部課 環境施設課 

 

議題に対する回答等 

本市では、限られた資源やエネルギーの有効利用による環境負荷の少ない循環

型社会の形成をめざす「ゼロ・ウェイストかまくら」の実現に向け、ごみの減量・

資源化を推進しています。 

燃やすごみの処理手法については、焼却施設を建設する場合と建設せずに資源

化を進めた場合を比較した結果、資源化することに方針転換することが妥当であ

ると判断し、平成 31 年（2019 年）3 月に「将来のごみ処理体制についての方針」

を公表しました。 

徹底した減量・資源化を進め、燃やさざるを得ないごみについては、「鎌倉市・

逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画」（令和 2 年（2020 年）8 月策定）に基づ

き、逗子市の既存焼却施設で処理することとしています。 

国においても、焼却施設を中小規模の自治体が単独で保有するには財政的負担

が大きく、エネルギー回収の効率や人材不足、気候変動への対応の必要性から、広

域化や民間活力の導入による施設の大規模化・集約化を進める考えが示されてい

ます。 

現在、名越クリーンセンター稼働停止後の広域処理に向け、同センター跡地に

建設する予定の可燃ごみ中継施設の整備基本計画の策定を進めており、クリーン

センター周辺自治町内会で構成する協議会と協議を行っているところです。 

名越クリーンセンター稼働停止後も、安定的かつ適正なごみ処理ができるよう、

取組を進めてまいります。 

添付資料 
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（４）野村総研跡地にゴミ処理施設を建設して戴きたい 

＜雪ノ下岩谷堂町内会 梶田会長＞ 

先ほどもお話ししましたけど、ごみ減量化推進員をやって１５年経ちまして、その間に市は逗子市

と共同してやりたいとか、横須賀・三浦地区と一緒にやりたいとか、なんとかかんとか言いながら逃

げまくって、結局ごみの処理場ができなかった経過があります。それで、市民のひとりとして、こう

いう地域があるのだからそこを活用したらいいのにということでの提案です。野村総研跡地の梶原口

から入ってすぐに向こうの方が水面的にも高さが高いので、当然、掘ってトンネルを造って野村総研

跡地まで導くパッカー車専用の道路を造ってやったら一番いいのではないかなと。近隣の人には、工

事中はやむを得ないのですけど、工事が終われば、今は近代的なごみ処理工場というか地下式だとか

半地下式でやって、それで構築することが一番理想じゃないかなと、そんなふうに思っています。道

路も幅員が広いので、やりやすいかなと。 

それと、厚木市に防災公園というのがあるのですけど、そういうようなものを上に造って、そこに

温水プールとか高齢者の施設とかそういうものをつくって、ごみを燃やしたときにお湯が出るので、

近隣のエリアに配管をして温水をまわして、協力してくれた方々に市からの感謝の気持ちとしてお湯

が出るようなそんな仕組みでやったらどうかと、そのようなことをここで書いております。 

時間がかかると言っても、もう１５年経ってもなんにも進んでないのだから。それを本気でやって

いれば、もうとっくに出来上がっていると思うのですよ。市議会議員とかそういう人たちが他所の市

に行って、ごみ処理施設だとかを見に行っているのです。それがなにも活かされていないし、東京都

とか近辺のもっと進んだところもあるので、そういうものを見に行かせて本気になって進めると。こ

ういうのを鹿島建設とか偉い会社にちょっとこういうのをやらないかなと話しかけるのはいいと思う

のだけど。そういうコンサルというのは実績のある、要は他都市でやっている実績のあるような会社

を見つけて、こういう提案をぜひ実のあるものにする。そんな形を考えてほしいなということでこれ

を出しました。 

 

＜松尾市長＞ 

会長からは以前から焼却施設をしっかりと造るべきだとご意見をいただいてきたところでございま

す。鎌倉市とすると、これまでご指摘のとおり、確かにちょっと紆余曲折してきた部分はございまし

た。３０年前は約７万トンあった燃やすごみですけれども、現在３万トン未満にまで減っておりまし

て、約４万トン以上、燃やすごみを減らしてきたという経過がございます。 

そして、今後についてですけれども、事業系ごみ、さらには生ごみ、それから紙おむつ、こういう

ものをさらに減らしていくということを目指しておりまして、そうすると、いよいよこの鎌倉市の中

で燃やすごみというのは１万トンに満たないという、こういうことになってきます。いま世界的にも

ごみという概念をなくすという方向で全体含めて進んでいると認識するところです。これまでは、ご

みは燃やすものと３０年前はそういう時代であったのですけれども、これから先はリサイクル、リユ

ース、リデュースというところが中心になりながら、鎌倉、逗子、葉山としてもゼロ・ウェイストと

いうことでごみを燃やさないということを目指していきたいと考えているところでございまして、こ

こはすみません、ご提案いただいているところではありますけれども、市としてはそのような考え方

でしっかりと市民の皆さんのごみを安定的に処理できるように進めてまいりたいと考えております。 

 

＜浄明寺町内会 荒井会長＞ 

この件なのですけど、実際、名越クリーンセンターが来年の中頃にはもう停止して壊して、生ごみ
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中継施設を造るという形でどんどん話が進んでいて、ホームページで見ていただければ分かるのです

けれども、どんどん進んでいるのですよね。それで、ここにも書いてあるように、しばらくは逗子市

にごみを持っていって、向こうが老朽化により停止すると、今度は逗子市、葉山町が名越のごみ中継

施設に持ってきて、大型車に積み替えてそれを千葉の成田とか、静岡とか、結構遠いところに持って

いくというような計画だと思うのですが、中継施設というのはすごくお金がかかるのではないかなと、

私は個人的には思うのですけれどもね。 

それと、ごみを集めて、また積み替えて持っていくというので、本当に経済的に見ても、それだけ

遠くに持っていく、要はもう日帰りバス旅行のような場所まで持っていくようなので本当にお金はど

うなのかなというのがちょっと気になるのですけれども、ちょっと環境部からお願いします。 

 

＜環境部 能條部長＞ 

名越の焼却施設は令和７年度末をもって稼働停止するということが決定しております。稼働停止後

の安定的な処理について、いま処理体制の構築を進めているところでございます。名越の稼働停止後

は焼却施設を解体し、その後に可燃ごみの中継施設を造って市内のごみをそこに一旦集約をして、そ

こから逗子市とか民間の処理施設に持っていく計画をしております。名越の中継施設につきましては、

現在、施設の整備基本計画の策定がもう終盤にかかっておりまして、整備計画ができた後、仕様書の

作成、業者選定を経て、実際の解体、建設工事に入ります。それで、名越の中継施設の整備の工事期

間中は、市内焼却施設はもうなくなっていますので、逗子市を中心に処理をする予定ですけれども、

その間、今泉クリーンセンターに集約をして逗子市や民間の施設に持っていく計画にしております。

いま現在、名越、今泉の地元の住民の方とは協議を進めているところでございます。 

民間の施設が少し遠いというお話で、確かに千葉県、それから埼玉県、静岡県の、民間の５社と既

に協定を結んでおりまして、何があってもなんらかのきちんとした処理ができるような体制は整えて

おります。実際にどれだけ委託をするかは、まだこれからですけど。施設が本当に遠いけれども、そ

こに持っていけるのかということにつきましては、いま現在、少量ですが、民間の施設に搬出をして

おりまして、円滑に搬出はできておりますので、積み替えをして民間で処理が可能だと考えておりま

す。 

中継施設の建設費用につきましては、これから仕様書の作成に入りますので、まだ建設費は算出で

きておりませんけれども、いま焼却施設の建設の経費も大分値上がって、全体的に工事の経費は値上

がってきているのですけれども、直近ですと、たしか埼玉県久喜市が造る焼却施設が４００億円を超

えていたと思います。施設の規模とか附帯施設をどれだけ造るかにもよりますけれども、４００億円

超えているような状況だったと思います。建設の費用につきましては、国庫の補助金ですとか、施設

建設の基金に積み立てているお金、それから市債、そういったものも活用しながら効率的にやってい

きたいと考えております。 

 

＜二階堂親和会 永井会長＞ 

単純に疑問が生じたのは、いま３万トンのごみが出ていて、将来的には１万トンまで減らしたいと

おっしゃいましたけれども、その見通しは本当に立つのですか。１万トンに減らすって。そこを知り

たいです。もし、できるならば、いま焼却炉を造るよりも、そういうふうに搬出していった方が鎌倉

市の財政的にはいいよねという話が見えてくるのかもしれないけど、その３万トンが１万トンに減る

というのが夢物語だと単純に迷惑になるだけになってしまうので、そこのところは本当に大丈夫なの

でしょうか。 
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＜環境部 能條部長＞ 

３万トンの内訳というのが、事業系ごみ、事業者から排出されるごみが１万トンで、家庭から排出

されるのが２万トンなのですけれども、コロナ禍で事業系のごみが１万トンから減っていまして、ま

だそれが回復していないのですね。いま年間で７，０００トンぐらいです。その事業系の可燃ごみに

ついては全量資源化をするという計画を立てておりまして、既にこれは埼玉県のオリックス資源循環

という民間企業がやっております縦型乾式メタン発酵施設ということで、メタンガス化という全量資

源化をしています。すると、残りが大体２万２、３千トンということになるのですけれども、このう

ち生ごみにつきましては、今泉に生ごみ資源化施設を造る計画で、これはまだ協議中でございますけ

れども、堆肥化を当初する予定でございましたが、堆肥化についてはちょっと地元の反対がかなりご

ざいまして、その後事業者からもいろいろ提案を受けていろいろな技術が出てきておりますので、地

元の方々と一緒にその手法のところから検討しようということで協議をしております。生ごみの資源

化ができますと、これは大体６，５００トンぐらい資源化、これは分別の協力率も含めて１００％処

理するというのはどうしても無理だと思いますので、分別の協力率を踏まえて大体６，５００トンぐ

らいは処理できるだろうと考えています。 

紙おむつにつきましては、これについても技術的にはもう確立できているのですけれども、営業ベ

ースにまだ乗っていないということで、まだまだ実証実験の段階であるものも多くて、手法をどうす

るかというのをいま検討しております。施設建設にするのか、どこか民間の処理施設ができればそこ

に委託をして資源化するのかという、この２択で考えていたのですけれども、もうひとつ最近になっ

て生ごみ処理機のちょっと大きい版の紙おむつを処理できるような機器というのが出てきておりまし

て、これも民間の複数社から提案を受けておりまして、まず実証実験を今年度中にやろうということ

で進めております。 

あとは、人口の将来的な予測と、分別のご協力をいただくために市が一生懸命アプローチをかけて

市民の皆さんにご協力をお願いしないといけないのですけれども、そういったところと合わせて将来

的に１万トンにして逗子市で全量を燃やせるような計画にして順次進めているところでございます。 

 

＜雪ノ下岩谷堂町内会 梶田会長＞ 

いま聞いていて、みんな丸投げでなんとかしようとする考え方は変わりない。それで災害ごみなん

かが出たら、近隣の都市もみんな災害が起きるわけですよ。じゃあ鎌倉市のごみだけ特別にといくわ

けはないのですよね。やっぱり独自に市の施設として持っていなければいけないと思います。すぐ逗

子、葉山。なんだろうね。やっぱり鎌倉市という歴史ある市なのですから、そういう施設はちゃんと

持っておかないと駄目です。これは皆さん、ここに出席している２０人の人みんなに感じ取ってほし

いなと思います。他所に頼めばいいという、そういう考え方はなくしてほしい。 

 

＜浄明寺町内会 荒井会長＞ 

 今だといろいろな方法の処理があるのですけれども、逗子市も駄目になって最終的に名越の集積所

に集める場合、１０年後かそれ以上か分からないけど、その時はごみをどこへ持っていく予定なのか

なと思うのですけれども。 

 

＜環境部 能條部長＞ 

逗子市の焼却施設も老朽化が進んでいきますので、今の段階では令和１６年度頃を目安に稼働を停
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止するような見込みでおります。その後につきましては、いま神奈川県が県内の市町村の広域化の計

画の取りまとめをしているのですけれども、さらなる広域化を図っていくということで県内ブロック

が決まっているのですが、そのブロックの区割りの見直しを予定されていますので、できれば県内の

市町村と連携をしていきたいと考えております。また、逗子市と葉山町でいうと、いま現在、葉山町

で生ごみを堆肥化する施設の建設に入っておりまして、逗子市、葉山町も可燃ごみが大分減ってくる

予定でございます。逗子市の稼働停止後に鎌倉市に逗子市、葉山町のごみが入ってきても、年間でい

まの鎌倉の燃やすごみと同じ量の３万トンぐらいとして見込んでおりまして、いまその３万トンの処

理のために民間とも本市は協定を結んでおりますので、どうあっても対応できるようにはしていきた

いと考えております。 

 

＜浄明寺町内会 荒井会長＞ 

逗子市、葉山町を合わせると、大体２６万人ぐらいの人口かなと思うのですけれども、それだと焼

却場が１つあると本来は充分いけるなという人数にはなるとは思うのだけれども、相対的に見てやは

りその方が安くできるということなのですかね。その３市町がそれぞれ自区内処理するよりも安いと

いうことですかね。 

 

＜環境部 能條部長＞ 

直近で試算をしているものではないのですけど、計画の方針変更に当たって試算をしておりまして、

その当時は７０億円、焼却施設を建設した場合と建設せずに資源化を進めた場合とで７０億円の差が

あると試算をしておりました。 

 

＜横町町内会 小田切会長＞ 

市長にひとつだけお伺いしたいのですが、松尾市長が鎌倉市長に立候補を最初にされた時に、生ご

み処理はいたしません、ということで市長に当選されたわけですけれども、いまお考えになって、ち

ょっとやっておいた方がよかったんじゃないかな、とお気持ちは少しでもございませんか。 

 

＜松尾市長＞ 

当初、市でも予定していたメタン発酵の施設というところでございます。もともと関谷で予定して

いたものが住民の反対で山崎に移り、山崎でも反対運動が起きてと、こういう状況でございました。

私は当時見る中では、やはりメタン発酵の技術というのは日本の中でもまだまだ充分でないというと

ころがございましたので、安定的に稼働できるかどうかというのはかなり不透明な部分があったと判

断をさせていただいたところです。この間、１５年近く経つ中でありますけれども、日本の中でもチ

ラホラ出来てきてはいるものの、やはり一自治体で持つというのは非常に困難性の高い施設だという

認識は変わりございません。そういう意味では堆肥化という方が生ごみを処理するに当たっては非常

にローテクといいますか、技術的なものは必要ありませんので、どちらかというと臭いとかそういう

問題をどう解消するかというところですので、その辺りのところを目指しているところはあるのです

けれども、今泉の住民の皆さんはさまざまな方法をもっと検討すべきと、こういうご意見をいただい

ていますので、改めてこの生ごみを処理する方法を検討はさせていただきたいということで現在して

いるところではございます。そういう意味では、これは技術革新が日進月歩の世界でもありますので、

しっかりその辺りを注視しながら、今後行政としても安定的に処理ができるというものであれば、し

っかりと建設を含めて取り組んでまいりたいと考えています。 
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＜十二所町内会 角田会長＞ 

各町内会でも以前はよく新しいごみ処理場ができると見学に研修会という形で行って、かなり最新

のものをずっと見てきて、大体皆さんはその辺のイメージを持っておられると思います。そういう中

で、処理場というのはやっぱり私個人的には２０万世帯単位ぐらいの施設は必要かなと思っています。

私、先ほど出ましたごみ半減化のところもやっていたのですけど、ずっと１０年ぐらいやっていて、

結局３万トンから減らなかったのですね。資源化しても、最終的には事業系ごみと家庭の生ごみ、そ

れがもう減らなかった。有料袋になって少し減少したというのがありますけれども、本当に何が原因

で、１０年間ずっとみんなが努力してやってきてずっと減らなかったという現象があって、ごみ処理

のいろんな施設の技術の進歩というのもすごくあると思いますけれども、人がこういうふうにやって

いくのには限界があるので、もっと大きな形、最初あったのが三浦半島全体で処理しようというとい

うのが神奈川県であって、これが十何年前ぐらいだったかにあって、すごくいい構想だなと思ったの

ですね。だんだん一抜け、二抜けで抜けてきて、最後に葉山、逗子、鎌倉が残って、葉山、逗子が抜

けて鎌倉だけになったと。だから、そこでバイオはどこでやるとか焼却はどこでやるとか大きなライ

ンがあって、その中で進んできたような構想もあったので、そういうところにいま広域的な処理とい

う形が再度出てきているということなので、その辺にすごく期待したいと思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉東－5 

テーマ 市役所移転後の現庁舎の災害対応について 

内容詳細 

市役所が移転すると、現庁舎の総合防災課も移ってしまう。旧

鎌倉地区で災害が発生した時に、市の支援体制はどうなるのか、

現庁舎跡地にできる新しい建物に防災セクションは残るのか教え

て欲しい。また、避難所の開設について市の職員が庁舎移転後ど

う対応するのか、その具体的なマニュアルがあれば示してほし

い。 

担当部課 市街地整備課 総合防災課 

 

議題に対する回答等 

【市街地整備課】 

 防災セクションにつきましては、新庁舎への配置を予定しておりますが、市役

所移転後の支援体制は、現庁舎と鎌倉地域以外の４つの地域における支援体制と

同様にしっかりと整備し、全市的な防災体制を再構築していく考えです。 

市役所現在地は、地域防災の拠点となるように災害時を見据えた施設整備を目

指しており、地域住民のための防災機能として、平時には、防災意識を支える周

知・啓発活動や多世代への防災に関する学びの場などの機能を、災害時には、情報

発信機能、避難者一時受入機能、ボランティアなどの地域活動拠点などの機能を

提供できるなど、地域防災に寄与する施設整備の検討を進めています。 

 

【総合防災課】 

災害が発生した場合には、市は必要に応じ災害対策本部を設置し対応にあたり

ます。災害時の被災状況の把握や今後の対応方針を決めるため、市役所内の災害

対策本部室において災害対策本部本部会議や関係機関との情報共有等を行うこと

となりますが、市内の被災状況により、前線で災害対応を行う必要がある場合に

は現地災害対策本部を設置し対応にあたります。 

なお、市内又は隣接する市・区（藤沢市、逗子市、横浜市栄区・戸塚区・金沢区）

で震度５強以上の地震が観測されたときには、あらかじめ定められた職員が市内

25 か所の避難所（ミニ防災拠点）に自動参集し避難所を開設するほか、応急復旧

活動に従事する職員の体制については鎌倉市職員の初動時非常配備要綱に定めていま

す。 

添付資料 鎌倉市職員の初動時非常配備要綱（総合防災課） 
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○鎌倉市職員の初動時非常配備要綱 

昭和51年５月１日庁達第１号 

庁中一般 各支所 

改正 

昭和62年３月28日庁達第７号 

平成17年１月28日庁達第４号 

平成18年３月31日庁達第４号 

平成19年３月30日庁達第18号 

平成30年３月30日庁達第６号 

平成31年３月28日庁達第４号 

令和４年３月28日庁達第６号 

鎌倉市職員の初動時非常配備要綱を次のように定める。 

鎌倉市職員の初動時非常配備要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鎌倉市災害対策本部条例施行規則（昭和49年６月規則第19号。以下「規則」

という。）第10条第３項の規定に基づき、鎌倉市職員の初動時の非常配備体制の基準等につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（班の編成） 

第２条 初動時における非常配備体制は、一般班及び特別班とし、その編成は次のとおりとする。 

(１) 一般班 

班の名称 班の構成員 

鎌倉地域班 別に定める。 

腰越地域班 

深沢地域班 

大船地域班 

玉縄地域班 

ミニ防災拠点班 

(２) 特別班 

班の名称 班の構成員 
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公的不動産活用班 別に定める。 

健康福祉部班 

環境部班 

都市整備部班 

開発指導班 

建築指導班 

２ 前項に定める特別班は関係課等の職員（本部長が特に認める者を除く。）をもって構成し、

一般班は特別班に属する職員以外の職員のうちから本部長が指名する者をもって構成する。 

３ 第１項に定める一般班の各地域班に地域責任者を置く。 

４ 第１項に定める一般班及び特別班に班責任者、補助者及び班員を置く。 

（非常配備の方法） 

第３条 非常配備の方法は、次のとおりとする。 

(１) 自動参集 

(２) 参集命令 

２ 前項第１号の参集は、次の各号のいずれかに該当したときに行うものとする。 

(１) 市内で震度５強以上の地震が観測されたとき。 

(２) 隣接する市（指定都市（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19に規定する指定

都市をいう。）にあっては隣接する区）の地震震度観測地点において震度５強以上の地震が

観測されたとき。 

３ 本部長から第１項第２号の参集命令が発せられた場合は、次に定めることを行うものとする。 

(１) 規則別表第１に定める本部事務局の部長は、同事務局の本部連絡班の班長をして、同表

に定める部長及び副部長に連絡すること。 

(２) 本部連絡班の班長は一般班の各地域責任者に、当該地域責任者は管内各班責任者に、班

責任者は補助者及び班員にそれぞれ連絡すること。 

(３) 特別班を所管する部長は当該特別班の班責任者に、当該班責任者は補助者及び班員にそ

れぞれ連絡すること。 

（参集場所） 

第４条 前条の規定に基づき非常配備に就く一般班の班員は次表に定める場所に、特別班の班員

は本庁にそれぞれ参集するものとする。 
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班の名称 参集場所 

鎌倉地域班 本庁 

腰越地域班 腰越支所 

深沢地域班 深沢支所 

大船地域班 大船支所 

玉縄地域班 玉縄支所 

ミニ防災拠点班 各ミニ防災拠点（鎌倉市立小中学校） 

２ 前項の規定にかかわらず、特定の場所を指定された場合は、当該場所に参集するものとする。 

（職務） 

第５条 一般班の地域責任者は、規則別表第１に定める本部事務局の部長の命を受け、所管地域

の事務を総轄掌理する。 

２ 特別班の責任者は、当該特別班を所管する部長の命を受け、班の事務を掌理し、所属班員を

指揮監督する。 

３ 一般班の各班責任者は、地域責任者の命を受け、その班の事務を掌理し、所属班員を指揮監

督する。 

４ 一般班及び特別班の補助者は、班責任者を補佐し、上司の命を受け、その班の事務を処理し、

所属班員を指導する。 

５ 班員は、上司の命を受け、その事務に従事する。 

６ 第１項及び第２項に規定する責任者は、災害の状況が急迫し、上司の指示を受けるいとまの

ないときは、その指示を待たずに直ちに業務に着手し、事態に対処する措置を講ずることがで

きる。この場合には、その旨を速やかに上司に報告し、その後の措置について指示を受けなけ

ればならない。 

（職務代理） 

第６条 一般班の地域責任者及び班責任者並びに特別班の責任者に事故があるときは、あらかじ

め上司の指名するものが、その職務を代理する。 

（班の事務分掌） 

第７条 第２条第１項に定める一般班及び特別班の事務分掌は、別表のとおりとする。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。 
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付 則 

この要綱は、庁達の日から施行する。 

付 則（昭和62年３月28日庁達第７号） 

この要綱は、昭和62年４月10日から施行する。 

付 則（平成17年１月28日庁達第４号） 

この要綱は、庁達の日から施行する。 

付 則（平成18年３月31日庁達第４号） 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

付 則（平成19年３月30日庁達第18号） 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

付 則（平成30年３月30日庁達第６号） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

付 則（平成31年３月28日庁達第４号） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

付 則（令和４年３月28日庁達第６号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。ただし、別表の改正規定は、庁達の日から施行

する。 

別表（第７条） 

班の事務分掌 

班の名称 事務分掌 

一般班 鎌倉地域班 

腰越地域班 

深沢地域班 

大船地域班 

玉縄地域班 

(１) 災害情報、災害対策活動、動員状況等のとりまとめ及び本部へ

の報告に関すること。 

(２) 庁舎等関係施設の保全及び警備に関すること。 

(３) 地域の自治町内会及び自主防災組織への情報の伝達に関するこ

と。 

(４) 通行止め等の道路状況に関すること。 

(５) 応急給水活動に関すること。 

(６) り災世帯及びり災人員の確認に関すること。 

(７) 応急給食及び応急衣料品の給与に関すること。 
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(８) 負傷者の応急救護並びに死亡者の身元確認に関すること。 

(９) その他災害応急活動及び他班（特別班を含む。）の応援に関す

ること。 

(10) ボランティア団体の受入れ、調整に関すること。 

ミニ防災拠点

班 

(１) 災害情報、対策活動、動員状況等のとりまとめ及び地域責任者

への報告に関すること。 

(２) 避難所の保全及び警備に関すること。 

(３) 避難所の開設及び運営に関すること。 

(４) り災世帯及びり災人員の確認に関すること（避難者名簿の作成

を含む。）。 

(５) 応急給食及び応急衣料品等の給与に関すること。 

(６) 負傷者の応急救護に関すること。 

(７) ボランティア団体の受入れ、調整に関すること。 

特別班 

 

 

公的不動産活

用班 

規則別表第１総務部の部公的不動産活用班の項に掲げる事務分掌事

項 

健康福祉部班 規則別表第１健康福祉部の部健康福祉班の項及び市民健康班の項に

掲げる事務分掌事項 

環境部班 規則別表第１環境部の部環境政策班の項、美化衛生班の項及び清掃

班の項に掲げる事務分掌事項 

都市整備部班 規則別表第１都市整備部の部都市整備班の項から作業班の項までに

掲げる事務分掌事項 

開発審査班 規則別表第１都市景観部の部開発審査班の項に掲げる事務分掌事項 

建築指導班 規則別表第１都市景観部の部建築指導班の項に掲げる事務分掌事項 
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（５）市役所移転後の現庁舎の災害対応について 

＜山王台自治会 岩田会長＞ 

これは私の方で出させてもらいました。同じことは先ほど市長が移転計画の中で、議会の反対、否

決されたのでその反対意見をきちんと踏まえて考えていかなければいけないという説明があったので

すが、私がこれを出した意味は、つい先月、６月に台風２号の大雨が降りまして、あれは静岡ですと

１時間に８０ミリの雨でしたけど、鎌倉の現庁舎のところに深沢から来るのに、３つトンネルをくぐ

らないと行けないわけですね。すぐ近くの御成隧道、それから新佐助隧道、長谷隧道。その真ん中に

ある新佐助隧道がこの前崩落したわけです。入り口の上で。皆さん、これ現地でご覧になっていると

思うのですが、いまシートがかけられて、下に矢板を立てて崩れないようにしていますけど、この出

口側の新佐助隧道の長谷大谷戸方面の上の崖が崩れたわけです。つい先日、議会で補正予算が通って、

これをどう工事をするか設計にこれから入るそうですけど、私が危惧するのは、長嶋議員が反対意見

の中で言っていた、深沢に移転して大災害、大地震が起きた時にトンネルが崩落する危険性があると。

つまり市の職員がこちら側に来られなくなる。そのことを反対理由で述べていたのですけど、今回、

図らずもこの前の雨でトンネルの崖の上が崩れたので、これを大いに教訓として、つまり災害時に我々

旧鎌倉地区の住民が、津波や土砂崩れ等で大被害を受けた時に市の職員が深沢からこちらに来られな

くなる可能性がある。 

我々は避難所の運営マニュアルをつくって避難所を運営することを避難訓練等でやってきたわけで

すけど、肝心の市の職員がこちらに来られなくなった場合、この旧鎌倉地区はどうしたらいいのか。

つまり私は移転計画を今回のトンネル崩落を教訓に見直した方がいいという立場なのですが、今日こ

こで聞きたいのは、災害時における、要するに防災体制、特にこの旧鎌倉地区に対して市はどのよう

に考えているか。要するに職員がここに深沢から来られなければ、我々だけで自助努力で地域の自治

会長だけで避難所を運営して、皆さんを助けていくということにならざるを得ないわけですけど、市

役所が遠く離れたところに行ってしまいますので、それは本当に大きな問題じゃないかと思います。

トンネルが実際にこの前の雨で崩れてしまっていますからね。ですから、これは現実的なものです。 

こちらに来るのにあとは大仏トンネルがありますよ。大仏トンネルの入り口も急傾斜地崩壊危険区

域なのですね。鎌倉市内いたるところが土砂災害特別警戒区域に指定されていますから、ちょっとし

た地震で崩れる可能性があるわけです。ですから、この旧鎌倉地区が孤立してしまう可能性が大だと

いうことで市の防災体制をぜひ聞きたいという意味で今回出させていただいた次第です。 

 

＜松尾市長＞ 

現在地、この場所ですけれども、先ほど申し上げたように、この周辺の公共施設を統合していきた

いと考えているところです。その中には、当然、災害対応についても機能としては入れていくという

ことを考えております。ここにありますように、災害情報発信機能や避難者の一時受入れ、ボランテ

ィアの地域活動拠点などができる、提供できるような形というところであります。また、当然職員も

そういう意味では施設にはおりますので、全く職員がいないという状況ではないというところは想定

をしながら、きちんとした対応を地域の方々を含めて行っていけるように、そこまで想定してまいり

たいと考えております。特に消防などは消防本部のみならず、今度新しくできる消防署を含めて対応

を行っていきますし、また、道路がなんらかの土砂崩れですとか、これは鎌倉市内ではどこでもそう

いう被害が起こり得るということは充分に考えられます。その場合には、どちらに拠点があっても、

どちらかがなかなか行けなくなる、孤立するというのは市内各所に起こり得ることでございます。そ

の辺りはしっかりと消防、自衛隊等と連携をする中で、道路啓開は真っ先に行っていくというのがま

ずこの災害時の対応になってまいりますので、その辺りを含めてしっかりと対応を行ってまいりたい
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と考えています。 

 

＜山王台自治会 岩田会長＞ 

すみません、１点だけ。今回、市が資料で出してくれたのですけど、この防災時の職員の初動時非

常配備要綱ですが、これは昭和５１年につくられていて相当古いのですけど、この中に鎌倉地域班と

いうのが書いてありますよね。鎌倉地域班というのは本庁と書いてあるのですね。今回、本庁は深沢

になるわけですね。そうすると鎌倉地域班というのはなんなのかということになるので、この古い配

備要綱は見直さないといけないと思うのですけど、鎌倉地域班というのはちょっとこれ違うのではな

いかと思うのですが、そこら辺をお聞きしたい。 

それから自衛隊等といま市長がおっしゃいましたけど、例えば深沢に行ってしまった場合、自衛隊

は向こうに物資を降ろすと思うのです。だけど、さっき私が言ったとおり、トンネルが崩落した場合、

それをどうやってこちらに届けるのかという問題がありますね。ヘリコプター等でということになる

のでしょうけど、そこら辺のことをしっかり市は計画を立てているのでしょうか。私はここに本庁舎

があれば津波等で被害を受けても、旧鎌倉地区の一番災害の被害を受けるところに対していち早く対

応できると思うのですが、それができなくなるので、きちんとそこら辺の対策を構築しているのかど

うか非常に気がかりでならないのですが、いかがでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

職員の初動時非常配備要綱につきましては、昭和５１年に策定していますが、ここに改正と書いて

あるとおり、その時々に合わせて改正を行っており、令和４年３月２８日に最終的な改定を行ってい

るものでございます。ご指摘のとおり、市役所の移転ということが実現をした後には、この体制、こ

の鎌倉地域班なども当然見直しをしていく対象にはなってまいりますので、ご指摘の点を踏まえてこ

の辺りは現実的にしっかりと機能できるものに変更していくという形になります。 

それから、自衛隊等の支援というところです。やはり自衛隊の支援を受けるということには、まず

拠点を持っていくというところがひとつ大きくあると考えています。鎌倉駅周辺というところではな

かなか拠点となる場所が現実的には難しいということがありますけれども、災害の状況に応じて自衛

隊や他市の消防のご支援をどのように受け入れながらどう配備していくかについては、決してなにか

深沢でなければということではなくて、しっかりと柔軟な対応をして、災害に対応していくというこ

とで検討しているところでございます。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉東－6 

テーマ 扇ガ谷今小路の通学路としての安全性確保のために 

内容詳細 

〇問題点 

①今小路を通る観光客の増加（横に広がる・立ち止まるなど）。 

②市役所前から八幡宮方面へ抜ける（迂回する）車の割合が非常

に多い。 

③途中の駐車場が平日でも満車が多く、駐車待ちや付近では違法

駐車もある。 

④Ｔ字路・交差点（四つ角）のミラーが見づらく車・歩行者共に

危険である。 

〇課題 

①市役所前の交差点へ集中して来る車をよりスムーズに流せない

か。 

②店舗には駐車スペースの確保、飲食店には入口までのアプロー

チの確保の要請。 

③昔からの道幅や新たなる歩道設置には限界がある以上、今後は

道路のキャパシティーを越えないように、流入車両や迂回車両

数をコントロールして行く事や、新たな出店の規制など、トー

タルで考える必要があると考えます。 

担当部課 都市計画課 市街地整備課 都市調整課 
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議題に対する回答等 

①市役所前交差点の改善については、これまで向かいの交差点角の土地が売りに

出た際に市で取得し、道路線形の改良や人だまり空間を確保するとともに、御成

小学校用地を歩道として活用するため生け垣をセットバックして今小路通りの歩

道拡幅整備を行ってきたところです。 

市役所前交差点へ集中する車をよりスムーズに流すためには交差点への右折レ

ーン設置や歩道整備などが必要となりますが、既に建物が立地しており整備が進

まない状況です。 

市役所前交差点の整備には、土地の取得などが必要となることから時間はかか

りますが、できるところから改善に向け取り組んでまいります。 

 

②新たに出店される場合で開発事業条例の手続きが必要となる規模の店舗等の建

築に係る開発事業が計画された際は、手続において駐車スペースが確保できるよ

う協議・指導してまいります。 

 

③本市では、鎌倉地域における交通渋滞の緩和を目的として、「パーク＆ライド」

や「鎌倉フリー環境手形」の取り組みを行っております。 

また、令和３年７月１日からは、大船パーク＆ライドの運用を開始し取り組み

を拡大するとともに、令和４年２月１日から同年 12 月 28 日までスマートフォン

アプリ「スイスイ旅」を活用し、パーク＆ライドの利用促進を図りました。併せ

て、ラジオ放送を活用し鎌倉の交通情報を発信するとともに、公共交通への転換

の促進に努めました。 

今後も引き続き、「パーク＆ライド」や「鎌倉フリー環境手形」の利用促進を進

め、鎌倉地域の交通環境の改善に努めて参ります。 

添付資料 
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（６）扇ガ谷今小路の通学路としての安全性確保のために 

＜扇ガ谷上町自治会 河内会長＞ 

扇ガ谷今小路というのは皆さんご存じかと思いますけれども、市役所前の交差点からＪＲに沿って

寿福寺の辺りまでを想定しているのですが、近年、観光客の流れが今小路に結構来ているんじゃない

かなということを感じていることと、以前から市役所前から左折して八幡宮横に抜けるだけの車の割

合が非常に多い。それから駐車場の問題があったりするのですが、観光ブームということもあるので

しょうけれども、満車が多くて、駐車場の付近に違法駐車というのもちょっと近年目立ってきている

なと感じていますので、今回テーマに取り上げていただきました。回答いただいた部分は読ませてい

ただいて、ぜひ今後も取り組んでいただきたいなと思いまして、市役所移転する、しないにかかわら

ず取り組んでいただきたいと思います。 

市役所前の交差点の信号の部分なのですが、これは個人的な話なのですが、六地蔵から市役所前に

来る、それから扇ガ谷の方から市役所の交差点に来る、ここは対面で同時に信号が青になるのですね。

ちょうど駅からと市役所からはそれぞれが青になっていると思うのです。それと同じようにしたなら

ば、右折車も非常に楽になるし、以前ちょっと交番付近で不幸なことがあったと思うのですが、そう

いう右折車の危険性も減るのではないかと思っております。あと、歩道を整備してくださいといって

も、元々の今小路の、いわゆるキャパシティーと書いたのですが、元々の生活道路としての道幅とい

うのはもう今後変わらないと思いますので、そこのところをぜひというふうなつもりはないのですが、

ちょっと車の流れとか観光客のマナー的なものとか、それから商店の駐車場があれば随分違うのでは

ないかなと感じておりますので、今回提案させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。今小路の安全性確保というところでございます。ご指摘のとおり、なかな

か道路幅員については、これ以上拡げにくいという制約がある中でどうしていくかというところでご

ざいます。市役所の交差点の改善につきましては、できるところを確実にやっていくというところで

これまで進めてきたところですけれども、これにつきましては引き続き、土地の動く状況等を見なが

らできることについては取り組んでまいりたいと考えております。 

それから、２つ目の店舗の駐車スペースの確保等ですけれども、こちらについてはしっかりと手続

において駐車スペースが確保できるように指導してまいりたいと考えております。 

そして、今後の車両数のコントロールというところです。これにつきましては、非常に難しさも感

じる部分ではありますけれども、市としても全体の交通車両を抑えていくというところを目指してさ

まざまな施策に取り組んできているところでございます。なかなか具体的になにか制約をかけるとい

うことについては、地域住民のご理解と警察との協議というところになってまいります。この辺りは

引き続き、地域の皆さんと協議をしながらどういうことができるかというところからまずは議論させ

ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜山王台自治会 岩田会長＞ 

私もこの地域を利用している山王台ですので、扇ガ谷地区の多くの子どもたちの通学路でもあって、

すれ違う時にも本当に歩行者が歩けない状況ですよね。車が２台すれ違うとき、ぎりぎりで。という

ことで改善をお願いしたいのですが、以前、我々の前の自治会長の時代だと思うのですが、市と協議

会をつくってこの今小路をどうするかという話し合いを交通課で何回もしたという記録をちょっと見

たことがあるのですが、その時に一方通行にするという案もあったのですけど、それは商店街の反対

でできなかったというようなことも聞いているのですね。だけど、例えば他県ナンバーの車をあそこ
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は締め出すとか、なんらかの対策をやらないと、本当に子どもたちの安全性、車にいつ接触してもお

かしくない状況なので、もっと真剣に検討していただきたい。要するに抜本的な対策ですね。時間に

より一方通行にするとか、他県ナンバーは通行禁止にするとか、ぜひ協議していただきたいと思いま

す。 

 

＜松尾市長＞ 

いまいただいたのもご提案の１つだと受け止めます。ご案内のとおり、以前確かにあの場所で集中

的協議をさせていただいたという経過はございましたが、結果的にやはりこれは地域住民の皆さんの

ご理解というところが大事ですから、そこが整わなかったと認識するところです。今後も、ぜひそう

いう意味では地域の皆さんの合意が取れるところがあれば、いまいただいたような手法というところ

もそこは前向きにぜひ検討していきたいと思いますので、引き続きの協議というところでお願いでき

ればと思います。 
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令和５年度 

「ふれあい地域懇談会」報告書 
 

＜ 鎌倉地域（南地区） ＞ 

 

日      時 令和５年（2023年）７月21日（金） 午後２時～４時 

場      所 鎌倉市役所 第３分庁舎 講堂 

出  席  者 自治会・町内会代表   18名（うち１名オンライン） 

鎌倉市     ７名 

内      容  

第 １ 部 市長からの説明 

（１）市庁舎移転及び現庁舎の整備等について 

（２）戸別収集の実施検討について 

（３）かまくらこども相談窓口「きらきら」について など 

 

第 ２ 部 地域からの議題に関する懇談 

（１）防災倉庫を「大町みかん公園」へ移設許可のお願い 

（２）コロナ禍での自治会活動 ５類移行後に求められる自治会

活動 

（３）防災リーダー認定の拡充について 

（４）e-kanagawaを利用した様々な提出書類のWeb化 

（５）空き家対策 

（６）鎌倉消防署移転に伴う防災等の諸課題について 
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出席者名簿  （敬称略） 

 

【自治会・町内会等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 大町八雲自治会 山本 均 会長 

2 名越自治会 花輪 芳郎 会長 

3 大町三丁目自治会 深田 直人 会長 

4 大町四丁目自治会 中村 哲也 会長 

5 大町五丁目自治会 山田 光利 会長 

6 大町六・七丁目自治会 前山 昌代 会長 

7 辻町自治会 齋藤 登 会長 

8 松葉町内会 髙野 博 会長 

9 乱橋自治会 小野 健次郎 会長 

10 東水会自治会 菅野 哲央 会長 

11 上河原自治会 足立 良作 会長 

12 若松町自治会 山口 良明 会長 

13 材木座中央自治会 西澤 俊明 会長 

14 材木座宮仲自治会 髙山 一朗 会長 

15 材木座紅ヶ谷自治会 石出 邦人 会長（オンライン） 

16 
鎌倉地区自治組織連合会 

（芝原自治会） 
渡辺 英昭 

会長 

（会長） 

17 仲島町自治会 鈴木 幸夫 会長 

18 神明町自治会 三輪 祐弘 会長 

 

【鎌倉市】 

 役              職 氏    名 備    考 

1 鎌倉市長 松尾 崇  

2 総務部長 内海 正彦  

3 市民防災部長 永野 英樹  

4 環境部長 能條 裕子  

5 都市景観部長 古賀 久貴  

6 都市整備部長 森 明彦  

7 消防長 髙木 守  
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第２部 

地域からの議題に関する懇談 

 

05 鎌倉南-１ 防災倉庫を「大町みかん公園」へ移設許可のお願い 

05 鎌倉南-２ コロナ禍での自治会活動 ５類移行後に求められる自治会活動 

05 鎌倉南-３ 防災リーダー認定の拡充について 

05 鎌倉南-４ e-kanagawa を利用した様々な提出書類の Web 化 

05 鎌倉南-５ 空き家対策 

05 鎌倉南-６ 鎌倉消防署移転に伴う防災等の諸課題について 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉南－1 

テーマ 防災倉庫を「大町みかん公園」へ移設許可のお願い 

内容詳細 

〇課題 
１）名越自治会の防災倉庫は個人の敷地内にされています。27 年

前にもなり高齢化に伴い維持管理が難しくなっており、移転の
要請がありました。 

２）現状の倉庫位置は狭い道路の奥まった位置にあり、みんなに
認知が難しく、いざ使用する際、搬出に車が使えない問題があ

ります。 
〇他自治会の防災倉庫の設置状況 
１）大町自治連合会は９自治会がありますが、個人敷地に防災倉

庫は名越自治会だけです。他の自治会は自治会館・寺社・病院
の敷地に設置しています。 

〇交渉経過 
１）2022 年 12 月に総合防災課とみどり公園課へ要請しました。公

園面積の広さから設置は問題ないとの回答でした。 
２）12 月末に正式に検討依頼を提出。しかし、公園の植栽の一部

枝を切らねばならず、メンテナンスに問題が有るのでノー回答
でした。 

３）再度、公園を再チェックし地域のつながり課経由で依頼をし
ましたがノー回答でした。 

４）２月上旬に再度面談し話合いしましたが平行線で決裂しまし
た。 
５）３月末公園課より連絡が５月 11 日に「大町みかん公園」でみ

どり公園課、市公園協会、名越自治会の３者で現場チェックす
ることになった。懇談会の時にはＯＫとなることを期待。 

〇大町みかん公園のメリット 
１）クリーンデイの集合場所になっており、大勢の人の目にとま
り周知できる。 
２）子供・親が公園で遊びながら、防災意識が高まる。 
３）広場があるので防災訓練の時、使い易い。 

担当部課 みどり公園課 
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議題に対する回答等 

令和５年（2023 年）５月 11 日に、名越自治会様、（公財）鎌倉市公園協会（指

定管理者）及び鎌倉市みどり公園課で現地確認を行い、植栽を切らない場所での

防災倉庫の設置が可能となる見込みを双方で確認したところです。 

今後、自治会様から必要書類の提出を自治会から受け次第、設置に必要な許可の

事務手続きを進めてまいります。 

添付資料 
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（１）防災倉庫を「大町みかん公園」へ移設許可のお願い 

＜松尾市長＞ 

こちらにつきましては、いろいろとこの間交渉をしていただいてきた経過がございます。そうした

積み重ねの結果、ご提案のとおり、必要書類の提出をいただければ必要な許可の事務手続が進むとい

う段階に来ておりますので、どうぞ引き続き手続のほどよろしくお願いいたします。 

 

質疑なし 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉南－2 

テーマ コロナ禍での自治会活動 ５類移行後に求められる自治会活動 

内容詳細 

コロナ禍の中で密を避けるため、集まるイベントは減少せざる

をえなかったと思います。その中で、どのように自治会活動をし

てきたのか情報を共有したい。また、今後、以前のように集まる

イベントができるようになるが、再開するのか、また新しい形で

活動していくのか、各自治会の意見を聞いたうえで、市長の見解

を伺いたい。 

担当部課 地域のつながり課 

 

議題に対する回答等 

 各自治会町内会におけるイベントの開催の是非については、各自治会町内会に

てご判断されており、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった時期には多く

の自治会町内会が自身の団体が開催するイベントの中止または延期を決められた

と伺っております。 

現在、市の新型コロナウイルス感染症対策としましては、令和５年５月８日よ

りマスク着用等の感染防止対策の徹底や公共施設の収容率制限等を廃止し、基本

的な感染防止対策について情報提供のみの対応としておりますので、イベント等

事業開催の際には、事前に最新の情報をご確認いただきますよう、お願いいたし

ます。 

また、地域のつながり課では、自治会町内会運営や活動に活用いただけるよう、

令和３年度（2021 年度）に「自治会・町内会運営のためのハンドブック」の改訂

を行いました。事業計画や予算のつくり方、総会の開き方、オンライン会議の開催

方法など、自治会活動の運営について紹介していますので、併せてご活用くださ

い。 

添付資料 
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（２）コロナ禍での自治会活動 ５類移行後に求められる自治会活動 

＜松尾市長＞ 

新型コロナ５類移行後の自治会活動というところでございます。この間どのように活動してきたの

かというところにつきましては、我々が申すまでもない部分でございますけれども、オンライン等を

活用して進めてこられたというところを認識するところです。ただ、多くのイベントについては中止

をせざるを得ないというところがほとんどだったのかなと思います。 

今年に入りまして、地域の皆さんのご案内のとおりですけれども、さまざまなイベントやお祭り、

集会が活発に行われるようになってきたなと体感としてもありますし、そういう意味であらためての

再開というところができているのだろうと思っています。その中でもきっと、新型コロナを経る中で、

オンラインをうまく活用した効率的な会議のあり方ですとか、うまくオンラインとオフラインを組み

合わせながら活動されているというようなところもあると聞いています。 

 

質疑なし 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉南－3 

テーマ 防災リーダー認定の拡充について 

内容詳細 

防災リーダーは、現在成人５００名の枠とのことですが、これ

を中学生以上に拡充し可能な限り取得者を増やす取組。中学生も

５年経てば 18 歳になります。なお、取得した人の住む家屋には、

防災リーダー標章を郵便受け等に貼付し、見える化してはどう

か。 

担当部課 総合防災課 

 

議題に対する回答等 

鎌倉防災リーダーオンライン研修の教材は成人向けに作成していますが、どな

たでも受講は可能です。また、修了者には修了証を発行できるシステムとなって

います。 

本研修は今後も継続して実施していく予定ですが、受講者に対するアンケート

を実施しているほか、研修に関する意見もいただいており、これらの意見を参考

に研修内容を見直してまいります。 

また、受講修了者へのフォローについては地域の防災活動への呼びかけなど、

今後その内容を検討してまいります。 

添付資料 
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（３）防災リーダー認定の拡充について 

＜松尾市長＞ 

防災リーダーの研修につきましてご提案いただきありがとうございます。今年からスタートした取

り組みでございまして、予想以上の申込みといいますか定員に達することができまして、無事に１回

目を終えることができました。感想を見ても大変好評をいただいているところでして、今後も継続し

て実施をしてまいりたいと考えております。 

そんな中での、防災リーダーの標章を貼る、見える化をする、というようなご提案でございます。

具体的にどうできるかということについては引き続きの検討課題とはなりますけれども、実際に受け

られた皆さんからのご意見も伺いながら、例えば地域の防災活動にどういうふうに今後関わっていた

だくかとか、防災訓練がある時にどう参加していただくかみたいなところは、ぜひ地域の皆さんとも

アイデアを出し合いながら、より有効な仕組みにできればと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

質疑なし 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉南－4 

テーマ ｅ-ｋａｎａｇａｗａを利用した様々な提出書類のＷｅｂ化 

内容詳細 

紙での書類提出は、非効率的です。以下のような書類はＷｅｂ

で提出し、ＰＤＦ出力して保存できるようにして頂きたいと思い

ます。 

・このようなアンケート（含 世帯数・組数） 

・３Ｒ推進活動、まち美化活動の計画書、変更届、結果報告書 

・防犯協会の基礎資料調査書、防犯連絡所、パトロール概要 

・自治会長等変更届け 

担当部課 地域のつながり課  ごみ減量対策課  環境保全課 

 

議題に対する回答等 

・鎌倉市３Ｒ推進事業奨励金及び鎌倉市まち美化活動奨励金に係る提出書類につ

いては、ホームページからの様式のダウンロードや電子メールでの提出受付を

実施しています。e-kanagawa を利用した様々な提出書類のＷｅｂ化の必要性に

ついては、認識しておりますので、自治会町内会や各地区の連合会の御意見も

伺いながら、できることから進めてまいります。 

・防犯協会に関する届出等については、鎌倉防犯協会が事務を執り行っているこ

とから、そちらへお問い合わせをお願いいたします。 

・自治会長等変更届に関しては、既に市ホームページに WORD 形式で掲載しており

メールで提出いただくことが可能です。e-kanagawa を利用した提出書類のＷｅ

ｂ化の必要性については認識しておりますので、自治会町内会や各地区の連合

会の御意見も伺いながら、できることから進めてまいります。 

添付資料 
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（４）ｅ－ｋａｎａｇａｗａを利用した様々な提出書類のＷｅｂ化 

＜松尾市長＞ 

こちらにつきましては、市としても、効率的に皆さんにオンラインで済むことについてはオンライ

ンで済むよう、ぜひ進めてまいりたいと考えております。しかしながら、なかなか全てがまだできて

いるという状況ではありませんので、ご指摘いただいた点を中心に、応対できるようなところは鋭意

進めてまいりたいと思っています。 

今回いただいたところで言いますと、環境部の３Ｒ推進活動やまち美化活動の計画変更や結果報告

などですね。こちらにつきましては、ホームページからの様式ダウンロード、電子メールでの提出受

付の実施をしているところでございますので、ご提案のｅ－ｋａｎａｇａｗａの利用につきましては、

引き続きの検討というところで進めてまいりたいと思っています。 

防犯協会につきましては、これは鎌倉防犯協会が事務を執り行っておりますので、そちらにお問合

せをお願いしますとなっておりますけれども、こういうご意見をいただいていることについては、市

からも情報提供させていただきたいと思います。 

自治会長等の変更届につきましては、既にホームページに様式を掲載してメールで提出いただくこ

とが可能となっております。ｅ－ｋａｎａｇａｗａの利用についてはまだできておりませんので、こ

ちらも引き続きどのような形で実施していくか検討してまいりたいと思います。 

 

＜東水会自治会 菅野会長＞ 

ぜひ検討をお願いしたいのですけれども、実際やっていて感じるのは、環境部関係はすごく柔軟に

対応していただいているなと市役所全体の割合の中では思います。ワードの文書くださいと言ったら

ワードで文書をくれますし、郵送で来たのをＥメールで送ったら、いいですよとやってくれてすごく

助かっています。ただ書式が古いですとか、去年のものをそのまま使い回しちゃったりとか、うっか

り令和４年を５年に書き変えていなかったりすると、受け付けてくれないとかあったりするわけです

ね。細かい話ですけれども。これをオンライン上でやると、そういう心配をする必要がないのですね。

アクセスした時点のデータになるので、古いフォーマットとか新しいフォーマットとかを気にする必

要がないというのがあったりします。 

それから、書いた内容に関しても、どこにあるのかというのは、例えば自治会長が変わって引継ぎ

をする時などに、もうデータで持っていてそれを渡せばいいし、ここにあるのですよという感じでも

って、すごくやりやすいというのがあります。 

ｅ－ｋａｎａｇａｗａは神奈川県のシステムですよね。鎌倉市じゃないと思うので、防犯協会も含

めて、神奈川県にある公共機関はみんな使っていただいたらいいのではないかなと思っていて、私が

藤沢土木事務所にお願いした時に、すごく早く対応してくださったことがあって、やっぱりこのｅ－

ｋａｎａｇａｗａをフルに使うべきじゃないかなと思うのですね。鎌倉市独自のインフラをつくるの

は大変ですけれども、神奈川県が持っているならば、それを、市役所だけじゃなく防犯協会もそうだ

し、社会福祉協議会もそうだし、いろいろなところでもってこのｅ－ｋａｎａｇａｗａをプラットフ

ォームとして利用して、使えるところはどんどん使うようにした方がいいかなと思います。これはさ

っきの市役所、行政の分散の話もそうですけど、行く必要がなくなるわけですよね、それをやれば。

そうすれば、交通の面などの心配もかなり軽減できるし、いいことはすごく多いと思うので、ぜひ進

めていただきたいです。よろしくお願いします。  
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉南－5 

テーマ 空き家対策 

内容詳細 

自治会としては空家のパトロールもしてますが、自治会として

は持主もわからず、雑木、塀の傾き等がわかっても何も対策がで

きない。 

担当部課 都市整備総務課 

 

議題に対する回答等 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、空家等とは、「概ね１年間

を通じて居住や使用がされていない、戸建て住宅や全室が使用されていないアパ

ート等及びその敷地」と定義されています。 

管理不全の空家等について、市にご相談が寄せられますが、空家等は個人の財

産であるため、所有者または管理者の責任で適切に管理することが前提であり、

行政としてできることは限られているのが現状です。 

市の対策としては、職員が空き家に対して現地調査を行い、適切に管理されて

いない状況であると判断したら、所有者へ空家等の状況を伝え、適切に管理する

よう文書にて指導を行っています。そのため、パトロールの中で適切な管理がさ

れていないような空き家があれば市へ相談いただければと思います。 

国では空き家対策を強化するため、法改正の手続きを進めているところです。

改正案には管理不全空き家等の対応について新たな施策が盛り込まれています。

今後も、国の動向を注視しながら、管理不全の空き家が増加しないよう努めてま

いります。 

添付資料 
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（５）空き家対策 

＜松尾市長＞ 

空き家対策ということで、皆さん大変ご苦労されているところでございます。この空き家対策につ

きましては、市としても空き家にならないよう、適切に管理をしていただけるように働きかけをして

いるところでございます。実際には空き家の現地調査を行いながら、適切に管理できていないと判断

しましたら、所有者へ状況を伝えて適切に管理するように文書にて指導を行っているところでござい

ますので、空き家がちょっと心配だということがございましたら、市にも情報提供、ご相談いただけ

ればありがたいというところでございます。 

 

＜上河原自治会 足立会長＞ 

実際に近所に空き家があって、台風が来た時に塀などが壊れちゃって、持ち主がちょっと分からな

いのでどこに相談したらいいでしょうかね、という質問を受けたのですけれども、資料に都市整備総

務課という担当部署が書いてありますので、今後そのようなことが起きた場合には市にお願いをして、

個人情報なのでオープンにはできないと思いますが、市から持ち主の方にお話をしていただくという

ことでよろしいということであれば、それで回答しようと思っております。ありがとうございます。 

 

＜鎌倉地区自治組織連合会 渡辺会長＞ 

関連していいですか。空き家の問題は、台風などで家自体の樋が飛ぶとか建物上の被害もあります

が、実は庭木、竹木の問題があるのですよね。隣家に入ってきちゃうということがありますが、その

空き家の所有者が転々としてもう分からなくなってしまっている。相続の関係で。この４月でしたか

ね。民法の改正で、所有者不明の場合には一応竹木について伐採はいいですよと確かなったと思うの

ですけれども、その辺の情報がぜんぜん自治会町内会に流れてこないのです。聞くと、そういうふう

に民法が変わりましたという話は聞くのですが、こういうことはぜひ自治会町内会には流していただ

きたいと思います。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

会長がおっしゃるとおり、民法が今年の４月に改正されたところです。ただ、やはり我々としまし

ては、まず土地所有者もしくは建物所有者を調べまして、その方に管理をしてくださいと言うのがま

ず基本になっています。その後、どうしようもなくてというのはあるかもしれないのですけれども、

先ほどご質問があったように、私どもは土地所有者や家屋所有者を調べることはできますので、そこ

から所有者の方に第一報をして進めていきたいというのを基本にしたいと思いますので、連絡をいた

だければ私どもで対応していきたいと考えております。 

 

＜鎌倉地区自治組織連合会 渡辺会長＞ 

おっしゃるとおりなのだけれども、実際には、相続したくない、管理したくない建物を任されてい

るから、やらないのですよ。調べていただいたところで。結局は放置されちゃっているのが現状なの

で。強制力があるのならいいのだけれども、そうじゃないから、結局は隣家が困っているわけ。竹な

んかはもうどんどん伸びてきちゃうわけでしょう。切るに切れなくなっちゃって。所有者が分かった

からといっても、やってくれないのですよ。全然知らないところの土地を相続しろと言われても、も

らっていいものなのか分からないし、なんで自分がそこの管理費を出さなきゃならないのかという話

は実際にある。理屈は分かるのですよ。分かるけれども、実際にやっていると、なかなかそうはいか

ないよという話です。 
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＜都市整備部 森部長＞ 

今年の６月にやはり空き家の法律も変わっております。まだ改正されたばかりで、半年程度したら

施行するという法律なのですが、その内容としては、空き家というのは、空き家があるから悪いわけ

ではなく、放置されている空き家、管理がうまくできていない空き家に対して、今までは税金がある

程度控除されていたのですけれども、そういうところでも税金をかけますよというように変わってく

るそうです。いま会長がおっしゃったように、持ちたくない人、嫌々持たされている人に対しては、

これからは税的なものが変わってきますので、少しは変わってくるものと思います。具体なことはま

だ施行がされていないので、我々もこれから情報を収集していくのですが、少しずつ変わってきてい

るということも情報としては提供させていただきます。 

 

＜鎌倉地区自治組織連合会 渡辺会長＞ 

 ぜひそういう情報は提供していただきたいということだけお願いしておきます。 

 

＜仲島町自治会 鈴木会長＞ 

本件については、空き家のテーマが出るということで、具体的なテーマをこちらから出していなか

ったのですが、実は材木座六丁目で昨年の１０月に孤独死をされた家がありました。孤独死で発見さ

れて、警察も来て処置は終わったわけですけど、その後ずっと空き家なわけです。都市整備部の住宅

担当とずっと連絡を取っているのですが、結局、遺族の方の調査は一切分からないのですよ。経過も

分からない。経過も分からないというか、個人情報になるのでなかなか途中経過も教えていただけな

いということで、もう木とか草がぼうぼうになって、安全上も衛生上も非常に悪いということで、自

治会と近隣の住民みんなで伐採をして、大掃除をして、これはもう勝手にやりました。勝手にやりま

したから不法侵入になるかもしれませんが、そういうことをせざるを得なくなるわけです。隣近所の

方々は。 

これに手が打てるのは行政の方々だけなのですよね。警察の方も手が出せない。市が理由を持って

遺族と連絡を取っていただけるというふうに我々は伺っているわけなので、もう１０か月近くになる

わけですけれども、いまだにそれの説明は受けられていない。我々としてはそういう状態になるわけ

ですね。車が停めてあって、軽自動車なのですけど、その中に荷物があって、市の方もご覧になって

いるわけですが、これを放っておくと虫が湧くなど非常に衛生上なり安全上もよくないですし、今後

なにかしなくちゃいかんなと。あるいは道が狭いところですから、できれば車も少し寄せたいと思い

ますが、私有地ですからこれもできない。個人的にはできないです。そういうような住民の方の生活

から見ますと、非常にいま手をこまねいているところで、行政の方で何か手を打っていただくという

ことを待っている次第なのですが、なにか今の状態だけで回答がないものですから非常に困っていま

す。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

おっしゃるとおり、我々は皆様から調べてほしいと言われれば、調べます。調べること自体我々は

できますので難しくはないのですが、その結果、所有者に対して市からどうアクションを起こしてい

るかというところが、なかなか皆様にお伝えすることが難しい。先ほど言ったように、個人情報にな

っております。相手方に処置をしてくださいと出しても、もうすぐにレスをいただける方、手を出し

ていただける方もいらっしゃれば、なしのつぶてという方も実は３分の２くらいいらっしゃいます。

その都度、定期的にひどくなっている状況を写真で撮って送るというようなことをしているのですけ
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れども、やはり、今こういうことをやっていますとか、相手からこういうことがありましたというの

は、なかなかお伝えできないものがあります。今どうなっているかということに対して、相手と連絡

を取っていますよ、くらいの回答しか、今のところはできないというのが現状になっております。 

 

＜仲島町自治会 鈴木会長＞ 

具体的な話は難しいというのは分かるのですが、概括的なことでも結構なので。こちらは連絡を取

っているかどうかも分からないのですよ。一切ないのでね。本当に困っておりますので、ぜひお考え

いただきたいと思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉南－6 

テーマ 鎌倉消防署移転に伴う防災等の諸課題について 

内容詳細 

昨年１２月に、市では公共施設再編計画に基づき、「鎌倉消防

署の移転計画」が発表されました。津波浸水想定区域内にある庁

舎のため、老朽化に伴う建て替え時には消防活動に支障をきたさ

ない地域に移転することはやむをえないことと思っています。但

し、移転に伴う以下の諸課題について検討を頂きたく要望しま

す。 

（１）先の長谷出張所の廃止や今般の鎌倉消防署の移転に伴い、

南部地域の消防力の低下が懸念されます。雪ノ下方面から材木座

周辺地域の現場への緊急車両の到着が現下の交通状況からして時

間がかかることが予想されます。特に海水浴場を控えた中では水

難事故等に備えるためにも救急車１台の配置をお願いしたい。 

（２）移転後の跡地についてどのようになるのか不明ですが、同

署が津波避難ビルに指定され、近隣の自治町内会が指定避難場所

にしている現状から、何らかの津波避難施設を検討していただき

たい。また、同署周辺には、自治町内会の総会や会議などの行え

る公共スペースがなく、長年講堂を借用している現状がありま

す。このため、コミュニティスペースの確保をお願いします。 

（３）消防署移転に伴い、頼みとしていた津波避難ビルが使用出

来なくなることも予想され、従前から要望していた旧材木座保育

園跡地の津波避難施設の整備は喫緊の課題となっております。こ

のため、去る４月 20 日に都市計画課に、材自連として地域防災計

画の策定に取り組むことを報告し、協力をお願いしているところ

でもあります。沿岸部における津波や高潮に対する避難施設の整

備が全く遅れている状況のため、早急な整備を要望します。 

（４）関連して、旧市営弁ケ谷住宅跡地については、防災機能

を備えた都市公園化の要望書を市に提出しています。公共施設再

編計画の見直しが令和５年度末に完了すると聞いていますが、売

却の方針が出ている当該地はどのような扱いになるのか、考えを

お聞かせ下さい。 

担当部課 公的不動産活用課  消防総務課 
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議題に対する回答等 

（１）候補地については、これまでの実績等も踏まえて、雪ノ下エリアならば、現

在の鎌倉消防署及び浄明寺出張所が担当しているエリアにおける消防救急活動

に支障がないと考え選定しています。また、水難事故に対しては、レスキューボ

ードを七里ガ浜出張所、腰越出張所にも配置していますので、連携して対処す

ることになると考えています。 

（２）鎌倉消防署移転後の跡地については、民間事業者による利活用を考えてい

ますが、その際には、地域への貢献も視野に入れた津波避難機能を備えた防災

に資する機能の付与や、これらが担保できるよう市が民間事業者の利活用をコ

ントロールできるような手法として、売却ではなく貸付で対応できるかなど、

様々な観点から検討していきたいと考えています。 

（３）旧材木座保育園については、現在、鎌倉市医師会（休日・夜間診療所）等へ

貸付しそれぞれ暫定利用されていますが、貸付期間終了後についても鎌倉市公

的不動産利活用推進方針を踏まえた検討を進めてまいります。一方、市民の意

見等も聞きながら慎重に行うことが必要であるともとらえており、用地の利活

用の検討に合わせて、津波避難のための用地利用の可能性についても検討して

まいります。 

（４）鎌倉市公的不動産利活用推進方針において、旧市営弁ケ谷住宅跡地につ

いては具体的な利活用方法が検討されていない不動産に位置付けており、売却、

定期借地等の検討を進めていくこととしておりますが、御要望を受けて避難空地

としての指定をしていることもあり、当該地について現在売却の方針はありませ

ん。 

添付資料   
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（６）鎌倉消防署移転に伴う防災等の諸課題について 

＜松尾市長＞ 

鎌倉消防署移転に伴う防災等の諸課題ということで、４つ大きく項目がございます。 

１番目は、長谷出張所の廃止や今回の移転に伴いまして、南部地域の消防力が低下することのご指

摘でございます。ご提案とすると、救急車１台の配置というご提案でございます。現在、消防の再編

を検討している中では、雪ノ下の今の予定地であるならば、この消防救急活動に支障はないという場

所として選定をしているものですから、なにかその補完をするという考え方は現時点ではないという

ところは状況としてはございます。そういった事項についても同じ認識でございまして、この辺りに

つきましては地域の皆さんのご心配もあると思いますので、引き続きそういった視点での協議はさせ

ていただければと思っております。 

それから２番目です。移転後の跡地についてです。公共スペースがなくて、コミュニティスペース

の確保をお願いしたいというところです。消防署移転後の活用ということにつきましては、現在、民

間事業所の利活用ということを考えているところですけれども、単純に民間に売却したり任せたりと

いうことではなくて、地域の方からもやはりご意見がありますので、津波の避難機能を備えることで

すとか、会議室ですとか、そういうところを実現できるような形での利活用ができないかという観点

で、現在検討しているというところになります。 

それから３番目になります。旧材木座保育園跡地の津波避難施設の整備になります。こちらにつき

ましては、現在、旧材木座保育園につきましては医師会に暫定利用していただいています。医師会が

暫定利用しているという状況でございますけれども、貸付期間終了後につきましては、その後の活用

の検討を進めていく必要があると考えております。津波避難のための施設につきましては、材木座地

域でこれまでもご要望をいただいているところでありまして、必要な施設であると考えています。ど

のように津波避難ができる施設として整備するかというところを検討するひとつの候補であると思い

ますので、引き続き検討してまいりたいと思います。 

それから４番目、旧市営弁ヶ谷住宅跡地についての活用ということでございます。具体的には防災

機能を備えた都市公園での活用というご提案でございます。こちらにつきましては、ご要望を受けま

して避難空地として指定しているところであります。さらに踏み込んだ形での都市公園化ということ

でございますので、こちらにつきましてもどのような形でこの地域の皆さんに活用していただくのが

いいかということにつきましては、現時点では都市公園化について具体的に踏み込んだ結論は出して

おりませんけれども、津波から避難をするというところについては重要な土地であると認識をしてい

るところですので、売却をするということではなくて、その活用に向けた協議を進めていければと思

っています。 

 

＜鎌倉地区自治組織連合会 渡辺会長＞ 

消防長がいらっしゃっているので確認させていただきたいのですが、鎌倉消防署と浄明寺出張所と

の統合ですが、鎌倉消防署をそっくりそのまま雪ノ下に移すのか。あるいは、いま鎌倉市は鎌倉消防

署と大船消防署の２署体制ですよね。その２署体制のまま維持されるのか。あるいは大船消防署は深

沢に移って、深沢出張所と統合しますよね。そこで１署体制になるのか。鎌倉消防署がどうなるのか。

あるいは出張所になってしまうのか。よく分かりませんけれども、消防力の差という意味において全

然聞いたことはないのですよね。鎌倉消防署は移転しますという話はあるのですけれども、移転する

中身というか、消防全体の消防力はどうなるのか、それによってどう変わってくるのかということを

聞いたことがないので、その辺の説明をしていただけると助かります。 
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＜消防本部 髙木消防長＞ 

雪ノ下については、署所と言っているだけで、具体的に消防署にするのか出張所にするのか、もし

くは今は鎌倉市内にありませんけれども分署という形にするのか、その規模についてはまだ具体的に

は固めているものではありません。ただし、いま会長が言われているように、大船の消防署が深沢に

移りますので、深沢に移って大船消防署というわけにはいかないと思いますので、その時に２署体制

から１署体制にするということも視野には入れております。 

 

＜東水会自治会 菅野会長＞ 

市役所の件もそうなのですけれども、統合するという方向性がすごく強く出ていると思うのですね。

市役所のいろいろな施設も全般的に。考え方としてはむしろ理解するところなのですが、一方で災害

対策は統合した時は、これは前もちょっと申し上げたことがあるのですが、統合したら拠点が機能し

なくなっちゃうと、もう手も当てられないことになるというのを私は心配しています。そういう意味

では、分散させるということは、片方がやられても片方が生きるということで、生きているところが

なんとかするというようなこともできるので、私は分散の考え方というのはきちんと取り組まないと

いけないのではないかなと思っています。材木座の本当に海に近いところで、それこそ海難救助とか

何かがあった時に対応できる、すごく小さいけれども機能的な部隊を置いておくとか。あと、雪ノ下

の若宮大路のところは結構狭いじゃないですか。観光渋滞とかが起こった時に、大型消防車が本当に

動かないグリッドロックの状態になったときに定刻で行けるのですかと。１分１秒を争うときに、遅

れてしまったということが起こらないのかなというのはシミュレーションとかされていると思うので

すけれども、グーグルマップで見ても、時間によっては結構通れないじゃないのという写真が写って

いることがあったりするわけです。そういうことで考えると分散というのを考えなきゃいけないと思

っているのは当然です。 

市役所に関しても、さっきお話しされた中に、深沢の洪水のこともあると思うのですけれども、そ

れに触れられていないわけですが、やっぱり洪水がある深沢はやられちゃうわけですよね。川の洪水

ですね。こっちは津波がやばい、向こうは洪水がやばいということを考えたときに、どちらかでいい

じゃなく、それはリスクを統合してやばいところに集中させるということになってしまう可能性があ

るわけです。なので、やっぱり市役所も、こっちに行政機能を残すのであれば、防災機能という言い

方が正しいか分からないですけど、ある程度こちらで何か起こった時にこっちでも見られるようなも

のをここにも残しておく必要がある。それが、本当の防災に対する考え方かなと思うので、統合が大

事なのはすごく分かりますが、統合一本鎗じゃなくて分散もちゃんと考えた方がいいのではないかな

と思います。 

 

＜松尾市長＞ 

 ありがとうございます。そこはご意見として承りました。 

 

＜乱橋自治会 小野会長＞ 

私は材木座自治連合会の防災部を担当していまして、３．１１以来、ずっと材木座自治連合会とし

て、津波を中心にいろいろなことを検討し対策を立ててきた人間なのですが、そういう意味からする

と消防署も現在、材木座の中の数少ない津波避難場所のひとつになっているのですよ。海のすぐそば

で由比ガ浜の海水浴場からもすごく近い場所にあるわけで、あそこの屋上は、その近くの芝原自治会

とか隣の若宮町内会の津波の避難場所になっているのですね。もちろん観光客にとってみても海水浴

客にとってみても、大津波の警報が出たときに逃げようとすると一番近い高台になっているわけです。
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そういう意味では非常に貴重な津波の避難場所なので、ここがなくなるとやっぱりすごく困ってしま

う。本当に。数少ない避難場所なわけなので、ちゃんと考えた上で移転について検討していただきた

いと思うのです。 

同時に、消防署の近くに昔の材木座保育園跡地があって、ここになんとか津波に対応できるような

施設をつくってほしいというのを、それこそ１０年ぐらいずっと主張し続けてきているわけなので、

この貴重な高台がなくなることに対して、なんとか力を上げて材木座保育園跡地の問題、渡辺さんも

医師会の話をされていましたが、あの辺りに避難できる施設をつくるということを本当に真剣に考え

てほしい。それはずっと言い続けてきたわけですが、やはりこういう機会になんとかやらないと次の

ステップに行けそうにありませんので、それはぜひともお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

＜神明町自治会 三輪会長＞ 

消防署の移転に伴って、津波避難場所とかそういう点からもいろいろ問題があるのではないかとい

うような話が出ているのですが、それはそうだと思います。 

それともう１つ、今の消防署が雪ノ下に移るわけですが、この場合は鎌倉市南部に対する消防力が

落ちるのではないかとか、それから救急車もあちらへ移るとなるとそれこそ本当に鎌倉市南部の消防

力とか救命力が今より落ちるのではないかと心配しているのです。その辺についてお答え願いたいの

と、先ほどから話に出ている、具体的には雪ノ下から救急車、消防車が出て南部へ行く場合に渋滞に

あった場合、どの程度時間がロスになるのか。前の消防署の説明会でも私は質問したのですが、一度

実証実験をやる必要があるのではないかと。実際に休日の渋滞しているときに、雪ノ下から消防車が

出て時間がどのぐらいかかるのか。やはり実証実験をやるべきだと思うのです。それでこそ、皆さん

安心してください、要する時間は大して変わらないですよとなると思うのですが、それをぜひやって

ほしい。２つお願いします。 

 

＜消防本部 髙木消防長＞ 

実証実験につきましては、緊急走行をせざるを得ないので、それはなかなか難しいということで実

証実験は実施しておりませんが、現在の由比ガ浜の消防署から雪ノ下の消防署所の建設予定地までの

走行時間というのはデータとして取っておりまして、日中の平均ですと５分１２秒、夜間ですと４分

３６秒となっております。 

渋滞していた時には遅れるのではないかということですけれども、これまで取っているデータ上で

は、休日であっても平日でもあまり差異はないというデータが取れております。ただし、現在の由比

ガ浜のところから由比ガ浜の海岸に出るのと、雪ノ下の建設予定地から由比ガ浜に出るのとでは当然

時間の差異は出ます。これはもうデータを取るまでもないところです。 

 

＜神明町自治会 三輪会長＞ 

だから、それでは説明してもらっても納得できないのですよ。救急実証実験ですか。由比ガ浜はで

きないと。なにか工夫してできないのですか。それがないとね。平日に４分何秒かかるとか。では、

休日の渋滞時には八幡宮の前を通って若宮大路を通って行くのにどのくらい時間がかかるのか。救急、

救命の場合などは特に重要ではないですか。１分でも遅れたら人の命がなくなるという場合だってあ

るのですから。いま言われたように大して変わらないというのでは納得できないですよ。３０秒遅く

なるとか１分遅くなるとか、そういう数字を出していただきたいのです。それじゃないとみんな納得

できないですよ。大して変わりませんでは。それでは何が何だかさっぱりわかりませんということで
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す。やれない理由、実験ができないというのはなにか法律上できないとか、そういうことがあるのか

もしれないけれども、ぜひそこは知恵を絞ってやったらいいじゃないですか。どこかで出火したでも

いいし、どこかで急患の人が出たとか、そんな理由をつくればいいじゃないですか。実証実験をやら

なければ説得できない。これははっきり言っておきます。 

 

＜消防本部 髙木消防長＞ 

実証実験は難しいということで繰り返しのお答えになりますけれども、今まで取っている平日の平

均時分と休日の平均時分との差異がないというのは、結局１日を通しての話ですので、渋滞している

時に実際に遅れているのかというところがいま取れておりませんので、それについては鎌倉消防署か

ら出動した時に、この日は渋滞していたのだという情報も救急隊から取れるような形で検討を進めて

まいります。 

 

＜神明町自治会 三輪会長＞ 

 結果を教えてください。 

 

 

 

＜東水会自治会 菅野会長＞ 

ちょっと気になったのですが、先ほどのご回答で、当然のことなのですが、由比ガ浜から由比ガ浜

地域にすぐにアクセスできるのに対し、雪ノ下からだと当然時間がかかりますというのがあるじゃな

いですか。それが問題を端的に示しているのではないかと思うのです。つまり、今あるところからす

ぐに行けることがなくなって、それをではどういうふうにカバーするのですかというときに、５分な

ら５分かかるという話ですよね。では、今まで１分で行けたところを５分かかるじゃないかというそ

の差をどうするのか。統合してしまったらそうなるのであって、分散しておけば１分というのを最小

≪後日回答 消防本部≫ 

出動日時 出動場所 所要時間 道路状況 

7/23（日）10 時台 二階堂 4 分 10 秒 渋滞なし 

8/4（金）22 時台 雪ノ下四丁目 4 分 25 秒 渋滞なし 

8/11（金）10 時台 二階堂 4 分 00 秒 
渋滞あり 

辻説法通り経由 

8/20（日）16 時台 浄明寺四丁目 4 分 30 秒 交通量多め 

8/20（日）16 時台 二階堂 4 分 32 秒 
渋滞あり 

辻説法通り経由 

上記の結果から渋滞時でも緊急走行をしていることと合わせ、辻説法通りなど迂回すること

により影響は有りませんでした。 

なお、出動場所については個人情報保護の観点から町丁目までとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の結果から渋滞時でも緊急走行をしていることと合わせ、辻説法通りなど迂回する 
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限の単位として残すことができるわけですよね。救急車だかをあそこに残しておけば、それはできる

じゃないですか。それが私の言っている分散なのです。大型消防車みたいなものは統合本部とかに持

って行くのはしようがないと思っていますし、大規模な火事があったならばこれもしようがないと思

うのですけれども、小さいものは現場に残しておいた方が機動的に動けるし、リスクも分散できると

いうことを申し上げているところです。 

それと、ハード的な考え方だけじゃなく、渋滞の対応というのはやっぱりソフト的な考え方もすご

く必要だと思っていて、ちょっと素人考えで恐縮ですが、渋滞している時にどういうふうに退かすか。

本当ににっちもさっちもいかなくなったら、「すみません、退いてください」とか言ったなら、みんな

退いてくれてすごくスムーズに動くのかとか、そういうようなところまで含めてソフト面での対応と

いうのを本気で考えた方がいいのではないかなと。我々としては、それをやってくれたほうが安心し

ます。渋滞です、動けません、ピーポーピーポー鳴っています、というだけではなくて、本当ににっ

ちもさっちもいかない時は、人が出てきて「皆さん退いてください」、ドアを叩いて「救急なんです」

とやることも最悪の時には考えるとか、そういうようなところまで含めて対策をしていただいたら、

雪ノ下に行くのはしようがないかなと思うのですけれども、とにかく分散はちょっとやっていただき

たいと思います。 

 

＜消防本部 髙木消防長＞ 

元々の由比ガ浜の消防署というのは、そもそも二の鳥居のところにあったというのはご存じの方も

いらっしゃるかと思いますけれども、由比ガ浜のところから移転するというのは、津波の想定がやは

り平成２３年の東日本大震災以降に変わりまして、消防署が被害を受けたのであればそこから救助に

行くことができないということで、津波の想定エリアからは外したところに移転するということを検

討させていただきました。今の消防署の位置は、出動範囲の半分以上を海がかぶっているような状態

です。また、浄明寺の出張所についても半分以上が逗子市にかぶるような感じになっていますので、

それの中間の位置で幹線道路に面した位置ということで設定した経緯があります。 

また、渋滞している時に、隊員が出ていってドアを叩いて誘導することがあるのかということです

けれども、現在でも由比ガ浜の消防署からハシゴ車が大船方面に出る時には、若宮大路のところでバ

スとかが止まっていたりすると抜けられないような状態が発生します。その時には、当然隊員が出て

いって車両を誘導し、消防車が通れるような方策を取っています。 

 

＜東水会自治会 菅野会長＞ 

ありがとうございます。道路でやるというガッツは私もすごくいいなと思います。１個だけ気にな

るのは、津波でもって潰れてしまうじゃないかということに対してなのですが、これはしようがない

と思うのです。だけど、普段は助けられるじゃないですかという話なのです。津波って何十年に１回

しか、あるいは何百年か何千年か分からないですけれども、めったに来ないですよね。来た時のリス

クに備えて内陸側に引っ込むのはいいのですけれども、普段の救急体制が犠牲になるというのは違う

のではないですかという話をしていて、普段の生活の中で何か起こった時にすぐに対処できる部隊と

いうのはそこにいて、それは津波に関して見たらば捨て駒になるのはしようがないと私は思います。

それがリスクをヘッジするということですよね。リスクをちゃんと考えながら、どこにどれぐらいの

リスクを固めるのか。どういう事態が生じた時にどういう対応の仕方が一番いいのかということを考

えた時に、津波が来るから全部行っちゃいますでは普段の生活を犠牲にしてもいいのですかという議

論になってしまうので、津波がない時の生活を最低限守れるような組織を残したらいいのではないで

すかという話をしています。よろしいでしょうか。 
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＜鎌倉地区自治組織連合会 渡辺会長＞ 

こだわるわけじゃないのですけれども、今の由比ガ浜の消防庁舎ありますよね。本部が入っていて、

あれだけの規模と必要な部隊。本部が大船に移って、さらに今度は深沢に移ってしまうわけですから、

そんなに広いわけじゃないというのはよく分かる。では、消防力として、消防車や救急車、ハシゴ車

などを含めてそっくり移るのかというと、それだけの敷地面積がおそらくないのだろうと思うのです

ね。もう端から消防力は減員、減車の中で移るのではないかという、そこがそもそもおかしいのでは

ないかと私は思うのです。津波避難区域からそうでないところに動くというのは、それはそれで合理

性はあると思うのだけれど、それに合わせて消防力も減らしますよというのは理屈が合わないのでは

ないですか。その辺の説明というのがないのです。残念ながら。それではなかなか付近住民の理解は

得にくいところじゃないですか。どうですか。 

 

＜消防本部 髙木消防長＞ 

当然、統廃合に関しては消防、救急、救助力に対して支障がないように検討は進めてまいります。 

 

＜鎌倉地区自治組織連合会 渡辺会長＞ 

今は過大に配車されているという考え方なのですか。そうなっちゃうじゃないですか。減らすとい

うことは。そもそも今が多過ぎるという話については、そうじゃないと思うのですよね。やっぱり行

政というのは住民の財産を守ることが一番の仕事なのだから、そこに金をかけたって誰も文句は言わ

ないと思いますよ。人が多いとか車が多いという、そういう批判というのは、私は基本的にはないも

のと思うけれども、行革一般として事務的な話と消防力とを一緒にする話ではないのではないかなと

私は思います。どうも、減員、減車する理由というのがよく分からない。移転は分かりますよ。そこ

はわかる。鎌倉駅前、小町通り、ああいった商店街を持ったところでもって本当に今よりも消防力が

落ちた中でいいのですかという話。かつては由比ガ浜出張所があった。今度は鎌倉消防署も雪ノ下に

移ってしまう。正に南部地区には何もなくなってしまうということですよ。 

若干話題が外れるけれども、鎌倉体育館だって深沢に移ってしまうでしょ。そうすると、周辺で残

る公共施設はなにかというと、材木座では第一中学校だけですよ。材木座保育園は既になくなってし

まった。由比ガ浜では第一小学校と由比ガ浜こどもセンター。本当にそういう意味では、公共施設の

適正配置という考え方をすると、なにか材木座というのは取り残されている地域じゃないのかという

気がしてならないのですよね。せめて安全に安心して暮らせるような、そういう消防力に対してはき

ちんとやっていますということを回答していただければ安心するのですけれども、端からもう減員、

減車では、私は話にならないのではないかと。そういう気がしますね。 

 

＜神明町自治会 三輪会長＞ 

いろいろ話が出ていますけれども、統廃合をすると言いますが、住民にとってのメリットは何なの

ですか。それが一番聞きたいです。これだけ意見が出ていて、住民にとって、特に南部の住民にとっ

てメリットというのは何ですか。いま話を伺っていると、メリットなんか何もないような気がするの

ですが、いかがでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

メリットというところですけれども、消防署が老朽化していることから、まずは建て替えをしてい

かなければ。もし建物が崩壊するということになるとそれは大変なご迷惑をおかけしてしまうという
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ところです。加えて、これは客観的なデータになりますけれども、鎌倉市の消防職員が他市に比べる

と少し多いというところでの財政的な負担がございます。これはもちろんまちによって土地の状況も

違いますから、鎌倉は鎌倉らしく、消防車が多いのも鎌倉の特徴だと言われればそれはそうなのです

けれども、その中で可能な限り市民の皆さんになるべく負担がかからない、安全を確保する上で統廃

合ができる部分はやっぱりやっていく必要があると考えておりまして、今回の消防署所の統廃合を進

めているところです。ですので、安定的に持続可能な形で、今後も消防署をしっかりと維持、確保し

ていくということについて重点的に見ながら進めているというのが、現在の計画であると考えていま

す。 

 

＜鎌倉地区自治組織連合会 渡辺会長＞ 

 こだわるわけではないですけれども、２点ほど。 

１つは、今まで鎌倉は、１７万３０００人ぐらいの人口規模で２署あるというのは多いということ

は、これは常に指摘されてきたわけですね。それに対して、鎌倉というのは通年観光都市で交通渋滞

もあるという中で、緊急車両がスムーズに行くには最低２署、それから出張所もいくつかあり、そう

いう体制の中で消防力を維持してきたのだという話。今度はどんどんなにかよく理由は分からない中

で統廃合していくよと。正直言いまして、その理由というのがよく分からないですね。どうなのです

かね。本当に統廃合しなきゃいけないものなのかどうか。消防力についてですよ。拡充した方がむし

ろいいぐらいの感じですよ。 

それと、材木座には結構老人福祉施設があるのです。うちの近くにも本当にもう１、２分ぐらいの

ところにもあるのですけれども、よく救急車が来ます。由比ガ浜からだから、本当にものの１、２分

で来ちゃうぐらい。施設長は、非常に近くて安心できるし、「入所者に対しても家族に対しても、安心

ですよ、というような説明をしているのですよ」と言っていたのですけれども、今度は違いますよね。

だから、やっぱり地域の実情、一番救急車に乗る可能性の高い、そういった高齢者施設の存在や配置

というものを見て、統合するなら統合するでいいかもしれないけれども、逆に高齢者施設というのは

増えています。増えている中において統廃合というのは、なにか実態と合っていないのではないかな

という気がしてならないのですね。その辺どうなのですかね。地域の実情というのは見た方がいいの

ではないですか。高齢者施設の配置状況とかね。材木座なんて高齢化率、ものすごく高いですよ。だ

から救急車をお願いすることは多いと思います。若い人が比較的多い地域というのはまたその辺が違

うので、よく年齢構成とか老人福祉施設の配置状況とかを見て、必要があれば統廃合すればいいし、

逆に拡充しなければいけない例だって出てくるのだろうと思うのですけれども、端から統廃合ありき

というのはどうも理解しにくいところがありますよね。 

 

＜松尾市長＞ 

ご意見をいただく中で、消防と救急車での日常のかなり頻繁に出動している中での住民の皆さんの

安全・安心といいますか安心感というところについては、非常にそこはお気持ちとしてやっぱり強く

あるというところは受け止めさせていただきます。消防署自体の統廃合というのは全市的な観点から

これを進めていく必要があると考えておりますけれども、この救急車の配置については、少しご指摘

いただいた点も含めて検討してまいりたいと思います。 

 

＜鎌倉地区自治組織連合会 渡辺会長＞ 

ありがとうございます。非常に前向きな回答をいただけてありがたいと思います。 

実は、昨日、公的不動産活用課の職員が私の家に来まして、たぶん今日消防署の移転の話題が出る
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から来たのだと思います。ペーパーを持ってきて、こういう内容のものを鎌倉消防署の付近の方に配

りたいからどうでしょうか、という話だったのですが、見る限りにおいて消防力の再編ということは

一言も出てこないのですね。鎌倉消防署と浄明寺出張所の統廃合だけは出ています。全体として鎌倉

市の消防力をどういうふうに再編していくのだということを、私はきちんと触れるべきだろうと思い

ます。それをやらないで単に移転だけの話でいくというのは、非常に市民に対して問題が大き過ぎる

と思います。全体の消防力を見直していくのだということも併せて、配ろうとしているペーパーに書

くべきですよ。消防本部の消防総務課長と公的不動産活用課長の連名でこれを出すとのことですけれ

ども、これはもう見直して、書き直したほうがいいと思います。そうじゃないと、今日ここにいる方

は、統廃合になる、そっくりそのまま鎌倉消防署が移るわけではないことが分かったと思いますが、

おそらく他の方は全然分からないと思いますよ。このペーパーを回覧板なりで配ったところで、そん

な話は載っていないのですから。どうなるのということが分からない。このペーパーは書き直すべき

だということ言っておきます。よく見直して、誤解がないようにして、回覧するなり配布するなりし

た方がいいと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。併せてご指摘いただきました。最初に会長がおっしゃっていただいたとお

り、やはり同じ情報をしっかりと共有しないと議論のスタート時点に立たないわけでございますから、

そこの部分がちょっと欠けているというところですので、見直しを含めてさせていただきたいと思い

ます。ご指摘ありがとうございました。 

 

＜仲島町自治会 鈴木会長＞ 

念のための発言ですけれども、材木座の長年の懸案なのですが、津波対策に関連して材木座保育園

跡地のこととか個別テーマが出ているのですが、基本的には先ほどの消防力や救命力と同じように津

波に対する対応力をやっぱり何らかのシミュレーションのもとにこういうことを決めていかないと、

皆さん共有できないと思います。一本釣りで材木座保育園跡地とかいろいろ言っていますけれども、

この芝原地区内、材木座の南地区の津波の避難の危険というのは、ずっと続いているわけです。それ

に対して、市民防災部の防災担当としては、どういうシミュレーションをもっていて、津波避難対策

の能力はこう持っておりますということが、本来はあるのではないかと思うのです。それに対して、

具体的に言うと、この施設あるいは消防署の屋上だとか、そういうことが今あるわけ。そういうシミ

ュレーションをぜひ共有していただきたい。ちゃんとこういうふうに確保できていますよ、住民の皆

さま大丈夫ですよ、観光客がまだいますよ、というようなシミュレーションが共有できていないので

すね。我々と市役所の防災関係の方と。そこは、たぶん最初に必要なことなので、年に１回じゃなく

て何か月かに１回でもいいですから、打合せをしたり、そういうことで現実的なシミュレーションは

共有できるように考えていただけないかなと思います。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

会長がおっしゃるとおりだと思いますし、実際のところ津波が来る最短到達時間が８分というシミ

ュレーションが出ている中で、すぐに避難行動が開始できるかというと、東日本大震災の関係とか見

ていますと、やっぱり５分ぐらい経ってからでないと津波避難行動が取れないというようなデータも

出ております。また、５分経ってから避難を開始しても、移動の時間が毎分６０メートルというよう

な数値も実際には出ているところです。ですから、津波到達時間が８分で、実際に避難できる時間が

３分という計算をしますと、皆さんも思っているとおり３分では津波避難ビルであるとか高台に行け
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ない人、行けない場所というのが出てくるのだと思うのです。私どももメッシュとかで区域を割って

出しているところがありますけれども、道路が必ずしも真っすぐにその場所に到達しているわけでは

ないので、細かいところまでは出せていないのですが、実際にはここら辺はどうしても今後の対策が

必要だなというようなところはおさえてはありますので、その辺も含めまして今後地域の皆さんと、

まずは情報を共有するところからさせていただいて、今後の対策を一緒に検討できればと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

＜大町六・七丁目自治会 前山会長＞ 

防災の件で少々お聞きしたいことがあります。いま津波等々のご質問が出たのですけれども、実は

大町六・七丁目というのは谷戸にありますので、いま報道されている大雨による土砂災害、これによ

って起こるがけ崩れを我々は非常に心配しております。そこで、自主防災の方を中心にアンケート調

査を行いました。回答率は大体６１％だったのですが、回答してくださった１５３世帯の方々のうち、

もし万が一避難するときに援助が必要な方はいらっしゃいますかと聞いたら、１５３世帯中１７名い

らっしゃったのですね。先日、役員会がございまして、さてこの１７名の援助を必要とする方、いわ

ゆる要援助者だと思いますけれども、その方々をどう我々は援助差し上げたらいいのかと。例えば組

長が動けばいいのか、それとも組長はそこまでやらなきゃいけないのか。でも命に関わることだから、

誰が一体責任を取るのだ、自治会なのかとか、さまざまなご意見がありました。最終的には「津波て

んでんこ」じゃないのですけれども、まずは自分の命が大事だから、自分たちだけは安全なところに

行きましょうとか、そういう話で紛糾したのですけれども、結局引き続きの検討となりました。 

ただ、１つまとまったのは、この安全確認タオル、無事ですよということを示すこのタオルだけは

購入させていただき、全戸配布する予定です。何かあった時にはこのタオルを出していただいて、援

助が必要でないかあるかというのをそれで判断をする。このタオルが出ていないところに関しては、

組長あるいは地域の方がお声かけをして、そして援助できることがあればやっていこうと。ですから、

声かけが精々じゃないかなというところが落ち着いた結論だったのですが。最終的に紛糾した問題点

のひとつに、避難援助を必要とされる方々に対して、自治会はどこまで対応すればいいのか。命に関

わることなので、本当にこの責任、命の責任の所在を本当に重く受け止めますし、とにかく自治会と

してどこまで対応したらいいのか。もし鎌倉市に、その辺りの災害時における要援助者に対しての考

え方、ガイドラインというのがあれば、ぜひ教えていただければと思いました。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

ありがとうございます。要支援者に対してどの程度どういうことをできるのかという話ですけれど

も、昨年、要支援の子どもの災害時の対応について、１人分をモデル事業としてやっと作成したとこ

ろです。災害が起きた時に、周りはこういうふうな動きをしましょうというようなものを作成しまし

た。その方は日頃から人工呼吸器を付けないといけないようなお子さんで、災害があった時にどうや

って支援しようというようなことを取りまとめたところです。 

実際にやってみると、やはりお住まいの場所であるとか環境がそれぞれですので、できることでき

ないことというのは本当にケース・バイ・ケースで、１人分ずつつくっていかないと、細かいところ

はできないのだというのが実感として残っているところです。責任と言いますけれども、先ほどもお

っしゃっていたように、やはりてんでんこの部分がかなり大事だと思いますし、そういう計画をきち

んとつくるということよりも、どういう心構えでやるのかということにつきまして、総合防災課にも

ご相談いただければ個別に寄り添えると思いますので、よろしくお願いします。  
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その他 

＜東水会自治会 菅野会長＞ 

うちの自治会の区域で山崩れがあったところがあって、元々は台風１９号で崩れたのですけど、そ

のまんまなんとなくやっていたのですが、この間の大雨で崩れました。家が１軒あって、辛うじて太

い木で防がれて大丈夫だったという状況で、市民防災部の方がいらっしゃって視察されたみたいなこ

とは聞いていますけれども、状況としてはまだ何もしていないのですね。ちょっと心配なので至急確

認していただけませんかね。確認と、それから何かやらなきゃいけないのであれば、やっぱり家もあ

ることなのでやっていただきたいなと住民としては思っておりまして、それでこの場を借りて申し上

げさせていただきました。 

 

 

  

≪後日回答 都市景観部 みどり公園課≫ 

 「地権者から相談を受け、みどり公園課がけ地対策担当が面談を行い、今後、どのように対処し

ていけば良いか助言を行った。また、鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成制度の活用が可能である

旨、説明を行った。」 

※ふれあい地域懇談会後、上記内容について、東水会自治会長にがけ地対策担当が説明済み。 
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令和５年度 

「ふれあい地域懇談会」報告書 

 

＜ 鎌倉地域（西地区）＞ 

 

日      時 令和５年（2023年）７月28日（金） 午前10時～正午 

場      所 鎌倉市役所 第３分庁舎 講堂 

出  席  者 自治会・町内会代表   17名 

鎌倉市     ７名 

内      容  

第 １ 部 市長からの説明 

（１）市庁舎移転及び現庁舎の整備等について 

（２）戸別収集の実施検討について 

（３）かまくらこども相談窓口「きらきら」について など 

 

第 ２ 部 地域からの議題に関する懇談 

（１）鎌倉消防署の移転に関する進捗 ① 

（２）鎌倉消防署の移転に関する進捗 ② 

（３）由比ガ浜４丁目大規模開発について 

（４）鎌倉市避難所（ミニ防災拠点）に避難する時に使用する「橋」 

の崩壊危険度を公開してもらいたい 

（５）【防災】里道（赤地）に係る最終措置の動静確認 
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出席者名簿  （敬称略） 

 

【自治会・町内会等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 佐助自治会 福井 謙二 会長代行 総務担当 

2 蔵屋敷自治会 石川 隆 会長 

3 由比ガ浜自治会 倉川 良樹 会長 

4 塔之辻自治会 加藤 孝彦 会長 

5 若宮町内会 藤島 節子 会長 

6 長谷自治会 太田 正和 会長 

7 長谷新宿町内会 片野 玄斉 会長 

8 長谷上町町内会 川村 久雄 会長 

9 長谷東町町内会 横塚 尚志 会長 

10 長谷大谷戸町内会 河合 泰男 会長 

11 坂ノ下自治会 三留 定男 会長 

12 極楽寺自栄会 高橋 純信 会長 

13 
鎌倉地区自治組織連合会 

（馬場ケ谷親和会） 
仲島 孝 

副会長 

（会長） 

14 極楽寺西ケ谷町内会 海老原 譲治 会長 

15 稲村ガ崎自治会 和久井 君雄 会長 

16 北稲村ガ崎自治会 山下 澄美 会長 

17 由比ガ浜西自治会 兵藤 沙羅 会長 

 

【鎌倉市】 

 役              職 氏    名 備    考 

1 鎌倉市長 松尾 崇  

2 総務部長 内海 正彦  

3 市民防災部長 永野 英樹  

4 まちづくり計画部長 林 浩一  

5 都市景観部長 古賀 久貴  

6 都市整備部長 森 明彦  

7 消防長 髙木 守  
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第２部 

地域からの議題に関する懇談 
 

05 鎌倉西-１ 鎌倉消防署の移転に関する進捗 ① 

05 鎌倉西-２ 鎌倉消防署の移転に関する進捗 ② 

05 鎌倉西-３ 由比ガ浜４丁目大規模開発について 

05 鎌倉西-４ 
鎌倉市避難所（ミニ防災拠点）に避難する時に使用する「橋」

の崩壊危険度を公開してもらいたい 

05 鎌倉西-５ 【防災】里道（赤地）に係る最終措置の動静確認 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉西－1 

テーマ 鎌倉消防署の移転に関する進捗 ① 

内容詳細 

消防署移転に伴う事後報告はあるが、今後の工程を提示してほ

しい。（今年に入ってから、市役所総務部鈴木氏、鎌倉消防署長

消防監田中さんが若宮町内理事会に来訪し、現況報告があった。

その後の経過を伺いたい。） 

担当部課 公的不動産活用課 消防総務課 

 

議題に対する回答等 

 令和５年１月から４月にかけて、候補地の周辺、現施設である鎌倉消防署及び

浄明寺出張所周辺の自治町内会へ事業の説明を行うとともに、候補地の近隣の方

へ訪問し、事業の説明を行っています。 

 また、並行して候補地の取得について、土地の所有者と協議を行っており、候補

地の３区画のうち、法人が所有する１区画について、令和５年５月末に、長谷二丁

目にある旧稲瀬川保育園用途の土地交換についての契約を締結したところです。

（ただし、土地の引き渡しは、夏以降になる見込みです。） 

 今後、残りの候補地の取得に向けて引き続き協議を進め、取得ができた後に、施

設の基本設計・実施設計を行い、工事、運用開始となる見込みですが、時期につい

ては、現時点では未定です。 

添付資料 
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（１）鎌倉消防署の移転に関する進捗① 

＜松尾市長＞ 

消防署移転に関する進捗の工程の提示というところでございます。現時点では、まずは土地の取得

というところから進めているところでございます。相手があることですので、手続を順次進めている

ところでございまして、ここがまず整いませんと具体的なスケジュールのお示しがちょっと難しいと

いう実情がございます。現在の土地の取得状況ですけれども、３区画のうち一番大きな区画で法人が

取得しているところにつきましては、契約を締結できたところです。残りにつきましてはいま引き続

き協議を進めている段階でございます。 

この移転につきましては住民の皆さんのご理解なしには進めていくことのできない事業でございま

すので、丁寧に説明させていただきながら、進捗がより具体的にお示しできる際にはすぐに地域の皆

さんにその情報を提供させていただきたいと考えております。 

 

 質疑なし 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉西－2 

テーマ 鎌倉消防署の移転に関する進捗 ② 

内容詳細 
跡施設への対応方針を聞きたい。例えば、周辺自治・町内会の集

合施設の機能を聞きたい。 

担当部課 公的不動産活用課 

 

議題に対する回答等 

 鎌倉消防署移転後の跡地については、民間事業者による利活用を考えています

が、その際には、地域への貢献も視野に入れた津波避難機能を備えた防災に資す

る機能の付与や、これらが担保できるよう市が民間事業者の利活用をコントロー

ルできるような手法として、売却ではなく貸付で対応できるかなど、様々な観点

から検討していきたいと考えています。 

添付資料 
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（２）鎌倉消防署の移転に関する進捗② 

＜松尾市長＞ 

跡地の活用というところでございます。公共施設再編計画という市全体の大きな計画の中では、こ

うした再編で生まれた土地というのは、売却もしくは賃貸ということで、全体の再編に係る費用を捻

出するというのが一番ベースの考え方になっております。ただ、これまで進めていく中においては、

やはり地域の皆さんにその後の活用については丁寧にお伺いし、一緒に実現していくということがで

きませんと、なかなか公共施設の再編も進んでいかないと感じているところです。 

現在のところ、地域の方からお話をお伺いする中では、津波避難施設としてのニーズ、それからこ

こにもございますように集会室としてのニーズ、大きくはこの２つが提案として挙げられていると認

識するところです。この２つについて、まずは最低限どのような形にしても実現できるように検討を

進めている段階です。こちらにつきましても、地域の皆さんにしっかりとご了解いただけるように進

めていくことが肝要であると思っておりますので、引き続き、地域の皆さんとも協議をさせていただ

きながら進めてまいりたいと考えております。 

 

＜長谷新宿町内会 片野会長＞ 

先ほどの話で、稲瀬川保育園のほうと土地交換をするという経営上のフィックスをされたというこ

とですが、消防の跡地も一緒ですけど、こちらの方もある程度市からの関与といいますか、なにか勝

手なビルができてしまったりすることがないような対応というか、そういうことはどう考えられてい

るのでしょうか。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

稲瀬川保育園のほうは、相手側事業者がいま扇ガ谷の土地で事業をちょうど進めようとしていたと

ころです。老人施設の計画があるようで、その施設を稲瀬川でつくりたいということで土地交換を行

いましたので、老人施設になるのではないかということです。ただ、近隣の方々との調整については

市からもその事業者には言っておりますので、おそらく近隣の方々のいろいろな意見を聞きながら進

めていくことになるというような状況でございます。 

 

＜塔之辻自治会 加藤会長＞ 

消防署の移転という話になっていますが、私は深沢の問題かなと思っていたのですが、いまの消防

署を近々どこかに移設するという話なのですか。どこに移設するかという話も、この回答票では分か

らないですよね。地区がちょっと離れていますもので。ちょっと説明してほしかったです。 

 

＜松尾市長＞ 

大変失礼いたしました。この話といいますのは、いま由比ガ浜にある消防署を廃止し、それから浄

明寺にある出張所も廃止し、その２つを統合する形で、雪ノ下の、横浜国大附属小学校の前の県道が

あるのですけど、あの辺りに消防署を新たに新設するという、こういう計画をいま進めているという

状況です。 

 

＜塔之辻自治会 加藤会長＞ 

なるほど、分かりました。ありがとうございます。ただ、浄明寺は道が狭いから大変でしょうけど。

ちょっとそれが心配です。話はよく分かりました。 
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＜若宮町内会 藤島会長＞ 

先ほど市長がおっしゃったように、跡地は集会室、もしくは避難場所になるように努めていきます

というお話だったのですけど、実際に移転して、その次のものができるまでの間に何かが起こったら、

避難する場所があそこら辺のところは、芝原自治会にしてもそうなのですけど、ないので、その空き

がない状態にしていただければというふうな形で望みます。よろしくお願いします。 

 

＜松尾市長＞ 

何年間も放っておくような形にはしないようにということだと思います。実際に消防が移転をする、

そこに合わせて前段階から計画をして、どうしても建替えの時期については当然ありますけれども、

そこの間に何もしないという時期をなるべく短くすることについては、しっかりと検討してまいりた

いと思います。 

 

＜若宮町内会 藤島会長＞ 

その時にもし津波とか地震があったら、あそこら辺の人は皆さんもうさようならという形になって

しまうので、それがないようにしていただきたいということです。 

 

＜松尾市長＞ 

 はい、かしこまりました。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉西－3 

テーマ 由比ガ浜４丁目あ大規模開発について 

内容詳細 

住民相互に気持ちよく過ごせるまちの在り方を丁重に構築して

いくことは市の行政又は住民の責務と考える。官と民がつながっ

て後世に引き継げる町作りを目指すために、引き続き三者協議会

を望みたい。 

担当部課 都市調整課  土地利用政策課 

 

議題に対する回答等 

市では、土地利用計画を早期に公開することにより計画的な土地利用の誘導を図

るため、「鎌倉市まちづくり条例」において開発事業の手続を定めています。特に

開発区域が 5,000平方メートル以上の大規模な開発事業を行う事業者に対しては、

小規模なものとは異なり、説明会の開催を義務付けており、市民の皆様が直接事

業者と対話できる機会を設けています。 

その他、事業者に対して意見書の提出や公聴会で公に意見を述べる機会もあり、

こうした経過を踏まえて、まちづくり審議会に諮り、市長から事業者に対して助

言又は指導を行うことになります。 

その後に手続を行う「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」に

おいては、助言又は指導も踏まえ協議・調整を図ることになります。 

今後、新たな開発事業に対する地元自治会等の周辺住民からの意見や事業者の対

応状況などを見極めながら、地元・事業者・市と協議・調整を図ってまいります。 

添付資料 
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（３）由比ガ浜４丁目大規模開発について 

＜松尾市長＞ 

由比ガ浜４丁目の大規模開発についてです。ここに書いてあるとおりですが、まちづくり条例にお

いての開発事業の手続を定めている中におきましては、市民の皆さんが直接事業者と対話できる機会

と、市長から事業者に対して助言また指導を行うという、こういうことがルールとして決められてい

るところでございます。我々としますと、まずはここに則りながら、この事業の進捗を見守り、適切

な手続がちゃんとなされているかということをしっかりとチェックをしていくという形になります。

三者協議ですけど、こうした手続を進めていく中でその必要性が出てきた場合には、この三者協議に

ついても検討してまいりたいと考えております。 

 

＜由比ガ浜西自治会 兵藤会長＞ 

ここまで来るのに、当初の第１番目の計画から考えると、１０年間という時間がかかっております。

また、屋上付きの大駐車場のショッピングモールが廃案になったことは、本当に皆さんもう喜んでい

ただいて、胸をなでおろしているところです。でもこれは本当に市民の皆さんのおかげで、皆さんが

いろいろな協力をしてくださり、署名や意見を頂戴して、これまでやってきて実現したことですよね。

本当にそういうふうにしてこんなに大規模な開発が廃案になったということは、本当に奇跡に近いこ

とだと思うのです。それを鎌倉市は、次の計画においてどういうふうに捉えていくかというところが、

一番私たちがいま重要に思っているところです。やっぱりどれだけのエネルギーを使って、市民が、

もう御谷騒動ですよね。御谷騒動だって、あの時に市民とお坊さんが守らなければ、八幡様の後ろは

住宅街だったわけですよね。 

由比ガ浜のあそこは正面玄関ですよ。鎌倉の風水的にも。あそこが、本当に５０年後、１００年後、

ここでよかったねという計画にならなければ、それは意味がないわけじゃないですか。だから、いま

市長がおっしゃっていた、計画がうまくきちんとなされているかをチェックしていく、ということで

はないのです。いま鎌倉市の置かれている状況は、白紙状態なのです。これから何か新しい計画が上

がってきたときは、これはまちづくり審議会から始まるわけですよね。１０年前だってそんな計画が

入ってきたときに、鎌倉市が、いやここはそんな場所に使うところじゃないよ、ということを言って

くれれば、鎌倉市民はこんなに大変な思いをしなかったのです。だけど、それを容認して、計画を入

れてしまったということですよね。次は同じ間違いを起こさないでほしいのです。事業者は本当に儲

けたいのだったらやりますよ。ただ、儲けたいだけの計画でいいのかどうか。鎌倉市はそこを本当に、

松尾市長はちゃんと考えていってほしいと思います。よろしくお願いします。 

 

＜松尾市長＞ 

 ありがとうございます。ご意見としては承るところでございます。ただ、おっしゃる中で、ちょっ

とあえて申し上げれば、その事業者がやるということを持ってきたものを、市がそれを拒むという、

そこまでの権限はないです。ただ、市としても、住民の皆さんにしっかりと配慮していくことですと

か、そういうことはしっかりと申し述べながらやっていくということになります。あそこでできる法

的に可能な範囲内で、事業者とすると計画をつくってくるというところになりますので、市としては、

それについてしっかりと許認可という立場で進めていくというところはひとつベースとしてはあり

ます。 

 

＜由比ガ浜西自治会 兵藤会長＞ 

いや、でもね、法的にというのをきちんとやってなかったじゃないですか。事業者だって。市だっ
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て、それを水面下で、私たちに分からないようにスルーしていくような状況がたくさんあったでしょ

う、今まで。そういうようなことを今後一切やめてほしいのです。 

 

＜松尾市長＞ 

ちょっと具体的にどの点をおっしゃっているかですけれども、なにか法的に違法なことをスルーす

るなんてことは一切ないです。我々は、そういうところがもしあれば、当然そこは指導する立場であ

りますし、今回もショッピングモールは、住民の皆さんのおっしゃるように大変な反対の声が出て、

市としてもそういうお声を受けながら三者協議という場をつくって、なるべく住民の皆さんのご負担、

ご不安を解消するようにということで努めてきたところでありますので。そういう意味では、なにか

法的に違反していることを進めさせるなんていうことは一切ありませんので、そこは誤解のないよう

にお願いします。 

 

＜由比ガ浜西自治会 兵藤会長＞ 

だから、三者協議は次回も必要だと思います。やっぱり三者協議がなければ、ここまで来なかった

ですから。 

 

＜松尾市長＞ 

そこも分かります。なので、もし今後出てくる、事業者がこれも持っていますから、それについて

市の思うような計画を事業者にやらせるということは、これはできないのはご理解いただけるかと思

います。事業者が何を考えてくるかということはありますけれども、今後も必要に応じて三者協議に

ついては検討してまいりたいというふうに考えているところです。 

 

＜由比ガ浜西自治会 兵藤会長＞ 

でもね、鎌倉市はまちづくりで普通の市と違うじゃないですか。古都ということになっていて、ま

ちづくり審議会というものがあって。いま、まちづくり審議会が機能していないのですよ、結局。ま

ちづくり審議会というのは何を審議するのですか。鎌倉市が、今後５０年後、１００年後まで栄える

というか、いい鎌倉市にしていくということを審議する場なのに、その計画、それを審議されていな

いのです。 

あのショッピングモールの計画に審議でＯＫを出してしまうような審議会は意味ないと思うのです。

審議会の有識者で、きちんとした意見を言われていた先生なんて、たった１人でしたよ。それじゃあ

意味ないですよね。ただやっている程度ですよね。はい審議会やりました、はい有識者のＯＫ取りま

した。有識者がちゃんとした意見を持ってなければ、何の意味もないじゃないですか。だから審議会

のメンバーも、本当にこちらの意見を出させていただきたいです。 

 

＜松尾市長＞ 

鎌倉は特別な場所だというところについては、私も本当にそう思います。なので、やはりこれまで

さまざまな条例なども使いながら、鎌倉が鎌倉でないというようなことにならないように、さまざま

な規制をかけてここまできました。そういう規制がきちんと守られるようにまちづくり審議会の中で

もそういう議論をしていただいておりまして、そこでそれを、その範囲内でやっていることについて

も、確かにこんなものは駄目だとかというのは、いろいろなご意見があるのは承知をします。ただ、

これは一定のルールを事前にきちっと、これも住民の皆さんに入っていただいた中で決めていること

ですから、これをさらに厳しくしていくという方向性というのは、今後の議論としてはあろうかと思
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いますけれども、そういう議論というのは今後も引き続きやってまいりたいと思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉西－4 

テーマ 
鎌倉市避難所（ミニ防災拠点）に避難する時に使用する「橋」の

崩壊危険度を公開してもらいたい 

内容詳細 

稲小をミニ防災拠点として利用したくても桜橋の崩壊で立入り

出来ぬのが大半で有る反面、取り残されて居る地域も有る事を考

慮せねばならない。 

 

①Ｍ７クラスの地震が今後 30 年以内に 70％の確率で発生する。 

②自栄会の住民の大半が避難所へ避難するのに極楽寺駅近くの

「桜橋」を使用する。大地震時崩壊しないの？崩壊した時の対

策が必要では？ 

③市の道路課の話では、建設時（昭和 47 年）当時の設計基準なの

で、崩壊危険度は不明との事。 

担当部課 道路課 

 

議題に対する回答等 

桜橋については、架設年次が古く（1957 年（昭和 32 年）供用開始）、現在の

耐震基準に適合していませんが、引き続き５年に１度の法定点検を行い、通行の

安全を図っていくとともに、橋の補修を行う際には、あわせて地震時の落橋防止

を検討してまいります。 

添付資料   
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（４）鎌倉市避難所（ミニ防災拠点）に避難する時に使用する「橋」の崩壊危険度を公開してもらい

たい 

＜松尾市長＞ 

橋のそれぞれの危険度の公開というところでございます。具体的には桜橋についてのことを書かせ

ていただいております。桜橋につきましては、５年に１度の法定点検を行い、橋の補修を行う時に併

せて地震時の落橋防止も含めて検討してまいりたいと考えております。危険度というよりも、橋の場

合は健全度ということをお示しさせていただいて、公開をしているところです。そこに併せて点検を

しながら橋の安全性を随時チェックしておりますので、我々としますとそこをしっかりと行うことで、

市民の皆さんの災害時における安全性もしっかりと確保できると考えて、事業を進めているところで

す。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

質問に対してお答えしてもらいたいのですけども、崩壊危険度を公開していただきたいということ

です。先ほどの松尾市長の説明に、現在の市庁舎は震度６強で活動不可能になるというような具体的

な説明があったのですけども、そのような説明を希望したいのです。法定点検とか何とかでは通常の

通行は可能だよというような点検だと思いますけども、ご存じのように極楽寺駅周辺は鎌倉の原風景

をほうふつさせるような田舎の地域なのですけども、そこにかかる橋も見るからに昔からの簡単な橋。

その橋が崩壊した時に、避難所に本当に行けないのですよね。救援資材なども通れなくなると思いま

すので、市を中心に崩壊したときの対策を現時点でやらないと、ご存じのようにマグニチュード７ク

ラスの地震が今後３０年間に７０％の確率で来るというような情報もありますので、一刻も早く対策

を立てなければいけないと思いますけれども、市のご意見を伺いたいと思います。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

 いま会長がおっしゃったように、危険度ということを表すのであれば、市長から説明がありました

健全度なのですが、我々、橋の状況を４ランクに分けて公表しております。この極楽寺橋は健全度１

ということで、経年劣化というものはあるのですが、悪くない状況です。悪いものというのはレベル

で言うと４になります。要はすぐに通行止めをかけるようなレベルになります。現在、鎌倉市にはそ

ういった橋はございません。ただ、レベル３というものはありまして、それは次の点検まで、５年以

内に補修をしていかなければいけない橋です。 

現在、レベル３という橋の補修を順次しているところで、あと１、２年でレベル３の橋の補修は終

了する予定です。その後、いま会長がおっしゃったように、その橋がなくなると集落に行けないよう

な場所、鉄道を跨いでいるような場所、第三者に大きな損害を与えるような橋というものと合わせま

して、順次、耐震の関係をあわせて補修をしていくような順番を考えているところです。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

架設年度が古いということで、昭和３２年から供用を開始しているということなのですが、この時

代の設計基準と現在の設計基準、何回か改訂版が出ていると思いますけれども、改訂版ごとに２０％

プラスになっていくとかどんどんありますので、現在の基準からすると何１０％ぐらい低い設計にな

っていますよ、というのは公開できないのですか。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

古い橋、ここだとまだ６０年程度の橋ですけれども、１００年程度というような橋もございます。
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そこまで行くともうどのぐらい入っているか分からないので、我々としては橋のレントゲンを撮った

りして、鉄筋の量とコンクリート量で現在の基準にどこまで合うか、足りなければそこに足していく

というような方法を取ります。 

今回の極楽寺橋に関しては、橋の構造自体というのは鉄筋の量やコンクリート量はある程度クリア

しているのですが、いまおっしゃったように大きな地震が来たときに揺れた場合、最近は東日本大震

災のように大きくゆっくり揺れる地震に対しての耐震基準というのが加わっております。その際に、

橋を受けている部分の長さなどが少し短い、２０センチほど短いというのは出ておりますが、そうい

ったところを順次、補修と合わせて変えていくこととなります。ですから、細かい部材部材になって

いますので、耐震基準自体も大きな地震がある都度更新がされておりますので、補修をかける時点で

最新のものと合わせていくという形を取っております。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

調査して報告していただきたいのですけど、あの桜橋が乗っかっている土地を江ノ島電鉄が危険と

判断し、早急に補修をするという話が進んでいるのです。ですから、橋が乗っかっているところが危

険だということは、橋自体も危険じゃないかという住民の不安の声が出ているのです。江ノ電さんと

情報を共有して、ご返事をいただきたいのですが。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

江ノ電を、道路を支えている擁壁の部分ですね。補修については、江ノ電さんから我々にも相談が

来ています。基本的に橋の基礎と擁壁というのは構造が区切れているので、同じものとは一概には言

えないのですが、当然その辺はあわせて江ノ電さんと協議は続けておりますので、その辺の報告はさ

せていただくようにいたします。 

 

 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

分かりました。もう１点よろしいですか。市の市民防災部の方が、もっと地域の方に出てもらいた

いという希望です。このように地域ごとにいろいろと防災上の問題点があると思うのですが、こうい

う問題点に対してどのように対応したらいいのかというのを、市民防災部の人と年に１回か２回、懇

親会みたいなのを開きたいと思っていますので、ご検討ください。よろしくお願いします。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

防災の職員と定期的かどうかは分かりませんけれども、現場に、各町内会にも出て、避難訓練のご

相談とかいろいろやっております。備蓄品のご相談なども承ったりしております。ご要望があれば対

応いたしますので、そこは総合防災課にご連絡いただければと思います。私からも言っておきますの

で、会長からもご連絡いただければ対応したいと思います。よろしくお願いします。 

 

≪後日回答 都市整備部 道水路調査課・道路課≫ 

 江ノ島電鉄株式会社からは令和３年に擁壁の安全性について報告を受け、調整を行っていま

す。 

しかし、桜橋付近は土地境界が不明確であるため、現在、境界確定等について協議を進めている

ところです。 
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＜馬場ケ谷親和会 仲島会長＞ 

いまの極楽寺自栄会の高橋会長の話に多少補足をさせていただきます。今のお話の、これは極楽寺

橋じゃなくて桜橋でございます。この桜橋については以前から、これはもう我々のひとつの懸念事項

になっております。場所柄、皆さんもご存じだと思いますけれども、桜橋という橋、全く橋ひとつで

すけれども、ミニ防災拠点としての稲村ガ崎小学校、これがあるが故に、まずそこに集まれるかどう

か。ある方は、それは大変だと。じゃあ避難民はどこからどう来るのだと。数年前の台風の時なんか

も然りですけども、地元の我々よりも、坂ノ下から長谷からたくさんやって来るわけです。その方々

がミニ防災拠点にたどり着けないわけです。 

そういう話をしますと、一部の方は、江ノ電のホームの前の石垣を登ればいいじゃないかと。年寄

りはどうするのかと。そこからの会話になったのです。これはもう既に５年以上前の話です。私ども

も黙っているわけにはいきません。ついては総合防災課に消防署から来られている方を、自治会館で

小さい会合を開いて、お互いに情報の共有化を年に１回までいかなかったのですけども、この状況で

すから毎年できないのですけど、それをもっと積極的に。いざというときに何かあってからでは遅い

わけですから。その前に。じゃあどういうふうに我々は動いたらいいのか。なおかつ、高橋会長が言

われた、非常に鎌倉らしい風情が残っている。はっきり言って田舎ですよ。ですから田舎は田舎らし

くもうちょっとゆっくりと構えてといきたいのですけども、風水害だけは、これは天災ですから、そ

んなことも言っていられない。 

ですから、実際に合わせての避難所の開設も然りです。避難所の開設に時間がかかるのは当然だと

思います。市役所の方が鍵を持ってこられて、避難所を開いてから、日本中そうですけれども、そう

いうところもなおかつ昔からの習慣というか風習でもって動かないで、もう開けられる人はもう鍵を

開けて、避難所をとにかく誰か近隣とか町内会同士が集まってやるとか、いろんな方法があるのでし

ょうけれども、その辺りの会話は今までされていることがないわけです。そういうところでリーダー

シップを総合防災課でとっていただければ、我々も非常に心強いと思っている次第です。ちょっと補

足として述べさせていただきました。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

ありがとうございます。総合防災課の職員も、コロナの間はなかなか行く頻度が少なかったかもし

れませんけれども、今はまたいろいろご相談を受ける体制になっておりますので、今後ともよろしく

お願いしたいと思います。 

ちょっと蛇足かもしれませんけれども、地震の時、避難所開設の鍵を開ける職員というのは、開庁

時間であれば当然みんな市役所に出勤していますので、そこから鍵を開けに各小学校、中学校に参る

ことになっているのですが、夜とか休みの日とかで市役所が開庁していない時間につきましては、近

所に住んでいる職員が担当になっておりまして、鍵を持っていって開けに行くような体制になってい

ます。ですから、ひょっとしたら市役所が開いている時よりも、すぐに職員がたどり着ける可能性が

あるのかなと思っております。なかなか被害状況によって行く時間とかがどのくらいになるのかとい

うのが普段の時には分からない部分もありますけれども、体制としてはそうさせていただいておりま

して、風水害の時はそこの避難所開設の役に当たった職員が開けに参りますので、基本的には市役所

から行っているような形になっております。 

 

＜稲村ガ崎自治会 和久井会長＞ 

極楽寺自栄会の高橋さん、それから仲島さんからも切実なご意見があったと思うのですが、稲村ガ

崎の地域の方にとっても全く同じなのです。あの橋が崩落してしまったら、あちら側がミニ防災拠点
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になっておりますので、どうしたらいいのだろう。もう自治会の地域の方々はどちらかというと諦め

ムードに入っていまして、もうあの橋は必ず崩落するよと。だからあの橋を使わないような方法でこ

れから対策を取っていかなくちゃいけないということで、いま皆さんは本当に切実な思いで、もう自

分の命は自分で守るしかないなと。命をつなげていくのを自分でそれをつなげていかなくてはいけな

いなという、そういう問題意識を私たちは醸成していくように、逆にあちらを使わないという、使わ

なければ何をじゃあ対策を取っていったらいいのかというふうに方向転換をしていっております。 

いま、防災講座とか教養センターの山本謙治所長にいろいろとご指導をいただきながら、自治会内

であの橋を渡らないで命をつなげて守る、つなげていける方法を、いま模索をしている段階です。そ

ういう地域があるということも市でも認識をしていただきたいと思っております。それに対してぜひ

実現できるように、ご尽力をいただければとお願いを申し上げる次第です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

＜馬場ケ谷親和会 仲島会長＞ 

ちょっと肝心なことですけれども、先ほど申し上げた桜橋の耐震について、震度いくつまで、マグ

ニチュードいくつまで耐え得るかどうかというのは、過去返答いただいておりません。我々が知りた

いのは、そこでもってどっちに逃げたらいいのかということです。わざわざ崩落した橋をなんとかし

て渡ろう、今の稲村ガ崎自治会の和久井会長の話ではないですけど、そこを避けて通らなきゃいけな

いということも考えられるので、その指針としていくつまでだったら耐え得るか。でも、過去にそう

いうデータが何も私どもの耳には入ってきておりません。これは私どもの谷戸の一番奥にある企業庁

が持っている水道山もそうです。大仏のトンネルの上に貯水池があることはご存じのはずですけれど

も、その貯水池が震度いくつまで耐え得るか。これは水道局の人に問いかけても、結局、正しいとい

うか数字は一切出てきておりません。ですから水道山が壊れた場合には、極端な話、稲村ガ崎小学校

のミニ防災拠点は鉄砲水で使えなくなります。そのぐらいの覚悟を我々はしております。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

ありがとうございます。おっしゃられたように、震度いくつまで、マグニチュードいくつまで耐え

られるのかというのは、我々も計算上使いません。ですからお示しすることはできないということで

す。ただ、大正時代の関東大震災クラス、阪神淡路大震災クラス、東日本大震災クラスの地震に対し

て耐震構造をつくっていくというのが我々の示されている指針ですので、皆様に対してマグニチュー

ドいくつだったら危ないよというのは我々もお示しすることができないので、市の職員以外、県の職

員の方も数字をお示しすることができないのだと思っております。 

今後はいま言ったように、一番新しい耐震基準に対して、それぞれ地震の揺れ方というのはいろい

ろあるわけですから、そういったものに対する構造になっていますというようなもので表すことしか、

申し訳ありませんができないところです。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

そうしたらちょっとお聞きしたいのですけど、今の桜橋は、阪神淡路大震災クラスでしたら、さら

に東日本大震災クラスだったらもつとかいうことは答えられるのですね。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

もつ、もたないは分かりませんが、阪神淡路大震災以前に造られた橋ですから、阪神淡路大震災の

後、確か平成１５年ぐらいに耐震基準が変わっており、それ以前に造られた橋ですから、阪神淡路大
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震災クラスの地震が来たときにもつか、もたないかというのは、私どもでも答えることはできません。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

ですから、当初伺ったのは、設計基準がいくつの時を想定して設計したのかお聞きしたかったので

す。それは答えられますか。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

設計したものが残ってないのではっきりとは分かりませんが、時代的にはおそらく関東大震災クラ

スにはもつようには造られているのだろうとは想定しますが、それを表す数字がないのではっきりと

答えることはできません。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

 答えられないということですか。阪神淡路大震災クラスだったら大丈夫なのですね。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

阪神淡路大震災の前に造られた橋ですから、もつ、もたないというのは分からないということしか

答えられません。それ以前の基準で造られていますから。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

 阪神淡路大震災より前ですか。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

もしかしたら勘違いされているのは、関東大震災は大正時代ですよね。この橋は昭和３２年ですの

で。阪神淡路大震災は確か平成１０年ぐらい。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

 関東大震災です。関東大震災。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

関東大震災以降に造られていますので、その基準には合わせて造られているとは思うのですが、そ

の計算した根拠というのが残っておりませんので、はっきりお示しすることはできないというところ

です。想定での話になってしまいます。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

＜若宮町内会 藤島会長＞ 

それは何らかの方法で調べることは可能なのですよね。今の技術で。例えば、先ほど何かカメラを

注入してやるとかおっしゃっていたじゃないですか。住民は、何かあったときにはやっぱり不安じゃ

ないですか。だから、市役所で何かしらの根拠、これぐらいだったらもう大丈夫、その一言がほしい

のです。 

 



285 

 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

おっしゃるように、補修をかけるときには、今の基準に合うような形でレントゲンみたいなのを撮

るのです。橋の上から。コンクリートと鉄筋の割合がどうだとか、それが今の基準に合っているかど

うかというのが、ひとつの目安になりますので。先ほど言ったように、すぐに直さなければいけない

橋というのは順次直していますから。それがあと１、２年で終わりますので、その後、いま言ってい

る桜橋のように孤立集落になってしまうような橋とか、電車を跨いでいる橋、第三者に与える影響が

大きい橋などをピックアップしていきまして、順次、補修や更新をしていく予定になっております。

ですから、今の段階では、大変申し訳ないのですけど、関東大震災クラスの基準で造っているだろう

というところまでの話で、今後補修するときには新しい基準で補修をしていくつもりです。 

 

＜若宮町内会 藤島会長＞ 

補修の時期は、今の時点では言えないということですね。高橋さんがこれだけ住民を代表して訴え

ているのですよ。それでも駄目なのですかね。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

重要度は橋に関してありますけれども、それでも鎌倉市には６０橋ぐらいあります。その順番とい

うのは、やっぱり悪いところからやっていきますので、そういった意味では、いつ、何年後というこ

とをお話はできませんが、順次それは対応していきますということになります。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

昨年ですけれども、実際に森部長さんのところへ伺って聞いてきたのです。そうしたら、「桜橋は危

険だというのを認識していますけども、もっと危険な橋があるので順番を待ってください」という返

事だったのです。細部は手帳に書いてありますから、言うこともできますけれども。それだけ危険だ

って市でも認識されているわけですよ。なにか対策を打ってくださいよ。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

すみません、私は危険だという報告書を見ているわけでもないですし、報告書を見ている中ではす

ぐにも落ちるというような報告にはなっていないところです。また、今やっているところは、先ほど

も言いましたように、４つに分けたランクの中で一番悪いものから２番目のものを補修しております

から、繰り返しになりますが、それがあと１、２年で終わりますので、その後に補修を順次していき

たいと考えております。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

 数値で教えていただきたいのですけどね。数値で。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

すみません。数値で言いますと、レベル１、レベル２、レベル３、レベル４の中で、桜橋はレベル

１、健全度が一番高いところになります。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

 それだけですか。時間もかかりますので、ちょっと個別にやりたいと思います。 
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令和５年度ふれあい地域懇談会 第２部 回答票 

 

番 号 05 鎌倉西－5 

テーマ 【防災】里道（赤地）に係る最終措置の動静確認 

内容詳細 

長年に亘り最終結論に至らぬ事、其れが災害時の逃げ道として

使用出来ぬ違法行為に対しての平準化を求む。故に飽く迄も「防

災」絡みの問題。 

 

＊概ね二昔前の事案を穿り返す格好にて恐縮ですが、約半年前に

発覚した事に関しての未解決の問題に対しての確認です。我が町

内会での回覧（2022 年９月 18 日）の如く、掲題の件は『防災』絡

みとして我々住民に大いに影響の有る事から、明確な結論を導い

て頂けるべく御願いを致します。 

 須らく逐次、市・総合防災課からの災害時に於ける「避難誘導

のポイント」としては『最も安全なルートを選択する事が求めら

れるが故、住民を避難場所等に誘導する際に複数の避難経路を把

握しておく事が必須』と常に協調されて居ります。此れは鎌倉の

特徴として、谷戸地域も多い事から崖崩れや倒木等に因り選択の

無い逃げ道では逃げ場を失う事に至り、木目細かい事前準備の一

環とする必要が故と思って居ります。 

担当部課 公的不動産活用課 

 

議題に対する回答等 

 極楽寺二丁目 949 番２の市有地については、普通財産として管理しており、通

常の通行に適さない場所ですが、緊急時の避難経路としての御利用は可能です。 

現在は当該市有地に存する占有物の撤去に取り組んでいるところであり、占有

者に対しては文書により撤去をお願いし、一部（倉庫）については撤去されました

が、全ての物件の撤去は完了していません。 

 市としては、今後も土地所有者に対し撤去のお願いをしてまいります。 

添付資料     
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（５）【防災】里道（赤地）に係る最終措置の動静確認 

＜松尾市長＞ 

こちらにつきましては、こういうご質問ですけれども、ちょっと具体的に、極楽寺二丁目９４９番

２の市有地についてお答えをさせていただきます。こちらにつきましては緊急時の避難経路としての

利用ということはできるところですけれども、現在、占有物の撤去に取り組んでいるところです。占

有者に対して撤去をお願いしまして、一部撤去されていますけれども、まだ全ての撤去が終わってな

いという状況ですので、引き続き撤去をお願いしていくというところです。 

 

＜馬場ケ谷親和会 仲島会長＞ 

本件につきましては、昔の管財課の時代からのもので、ちょっとびっくりしたのが、管財課が管理

する赤地か青地かですけれども、里道を市の方で売る、貸す。要は不動産屋のプロジェクトを始める

ということだったのです。そういう話になると、市がよっぽど財政が切迫しているのかなと。ただ、

これは管財課の方での管理だけじゃなくて、本当の地主は鎌倉市かどうか私も分かりませんけれども、

いずれにせよそこまで切迫しているのかという感じで受け取ったのですけども。 

要は、町内会として何が大事かということは、防災時における一本道以外の避難経路が必要なわけ

です。これについては、擁壁のそばにある赤地、要するに通行可であるところを、災害時にいちいち

声をかけて「すみません、通りますよ」なんて言っている余裕なんてあるわけないのですから。しか

も避難通路を選べないという地形でもあるわけですから、早い話が勝手にその裏道を通っていってし

まう。ところが、そこに大きな塀ができ、とても通行は不可能。実際にもう１０年ぐらい前に市の総

合防災課の方に一緒についてもらって回ったことがあるのです。でも、これはもう途中で諦めました。

そういうお宅が非常に多かったのです。要は、赤地なのにそこを通行できない。通行を妨げるような

ものはあってはいけないはずですけど、それが徹底されていない。 

そこで不思議に思ったのは、なんで市が土地を売るのか。土地を貸すのか。そのために市の職員の

人が専任でもって、そういう会話をして歩いているわけです。これは仕事ですから当然だと思います。

貸してなんぼ、年間例えば１万とか２万とか、それから売って、５万、１０万とかあるでしょう。こ

れはどこから始めるのですかと言ったら、私どもの町内会から始めましたと言われるのです。これは

順番があるから当然でしょう。でも、ある日突然それをやめましたというのです。要するに不動産屋

の商売はやめましたという表明なのです。売るも貸しもしませんという話に落ち着いたわけですけれ

ども、結局は草ぼうぼうの家もあれば、きれいに芝生を張っている家もあるわけです。ところが、き

れいに芝生を張っている家は芝生を剥がせというわけですよね。草ぼうぼうの家はそのままです。 

だから、要は、誰が通っても、その赤地を管理するのははっきり我々の方にはないわけです。それ

をたまたま使っている人が、ちゃんと草刈りをして管理してくださいよという話もなんにもないわけ

です。要は何事も徹底していないわけです。やるならやる、やらないならやらない、どこからどこま

でがその範疇であるか。これが今までの１０年とは言いませんけども、５年以上経過している問題点

で、要は白黒はっきりしてちょうだいよというところだけがポイントです。防災のための通路、これ

は必ず確保しておいていただきたい。町内会としても、町内会に入ってない家もあるわけですから、

１００％そこでもって我々から町内会だけだと言って通してくださいということも、これは話を持っ

ていけないわけですから、市としてその辺の方向づけをはっきりしていただきたいと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。防災のために活用するということで、地域の皆さんでそういうお話ができ

ているということであれば、そこは市としても当然、自治会の皆さんと連携してやっていくことです
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から、ここにあるとおり災害時にはちゃんと活用いただけるように、一緒にそこは取り組んでまいり

たいと思います。 

売却なのか、土地を貸して活用していくのかにつきましては、これは赤道、ご案内のとおり市内い

ろいろなところにありますので、その都度その地域の隣接する方との協議などをしながら、その地域

にとっていい方向に進めていくということが大前提ですので、その都度しっかり話し合いをさせてい

ただいて進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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その他 

＜若宮町内会 藤島会長＞ 

議題以外で、ちょっとこれは載せなかったのですけど、海浜公園についてお話ししてもよろしいで

すか。海浜公園の植木、植木というか雑草と言うのですかね、雑草というのはないのかもしれないで

すけど、やっぱり気候がいま変わってきているので、結構生え方が立派過ぎちゃってすぐ伸びてしま

うのです。それで、住民の方が市役所に電話すると、予算のことがあるのでちょっとできないですね、

みたいな感じで断られるそうです。だから、草木をかき分けて行く感じなのです。だから、できれば、

どれぐらい伸びたら刈るというふうな形にしていただかないと、しょっちゅう電話して刈ってほしい

とかなんとか言うしかないのですよね。だから、これはみどり公園課になると思うのですけど、あそ

こは結構ちょっとお山みたいにもなっていてあれなのですけど。とにかく入るところは結構舗装され

ているからいいですよ。そうじゃなくて緑のところです。 

ある住民の方から、こういう提案もされました。地域の住民の方と一緒に刈るというような方法、

そういうような日もあってもいいのではないかと。皆さんで協力してやるというような方法も考えた

らどうですかというような提案もありました。予算がないと言ったらおかしいのですけど、本当に５

０センチぐらい伸びると歩くのも結構大変なのですよ。だから、現状やっぱり何センチぐらい伸びた

ら刈るというような形にしていただかないと困ります。 

もう１つは、鎌人市場ってご存じですよね。年２回やっているのですけど。今回、なにか海浜公園

の遊具を新しくする、今年度中にその遊具を取り替えたいので１０月に業者さんが決まるのでちょっ

と鎌人市場はできないということで、鎌人市場が断られたのだということを実行委員の方から聞いた

のですけど。鎌人市場というのは結構何年もやっていて、隣の例えば逗子市とか近くの人なんかも結

構期待している方が多いのです。大体５月と１０月にやるのは分かっているわけだから、鎌人のイベ

ントということで結構地域のものとかもいろいろ出ているので、鎌倉市とすればどちらかというと応

援するような気持ちで、じゃあ１０月末にやっていいですよというふうにぜひ出してほしかったので

すけど。 

私もみどり公園課にはお願いしたのです。周りの住民とか、うちの町内会もいろいろ出るので、ち

ょっと楽しみにしているからということをお願いしたのですけど、結局は駄目だったのです。駄目だ

というのは、要はその海浜公園の遊具のところ、子どもたちが遊ぶ遊具のところを取り替えるのです

って。その取り替えるのに業者が１０月にならないと打合せができないからということで、結局は１

０月に使用することもできなかったというふうに聞いています。 

市とすれば、鎌人という市場というのは、鎌倉のいろいろな、そういう点では一応由比ガ浜西自治

会もちょっと関係しているのですけども、その辺のところを、やっぱり５月と１０月と決まっている

のだから、応援するような形はできなかったのかなってすごく残念に感じています。一応口頭ではお

願いしたのですけど、そういう感じです。だから、次回から、もう５月と１０月とかいう形で今まで

もう１０年以上もやっているので、できればそういうのを市としても応援していただきたいなと思い

ます。 

それから、草刈りです。伸びたら刈るという形にしていただかないと、ちょっと予算がないからと

伸びるまで待つというのは、ちょっと危ないかなとか思ってしまいます。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。まず鎌人市場のことについては、ちょっと確認します。我々も鎌人市場に

市としても出店させていただいており、本当にそういう意味では大変ありがたいイベントですし、一

緒になって連携してやっているというふうにも思っておりますので。どうできるかということは、ぜ
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ひちょっと検討して、改めてお返事をさせていただきたいと思います。 

草刈りについて、一緒に刈っていただくというご提案はとてもありがたいことでございます。そう

いう形でやっていただいている地域もございますので、ちょっとお話しさせていただいて、どういう

形でできるか。確かに鎌倉市としても、全体の公園を管理する中で、全部が常にきれいにというとこ

ろを目指すところではありますけれども、タイミングとしてそういうことができない期間というのが

もしあるとすると、少しその辺りを一緒に勉強させていただくことができればと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

地元の高齢者の方にお話を伺いますと、まちを歩くにしても、休み休み行かないと買物もなかなか

大変なんだよね、という話をよく聞きます。まちの中にちょっと腰を下ろすことができるような椅子

があったりすると、外に出る気力も出るんだけどな、というお話も聞きます。まちに出づらいから逆

に家に引き籠もってしまう。そうすると余計にまた健康寿命を害してしまう。こういうことを考えま

すと、ますます高齢化が進んでおりますので、皆さんが健康で長生きできるためにも、勇んでまちに

出やすいような、そういう健康都市を目指していただきたいなというふうに思っております。その１

つが、地元の方のヒントとして、ちょっとでもいいから買物の途中でも腰を下ろすような椅子が欲し

い、こういう声を何度も聞いてまいりましたので、本日はいい機会でございましたので、ぜひ健康都

市へのご一考をと思ってお話をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。ベンチの設置についてまずお答えさせていただきますと、過去にもベンチ

を置いていただいたところがあったのですけれども、通行の邪魔になるじゃないかというご意見など

もあって撤去した経過がありました。その際には、商店街でベンチを設置していくということをまと

めて申請するという方法ですと、これは検討の話になるのですけれども、お話としては受けて、許可

を出せるというような話があったりしました。置くことによる反対の声もある中で、どうこれを進め

ていくかというところになるのですけれども、やはり地域の中でそういう機運を醸成しながらご理解

をいただくということは、すごく大事な部分だと思いますので、このエリアで、ということがありま

したら、市もご相談に乗らせていただきながら、どうつくっていくかというところを一緒に進めてい

ければと思っているところではございます。 

また、高齢者の外出支援につきましては、市としても大変重要な取組みだと思っています。福祉施

設の車を活用しながら地域の方々の移動に資するようなことですとか具体的にはやっているのですけ

≪後日回答 都市景観部 みどり公園課≫ 

 鎌倉海浜公園由比ガ浜地区で実施するインクルーシブ遊具の改修工事においては、設計書の作

成に時間を要したことや、入札による業者選定を行うこと等の理由により、入札日まで使用でき

ない場所や工事箇所について、詳細に説明はできない状況でした。 

入札日以降、鎌人いち場実行委員会に対して、鎌人いち場を実施するにあたり、例年開催されて

いるものより小規模となってしまいますが、10 月中に開催可能な場所や日程等を説明したとこ

ろ、実行委員会として開催の検討をする旨、ご回答がありました。 
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れども、もう少し根本的にどう地域の移動ができるかというところは、実は二階堂・浄明寺地区で実

験をやらせていただいたりしているところなのですけれども、なかなか採算面でうまく進まないとい

うようなところもあったりします。いずれにしましても、そういう実験を重ねながら、地域の方の移

動に資するような取組については、しっかりと進めてまいりたいと考えております。 

 

＜若宮町内会 藤島会長＞ 

今の倉川さんのベンチの話なのですけれども、若宮町内会では、県道のところの畠山六郎茶屋のと

ころにベンチを置いているのです。それが老朽化して、直す人があまりいないので、結構グラグラく

ると。１つは寄附していただいた方の椅子があるので、それを直したりしているのですけども、その

すぐ近くのＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥというお店の前にもベンチが置いてあったのです。それは老朽

化して、結局は撤去をしたまま、そこには何もないです。だから、今おっしゃったように、六郎茶屋

の前に掲示板が置いてあって、それは県道への設置の許可を得て、地図を印刷して、そこに張ってい

るのです。だから観光客の人とかもそれを見て、その前にも木のベンチなのですけど、結構老朽化し

ているのです。だから、それも町内会でお金を出しているのです。皆さんの町内会費からいただいて

いるお金で直しているのですけど、もし今の倉川さんとのお話だと、ここにちょっと置きたい、申請

したいと市に言ったら、費用面とかそういうふうな面でも、補助というかそういうようなものは可能

だということで捉まえてよろしいですか。 

 

＜松尾市長＞ 

現時点ではそういう補助制度というのはないですから、もし今後そういうことが必要だということ

がご意見としてあれば、我々としても検討をしていくというくだりにはなります。 

 

＜若宮町内会 藤島会長＞ 

 検討なのですね。 

 

＜松尾市長＞ 

 現時点ではない、というのは事実です。 

 

＜若宮町内会 藤島会長＞ 

 じゃあ自腹でやるしかないのですね。 

 

＜松尾市長＞ 

 今すぐということであれば、そうです。 

 

＜蔵屋敷自治会 石川会長＞ 

消防署の移転ということが最初に出たのですけれども、話を聞くと、旧市街では消防署が全部なく

なるのですよね。由比ガ浜がなくなる。浄明寺がなくなる。長谷もなくなる。長谷は分団ですけど。

そうして、改めてそれらを１つにまとめて雪ノ下に造ると。そんなに一括していいものかな。消防を。

それが私、不安でね。いままで２か所、３か所あったもので、それでうまくいっていたのではないか

なという気がして。それを１つに、旧市内だけで１つ、それがいつできるのかは分からないけど、あ

とは分団で消防関係、ある程度防災関係をやるのかなという気がするわけです。なんでこれを１か所

にするという考えになったのか、ちょっと聞きたいのですが。 



292 

 

 

 

＜松尾市長＞ 

消防につきましては、こちらも市全体の公共施設再編計画の中において、やはり鎌倉市の課題とす

ると消防の数が少し多いということがありまして、消防職員の数も他市に比べると多いということが

あります。もちろんいたずらに減らすのは住民の皆さんの不安をただ招くことになりますから、効率

よく消防の体制を、決して消防力を低下させずにできないかということを検討してきたわけです。地

形的にも旧鎌倉のところですと、やはり鶴岡八幡宮の周辺に消防があれば旧鎌倉全体について消防力

を落とすことなく行うことができますので、あの周辺で土地を、実はこの間ずっと探してきたという

ことがございます。ようやく今回その土地が見つかったということで、再編として今回やらせていた

だきたいということでの計画です。 

一方で、大船の消防も実は廃止をするということで、深沢の方に本庁を持ってくるということもご

ざいまして、大きくする上ではその２か所の再編ということをいま計画しているというのは、そうい

う理由でございます。 

 

＜蔵屋敷自治会 石川会長＞ 

そういう災害とかそういうものに対しては個別にあっていいのであって、それをまとめるというの

は、非常に私は危惧をしているのだけどね。緊急性があるものに対して、鎌倉旧市街で１個、深沢に

１個、極端に言うとそういうことになるのですよね。緊急性を考えると、もっと細かくしていいので

はないかなという私の考えです。いろいろ考えてください。 

 


